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航空機の特別な方式による航行の承認基準及び承認要領について（通達）

標記について、航空機の特別な方式による航行に関する訓令（平成１７年防衛庁訓令
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別冊第１

ＲＶＳＭ航行の承認基準及び承認要領

第１ 総則

１ 目的

この通達は、航空機の特別な方式による航行に関する訓令（平成１７年防衛庁訓令

第７２号。以下「訓令」という。）第２条に規定する特別な方式による航行のうち、

他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行（以下「ＲＶＳＭ航行」と

いう。ＲＶＳＭ：Reduced Vertical Separation Minimum）について、当該訓令に基

づき承認するための基準及びその要領を定めることを目的とする。

２ 用語の定義

(1) 「Ｗ／δ」とは、航空機の重量Ｗを大気圧比δで除したものをいう。

(2) 「ＲＶＳＭ空域」とは、フライトレベル２９０からフライトレベル４１０までの

範囲内で、垂直方向の管制間隔を１，０００フィートに設定した空域又は航路をい

う。

(3) 「ＲＶＳＭ飛行包絡線」とは、マッハ数、Ｗ／δ及びＲＶＳＭ空域内で航空機が

巡航飛行を行うことができる高度の範囲をいう。ＲＶＳＭの承認に際し、航空機の

飛行包絡線は基本飛行包絡線と全飛行包絡線の２つに分けて考えられる。

(4) 「ＲＶＳＭ基本飛行包絡線」とは、航空機が最も頻繁に航行することが見込まれ

るフライトレベル２９０からフライトレベル４１０（あるいは使用可能な最大高度

）までの範囲内におけるマッハ数及び重量の範囲をいう。

(5) 「ＲＶＳＭ全飛行包絡線」とは、ＲＶＳＭ空域内において航空機が航行できるマ

ッハ数、Ｗ／δ及び高度の範囲をいう。

(6) 「静圧誤差」とは、静圧孔において静圧系により感知された圧力と機体により乱

されていない外気圧との差をいう。

(7) 「静圧誤差補正」とは、静圧孔において静圧系により感知された圧力と機体によ

り乱されていない外気圧との差の補正をいう。

(8) 「残留静圧誤差」とは、静圧誤差補正を行った後に残る補正の不足や過剰によっ

て生じる静圧誤差をいう。

(9) 「機器誤差」とは、感知した圧力を電気信号に変換する過程、静圧誤差補正を適

用する過程及び高度を表示する過程で生じる誤差をいう。

(10)「最悪条件の機器誤差」とは、航空機に装備されている高度測定システムのため

に製造者により指定されるものであって、残留静圧誤差と機器誤差を組み合わせた

値の絶対値が最大となるときの機器誤差の値をいう。

(11)「高度維持性能」とは、飛行高度維持に関する航空機の性能をいう。

(12)「航空機グループ」とは、同一の標準的な設計に基づき、高度維持性能の精度に

影響を与えるような詳細のすべてを考慮して製造された航空機の一群をいう。

(13)「ノン・グループ航空機」とは、航空機グループに含まれない航空機をいう。



(14)「民間機転用航空機」とは、民間機として製造国政府において、型式証明、型式

設計変更又は追加型式設計等（以下「型式証明等」という。）を受けた航空機を自

衛隊機として転用した航空機をいう。ただし、転用する際に、その型式の安全性の

基準に対する適合性に影響を与えない小規模な改造を行った航空機は、民間機転用

機とみなす。

(15)「民間機改造航空機」とは、民間機として製造国政府の型式証明等を受けた航空

機を自衛隊機として転用する際に、その型式の航空機の安全性の基準への適合性に

影響を与える改造を行った航空機をいう。ただし、その改造が、製造国又は改造国

政府の型式証明等を受けているときは、民間機転用航空機とみなす。

(16)「承認等」とは、民間機転用航空機については製造国政府による型式証明、民間

機改造航空機については原形となった航空機が製造国政府による型式証明、防衛省

が開発した航空機及び海外からの導入航空機等については装備品等の部隊使用に関

する訓令（平成１９年防衛庁訓令第７４号）第４条に基づく部隊使用の承認をいう

。

(17)「ＩＣＡＯ」とは、国際民間航空機関をいう。（ＩＣＡＯ：International Civi

l Aviation Organization）

(18)「地域モニタリング機関」とは、ＩＣＡＯ Ｄｏｃ ９５７４に規定するＲＶＳＭ

が導入されている地域においてＲＶＳＭ航行の許可状況及び高度逸脱データの収集

等のＲＶＳＭ空域の高度維持モニタリングを実施する機関をいう。

(19)「ＪＡＳＭＡ」とは、福岡飛行情報区を担当する地域モニタリング機関をいう。

（ＪＡＳＭＡ：Japan Airspace Safety Monitoring Agency）

(20)「高度測定システム誤差」とは、標準気圧値によって規正され航空機乗組員に指

示される気圧高度と標準大気における気圧高度との差をいう。

(21)「自動高度制御システム」とは、航空機を設定された気圧高度に自動的に制御す

るシステムをいう。

(22)「高度監視警報システム」とは、航空機が設定高度から外れたときに警報を発す

るシステムをいう。

(23)「ＦＡＡ」とは、米国連邦航空局をいう。（ＦＡＡ：Federal Aviation Adminis

tration）

(24)「予備高度計」とは、高度測定システムに含まれない気圧高度計をいう。

(25)「高度捕捉システム」とは、設定された気圧高度を捕捉するために使用されるシ

ステムをいう。

(26)「ＣＢＴＡプログラム」とは、「Competency-Based Training and Assessment P

rogramの審査要領細則」（国空航第１１５７６号、平成２９年３月３０日）に基づ

くＣＢＴＡプログラムをいう。

(27)「総垂直方向誤差」とは、航空機が飛行している実際の気圧高度と航空機乗組員

により設定された気圧高度との垂直方向の差をいう。

(28)「指示高度誤差」とは、モードＣの質問電波に対して応答した高度と航空機乗組

員により設定された高度との差をいう。

(29)「飛行規定」とは、自衛隊が使用する航空機の飛行手順書及び関連規則類等をい



う。

(30)「運航規定」とは、自衛隊が使用する航空機の運航に関する手順書及び関連規則

類等をいう。

(31)「整備規定」とは、自衛隊が使用する航空機の整備に関する手順書及び関連規則

類等をいう。

第２ 承認

１ 申請書に添付する書類

(1) 陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は防衛装備庁長官（以下「幕僚長等」と

いう。）がＲＶＳＭ 航行の承認を得るために訓令第４条第１項に従い防衛大臣に

提出する申請書に添付する同条第２項に規定する書類は、次に掲げるとおりとする

。

ア 第３から第７に規定する承認の基準に適合することを示す書類

イ 高度維持性能の低下に係る過去の航行実績

ウ 航空機乗組員等の訓練実績

エ その他参考となる書類

(2) 幕僚長等は、申請する航空機が、製造国又は改造国政府により第３から第５まで

に適合することが証明された航空機グループに属するときは、当該証明を行った書

類を(1)アの書類として用いることができる。

(3) (1)アに規定する書類のうち、第６及び第７に適合することを示す書類は、航空

機の運航、整備、航空機乗組員等の教育及び訓練に係る規定を定めた書類とする。

また、(1)ウに規定する書類は、ＲＶＳＭ航行を行うに必要な教育及び訓練が終了

したことを示す書類又は航行開始日までに教育及び訓練が終了することを示す書類

とする。

(4) 幕僚長等は、申請する航空機をＪＡＳＭＡに登録するための書類について、ＪＡ

ＳＭＡの様式に従い作成し、(1)エの書類として添付するものとする。

(5) 幕僚長等は、申請する航空機についてモニタリングを実施するときは第８に規定

するモニタリング計画書を、又は当該航空機についてモニタリングを実施しないと

きはその旨を、それぞれ(1)エの書類として添付するものとする。

(6) 訓令第４条第３項の規定に従い添付する書類は、すでに承認を受けた航空機と同

一の型式であって、かつ、特別な方式による航行を行うに当たり必要な同一の性能

及び装置を有することを実証する書類及び機番号の追加に伴い変更となった部分を

添付するものとする。この場合、当該航空機の装備する装置が、すでに承認を受け

た航空機の有する装置と同一ではないが、同一のシステム性能を有するときは、そ

の同一性を実証する書類を添付するものとする。

２ 承認後の防衛大臣の措置

(1) 防衛大臣は、航空機の承認をしたときは、速やかに、ＪＡＳＭＡに対し、当該航

空機の登録の手続きを行い、当該航空機の登録が完了したときは、その旨を幕僚長

等に通知する。

(2) 防衛大臣は、当該航空機の承認を取り消したときは、速やかに、ＪＡＳＭＡに対



し、当該航空機の登録の削除の手続きを行う。

３ 承認後の幕僚長等の措置

(1) 幕僚長等は、第８に規定するモニタリング計画書に従い承認を受けた航空機のモ

ニタリングを実施したときは、その結果を防衛大臣に報告するものとする。

(2) 幕僚長等は、(1)のモニタリングの結果、高度維持性能が第４を満たしていない

と認めたときは、訓令第７条第１項の規定に基づき、措置を講じるものとする。

(3) 幕僚長等は、(2)のモニタリングを実施した後に、他の地域モニタリング機関の

管轄する地域においてモニタリングを実施する必要が生じたときは、第８の規定に

基づきモニタリング計画書を作成し、その旨を防衛大臣に報告するものとする。こ

の場合、第８の１(1)イに掲げる数は、当該モニタリング機関が定める数とする。

第３ 航空機グループ

１ 第４の高度維持性能への適合性を実証する上で、次に掲げる要件のすべてを満たす

航空機群は同一の航空機グループとして取り扱うものとする。その他の航空機は、ノ

ン・グループ航空機として取り扱うものとする。

(1) 民間機転用航空機については、製造国又は改造国政府における同じ型式証明等で

承認されている航空機。その他の航空機については、同一の標準的な設計に基づき

設計・製造された航空機。

なお、その派生元の航空機との相違点に応じて、適合を示すために派生元のデー

タを使用することができる。

(2) 静圧システムが同じ場所及び方法で取り付けられており、同じ静圧誤差補正が組

み込まれている航空機。

(3) ＲＶＳＭ航行に必要な機上装置が製造者の同一仕様に従っており、同じ部品番号

である航空機。ただし、製造者又は部品番号が異なる機上装置であっても、同じシ

ステム性能を備えていることが実証できるときは、同一の航空機グループとみなす

ことができるものとする。

２ 民間機改造航空機については、１の規定によるほか、その原形となった民間航空機

と同一の航空機グループに属することを実証できるときは、当該民間航空機の航空機

グループに属するものとみなすことができるものとする。

３ 航空機群が、新たな航空機グループとして第４及び第５の適合性を示すことができ

るときは、新たな航空機グループを定義することができるものとする。

第４ 高度維持性能

ＲＶＳＭ航行を行う航空機の高度測定システム誤差及び高度維持性能は、次の基準

に適合していること。

１ 高度測定システム誤差

(1) 航空機グループに属する航空機の許容値



ア ＲＶＳＭ基本飛行包絡線内の飛行において、誤差平均の最大絶対値は８０フィ

ート（２５メートル）を超えないこと。

イ ＲＶＳＭ基本飛行包絡線内の飛行において、誤差平均の絶対値に誤差の標準偏

差の３倍値（３シグマ）を加えた最大絶対値は２００フィート（６０メートル）

を超えないこと。

ウ ＲＶＳＭ全飛行包絡線内の飛行において、誤差平均の最大絶対値は１２０フィ

ート（３７メートル）を超えないこと。

エ ＲＶＳＭ全飛行包絡線内の飛行において、誤差平均の絶対値に誤差の標準偏差

の３倍値（３シグマ）を加えた最大絶対値は２４５フィート（７５メートル）を

超えないこと。

オ ＲＶＳＭ全飛行包絡線内の領域において、ウ又はエの許容値を超えるときは、

飛行規定、実施要領、運航規定又はその付属書（以下「飛行規定等」という。）

に航行制限が規定されていること。

カ 平成９年４月１０日以降に承認等を受けた型式の航空機にあっては、ウ及びエ

の許容値は、それぞれア及びイの許容値とする。

(2) ノン・グループ航空機の許容値

ア ＲＶＳＭ基本飛行包絡線内のすべての状態について、残留静圧誤差と最悪条件

の機器誤差の和の絶対値が、１６０フィート（５０メートル）を超えないこと。

イ ＲＶＳＭ全飛行包絡線内のすべての状態について、残留静圧誤差と最悪条件の

機器誤差の和の絶対値が、２００フィート（６０メートル）を超えないこと。

２ 高度維持性能

自動高度制御システムを搭載し、乱気流又は突風のない状態で水平直線飛行時に設

定された高度に対して±６５フィート（２０メートル）以内の高度を維持できること

。ただし、平成９年４月９日までに承認等を受けた型式の航空機にあっては、乱気流

又は突風のない状態で水平直線飛行時に設定された高度に対して±１３０フィート（

４０メートル）以内の高度を維持できること。

第５ ＲＶＳＭ航行に必要な装置

１ 機上装置

ＲＶＳＭ航行を行う航空機は、次に掲げる装置（以下「機上装置」という。）を搭

載したものであること。

(1) 独立した二系統の高度測定システム

(2) 高度に応答する機能を有する航空交通管制用自動応答装置（以下「トランスポン

ダ装置」という。）

(3) 高度監視警報システム

(4) 自動高度制御システム

２ 機上装置の基準

ＲＶＳＭ航行を行うための機上装置は、航空機の安全性の確保に関する訓令（平成



７年防衛庁訓令第３２号）第６条第３項に規定する技術基準及び次に掲げる基準に適

合したものであること。

(1) 独立した二系統の高度測定システム。

ア 各システムは、次に掲げる要素から構成されていること。

(ｱ) 胴体左右に連結接続された静圧システム

(ｲ) システムに着氷の可能性があるときは、防氷が行われること。

(ｳ) 静圧を測定後、高度に変換し航空機乗組員へ表示する機器

(ｴ) トランスポンダ装置に信号を供給する機器

(ｵ) 静圧誤差の補正機能

イ 設定高度において、自動制御及び警告のための信号を供給できること。

ウ トランスポンダ装置へ適切な高度信号を供給できること。

エ 高度測定システムに係る不具合の発生する確率が飛行時間あたり１×１０－ 5

を超えないことが解析により証明されていること。

(2) トランスポンダ装置

搭載数が１のときは、いずれの高度測定システムにも接続可能であること。

(3) 高度監視警報システム

航空機乗組員に表示される高度と設定高度との差が±２００フィート（６０メー

トル）を超えたときは、警報を発すること。また、当該システム自体の誤差は±５

０フィート（１５メートル）を超えないこと。

(4) 自動高度制御システム

ア 乱気流、突風のない状態で水平直線飛行を行う際、設定高度に対して±６５フ

ィート（２０メートル）の範囲で航空機の高度を制御できること。

イ 航空機乗組員による設定高度の表示と制御システムへの出力との間の誤差は、

±２５フィート（８メートル）を超えないこと。

３ 航空機衝突防止装置

垂直方向に回避指示を表示する航空機衝突防止装置（以下「ＡＣＡＳ」という。Ａ

ＣＡＳ：Airborne Collision Avoidance System）を有しているときは、当該ＡＣＡ

Ｓは国際民間航空条約の附属書１０第４巻第７７改訂版又は第８５改訂版に定める基

準（以下「ＩＣＡＯ基準」という。）に適合したものであること。ただし、当該ＡＣ

ＡＳがＦＡＡの技術基準ＴＳＯ－Ｃ１１９ｂ、ｃ、ｄ又はｅに適合するものであると

きは、ＩＣＡＯ基準に適合するものと認めるものとする。

４ 遡及適用

(1) 高度監視警報システムの規定にかかわらず、平成９年４月９日までに承認等を受

けた型式の航空機にあっては、表示された高度と設定した高度との差が±３００フ

ィート（９０メートル）を超えたときは、警報を発すること。

(2) 自動高度制御システムの規定にかかわらず、平成９年４月９日までに承認等を受

けた型式の航空機にあっては、乱気流又は突風のない状態で水平直線飛行を行う際

、設定高度に対して±１３０フィート（４０メートル）の範囲で航空機の高度を制



御できること。

第６ 航空機乗組員

１ 教育及び訓練

航空機乗組員は、第７に規定する「ＲＶＳＭ航行に必要な機上装置の構成及び運用

許容基準」及び「ＲＶＳＭ航行の実施方法」に係る課目のほか、次に掲げる課目につ

いての教育及び訓練を受けていること。

(1) ＲＶＳＭ航行の行われる各空域で使用される標準的な航空交通管制の用語

(2) 航空交通管制の許可に迅速かつ正確に従っていることを確認するために行う航空

機乗組員同士の相互点検の重要性

(3) 予備高度計の使用とその精度に関する限界事項

(4) 夜間であって、次に掲げる場合における１，０００フィート（３００メートル）

の垂直間隔にある他機の視認上の問題

ア オーロラのような地方特有の現象に遭遇した場合

イ 他機が反対方向又は同方向へ飛行している場合

ウ 旋回している場合

(5) オーバーシュートを起こしやすい高度捕捉システムの特徴

(6) 通常又は異常状態での高度測定システム、自動高度制御システム及びトランスポ

ンダ装置間の相互の関連性

(7) 耐空性に係る航空機の運航上の制限

２ 定期訓練

航空機乗組員は、定期訓練を受けていること。

なお、複数の類似した型式の航空機の運航を行う場合には、型式毎に定期訓練を行

う必要はないものとする。

３ 航空機乗組員に対するＣＢＴＡプログラム

ＣＢＴＡプログラムを実施する場合には、前２項の規定を参考にしながら、「Comp

etency-Based Training and Assessment Programの審査要領細則」に従って幕僚長等

が設定した教育訓練及び定期訓練が行われていること。この場合において、ＣＢＴＡ

プログラムによる訓練を受ける航空機乗組員に対する定期訓練の実施頻度については

、実運航におけるＲＶＳＭ航行の実施頻度等を考慮し、３６ヶ月を上限とした期間に

１回として設定することができるものとする。

第７ 実施要領

実施要領には、次に掲げるＲＶＳＭ航行に必要な航空機乗組員が行う航空機の操作

、点検の方法及び装置が故障したときの必要な措置に関する事項、機上装置の性能及

び信頼性の水準を維持するための機上装置の整備に関する事項並びに航空機乗組員、

整備に従事する者の教育及び訓練に関する事項について定めること。



１ ＲＶＳＭ航行の実施

(1) ＲＶＳＭ航行に必要な機上装置の構成及び運用許容基準

(2) ＲＶＳＭ航行の実施方法

別紙に従いＲＶＳＭ航行の飛行段階ごとに、航空機乗組員が実施すべき必要な航

空機の操作、点検の方法、機上装置が故障したときの必要な措置等を定めているこ

と。

(3) 航空機乗組員の教育及び訓練課目及び実施方法

第６の１及び２に定める教育及び訓練について、以下に従い適切に定められてい

ること。

ア 教育及び訓練課目、時間及び実施方法

イ 航空機乗組員に対する知識確認の方法

ウ 当該教育及び訓練の実施記録

２ 機上装置の整備

(1) 整備プログラム

ア 性能維持のために必要となる整備要目及び整備要領を定めていること。

イ 整備実施要領

次に掲げる事項を考慮の上、航空機及び機上装置の製造者の指示する整備手順

を満たす整備実施要領を定めていること。

(ｱ) 機器類は、機上装置製造者の指示する整備要目を適用し、性能要件を満たす

こと。

(ｲ) 原則として、機上装置システムの較正において内蔵型診断装置（ＢＩＴＥ：

Built-In Test Equipment）による試験は適用できないこと。

(ｳ) クイック・ディスコネクト・スタティック・ラインを外したときは、システ

ム・リーク・チェック又は目視点検を実施すること。

(ｴ) 高度計・速度計系統のクイック・ディスコネクト・フィティングの目視点検

を、１２月を超えない間隔にて実施すること。

(ｵ) 機体及び静圧システムは航空機製造者の検査基準及び手順を遵守して保守す

ること。

(ｶ) 性能維持に影響を及ぼす機体形状の波打ち度合いの計測が適合条件に要求さ

れるときは、該当部分に修理又は改造を実施するごとに計測を行うこと。

(ｷ) 自動操縦装置に係る整備は、第４の高度維持性能に適合するように実施する

こと。

(ｸ) 対象となる機上装置が既に本基準に適合しているときは、既存の整備プログ

ラムを継続実施すること。（高度監視警報システム、自動高度制御システム、

トランスポンダ装置、高度測定システム等が該当する。）

ウ 適合しない航空機の処置

第４及び第５に適合しなくなった航空機は、その原因が特定され、必要な対策

が講じられるまでＲＶＳＭ航行を実施しないことを定めていること。

(2) 施設設備の維持管理



ア 適切な施設設備を保有し、これを維持管理しなければならないこと。

イ 試験機器類は、次に掲げる事項について適正な管理を行うこと。

(ｱ) 精度の管理

(ｲ) 環境の管理及び保全

(3) 教育及び定期訓練

整備作業を行う要員に対し、次に掲げる事項について教育及び定期訓練を実施す

ることが定められていること。

ア 関連規定類を理解し、必要な書類の処置が行えること。

イ 性能維持に要求される整備実施要領を理解し、機体形状の波打ち度合いの計測

等の必要な整備処置が行えること。

３ １及び２に定める実施要領は、それぞれ運航規定又は整備規定等に替えることがで

きる。

第８ モニタリング

１ 航空機グループに属する航空機

(1) 幕僚長等は、申請する航空機が航空機グループに属するときは、ＩＣＡＯの定め

るところにより、当該航空機グループのモニタリング計画書を作成していること。

この場合において、モニタリングを実施する航空機の数は次に掲げる航空機の数以

上とするものとする。

なお、当該計画書の改訂は、訓令第６条に規定する申請書に添付する書類の記載

事項を変更する場合には含まれないものとする。

ア 当該航空機が属する航空機グループが、ＩＣＡＯが定める航空機グループのリ

ストに含まれるときは、ＩＣＡＯの定めた航空機の数とする。

イ 当該航空機が属する航空機グループが、当該リストに含まれないときは、幕僚

長等が保有する航空機の６０％（小数は切り上げる。）とする。

(2) 幕僚長等は、(1)に規定する航空機グループのモニタリング計画に従い、申請す

る航空機がモニタリングを実施する航空機に該当するときは、ＩＣＡＯの定めると

ころにより、当該航空機のモニタリング計画書を作成していること。

２ ノン・グループ航空機

幕僚長等は、ＩＣＡＯの定めるところにより、航空機ごとにモニタリング計画書を

作成していること。

第９ その他

幕僚長等は、この通達の実施に当たり、この通達に定めるもののほか、ＦＡＡ文

書ＡＣ９１－８５「Authorization of Aircraft and Operators for Flight in Redu

ced Vertical Separation Minimum Airspace」に定めるところによることができる。

また、当該文書に従うに当たり、同等の安全性が確保されると認められる他の方法に

よるときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得て当該方法によることができる。



別紙

ＲＶＳＭ航行の実施方法

１ 飛行計画

ＲＶＳＭ航行の飛行計画段階において、次に掲げる事項について確認すること。

(1) ＲＶＳＭ航行を行う航空機がＲＶＳＭ航行の承認を受けていること。

(2) 飛行経路上の気象通報及び気象予報

(3) ＲＶＳＭ航行に必要な機上装置

(4) 耐空性に係る航空機のＲＶＳＭ航行に関する制限

２ 飛行前の手順

(1) ＲＶＳＭ空域の飛行に必要な機上装置の状態を航空日誌等により確認すること。

(2) 航空機の外部点検時に、次に掲げる事項を確認すること。

ア 高度測定システムの精度に影響を与える静圧源及び他の機上装置の状態

イ 静圧源付近の胴体表面の状態

(3) 離陸前に航空機の高度計をその場所のＱＮＨ（Altimeter sub-scale setting to

obtain elevation when on the ground）の値により規正し、高度計の読みが飛行

規定等で規定された許容誤差範囲内で公示された高度（たとえば標高）を表示して

いることを確認すること。また、二つの主高度計の読みが飛行規定等で規定された

許容誤差範囲内で一致していることを確認すること。

なお、ＱＦＥ（Atmospheric pressure at aerodrome elevation）による代替手

順を使用してもよい。この場合において、飛行規定等に明記されたこれらの確認に

関する最大値は７５フィートを超えてはならない。

(4) 離陸前にＲＶＳＭ空域の飛行に必要な機上装置が作動し、不具合の表示がないこ

とを確認すること。

３ ＲＶＳＭ空域に入る前の手順

(1) 航空機がＲＶＳＭ空域に入る前に、次に掲げる機上装置が正常に作動しているこ

とを確認すること。

ア 二系統の高度測定システム

イ 一系統の高度監視警報システム

ウ 一系統の自動高度制御システム

(2) 航空機がＲＶＳＭ空域に入域する前に、ＲＶＳＭ航行に必要な機上装置のいずれ

かに故障が発生したときは、この空域での飛行を避けるために新しい管制承認を要

求すること。この場合において、トランスポンダ装置の作動については、すべての

ＲＶＳＭ空域への入域の際に必要とされるものではないため、運航者は、航行しよ

うとする各ＲＶＳＭ空域でのトランスポンダ装置の作動に関する要件を確認するこ

と。また、ＲＶＳＭ空域に隣接した移行空域に対するトランスポンダ装置の要件も

確認すること。



４ 飛行中の手順

(1) 航空機乗組員は、耐空性に係る航空機の航行上の制限に従うこと。

(2) トランジションアルティチュードを通過した際は、すべての主及び予備高度計を

標準大気圧（29.92 in.Hg / 1013.2 hPa）に規正すること。また、管制承認高度に

到達した際は、高度計の規正が適切であることを再確認すること。

(3) 飛行中は航空交通管制の許可を十分に理解し、それに従うこと。偶発的又は緊急

の事態を除いて、航空交通管制からの許可なしに故意に管制承認高度から逸脱しな

いこと。

(4) 新たな管制承認高度へ移行する際、管制承認高度に対して１５０フィート（４５

メートル）を超えるオーバーシュートやアンダーシュートをしないこと。

なお、自動高度制御システムの高度捕捉機能を有しているときは、その機能を使

用して水平飛行へ移行すること。

(5) 水平飛行中、再トリムが必要とされるとき、あるいは乱気流により解除すること

が必要なとき等を除き、自動高度制御システムを使用すること。また、二つの主高

度計のいずれかを使用することにより水平飛行高度を遵守すること。

(6) 高度監視警報システムは、作動していること。

(7) 約１時間ごとに少なくとも二つの主高度計間の差が２００フィート（６０メート

ル）を超えていないことを相互点検により確認すること。この条件が満たされなく

なったときは、(11)イの事態に該当するものとして、(11)及び(13)の手順に従うこ

と。また、航法援助施設の覆域外へ出た地点の近傍で実施する最初の相互点検にお

ける主高度計の読みを記録すること。予備高度計の読みについても記録し、偶発的

な事態において利用可能なようにしておくこと。

なお、二つの主高度計間の相互点検については航空機乗組員による通常の操縦室

内の計器に対する監視でよい。また、航空機乗組員による相互点検の代わりに、自

動高度比較機能を利用してもよい。

(8) 通常、航空機の制御に使用する高度測定システムは、トランスポンダ装置への入

力として選択すること。

(9) 航空機乗組員は、航空交通管制機関より総垂直方向誤差が３００フィート（９０

メートル）を超えている又は高度測定システム誤差が２４５フィート（７５メート

ル）を超えていることが地上の高度監視システムにより確認された旨の通報を受け

たときは、航空機の安全航行を確保するために設定されている当該地域の手順に従

うこと。

(10)航空機乗組員は、航空交通管制機関より指示高度誤差が３００フィート（９０メ

ートル）を超えているとの通報を受けたときは、速やかに管制承認高度に戻る措置

をとること。

(11)航空機乗組員は、ＲＶＳＭ空域に入域した後に、次に掲げる管制承認高度の維持

能力に影響する偶発的な事態に遭遇したときは、その旨を航空交通管制機関に通報

し、その指示に従うこと。

ア すべての自動高度制御システムの故障



イ 二系統の高度測定システムの正常作動が確保できなくなった場合

ウ すべてのトランスポンダ装置の故障

エ 降下を余儀なくされるエンジン推力の喪失

オ その他の管制承認高度を維持する能力に影響を与える機器の故障

カ 中程度を超える乱気流に遭遇した場合

(12)航空機乗組員は、管制承認高度から逸脱する前に、その逸脱を航空交通管制機関

に通報できず、また航空交通管制の許可を得ることができないときは、偶発的事態

に遭遇したときの手順に従うとともに、速やかに航空交通管制の許可を得ること。

(13)(11)イの事態に遭遇したときの航空交通管制機関への通報にあたっては、予備高

度計等により正しい高度が確実に確認されたときを除き、最寄りの着陸可能な空港

等への着陸を意図していることを通報すること。

５ 飛行後

航空機乗組員は、ＲＶＳＭ航行に必要な機上装置に関する異常について航空日誌に

記録するときは、航空機整備部隊等が効率的に原因究明し、装置の修理を行うのに充

分な情報を記録すること。また、機上装置の不具合及び異常を隔離・修正するための

措置を航空機乗組員が講じたときは、その措置の内容を航空日誌に詳細に記録するこ

と。

なお、この場合において、必要に応じ、次に掲げる情報を記録すること。

(1) 主及び予備高度計の読み

(2) 設定高度

(3) 高度計の規正値

(4) 航空機を制御するために使用された自動操縦装置及びその代替システムが選択さ

れたときの相違

(5) 代替静圧源が選択されたときの高度計の指示誤差

(6) 故障診断のためのエアー・データー・コンピューターの切り換え状況

(7) 航空交通管制へ高度情報を送信するために選択したトランスポンダ装置、さらに

他のトランスポンダ装置又は他の高度測定システムに切り換えたときの相違



別冊第２

カテゴリーⅡ航行の承認基準及び承認要領

第１ 総則

１ 目的

この通達は、航空機の特別な方式による航行に関する訓令（平成１７年防衛庁訓令

第７２号。以下「訓令」という。）第２条に規定する特別な方式による航行のうち、

カテゴリーⅡ航行について、当該訓令に基づき承認するための基準及びその要領を定

めることを目的とする。

２ 用語の定義

(1) 「ＩＬＳ」とは、計器着陸装置をいう。（ＩＬＳ：Instrument Landing System

）

(2) 「精密進入」とは、計器飛行による進入であって、進入方向（Azimuth）及び降

下経路（Glide Path）について指示を受けるもの（ＩＬＳ進入又は精密レーダー進

入）をいう。

(3) 「ＤＨ」とは、精密進入を行うときにおいて、その高さにおいて進入及び着陸に

必要な目視物標を視認できないときに進入復行を行わなければならない滑走路進入

端または接地帯からの高さ（決心高）をいう。（ＤＨ：Decision Height）

(4) 「ＲＶＲ」とは、滑走路の中心線上にある航空機から滑走路標識又は滑走路灯若

しくは滑走路中心灯を視認できる最大距離（滑走路視距離）をいう。（ＲＶＲ：Ru

nway Visual Range）

(5) 「カテゴリーⅡ航行」とは、ＤＨが１００フィート（３０メートル）以上２００

フィート（６０メートル）未満で、ＲＶＲが３００メートル以上のときに、計器着

陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。

(6) 「フライトディレクター」とは、所定の経路を飛行するために操縦士がとるべき

操作を指示する計器をいう。

(7) 「カテゴリーⅠ航行」とは、ＤＨが２００フィート以上で飛行視程８００メート

ル以上又はＲＶＲが５５０メートル以上のときに、精密進入及び着陸を行う航行を

いう。

(8) 「模擬飛行装置」とは、ビジュアル装置及びモーション装置を有する乗組員の訓

練、試験及び審査等に適する装置であって、特定の型式の航空機の操縦室を模擬し

たもので、幕僚長等により適切に管理されているものをいう。

(9) 「初期訓練」とは、航空機乗組員が初めてカテゴリーⅡ航行に係る資格を取得す

るために必要な教育又は訓練をいう。

(10)「定期訓練」とは、副操縦士又は航空機関士がカテゴリーⅡ航行に係る資格を維

持するために必要とする教育又は訓練をいう。

(11)「ＭＬＳ」とは、マイクロ波着陸方式（航空機に対し、その着陸降下直前又は着

陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、着陸基準点までの距離を示すこと



により、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機に

対し、その離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを含

む。）をいう。（ＭＬＳ：Microwave Landing System）

(12)「ＧＬＳ」とは、衛星航法を利用した低視程着陸装置をいう。（ＧＬＳ：GBAS L

anding System）

(13)「ＧＢＡＳ」とは、着陸進入に使用する地上型衛星航法補強システムをいう。（

ＧＢＡＳ：Ground-Based Augmentation System）。

(14)「ＥＡＤＩ」とは、電子姿勢指示器をいう。（ＥＡＤＩ：Electronic Attitude

Director Indicator）

(15)「ＡＤＩ」とは、姿勢指示器をいう。（ＡＤＩ：Attitude Director Indicator

）

(16)「ＰＦＤ」とは、主飛行表示器をいう。（ＰＦＤ：Primary Flight Display）

(17)「ＥＨＳＩ」とは、電子水平位置指示計をいう。（ＥＨＳＩ：Electronic Horiz

ontal Situation Indicator）

(18)「ＨＳＩ」とは、水平位置指示計をいう。（ＨＳＩ：Horizontal Situation Ind

icator）

(19)「ＮＤ」とは、航法指示計器をいう。（ＮＤ：Navigation Display）

(20)「ＥＶＳ」とは、強化型視覚装置をいう。（ＥＶＳ：Enhanced Visual System）

(21)「ＳＶＳ」とは、合成視覚装置をいう。（ＳＶＳ：Synthetic Visual System）

(22)「ＡＲＩＮＣ」とは、米国エアリンク社をいう。（ＡＲＩＮＣ：Aeronautical R

adio Technical Incorporated）

(23)「ＭＭＲ」とは、マルチモード受信機をいう。（ＭＭＲ：Multi Mode Receiver

）

(24)「ＮＯＴＡＭ」とは、航空情報をいう。（ＮＯＴＡＭ：Notice to Air Men）

(25)「ＭＤＡ」とは、非精密進入を行う場合の進入限界高度をいう。（ＭＤＡ：Mini

mum Descent Altitude）

(26)「ＱＮＨ」とは、滑走路に着陸した航空機の気圧高度計が滑走路の標高を示すよ

うに、気圧高度計の原点を補正するための気圧値をいう。（Altimeter sub-scale

setting to obtain elevation when on the ground）

(27)「ＱＦＥ」とは、滑走路に着陸した航空機の気圧高度計が高度「ゼロ」を示すよ

うに、気圧高度計の原点を補正するための気圧値をいう。（Atmospheric pressure

at aerodrome elevation）

(28)「ＡＩＰ」とは、航空路誌をいう。（ＡＩＰ：Aeronautical Inforamtion Publi

cation）

(29)「ＯＣＡ」又は「ＯＣＨ」とは、航空路等の中心線から一定の範囲内にある障害

物の高さに所定の垂直間隔を加えて得られる高度をいう。（Obstacle Clearance A

ltitude/Height）

(30)「ＭＥＴＡＲ」とは、定時飛行場実況気象通報式による航空気象情報をいう。

(31)「ＴＡＦ」とは、運航用飛行場予報気象通報式による航空気象情報をいう。

(32)「ＣＢＴＡプログラム」とは、「Competency-Based Training and Assessment P



rogramの審査要領細則」（国空航第１１５７６号、平成２９年３月３０日）に基づ

くＣＢＴＡプログラムをいう。

(33)「ＨＵＤ装置」とは、飛行中に機長及び副操縦士の前面に必要な計器情報及び機

体誘導表示等を投影し映し出す装置のことをいう。これにより、機長及び副操縦士

は、ＨＵＤへ表示された内容を外部の視界と重ねて見ることができる。（ＨＵＤ：

Head Up Display）

(34)「ＰＦ」とは、正操縦者（操縦する席のいかんにかかわらず、現に航空機を操縦

している者）をいう。（ＰＦ：Pilot Flying）

(34)「ＰＮＦ」とは、副操縦者（正操縦者の操縦を補佐している者）をいう。（ＰＮ

Ｆ：Pilot not Flying）

(36)「ILS Look alike」とは、ＩＬＳを利用した受信機の機能により提供されるもの

と同等の航行特性及びインターフェイス機能を、航空機の他のシステムに対して提

供できる、非ＩＬＳの航法受信機の機能の能力をいう。特に、ＭＬＳ又はＧＮＳＳ

（ＧＬＳ）を利用した受信機能の場合、出力は、滑走路長の影響を考慮したＩＬＳ

受信機と同等の感度を有し、単位はＤＤＭ／μＡ と示される。

(37)「ＧＮＳＳ」とは、一つ又はそれ以上の衛星群、航空機の受信機及びシステムの

完全性監視機能を含み、必要に応じて要求される航法性能を提供するために補強さ

れた、全地球的位置及び時間決定システムをいう。

(38)「ＲＴＣＡ」とは、米国航空無線技術委員会をいう。（ＲＴＣＡ：Radio Techni

calCommission on Aeronautics）

(39)「ＥＵＲＯＣＡＥ」とは、欧州民間航空電子機器基準策定機関をいう。（ＥＵＲ

ＯＣＡＥ：European Organization for Civil Aviation Electronic）

(40)「ＭＥＬ」とは、航空機の一部が故障した場合でも、運航の安全を害さない範囲

で、修理をせずに運航できるかどうかを判定するための基準をいう。（ＭＥＬ：Mi

nimum Equipment List）

(41)「ＦＴＥ」とは、ＲＮＡＶシステムが計算した経路と当該経路に対する航空機の

位置との間の相違をいう。（ＦＴＥ：Flight Technical Error）

(42)「ＲＮＡＶシステム」とは、無線施設からの電波の受信又は慣性航法装置の利用

により任意の経路を飛行する方式による飛行を可能にする航法システムをいう。Ｒ

ＮＡＶシステムは、ＦＭＳの一部分に組み込まれている場合がある。

(43)「ＦＭＳ」とは、飛行管理システムをいう。（ＦＭＳ：Flight Management Syst

em）

(44)「ＲＮＰ」とは、機上での性能監視及び警報性能が要求される航法上の性能要件

をいう。（ＲＮＰ：Required Navigation Performance）

(45)「ＥＡＳＡ」とは、欧州航空安全庁をいう。（ＥＡＳＡ：European Aviation Sa

fety Authority）

(46)「ＦＡＡ」とは、米国連邦航空局をいう。（ＦＡＡ：Federal Aviation Adminis

tration）

(47)「ＡＣＡＲＳ」とは、ＶＨＦ無線装置又はＳＡＴＣＯＭ装置を使用し、航空機と

地上設備間でデータを送受信する機上装置をいう。



(48)「ＳＡＴＣＯＭ装置」とは、衛星データ通信を使用した機上通信装置をいう。

(49)「ＶＨＦ無線装置」とは、超短波（ＶＨＦ）を使用した機上通信装置をいう。

(50)「ＤＭＥ」とは、距離測定装置をいう。（ＤＭＥ：Distance Measuring Equipme

nt）

(51)「飛行規定」とは、自衛隊が使用する航空機の飛行手順書及び関連規則類等をい

う。

第２ 承認

１ 申請書に添付する書類

(1) 陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は防衛装備庁長官（以下「幕僚長等」と

いう。）がカテゴリーⅡ航行の承認を受けるために訓令第４条第１項の規定に基づ

き防衛大臣に提出する申請書に添付する同条第２項に規定する書類は、次に掲げる

とおりとする。

ア 第３から第７までに適合することを示す書類

イ その他参考となる書類

(2) 幕僚長等は、申請する航空機が、製造国又は改造国政府により第３に適合するこ

とが証明されているときは、当該証明を行った書類を(1)アの書類として用いるこ

とができる。

(3) (1)アに規定する書類のうち、第５、第６及び第７に適合することを示す書類は

、航空機の運航、整備、航空機乗組員等の教育及び訓練に係る規定を定めた書類及

びカテゴリーⅡ航行を行うために必要な教育及び訓練が終了したことを示す書類又

は航行開始日までに教育及び訓練が終了することを示す書類とする。

(4) 訓令第４条第３項の規定に基づき添付する書類は、すでに承認を受けた航空機と

同一の型式であって、かつ、特別な方式による航行を行うに当たり必要な同一の性

能及び装置を有することを実証する書類及び機番号の追加に伴い変更になった部分

を添付するものとする。

２ 承認

防衛大臣は、申請の内容が本別冊第３から第７までに定める基準を満足すると認め

られる場合は、当該航行の承認を行う。カテゴリーⅡ航行の承認は､航空機の型式、

最低気象条件（ＤＨ及びＲＶＲ）及び搭載している装置を指定して承認を行う。

(1) 最低気象条件

ア 中間的最低気象条件

ＤＨ１００フィート（３０メートル）以上でＲＶＲ５００メートル以上とする

。当該最低気象条件は、申請された航空機が初めての系列型式の場合に適用する

。

イ 最終的最低気象条件

ＤＨ１００フィート（３０メートル）以上でＲＶＲ３５０メートル以上とする

。ただし、自動着陸装置による着陸又はヘッドアップディスプレイを用いた着陸

を行う場合にあっては、ＲＶＲ３００メートル以上とすることができる。

当該最低気象条件は、上記アにて許可を受け下記(2)の運航実証試験を行い、



航行状態を分析した結果、満足すべき状態であると認められる場合に適用する。

その後、同系列型式については当該最低気象条件を適用する。

(2) 運航適性試験及び運航実証試験

機上装置の信頼性及び性能、航空機乗組員の訓練、手順、整備方式等の適合性を

評価するため、運航適性試験及び運航実証試験を行うこと。アに掲げる運航適性試

験を行った後、中間的最低気象条件の許可を受け、イに掲げる運航実証試験を行う

こと。

ア 運航適性試験基準

(ｱ) 運航する航空機の型式ごとに、機上装置を使用し、進入及び着陸を１００回

以上実施しなければならない。

(ｲ) 同型式の航空機であっても、その系列により性能若しくは操縦特性が大きく

異なる場合、又は機上装置の型式が異なり、性能若しくは信頼性が大きく異な

る場合には、その系列ごとに又は機上装置の型式ごとに運航適性試験を実施し

なければならない。

(ｳ) 運航する航空機数が少ない、カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢ方式を有する滑

走路を使用する機会が限定されている等の理由により運航適性試験に著しく長

い期間を要する場合であって、運航適性試験において実施する運航回数を軽減

しても同等な信頼性の保証が得られる場合には、必要な運航回数を軽減するこ

とができる。

(ｴ) 他の型式によるカテゴリーⅡ航行の許可を有している場合には、運航回数を

軽減することができる。

(ｵ) 運航回数を軽減する場合には、中間的最低気象条件によるカテゴリーⅡ航行

の許可申請を行う前に防衛大臣の承認を受けること。

(ｶ) 所定の進入回数の１０％以上は、幕僚長等が適切と認める者の立会いのもと

で行うこと。

イ 運航実証試験基準

(ｱ) 幕僚長等は中間的最低気象条件の許可を受けたのち６カ月間、機上装置の使

用が可能な限り、気象状態に関係なく機上装置を使用するものとする。ただし

、この期間は是正措置の実施等のため必要と認められる場合はこれを延長する

ことができる。

(ｲ) 同型式の航空機であっても、その系列により性能若しくは操縦特性が大きく

異なる場合、又は機上装置の型式が異なり、性能若しくは信頼性が大きく異な

る場合には、その系列ごとに又は機上装置の型式ごとに運航実証試験を実施し

なければならない。

(ｳ) 他の型式によるカテゴリーⅡ航行の許可を有している場合には、運航実証試

験の期間を短縮することができる。

(ｴ) 運航実証試験の期間を短縮する場合には、最終的最低気象条件によるカテゴ

リーⅡ航行の許可申請を行う前に防衛大臣の承認を受けること。

ウ 資料の収集及び提出

次の事項を記録するため、航空機乗組員が運航適性試験及び運航実証試験にお



いて使用する記録用紙の様式を定めること。運航適性試験又は運航実証試験を実

施した場合には、当該試験の成績のいかんにかかわらず試験の結果を完全に記録

し（必要に応じて飛行データによる解析を含む。）、提出すること。

(ｱ) 進入を開始しようとして開始できなかった場合の概要とその理由

(ｲ) 進入を開始したが中断した場合及び自動着陸装置が解除された場合の概要（

進入を中断したときの高さを含む。）とその理由

(ｳ) 安全のために操縦士による介入が必要となった機上装置の異常が発生した場

合の概要とその理由

(ｴ) 進入及び着陸の軌跡

エ 防衛大臣は、幕僚長等の申請する航空機が、すでにカテゴリーⅡ航行の承認を

受けている他の航空機又は製造国若しくは改造国政府によりカテゴリーⅡ航行に

適合することを証明されている航空機と同一の性能及び信頼性を有し、かつ、機

上装置の整備方式及び整備要員の訓練方式、航空機乗組員の教育、訓練及び審査

、運航方式等がすでにカテゴリーⅡ航行の承認を受けている他の航空機又は国土

交通大臣の許可を受けている本邦航空運送事業者の航空機と同等であると認めら

れるときは、(1)イに定める最終的最低気象条件でのカテゴリーⅡ航行の承認を

行う。

３ 許可後の報告

カテゴリーⅡ航行の承認を受けた幕僚長等は、カテゴリーⅡ航行の開始後少なくと

も１年間、下記(1)で定める事項を下記(2)に定める頻度により防衛大臣に報告するこ

と。

(1) 報告事項

ア 運航する航空機の型式ごとにカテゴリーⅡ航行（模擬進入を含む。）を実施で

きた回数

イ カテゴリーⅡ航行（模擬進入を含む。）を試みたものの実施できなかった（中

断した場合を含む。）回数並びにそのＩＬＳ施設別、航空機登録記号別の原因（

機上装置の不具合、地上施設の不良、航空交通管制の指示、気象上の制約等）及

び原因別回数

ウ カテゴリーⅠ航行の最低気象条件を下回る気象での運航において、接地帯から

の高さ１００フィート通過後に航空機乗組員の操作を要した機上装置の故障又は

異常

エ カテゴリーⅡ航行の許可に係る機上装置の取り卸し回数

(2) 報告頻度

上記(1)のア、イ、エについては前年度の実績を５月末日までに防衛大臣に報告

するものとする。ただし、上記(1)のウについては、該当する事象が発生した都度

、防衛大臣に報告するものとする。

４ 申請内容の変更

幕僚長等は承認を受けた後に申請書の記載内容に変更が生じた場合には、改めて申



請書を防衛大臣に提出すること。

５ 是正処置

カテゴリーⅡ航行の承認を受け当該航行を行う幕僚長等は、当該航行を実施中に当

該航行に必要な機上装置の性能若しくは信頼性の著しい低下が認められた場合は、事

例発生後３日以内に防衛大臣へ発生日時、発生場所、型式及び機番号、経路の逸脱を

含む不具合の概要及び同様の過去事例の有無を含む不具合の是正の内容を記載した不

具合報告書にて報告するとともに、訓令第７条第１項の規定に従い措置を講ずるもの

とする。

第３ 機上装置

１ 機上装置の内容

カテゴリーⅡ航行を行う航空機は、次に掲げる装置（以下「機上装置」という。）

を最低限搭載すること。

ア 独立した航法受信装置又はその同等装置２式

上記の装置は、２式以上の統合型マルチ・センサー・ユニット（例えばＭＭＲ

など）として提供することができる。

イ 自動操縦装置、手動飛行誘導装置又はその両方１式

ウ 表示器２個を備えた電波高度計１式

エ 各操縦士に対する風防の雨除去装置１式

オ 飛行経路に対する航空機位置、高度及び速度の表示並びに故障、進入中の異常

な水平及び垂直偏位又は過度の水平偏位を検知し操縦士に警報する計器及び表示

カ 自動出力制御装置１式

上記の装置は、操縦士のワークロードが許容可能であることの実証に基づき、

防衛大臣によって認められる場合を除く。

２ 機上装置の基準

カテゴリーⅡ航行を行うための機上装置は、航空機の安全性の確保に関する訓令（

平成７年防衛庁訓令第３２号）第６条第３項に規定する技術基準に適合するものとす

るほか、別紙第１に定める基準に適合していること。ただし、別紙第２に定める基準

に適合することが証明されている場合は、上記の基準に適合しているとみなすものと

する。

なお、ＲＶＲ３５０メートル以上であれば、なお従前の例による。

第４ 運航方式

１ 着陸の要件

カテゴリーⅡ航行を行う幕僚長等は、着陸方式、必要着陸滑走路長を以下に定める

基準に従って決定していること。

(1) 着陸方式

ア 進入復行



次の場合には進入復行を開始すること。

(ｱ) ＤＨにおいて、目視物標のみで安全に進入を継続するために必要な目視物標

を視認できない場合

(ｲ) ＤＨ通過後に必要な目視物標を見失った場合

(ｳ) ＤＨ通過後に、視認している目視物標が減少することにより目視物標のみで

の安全な進入の継続が妨げられる場合

(ｴ) 接地帯に安全に着地することができないと判断される場合

(ｵ) ＤＨ通過前において、必要な地上施設が利用できなくなった場合

(ｶ) 接地前に飛行を制御するシステムに故障が発生した場合（ただし、手動での

操縦及び自動での操縦の双方が可能な場合であって、自動での操縦のための装

置の故障が１０００フィート以上の滑走路末端標高又は接地帯標高で発生し、

引き続き手動での操縦が可能な場合はこの限りでない。）

(ｷ) 着地時の横風の成分が、１５ノット又は飛行規定若しくは製造者のマニュア

ル等で規定される値のいずれか大きい値を超えると予想される場合

イ 進入及び着陸の継続

最終進入を開始した後に気象条件が最低気象条件以下となった場合であっても

、ＤＨまでに目視物標を視認できている場合、進入及び着陸を継続することがで

きる（ただし、（１）の場合を除く。）。

(2) 必要着陸滑走路長

タービン発動機を装備した飛行機の場合、必要着陸滑走路長は航空機が接地帯か

らの高さ５０フィートの点から接地し、完全に停止するまでの距離の１．１５／０

．６倍とする。

２ 発動機不作動でのカテゴリーⅡ航行等

(1) 発動機不作動でのカテゴリーⅡ航行の実施を考慮した飛行計画の作成

以下の条件が満たされる場合に限り、出発地に対する代替空港等、途中経路にお

ける代替空港等、目的地に対する代替空港等及び目的地等における発動機不作動で

のカテゴリーⅡ航行の実施を考慮し飛行計画を作成することができる。

ア 航空機が発動機不作動でのカテゴリーⅡ航行の実施能力があると判断されるこ

と。

イ 進入中の任意の点での進入復行を安全に終了させることができるよう、適切な

手順、性能及び障害物間隔に関する情報が航空機乗組員に提供されること。

ウ 飛行規定に記載された航空機の能力に応じた、横風、向い風、追い風等の気象

状態による制限が考慮され、必要に応じ規定されていること。

エ カテゴリーⅡ航行を実施する滑走路及び方式における気象状態が、代替空港の

最低気象条件又は着陸のための最低気象条件を上回っていることを気象通報又は

予報が示していること。発動機不作動時の能力の信頼性を基に運航する場合は、

気象予報及び気象通報の可用性や信頼性、気象予報精度による時刻に係る要因、

潜在的な気象の変わり易さ及び航空機乗組員等の能力を踏まえ、飛行中に適時に

更新された気象予報及び気象通報を取得すること。



飛行計画は、気象、除雪その他の要因により到着までに起こりうる、予想され

る遅延を考慮すること。

オ 空港及び施設に関するＮＯＴＡＭあるいはそれと同等な情報でカテゴリーⅡ航

行の安全な実施が妨げられないことを確認せねばならない。ＮＯＴＡＭで着陸の

最低気象条件や代替空港等の最低気象条件に関する変更があった場合、その情報

を飛行中適時適切に航空機乗組員に提供しなければならない。

カ 発動機不作動での着陸形態が通常時の着陸形態と異なる場合、必要滑走路長の

決定は、発動機不作動での形態で行わなければならない。

キ 航空機乗組員等の滑走路面の状態の予測は、着陸時に滑走路の水溜まり、雪、

氷等による影響がないという気象通報、滑走路状態と予報の解析に基づくこと。

航空機乗組員は運航中、予想に反し悪化する旨のいかなる情報も提供されること

。

ク 発動機不作動でのカテゴリーⅡ航行と発動機不作動ではない状態でのカテゴリ

ーⅡ航行との間に差異がある場合、航空機乗組員等の訓練、航空機乗組員の資格

及び手順は、発動機不作動での着陸に対応していなければならない。

ケ 飛行中に発動機不作動での着陸能力の低下に結びつくような故障が発生した場

合は、航空機乗組員等は、飛行経路、目的地の変更等の代替手段を講じること。

コ 発動機不作動でのカテゴリーⅡ航行の実施を考慮し目的地空港等又は目的地代

替空港等を選定する場合には、発動機不作動での着陸を想定した目的地代替空港

等を２つ以上選定すること。

(2) 途中経路における発動機不作動

途中経路において発動機の故障が発生した場合、以下の条件を満たしている場合

に限り、カテゴリーⅡ航行を行うことができる。

ア 飛行規定等に発動機不作動でのカテゴリーⅡ航行の実施能力が実証されており

、実施手順が利用可能なことが明記されていること。

イ 航空機乗組員等は、発動機が不作動である状況及びこれに対応する進入速度か

ら必要とされる着陸滑走路長を考慮すること。また、進入復行時の障害物との間

隔が確保されること。

ウ 航空機乗組員等は、風、天候、形態等が制限内にあると判断すること。

エ 航空機乗組員等は、滑走路の水溜まり、雪、氷等による影響がないと判断され

ること。

オ 発動機不作動でのカテゴリーⅡ航行が実施できない、又は不安全となるような

、発動機不作動に伴う機体への影響がないこと。

カ 発動機不作動でのカテゴリーⅡ航行の実施を実施要領に定めており、かつ、航

空機乗組員が必要な訓練を受けていること。

キ 航空機乗組員等は、発動機不作動でのカテゴリーⅡ航行を実施することが安全

かつ適切であると判断すること。

３ その他



(1) 進入中に垂直方向の誘導を喪失した場合等であってＤＨからＭＤＡに切り替える

場合、安全な高度（例えば滑走路末端又は接地帯からの高さが１０００フィート）

において最低気象条件及び最終進入の手順の移行を終えなければならない。

(2) 気圧高度の値は確認のための参考として用いてもよいが、電波高度に基づくＤＨ

に代えて用いてはならない。ただし、滑走路手前の地形のために電波高度計が使用

できない滑走路の場合等であって、インナーマーカーと併せて進入復行の判断に用

いる場合はこの限りでない。

(3) 自動制動装置を使用する場合、ブレーキングアクションを含む滑走路の状態及び

有効な滑走路長に応じて適切に当該装置を使用するために必要な情報が航空機乗組

員に提供されなければならない。

(4) 運航者は、進入経路の下が不規則な地形となっている滑走路でカテゴリーⅡ航行

を行う場合に、ＤＨの決定に用いる電波高度計を一貫性をもち、確実かつ適切に読

み出せることを確認しなければならない。

第５ 航空機乗組員等

１ 航空機乗組員の教育訓練等

カテゴリーⅡ航行を行う航空機乗組員は、次に定める教育、訓練及び審査を受けて

いること。

(1) 初期訓練

カテゴリーⅡ航行を行う次に掲げる初期訓練を受けていること。

ア 地上教育

カテゴリーⅡ航行を行う航空機乗組員は、次の科目について地上教育を受けて

いること。

(ｱ) カテゴリーⅡ航行に使用される地上施設の運用上の特性、性能及び限界

① 航行援助施設

計器着陸装置及びその制限区域、ＭＬＳ（使用する場合に限る。）、マー

カービーコン、ＤＭＥ、コンパスロケーター等の航行援助施設

② 視覚援助施設

a 進入灯、接地帯灯、滑走路中心線灯、滑走路灯、誘導路灯等の航空灯火

b 航空灯火用予備電源

c 滑走路中心線灯による残距離表示

d ディスプレイストスレッシュホールド等の滑走路の形態のための灯火

③ 滑走路、誘導路等

幅、安全区域、無障害区域、飛行場標識、待機線、記号、待機地点、滑走

路勾配、滑走路末端高の適切性、通常と異なる摩擦、グルービング、制限区

域、誘導路における位置標識、滑走路残距離のための標識及び記号

④ 気象通報

a 気象通報及び透過率計等

b ＲＶＲの測定の位置、読み出し単位の大きさ、滑走路灯の照度による感度

c 国際運航における通報値の意味の差異（国外においてカテゴリーⅡ航行を



行う場合に限る。）

d 制限を受ける通報と参考扱いとなる通報

e 透過率計等が利用できない場合の要件

⑤ ＮＯＴＡＭその他の航空情報

a 施設の状態

b 航空灯火、予備電源等の運用停止に係る通報の解釈

c カテゴリーⅡ航行による進入開始に関するＮＯＴＡＭの適用

(ｲ) 機上装置の運用上の特性、性能及び限界

① 飛行誘導装置

飛行誘導装置及びこれに関する着陸装置、着陸滑走制御装置、並びに着陸

復行の能力（自動操縦装置、自動着陸装置等を使用する場合に限る。）

② フライトディレクター（使用する場合に限る。）

フライトディレクター及びこれに関する着陸装置、着陸滑走制御装置、並

びに着陸復行の能力（自動操縦装置、自動着陸装置等を使用する場合に限る

。）

③ 自動出力制御装置（使用する場合に限る。）

a 自動出力制御装置

b 手動操縦での自動出力制御装置の使用、手動出力制御での自動操縦装置の

使用

④ 表示器

a 表示器

b 進入及び着陸の継続に係る限界の表示

⑤ 支援装置

a モニタリング・ディスプレイ、ステータス・ディスプレイ、モード・ディ

スプレイ

b 故障又は警告の報知、及びこれに関する装置の状態を表示する表示器

⑥ 低視程での運航に係るその他の装置（自動制動装置、オートスポイラー等

）の使用、限界、特性、制約

⑦ 航空機の特性

a 操縦室視界の限界角

b 視界の明るさの環境が変化する空域を飛行する場合に、視点の高さ、座席

の位置、又は計器の輝度を適切にすることによる視認性に係る効果

c 異なったフラップの設定、進入速度による視認性に係る効果

d 最低の滑走路末端高、最終進入降下角の上限・下限

⑧ 灯火

進入時の視認、地上移動、衝突回避のための着陸灯、タクシー灯、翼端灯

、ロゴ灯、閃光灯等の適正な使用

⑨ 雨滴除去及び除霧装置

a 雨滴除去及び除霧装置の適正な使用

b 雨滴除去、防氷装置又は除氷装置が前方視界に影響する場合、当該装置の



適切な設定及びその効果

⑩ 飛行経路及び周波数の選択

インバウンド・コースや自動又は手動での航法周波数調整等、航空機乗組

員が入力しなければならないものについての、不正確な選択や設定がもたら

す重大性及び意義

⑪ 気象状態による制限

a 向い風、追い風、横風、ウィンドシアに対する機上装置の性能及び限界

b ウィンドシア、乱気流等の悪天候時の機上装置の性能の不足の察知

⑫ 異常時又は故障状態

a 異常時又は故障状態の識別と対応

b 飛行誘導装置、計器、支援装置に係る異常時の手順およびチェックリスト

の使用

⑬ 復行

復行による高度損失への配慮、障害物間隔のための性能確保、必要なモー

ド変更の管理並びに垂直及び水平方向の適切な経路の飛行に関する復行のた

めの機上装置の使用

(ｳ) カテゴリーⅡ航行の運航方式等

① カテゴリーⅡ航行に適用される実施要領に定められた運航方式

② 航空機乗組員の職務

a 航空機乗組員の職務区分

b 自動での進入から手動での進入への移行

c 自動又は航空機乗組員によるコールアウトの適切な使用

d 適切な計器進入方式の実施

e 通常の形態又は代替若しくは故障時の形態での最低気象条件の適用

f 故障時における最低気象条件の引き上げ

③ 気象及びＲＶＲ

a カテゴリーⅡ航行に関連する気象

b ＭＥＴＡＲ、ＴＡＦ、ＲＶＲ等の適用、使用及び制約

c 制限を受けるＲＶＲと参考扱いとなるＲＶＲ、必要な透過率計等、正確な

ＲＶＲ値のための適切な航空灯火の設定、外国の施設において通報される

ＲＶＲ値の適切な使用

④ 方式及び進入図

a ＤＨの適用と使用

b 電波高度計のバグ設定

c 不規則な地形でのインナーマーカーの使用

d ＱＮＨ、ＱＦＥ等の使用に応じた気圧高度の規正に係る手順

⑤ 目視物標の使用

a 着陸滑走、進入時に使用する目視物標の可用性及び制限

b 進入から着陸滑走の間に気象状態が悪化し、目視物標を喪失するなど、方

式で定められた最低気象条件を下回った場合の手順



⑥ 視認による飛行への移行

a 機長及び副操縦士並びにＰＦ及びＰＤＦ毎の、進入時の視認による飛行へ

移行する手順

b 目視物標の直視への移行に関する手順（ＥＶＥ、ＳＶＳ等を用いて進入を

行う場合に限る。）

⑦ 許容不可能な逸脱

a 進入から着陸滑走の間の経路からの逸脱の限界

b 経路からの逸脱に係る表示器の使用

⑧ 気象による影響

a 風による影響

b 向い風、追い風、横風の制約

c 垂直及び水平方向のウィンドシアによる自動操縦装置、フライトディレク

ター等の各種装置の性能への影響

d ＨＵＤのような視界に制約のある装置やＳＶＳを使用する場合、当該装置

の表示の限界及び当該限界に達し又は当該限界を超えた際の対応

⑨ 滑走路面の状況

a 滑走路面の状況に応じた方針、手順及び制約

b 着陸後の操舵及び停止の性能が関連する滑りやすい滑走路(slippery runw

ay 又はicy runway)での運航のための制限及び当該運航のための灯火又は

標示の視認性低下時の手順

c ブレーキングアクション等の通報による制約

d 空港毎のブレーキングアクション等の通報の方法

⑩ 機上装置の故障

a 最終進入フィックス以前又は以後に発生する機上装置の故障の認識と適切

な対応

b ＤＨ以前又は以後に発生する機上装置の故障の認識と適切な対応

c 接地前の故障の認識と適切な対応

⑪ 復行

a 適切な復行の操作技術

b 自動又は手動によって使用される装置

c 復行装置の故障

d 復行を開始する高度を考慮した予想される高度の損失

e ＤＨ以降で進入復行を開始する場合の障害物間隔に関する適切な配慮

⑫ 報告

a 航行援助施設の異常又は不具合に係る報告の必要性

b 進入灯、滑走路灯、接地帯灯、中心線灯の故障等のカテゴリーⅡ航行に関

連する不具合の報告の必要性

⑬ 国際的方式（国外においてカテゴリーⅡ航行を行う航空機乗組員に限る。

）

a ＯＣＡ、ＯＣＨの適用を含む国際的方式



b 該当国のＡＩＰ

c 地域補足事項

d 米国連邦航空局アドバイザリーサーキュラーその他関連文書

⑭ 性能及び障害物間隔

a 全発動機作動又は発動機不作動での進入復行又は着陸中止の際の障害物間

隔を確保するための航空機の性能及び重量制限に係る情報

b 使用すべきフラップ設定、復行方式、加速セグメント

⑮ ＥＶＳ等の使用（ＥＶＳ、ＳＶＳ等の視覚を支援する装置を使用する場合

に限る。）

a 滑走路の適切な識別と自機位置の適切な判断のための当該装置の表示の解

釈

b 当該装置の限界及び滑走路等の誤認を防ぐために必要な空港に関する特定

の情報

⑯ 発動機不作動状態で着陸する場合の空港等の適切な選択と安全な着陸に与

える要因

a 推力不均衡の程度、適切なフラップ設定、調整された基準速度、スラスト

リバーサーの能力と使用等の航空機の設定

b 電源又は油圧等、影響を受ける可能性のあるその他の航空機システム

c 気象及びそれに係る情報の更新と正確性

d 航空機の形態に適した最低気象条件の使用、及び、特定の環境に合わせた

進入及び着陸の最低気象条件の調整の必要性

e 発動機不作動状態での進入復行における障害物又は地形、着陸中止時の障

害物回避への考慮、残る発動機の更なる故障への考慮（３発動機以上の航

空機に限る。）等を考慮した特別な最低気象条件

f 最も望ましい航行援助施設、滑走路及びその状態の選択

g 消火救難体制の可用性

h 空港及び方式に対する習熟度

i 付近の地形や障害物に対する考慮

j 運用許容基準の適用状況

k 操縦士の最近の経験

⑰ 第４の２項にて規定された発動機不作動でのカテゴリーⅡ航行等の実施手

順及び航空機の当該状態でのカテゴリーⅡ航行の実施能力（当該航空機が発

動機不作動でカテゴリーⅡ航行を行う能力を有していない場合を除く。）

イ 飛行訓練

カテゴリーⅡ航行を行う機長及び副操縦士は、次の科目について飛行訓練を受

けていること。なお、各科目の内容は、実施要領で定められた運航方式並びに通

常時及び異常時の手順に応じ、カテゴリーⅡ航行を安全かつ確実に実施できるよ

う定められたものでなければならない。

(ｱ) フライトディレクター、自動操縦装置、自動出力制御装置、又はこれらの組

み合わせによる代表的な設定を用いた、該当する最も低い最低気象条件での通



常の着陸

(ｲ) 該当する最も低いＤＨからの進入復行（他の操作と組み合わせて実施するこ

とができる。）

(ｳ) 復行中に接地する可能性のある低高度からの着陸中止又は復行（他の操作と

組み合わせて実施することができる。）

(ｴ) 機上装置又は地上施設の故障（他の操作と組み合わせて実施することができ

る。）

(ｵ) 進入前又は進入中の発動機の故障

(ｶ) 該当する最も低い最低気象条件における手動での着陸滑走（他の操作と組み

合わせて実施することができる。）

(ｷ) 風、乱気流、滑走路の湿潤等を組み合わせた環境条件での着陸

(ｸ) 自動着陸装置による通常着陸及び操作の介入を要する異常状態又は故障状態

での自動着陸（自動着陸装置を使用してＲＶＲ３５０ｍ未満のカテゴリーⅡ航

行を行う場合に限る。）

(ｹ) ＨＵＤを使用した状態で、２回の通常着陸、３回の故障を伴う着陸及び故障

による５回の進入復行又は着陸中止（ＨＵＤを用いた手動での着陸でＲＶＲ３

５０ｍ未満のカテゴリーⅡ航行を行う場合に限る。）

(ｺ) ＥＶＳ、ＳＶＳ等を使用してカテゴリーⅡ航行を行う場合は、国土交通省に

設置される飛行基準評価審査会又は外国政府により認められた報告書（Flight

Standardization Board Report等（以下「FSB Report等」という。））にお

いて必要とされる訓練を参考として防衛大臣が安全性が確保されると判断し承

認を行った訓練を受けること。

(ｻ) その他FSB Report等において必要とされる訓練（ただし、防衛大臣が安全性

が確保されるため不要であると判断し承認を行った訓練を除く。）

(2) 初期審査

カテゴリーⅡ航行を行う機長は、初期訓練の科目について、防衛大臣が適当と認

める者により行われる審査を受け、これに合格しなければならない。

(3) 定期訓練

次に掲げる定期訓練を受けていること。

ア 地上教育

カテゴリーⅡ航行を行う航空機乗組員は、少なくとも年１回、第５の１(1)ア

で掲げる科目から定期的に実施する必要があるものとして選定された科目（運航

方式及び手順の変更、事例の検討、故障に係る表示に関する内容を含む）につい

て訓練を受けていること。

イ 飛行訓練

カテゴリーⅡ航行を行う機長及び副操縦士は、少なくとも年１回、次の操作を

含む飛行訓練を受けていること。

(ｱ) １発動機不作動での進入、着陸及び復行



(ｲ) 機上装置又は地上施設の故障

(ｳ) 風、乱気流、滑走路の湿潤等の現実的な環境条件での着陸

(ｴ) その他（特別に重要な方式や項目など）

(4) 定期審査

カテゴリーⅡ航行を行う機長は、少なくとも年１回、防衛大臣が適当と認めた者

により行われる初期審査と同一の審査を受け、これに合格していること。

(5) 復帰訓練及び審査

カテゴリーⅡ航行を行う航空機乗組員が、以前カテゴリーⅡ航行を行っていたあ

る型式の航空機に一定の乗務しない期間を経た後、直前に乗務していた型式の航空

機又はそれ以前に乗務していた型式の航空機によって再びカテゴリーⅡ航行を行う

場合、第５の１(1)に掲げる科目に準じた科目の訓練を受けていること。また、カ

テゴリーⅡ航行を行う機長は、第５の１(2)の初期審査と同一の審査を受け、これ

に合格していること。

(6) 型式移行訓練及び審査

他の型式の航空機によってカテゴリーⅡ航行を行っていた航空機乗組員が、同一

の業務の範囲（機長、副操縦士又は航空機関士）のまま、カテゴリーⅡ航行を行う

航空機の型式に移行しカテゴリーⅡ航行を行う場合、型式移行の対象となる航空機

の特性等に応じて、型式を移行するために必要な第５の１(1)に掲げる科目に準じ

た科目の訓練を受けていること。なお、航空従事者技能証明の型式限定の変更時に

既に訓練を受けている内容については、改めて訓練を受けなくともよい。また、カ

テゴリーⅡ航行を行う機長は、第５の１(2)の初期審査と同一の審査を受け、これ

に合格していること。

(7) 複数の類似した型式の航空機又は複数の系列型式の航空機の運航を行う場合にお

ける各型式系列型式の航空機によるカテゴリーⅡ航行

複数の類似した型式の航空機又は複数の系列型式の航空機の運航を行う場合にお

いて、各型式系列型式の航空機によってカテゴリーⅡ航行を行う機長及び副操縦士

は、航空機間の差異とそれによる影響を適切に把握するため、FSB Report等におい

て必要とされる訓練を受けていること。また、定期訓練及び定期審査は、２つの限

定された航空機の型式について、１年毎に交互に実施すること。

(8) カテゴリーⅡ航行の訓練をカテゴリーⅠ航行又はカテゴリーⅢ航行の訓練と同時

に実施する場合には、航空機乗組員の責務、最低気象条件の判定方法、ＲＶＲの取

扱い、手順、コールアウト、機上装置の要件、故障時の対応等の運航方式間の相違

を明確にしなければならない。

(9) カテゴリーⅡ航行を行う航空機乗組員に係る訓練の記録の保管、管理等の指針及

び保存期間を定め、当該訓練を記録し、記録を適切に管理すること。

(10)ＣＢＴＡプログラムを実施する場合には、(1)から(9)までに定める教育、訓練及

び審査の内容を参考にしながら、「Competency-Based Training and Assessment P

rogramの審査要領細則」に従って幕僚長等が設定した教育、訓練及び審査を受けて

いること。この場合において、ＣＢＴＡプログラムによる訓練を受ける航空機乗組

員に対する定期訓練及び審査の実施頻度については、実運航におけるカテゴリーⅡ



航行の実施頻度等を考慮し、３６ヶ月を上限とした期間に１回として設定すること

ができるものとする。

２ 航空機乗組員の経験要件

(1) 機長は、低視程下における適切な判断及び操作を行うことができるよう、当該型

式機の特性に慣熟するため、当該型式機の機長として、１００時間又は４０レグ以

上の飛行経験を有していること。

(2) 上記の飛行経験については、FSB Report等を参考に、操縦の方法が類似している

と認められた型式の航空機に型式移行する場合には、移行前の型式の航空機の機長

飛行経験を算入することができるものとする。ただし、移行前の型式の航空機にお

いて、カテゴリーⅡ航行又はカテゴリーⅢ航行の運航資格を取得している場合に限

る。

(3) ＨＵＤ等を使用した手動着陸を行う場合にあっては、ＰＦは、直近の９０日間に

少なくとも１ 回、実機又は模擬飛行装置によりＨＵＤ等を使用した手動着陸を実

施しているか、又は、ＨＵＤ等の装置に係る手順や使用に係る科目の訓練又は審査

を受けていること。

(4) 自動装置によってカテゴリーⅡ航行を行う機長及び副操縦士は、飛行訓練及び審

査をレベルＣ又はレベルＤの模擬飛行装置によって実施した場合を除き、実機によ

り自動装置での進入を実施した経験を有すること。ただし、FSB Report等で別途要

件が記載されており、当該要件を満たす場合を除く。

(5) ＨＵＤ等を用い手動装置によりカテゴリーⅡ航行を行う機長は、カテゴリーⅡ航

行に対応した地上施設を有する空港において、カテゴリーⅡ航行の形態で、実機に

より当該ＨＵＤ等の装置を用い、１０回の着陸の経験を有すること。ただし、FSB

Report等で別途要件が記載されており、当該要件を満たす場合を除く。

第６ 整備方式

１ 整備方式の要件

整備方式には、少なくとも次に掲げる事項を定めること。

(1) 低視程航行に関連する耐空性の継続するために必要な整備手順

(2) 整備方式の改訂手順

(3) 整備方式の管理、実施、維持又は品質保証を行う責任者の特定、記録又は任命方

法（委託先若しくは２次委託先又は該当する場合は、その要員の特定方法を含む。

）

(4) 各航空機の低視程着陸システム及び形態が整備方式又は低視程プログラムに適切

に取り込まれていることの検証（防衛大臣によって認められている場合を除き、各

航空機は、関連システム及び装備品に係る航空機製造者又は機上装置製造者が指定

した有効な型式証明若しくは追加型式設計承認の記録及び適合性関連資料、技術指

令、耐空性改善通報又はサービス・ブレティン等の関連基準を満たすこと。）

(5) 飛行規定、型式証明又は追加型式設計で規定されている場合を除き、意図する航

行又は最低気象条件のために航空機システムに実施された改修、追加、及び変更の



特定

(6) 最低気象条件を変更するために必要な整備要件及び搭載用航空日誌への記載事項

の特定

(7) 低視程プログラムに特有な故障報告手順（必要に応じて、これらの手順は、運航

及び整備に係る文書に矛盾なく記載されること。）

(8) 品質管理及び解析のため、低視程に係るシステム及び装備品の故障を特定、監視

、及び報告する手順

(9) 連続的に繰り返し発生する故障を特定、監視及び報告する手順

(10) 連続的に繰り返し発生する故障に対して適切な修理作業が実施されるまで、低

視程の航行を実施させないための手順

(11) 航空機システムのステータスに係るプラカードが適切に張られ、搭載用航空日

誌に明確に記録するための手順

(12) 低視程航行に関連した手順の使用及び承認について、訓練及び資格が付与され

ていないか又は認められていない人員により整備が実施された場合、航空機の低視

程能力のステータスを下げるための手順

(13) 該当する場合、システムの地上点検及び飛行点検に係る整備の手順（例えば、

定期修理に続き、耐空性の確認の前に適切な点検作業を行う必要があることがある

。）

(14) 航空機が特定の低視程能力のステータス（カテゴリーⅡ航行、フェールオペレ

ーショナル、フェールパッシブ等）又は運航者によって使用されるその他特定の運

用ステータスを維持するための規定

(15) 定期的な航空機システムの評価を行うための規定（一般的に、システムの地上

検査により満足する結果が得られない限り、運航者に対して承認された特定の期間

内に少なくとも１回の満足する進入が行われること。満足及び不満足な結果のいず

れであっても記録する手順を含めること。個別の航空機の評価に代わって、サンプ

リング検査は一般的に受け入れられない。一般的に、航空機がカテゴリーⅡ航行の

ステータスを維持するため、６ヶ月以内又は航空機若しくは機上装置製造者が指定

する期間内で、少なくとも１回の満足する低視程システムの運用による使用又はシ

ステムの地上検査を実施すること。）

(16) 必要とする機上装置の運用許容基準

注：一般的に、カテゴリーⅢ航行の要件を満足し、承認された整備方式は、カテゴリ

ーⅡ航行としても受け入れ可能である。しかしながら、統合した整備方式を使用す

る場合は、航空機の低視程システムのステータスについて、操縦者、整備従事者対

して明確に特定されること。

２ 整備に係る初期訓練及び定期訓練

(1) 整備従事者は、最低気象条件に関する本別冊の内容について十分な知識を有して

いなければならない。該当する場合、運航者及び委託先を含む整備従事者、整備管

理者、機上装置整備士、整備・検査若しくは品質保証を実施する者又はその他の技

術者は、効果的な整備方式に必要な初期及び定期訓練を受けること。訓練課程には



、低視程航行に適用される特定の航空機システム、幕僚長等の方針及び手順が含ま

れること。定期訓練は、少なくとも２年に１回、又は人員が長期間（例えば６ヶ月

以上）当該航空機又はシステムの整備に携わらなかった場合に実施すること。

(2) 訓練には、該当する場合は、少なくとも次に掲げる事項を含めること。

ア 適切な運航者及び委託先を含む初期及び定期訓練（訓練対象者は、整備従事者

、品質及び信頼性グループ、整備管理、検査及び保管又は同等組織が含まれるこ

と。整備従事者の訓練については、座学及び少なくとも何らかの実機訓練が含ま

れること。ただし、整備方式に適合した座学、コンピュータを使用した訓練（Ｃ

ＢＴ）、模擬飛行装置、航空機又はその他これらの効果的な組合せであって、防

衛大臣により認められた方法により実施されるときは、この限りでない。）

イ 訓練の内容：航行概念、航空機型式及び影響されるシステム、該当する場合は

航空機の同系列型及び相違点、使用される手順、マニュアル又は技術資料の可用

性及び使用、プロセス、使用される工具又は試験装置、品質管理、試験及び耐空

性の確認のための方法、必要な署名、適切な運用許容基準の適用、必要に応じて

技術支援を得る場所の情報、運航者の他の部門との必要な調整並びに運航者又は

航空機型式若しくは同系列型に特有なその他の整備方式要件（ヒューマンファク

ターへの考察、問題報告等）

ウ 整備方式の要件への適合性を保証するための外部調達先又は外部調達先の部品

の使用手順、並びに部品の全体的な品質保証を管理し評価するための手段を確立

するための手順

エ システムの故障が再現できない場合に、故障診断のためにシステム間で入れ換

えた装備品について確実に追跡及び管理する手順（これらの手順には、全体シス

テム試験及び又は低視程ステータスから航空機を除外する手順が含まれること。

）

オ 低視程航行に関連する装備品又はシステムに対して実施する変更を評価、追跡

及び管理する手順（耐空性改善通報、サービス・ブレティン、技術指令、規則要

件等）

カ システムの故障により中断又は中止した低視程航行の記録及び報告手順

キ 試験装置及び装備品のソフトウェアの変更、更新又は定期的な更新について、

インストール、評価、管理する手順

ク 低視程航行に関連するシステム及び装備品を識別し、制限を特定し、カテゴリ

ーの格上げ及び格下げを行う運用許容基準の備考欄の使用に係る手順

ケ ビルトイン試験装置の使用、必須検査項目（ＲＩＩ）及び品質保証として、部

隊整備又は委託先整備を含む低視程航行に関連する装備品及びシステムを識別し

、性能保証に取り組むための手順

３ 試験装置及び校正基準

試験装置は、整備後にシステム及び装備品の耐空性を確認する場合に要求される精

度と信頼性を保証するよう、定期的な点検・校正が必要である。低視程航行に関連す

る試験装置を維持するために使用される一次及び二次基準のリストを維持すること。



運航者は、これらの基準が委託先の認定事業場により遵守されることを保証する責任

がある。国の基準又は製造者の校正基準へのトレサビリティを維持すること。

４ 耐空性の確認手順

(1) 低視程航行能力に関するシステムのステータスを格上げ又は格下げする手順を含

めること。航空機の運用ステータスを管理する方法によって、航空機乗組員、整備

及び検査部門並びに必要に応じてその他人員が航空機及びシステムのステータスを

適切に認識できるようにすること。

(2) 各装備品又はシステムに対して、適切な試験レベルが規定されること。ビルトイ

ン試験装置が耐空性の確認、低視程ステータスの格上げ又は格下げの判断に使用さ

れる場合、製造者の推奨する整備方式又は整備指示を考慮すること。

(3) 委託先施設又は人員は、航空機の耐空性を確認するための防衛大臣により承認さ

れた運航者の整備方式を遵守すること。幕僚長等は、委託先の組織及び人員が適切

に訓練を受け、資格を付与され、権限を与えられることを保証する責任を有する。

５ 定期的な航空機システムの評価

(1) カテゴリーⅡ航行を行う幕僚長等は、カテゴリーⅡ航行に適用されるシステムの

十分な作動を保証するため、航空機システムの性能を継続的又は定期的に評価する

方法を定めること。

低視程飛行誘導システム（例えば自動操縦装置又はＨＵＤなど）が満たすべき性

能を保証するための許容できる方法の一つは、定期的にシステムを使用し、十分な

性能を有することを記録することである。一般的に、十分なシステム性能を保証す

るための許容できる方法は、カテゴリーⅡ航行において、６ヶ月以内の十分な性能

を示す搭載用航空日誌の記載又はコンピュータのＡＣＡＲＳ記録等の信頼できる記

録がある。

(2) 飛行誘導装置又は自動着陸装置の定期的な点検は、航空機製造者又は機上装置製

造者の推奨する手順、又は防衛代印により承認された代替手順により実施すること

。定期的な評価のために、飛行誘導装置又は自動着陸装置がいつ、どこで十分な性

能を発揮したか、並びに性能が十分でなかった場合に取られた是正措置を記録する

こと。

(3) 飛行誘導装置及び自動着陸装置の使用は、利用可能性及び信頼性を維持するため

に推奨されること。

６ 形態管理/システム改修

カテゴリーⅡ航行を行う幕僚長等は、低視程航行に承認されたシステム及び装備品

の改修について、ソフトウェア変更、サービス・ブレティン、ハードウェアの追加又

は改修が実施された場合、悪影響を与えないことを保証すること。システムの構成品

のいかなる変更も、航空機製造者、機上装置製造者、航空業界又は防衛大臣が許容す

る基準若しくは手順と一致していること。



７ 記録の管理

(1) カテゴリーⅡ航行を行う幕僚長等は、適切な記録を保管すること（例として、運

航者及び委託先の整備事業場がある場合は記録にアクセスできること。）。当該記

録は、カテゴリーⅡ航行を実施する航空機の適切な耐空性の形態及び状態を決定す

ることを可能とする。

(2) 委託先の整備事業場がある場合は、適切な記録を保有し、記録に関する調整の手

順を定めること。

第７ 実施要領

カテゴリーⅡ航行を行う幕僚長等は、訓令第５条(3)に定める事項を記載するとと

もに以下の内容を記載した実施要領を定めること。

１ 運航に関する実施要領

(1) 運航方式及び訓練方式

次に掲げる事項を実施要領に定めること。

ア 進入から着陸に至るまでの通常の操縦に係る次の事項

(ｱ) 航空機乗組員の職務区分

(ｲ) 機上装置の操作方法及び監視方法

(ｳ) 呼称方法

イ 地上及び飛行中における機上装置の機能検査方法

ウ 地上施設の機能低下による運用上の制限事項

エ 複数のＲＶＲの利用方法

オ 機上装置が故障した場合の措置

カ 必要とする機上装置の運用許容基準

キ 発動機、油圧系統、電気系統、操縦系統等が故障した場合の措置

ク 横風限界、追風限界、迫加必要滑走路長等の運用制限事項

ケ 自動操縦装置を使用できる限界高度（当該装置を装備している場合に限る。）

コ 航空機がＤＨに達した位置において許容されるローカライザー及びグライドス

ロープの偏位量

サ ＤＨにおいて進入継続の可否を判断すべき照明施設

シ ＤＨ以降において気象状態が悪化した場合の措置

ス 進入復行方式及び当該方式における航空機乗組員の職務区分

セ 機長の経験要件

ソ 航空機乗組員等の教育訓練・審査の科目及びその実施方法

２ 整備に関する実施要領

(1) 整備方式及び訓練方式

実施要領には第６に該当する項目を定めること。

第８ その他

幕僚長等は、この通達の実施に当たり、この通達に定めるもののほか、米国連邦航



空局文書ＡＣ１２０－２９Ａ「CRITERIA FOR APPROVAL OF CATEGORY Ⅰ AND CATEGOR

YⅡ WEATHER MINIMA FOR APPROACH」によることができる。また、当該文書に従うに

当たり、同等の安全性が確保されると認められる他の方法によるときは、あらかじめ

防衛大臣の承認を得て当該方法によることができる。



別紙第１

機上装置の技術基準

１ 自動操縦装置及び自動着陸装置

自動操縦装置、自動着陸装置又は手動飛行誘導装置（例えばＨＵＤなど）は、使用

が許容され、ローカライザー、グライドスロープ信号又は同等の信号に係るＮＯＴＡ

Ｍ制限がないＩＬＳ、ＭＬＳ又はＧＬＳによるカテゴリーⅡ航行に使用することが推

奨される。

２ フライトディレクター装置

フライトディレクター装置（ヘッドダウン又はヘッドアップ）は、次の要件を満足

していること。

(1) 使用する自動操縦装置又は自動着陸装置の特性と適合していること。

(2) 自動操縦及びフライトディレクターの両方の情報を提供する飛行制御装置は、シ

ステムの設計及び運航者の要件において適当であるならば、フライトディレクター

のコマンドを表示してもよいし、表示しなくてもよい。

(3) フライトディレクターのコマンドが提供されるかに関わらず、航法偏位の状況情

報表示器が両航空機乗組員に提供されること。

(4) 許容されない偏位並びに故障が検知されるよう、表示器は適切に目盛付けされ、

該当するモード又は形態が容易に理解できるものであること。

３ ヘッドアップディスプレイ装置

ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ)装置は、以下の要件を満足していること。

(1) システム設計において適当である場合は、航空機乗組員の1人又は両方に誘導を

提供すること。

(2) 情報がＰＦのみ提供される場合は、適切な監視機能がＰＮＦ提供されること。

(3) 監視業務が特定され、システムの故障又は操縦士がＨＵＤの使用が不能となった

場合に、ＰＮＦが航空機の操縦を引き受けることができること。

(4) 別紙第２の基準に適合すること又は従前の通達に定められた基準に適合すること

が飛行規定に記載されていること。

４ ＥＶＳ及びＳＶＳ

ミリ波レーダー又はその他のセンサーを用いたＥＶＳ及びＳＶＳは、その他の飛行

誘導又は制御装置の完全性を保証するために使用することができる。当該装置は、実

証評価によって防衛大臣に認められるか、さもなければ別紙第２の基準に適合しなけ

ればならない。

５ 複合装置

複合装置（例えば監視されたＨＵＤ飛行誘導装置と組み合わせたフェールパッシブ

自動着陸装置など）は、求める最低気象条件において定められた非複合装置と同等の



性能及び安全性を提供する場合に、カテゴリーⅡ航行に使用することができる。

複合装置は、以下の要件を満足すること。

(1) 自動着陸機能を有する複合装置は、自動着陸装置を主たる制御手段とし、手動飛

行誘導装置を予備モード又は復帰モードとして使用するという考え方に基づく。

(2) 複合装置の要素間の切り替え（例えば故障に対応するため自動着陸装置から手動

操縦のＨＵＤへの切り替えなど）は、適切に資格を有する航空機乗組員により正し

く使用される場合に許容される。切り替えには特殊な技量、訓練、又は熟練度が必

要とされないこと。

(3) 接地時又は接地直後に操縦士が手動操縦を行う必要がある装置について、接地前

の自動操縦から接地後の複合装置の残りの機能（ＨＵＤ等）を使用した手動操縦へ

の切り替えは安全かつ信頼性があることを示すこと。

６ 計器、装置及び表示器

計器、装置及び表示器は、以下の要件を満足していること。

(1) ＡＤＩ、ＥＡＤＩ又はＰＦＤが各必要な操縦士（ＰＦ及びＰＮＦ）に提供される

か、若しくは、これらと同等の姿勢、気圧高度、対気速度、昇降速度及び適切な予

備姿勢情報を表示する電子機器式計器が必要な操縦士毎に利用可能であること。

(2) カテゴリーⅡ航行の着陸及び進入復行に係る通常及び非常状態において、適切か

つ信頼性があり、容易に理解できる水平位置情報を提供できるＨＩＳ、ＥＨＳＩ、

ＮＤ又は同等の航法表示器が必要な操縦士毎に提供されること。

(3) 計器及び表示器の配置は、承認された操縦室の設計原則に従うこと。

(4) 位置情報又は航法表示装置の位置及び配置は、操縦士毎に対して適切であり、適

切に目盛付けされ、画面又は使用する表示器のモードにおいて容易に理解できるも

のであること。

(5) 最終進入経路及び規定されたグライドパスからの水平及び垂直方向の経路偏位情

報が、適切かつ冗長性をもって提供されること。

ア 水平及び垂直偏位情報が独立して各操縦士にＰＦＤ､ＥＡＤＩ､ＡＤＩ又は同等

の装置上に提供されること

イ 水平偏位の拡張目盛情報は、各ＰＦＤ､ＥＡＤＩ､ＡＤＩ又は同等の装置上に意

図する飛行経路及び着陸滑走路又は適用されるＲＮＰの基準に対する航空機の位

置を確認するために提供されること。

ウ 自動操縦装置又はフライトディレクターは最低気象条件に適合したものである

こと。

エ 自動操縦装置のみの使用によるカテゴリーⅡ航行を防衛大臣が認めた場合を除

き、フライトディレクター又はコマンド誘導情報は、各操縦士に対し承認された

最低気象条件に適合しているものであり、少なくとも二重の独立した装置の機能

が、１人以上の操縦士が要求される航空機のカテゴリーⅡ航行のために装置され

ること。

オ 操縦士のワークロードが許容可能であることの実証に基づき、防衛大臣によっ

て認められる場合を除き、自動出力装置を装備すること。



カ 決心高度（決心高）のアドバイザリー表示は、容易に理解でき、明確に判別で

きるものであり、電波高度及びマーカービーコン表示器又は同等の装置とともに

操縦士毎に提供されること。

キ 使用される誘導装置、航法装置及び関連する装置に適合した、適切な装置の状

態及び故障表示が提供されること。

ク 自動音声コールアウトが推奨される。

ケ 適切な雨除去機能が各操縦士に提供されること。

コ 信頼性が求められる非常形態のあらゆる表示の適切性を実証すること。

７ 表示

表示は、次の要件を満足していること。

(1) 明確かつ明瞭であり、使用している飛行操縦モードに適切に関連していること。

(2) モードの表示ラベルは、着陸の最低気象条件の分類により識別されないこと。例

えばアプローチ、ランド２、ランド３、シングルランドは許容可能であるが、カテ

ゴリーⅡ又はカテゴリーⅢは使用しないこと。本要件を満足しない従前に実証され

た航空機は、航空機の形態に適した正しい最低気象条件の使用を保証するために付

加的な航行上の制約が必要となる場合がある。

８ 自動音声警報

電波高度、着陸ミニマに接近を知らせるコールアウト、着陸ミニマに到達したこと

を知らせるコールアウトの自動音声警報は、次の要件を満足すること。

(1) 当該航空機の設計思想と整合していること。

(2) 航空機乗組員の必要な会話や通常の調整手順を妨げるような音量又は周波数を使

用しないこと。

(3) 推奨される自動コールアウトは、以下の適切な警報又は音声を発出することが望

ましい。

ア ５００フィート（電波高度）、ミニマへの接近、ミニマ地点

イ ５０フィート、３０フィート及び１０フィート又は航空機のフレア特性に適切

な高度などフレア中の高度のコールアウト

(4) 低高度電波高度コールアウトはフレア中に通常の降下率より高い状況並びに接地

帯を超えるフレアを適切に知らせること。

(5) その他の警報は、防衛大臣が適当と認めた場合に使用することができる。

９ 航法受信装置

航法受信装置は、次の要件を満足すること。

(1) ＩＬＳ又はＭＬＳ

次のいずれかの要件を満足すること。

ア 別紙第２の基準に適合していること。

イ 従前の通達に定められた基準に適合していること。

(2) その他の航法装置



ア ＧＮＳＳに基づくその他の航法情報又はＳＢＡＳ若しくはＧＢＡＳは、カテゴ

リーⅡ航行に必要な精度、完全性及び利用可能性を満たすことが証明されれば、

個別に又は組み合わせて使用することができる。

イ 特段承認されない限り、同等なＩＬＳ性能又は適切な業界標準(例えばＲＴＣ

Ａ又はＥＵＲＯＣＡＥなど)を満足すること。

(3) マーカービーコン

ア 各航空機乗組員に対して、アウターマーカー、ミドルマーカー及びインナーマ

ーカーの情報又は同等情報を表示すること。

イ マーカービーコンに代わって、衛星航法、ＳＢＡＳ､ＧＢＡＳ又はＤＭＥを使

用することができる。

(4) ＡＤＦ

計画された飛行経路又は代替空港で必要な場合は、ＡＤＦ機能又は同等機能が利

用できること。

１０ 補助系統

(1) 操縦室の可視性

各操縦士に対する前方及び側方の操縦室の可視性は、以下の要件を満足すること

。

ア 意図する運用、進入速度、該当する場合は航空機の形態（例えばフラップの設

定など）において、操縦室から機首により制限されない適切な可視性を有するこ

と。

イ 操縦室の前方及び側方窓は、低視程時の地上走行及び地上運用において適切な

可視性を有すること。

ウ 低視程航行において操縦士の視界に重大な影響を与えるあらゆる装置又は構造

の配置は、許容される位置にあること（ＨＵＤ装置の電子機器、日除け等）。

(2) 雨除去及び防氷

風防の雨除去、防氷又は曇り防止機能は、以下の要件を満足すること。

ア 防雨機能を装備すること。（例えば風防用ワイパー、風防用抽気など）

イ 防用疎水性保護膜を装備又は適切な環境基準に適合した抗雨系統を使用するこ

とが推奨される。

ウ 進入及び着陸中に既知の着氷気象状態で航行を意図する航空機は、風防の適切

な防氷又は除氷機能を装備すること。

エ 多湿状態において操縦士の視界が低下する場合は、少なくとも適切な前方の風

防の曇り防止機能を装備することが推奨される。

オ 風防の雨除去、防氷又は曇り防止機能が適切に装備され、保護されない場合は

、低視程時の航行が制限されることがある。

(3) その他の系統

計器、電波高度計、エアデータコンピュータ、慣性基準装置、計器スイッチ、操

縦室夜間照明、着陸及び地上走行灯、ポジションライト、ターンオフライト、リコ

グニションライト、ＦＤＲ、ＣＶＲ又はその他の系統を含む補助系統は、次のいず



れかの要件を満足すること。

ア 別紙第２の基準に適合していること。

イ 就航中の又は新規の航空機にあっては、従前の通達に定められた基準に適合し

ていること。

ウ 航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第３項に規定する技術基準に定めら

れた基準に適合していること。

１１ 着陸復行機能

着陸復行機能は、以下の要件を満足すること。

(1) 着陸復行の能力評価は、予想される最低気象条件に至るまで、通常航行及び非常

航行に対して行われること。評価には、着陸復行への移行、視覚が限られている状

況、該当する場合は自動飛行装置のモード切り替え及びその他防衛大臣により特定

された他の関連する要因において、航空機の形状による制限（胴体姿勢及び尾部の

接触の可能性等）に関連する要因を考慮すること。非常に低高度からの着陸復行に

より不慮の接地に至る航空機は、低高度着陸復行に関連又は影響を受ける自動スポ

イラ、自動ブレーキシステム、自動操縦又はフライトディレクターのモード切り替

え、自動出力装置の運用及びモード切り替え、逆推力装置の作動並びにその他のシ

ステムの運用など、関連するシステムの影響を考慮して、そのような方式の安全性

を確立すること。

(2) 自動又はフライトディレクターの着陸復行能力を備えている場合、あらゆる高度

から接地に至るまで着陸復行が安全に開始し完了できることを実証すること。接地

以後に自動着陸復行モードが作動する場合は、安全であること示すこと。接地後の

自動又はフライトディレクターの着陸復行を始める能力は必要とされず、適当でな

い。接地後に意図せず着陸復行を選択した場合（自動又はフライトディレクターの

着陸復行の能力のいずれの場合）において、航空機が安全に着陸滑走及び停止する

能力に影響を与えないこと。

(3) 使用する飛行誘導装置に関係なく、安全な着陸復行を行うための適切な情報が航

空機乗組員に利用可能であり、航空機は着陸復行の能力を有していること。着陸復

行は進入から接地に至るいかなる時からでも選択できること。飛行誘導装置による

着陸復行の能力が必須ではないが、そのような着陸復行能力が飛行誘導装置により

対応している場合、そのような能力が進入から接地に至るまでのいかなる時からで

も選択できること。飛行誘導装置の着陸復行モードが、航空機が意図せず接地をす

るような低高度において作動する場合、航空機乗組員が安全な着陸復行を実施する

ための適切な情報を利用できるとともに、航空機又は飛行誘導装置は、意図しない

接地の結果として不安全な特性を示さないこと。

(4) 接地までの進入におけるいかなる地点からの着陸復行の安全性を評価する際、一

般的に以下に掲げる要因について考慮すること。

ア 着陸復行の能力は、通常運航の状態について対応すべきであり、予想される最

も低い最低気象条件に至るまでの特定の非常状態（例えば発動機の停止など）を

含むことがある。



イ 着陸復行への移行時における、航空機のあらゆる形状による制限（例えば尾部

の接触など）又は形態の変化（例えばフラップの格納又はその他必要な加速の要

素など）に関連した要因について考慮すること。

ウ 着陸復行への移行時における高度損失を最小限にし、自動操縦装置、フライト

ディレクター又は自動出力装置の故障による意図しない結果に対応するため、自

動操縦装置、フライトディレクター又は自動出力装置のモード切り替え若しくは

自動解除のような要因について考慮すること。

エ 着陸復行が意図しない接地に至る場合、当該事象の安全性について考慮するこ

と。航空機の設計及び又は使用する方式は、関係する要因について考慮すること

。考慮すべき関連する要因の例として、意図しない接地により悪影響を受ける発

動機の運航性能及び加速性能、発動機の故障、自動出力装置、自動制動装置、自

動スポイラ、自動操縦装置又はフライトディレクターのモード切り替え及びその

他のシステム（例えば地上感知論理など）が含まれる。

オ 航空機又はそれに関連する装置の故障状態の発生により低高度からの安全な着

陸復行が阻害される場合、そのような故障状態を特定すること。そのような場合

、最低高は、故障発生時において実証された安全な着陸復行により規定される。

規定された高さを下回って故障が発生した場合、操縦士は使用される適切な方式

及び着陸復行の試みによる影響又は結果について認識されること。

カ 必要な場合、低高度の着陸復行に係る適切な方式に係る情報が、航空機乗組員

に提供されること。低い最低気象条件を用いて発動機が不作動の際に進入及び着

陸を実施する能力を意図としている場合（例えば約２５０フィートＨＡＴのＭＤ

Ａ（Ｈ）又はＤＡ（Ｈ）以下の最低運航条件など）、又は低高度の着陸復行時に

発動機１つが不作動になった際の手順が特別な検討が必要としている場合若しく

はその他の着陸復行の手順と大きく異なる場合は、発動機の不作動の際の着陸復

行を安全に実施するための航空機乗組員の手順が規定されていること。必要な場

合、低高度の着陸復行を安全に実施するための適切な情報が、航空機乗組員に提

供されること（フラップの設定、フラップの格納、適切な着陸復行速度までの加

速及び適切なオートフェザー能力の使用等）。

１２ 逸脱検知警報装置

逸脱検知警報装置は、以下の要件を満足すること。

(1) 進入中の航空機の水平及び垂直方向並びに着陸滑走中の水平方向の過度の偏位を

探知できる手段が推奨される。この手段は過度のワークロード又は過度の注意を要

求しないこと。本規定は特定の逸脱警報手段又は表示を求めないが、ＡＤＩ､ＥＡ

ＤＩ又はＰＦＤ上に表示されるパラメータによって注意が求められる。

(2) 専用の逸脱警報が提供される場合は、その使用は過度の迷惑な注意を引き起こさ

ないこと。

１３ 滑走減速系統

(1) 減速停止手段



周辺状況を考慮し、航空機を有効滑走路内で確実に停止できるか判断するための

手段があらゆる運航において推奨される。

(2) アンチスキッド装置

防衛大臣が承認した場合を除き、航空機は、カテゴリーⅡ航行において、該当す

る飛行規定、適用されるＭＥＬ及び該当する滑走路長の運用規則の要件を超えて装

備又は使用しないこと。

１４ 発動機不作動時のカテゴリーⅡ航行能力

発動機不作動時のカテゴリーⅡ航行許可を取得することを意図した航空機系統は、

次の要件を満足すること。

但し、別紙第２の該当する基準を満たし、承認された飛行規定に適切に記載されて

いる場合は、次の要件を満足していると見なされる。

(1) 飛行規定又は同等の文書は、発動機不作動時の形態で実証された進入及び進入復

行の性能を適切に記載するとともに、航空機は全発動機作動時のカテゴリーⅡ航行

又は同等な基準が要求されない限り関連する基準を満たすこと。当該性能データは

、操縦士が想定される形態、速度において安全に着陸する能力、ＤＡ（Ｈ）から安

全に着陸復行する能力並びに該当する場合は、ＴＤＺから着陸を中止することを保

証するために利用できること。カテゴリーⅡ航行の発動機不作動機能を評価する場

合、全発動機カテゴリーⅡ航行の基準のうち以下の適用除外を使用することができ

る。

ア １台の発動機が不作動時にカテゴリーⅡ航行を行う場合における２台目の発動

機の不作動の影響を考慮する必要はない。

イ 発動機不作動に続く推力の不均衡に対応するための航空機乗組員の再トリムは

許容される。

ウ 型式証明に適合する代替の電気及び油圧系統の冗長性の規定は許容される。

エ 許容される進入性能の要件は、発動機不作動飛行実証の間に許容される性能の

実証値に限定される。

オ 進入又は着陸の系統のステータスは、航空機の形態及び能力を正確に反映して

いること。

カ 航空機乗組員が飛行中に「目的空港への継続」又は「代替空港への変更」判断

する際に、飛行誘導装置の機能に係る適切な情報が利用できること。これは進入

を開始した時に航空機が適切なカテゴリーⅡ航行における進入能力を有するか判

断するためのものである。

キ 運航者は、天候に関連した制約又は制限が適切であるか判断するために適切な

気象条件におけるシステムの性能を考慮すること。

１５ 滑走路端手前の不規則な地形を有する特別な空港

耐空性の実証を終えた多くの航空機システムは、滑走路末端手前の不規則な地形を

考慮しているのが実際ではあるが、複雑な滑走路端手前の地形を有する特定の空港で

は、特別な運航評価を行うことが必要である。



運航評価においては、特定の航空機の型式、特定の操縦系統、及び装備しているレ

ーダー高度計その他の装備品の型式など特定の機上装置に関連する要素を考慮するこ

と。

１６ 機上装置の評価及び承認

機上装置について、別紙第２の基準への適合性の決定がなされていない場合は、以

下に規定する運用実証基準に適合していることを示すこと。

(1) 運航者の使用の適切性の実証

以下に掲げる基準は、既に承認済みの飛行規定に、本別冊（全ての改訂版を含む

）に係る基準に適合していることを示す記述がない機上装置について承認を得よう

としている申請者に適用される。本基準は、既に承認済みの飛行規定において、飛

行誘導装置が本別冊の基準に基づき評価されていることが示されている航空機型式

又は同系列型へ適用するものではない。

(2) 機上装置の運航の際の妥当性検証

幕僚長等は、意図されたカテゴリーⅡ航行における飛行誘導装置の性能の適切性

を確立するための、許容可能な試験及び評価計画を提出すること。

許容可能なものであることを示すため、幕僚長等は代表的な計器方式で適切な回

数の進入及び進入復行その他適切な運航を実施すること。運航者の関与がなく飛行

技術誤差（以下「ＦＴＥ」という。）の代替レベルの実証を求める航空機製造者又

は機上装置製造者は、別紙第２の基準に従って、型式証明又は追加型式設計の過程

の一部として一般的に実施することが期待される。

(3) カテゴリーⅡ航行の評価

カテゴリーⅡ航行において、申請者は一般的に意図する航空機型式毎に、適切な

最低気象条件ＤＡ（Ｈ）に対して３００回以上の進入を成功させること。幾つかの

同系列型で使用する飛行誘導装置が同一又は類似である場合、この３００回の進入

を各同系列型に割り当てることができる。関連する又は類似の航空機の型式が同一

又は類似の飛行誘導装置で構成され、既にカテゴリーⅡ航行又は発動機不作動等の

特別に検討された状況が承認されている場合、カテゴリーⅡ航行の特定の型式又は

同系列型での進入回数は、航空機システムの類似性の程度、飛行誘導装置の類似性

、航空機の類似性などに応じて、防衛大臣が認めた場合、適切な回数まで減ずるこ

とができる。進入は、訓練飛行、特定の実証飛行又はそれらの組み合わせの間、実

運航により実施することができる。全進入回数の９０％以上が成功すること。不安

全な進入又は進入復行が起きないこと。進入は、以下に掲げる基準を満足すること

。

ア カテゴリーⅡ航行が運航者により３箇所未満の地上施設を用いて実施される場

合を除き、実証では、少なくとも３つの地上施設又は滑走路を使用すること。少

なくとも合計進入回数の１０％は、選択した少なくとも３箇所の地上施設を用い

て実施すること。追加の地上施設を用いて実施する進入回数は申請者の判断によ

る。

イ 少なくとも数回の進入を、カテゴリーⅡ航行又はカテゴリーⅢ航行の進入方式



の承認を受けている地上施設を用いて実施すること。ただし、申請者の選択によ

り、カテゴリーI航行の進入方式のみの承認を受けている地上施設を用いて実証

することもできる。

ウ １箇所の地上施設において実施する進入回数は１日当たり１５回未満とするこ

と。

エ 運航者が評価される航空機を３機以下しか所有しておらず、かつ互いの航空機

の性能が同等とみなされる場合を除き、１機の航空機において実施する進入回数

は全体の進入の６０％以内とすること。

オ 幕僚長等が、申請する航空機が同一又は類似の飛行誘導装置を使用している、

異なる型式の派生型を保有している場合、幕僚長等は各派生型が必要な性能基準

を満足していることを保証すること。

カ フライトディレクターの性能を評価する場合、一般的な人数の操縦士が必要な

進入を実施できること。航空機の型式を担当する少数の操縦士が、相当の割合を

負担することが求められる場合を除き、一人の操縦士が全体の進入の２０％を超

えて実施しないこと。

キ 実施される進入の承認例は、防衛大臣が認めた場合、幕僚長等が適切と認める

者により監査されること。

(4) 飛行技術誤差（ＦＴＥ）の評価

進入又は進入復行その他の定義された運航におけるＦＴＥの評価は、航法装置や

方式の承認で使用されることが予想されるＦＴＥの代替レベルを設定するため、航

空機製造者、機上装置製造者又は運航者により実施される。

その後、ＦＴＥの代替レベルの推定や条件が適合又は満足する場合、想定される

標準のＦＴＥ値の代わりにＦＴＥの代替レベルを計器進入方式の策定又は承認に使

用することができる。

ア ＦＴＥレベルは、解析（既存データ等）、シミュレーション（適切な模擬飛行

装置等）、飛行の検証（適切に構成された航空機の飛行試験から得られるデータ

の収集等）、又はこれらの組合せにより確定することができる。使用する方法に

かかわらず、結果として生じるＦＴＥ情報又は値が、該当する航法条件又は方式

において妥当であることを確認するために、十分な評価を実施すること。本評価

は、飛行方式の種類に適合し、通常運航、非常運航及び稀な運航を適切に考慮し

、操縦士の能力又はシステムの多様性に必要な程度まで対応し、結果としてのＦ

ＴＥレベルに確信が持てるように十分に反復して実施すること。

イ ＲＮＰに係るＲＴＣＡ ＤＯ－２３６等の情報源に規定される業界基準に対す

るＦＴＥ評価関連の例外事項は、必要であれば明確に識別されること（２２マイ

ルの旋回半径が適用されることが意図されていない航法システム等）。

(5) ＦＴＥデータの収集及び解析

ＦＴＥ評価の実証に関して、要求されるＦＴＥレベルの適切性を確定するために

、十分なデータを収集すること。データの収集とその結果による分析は、一致して

おり、少なくとも、実施する方式の種類（代表的な行程の種類と形状等）、使用す

る航空機の形態（地図の表示、フライトディレクター、自動操縦装置等）、代表的



な環境条件、関連する通常状態又は非常状態及び代表的な操縦士の資格及び経験を

考慮していること。データの収集は、適切な条件が得られ（天候等）、前提条件が

満足される場合（操縦士のサンプル変動等）、専用のＦＴＥ評価を用いても、実運

航で収集したデータを用いてもよい。ＦＴＥデータの収集及び分析は、直線部分で

の安定した飛行及び曲線部分や飛行区間の補足時の飛行をそれぞれ個別に扱うこと

ができる。データの分析には統計手法の使用が可能であるが、必須ではない（希な

運航又は非常運航の取扱い等）。幕僚長等が使用する分析方法や技術及び使用する

実証計画は、ＦＴＥ評価計画の開始に際し防衛大臣の承認を受けること。

(6) カテゴリーⅡ航行に係る実証データの収集

カテゴリーⅡ航行に係る機上装置の適切性の実証において、幕僚長等は、以下に

掲げる情報を提供すること。この情報は、実施する進入の実証の成功、失敗又は中

止に係わらず、飛行誘導装置及び表示装置の性能に関連するものであること。この

情報は、勧告、進入の失敗又は中止に係る明確な情報と共に、防衛大臣に提出する

こと。

ア 実施した進入の合計数、成功数、失敗又は中止の数、及び、判明している場合

、当該失敗又は中止の理由を記載すること。

イ 進入を中止した場合、中止した滑走路上の高度を記載すること。

ウ 水平位置、垂直位置、トラック、垂直経路／垂直速度、速度誤差、及び２００

フィート ＨＡＴ、１００フィート ＨＡＴ又は決心高ＤＡ（Ｈ）でのピッチトリ

ムの許容性を記載し、接地帯内に通常の着陸するための進入を続行する上で何ら

かの不都合があった場合、注記を記載すること。

エ 使用する航法援助施設及び地上施設、評価を行った報告されている気象条件及

び風の条件を記載すること。

オ 意図する運航における、追跡性能の安定性、及び該当する場合、フライトディ

レクター又は自動操縦装置の適合性を評価すること。

カ データの記録を用いていない場合を除き、評価者は、少なくとも２００フィー

ト ＨＡＴ、１００フィート ＨＡＴ又は決心高ＤＡ（Ｈ）でのローカライザー及

びグライドスロープに対する航空機の水平及び垂直方向位置に注意し記録すると

共に、使用する機上装置において該当する場合、以下の飛行誘導装置と整合性を

取れる推定滑走路接地点に注意しを記録すること。

キ 機上装置の能力不足により進入が開始できない場合、能力不足の理由と当該能

力不足に対応するための勧告があれば当該勧告を注記すること。

ク 他の関連する勧告や状況があれば記載すること。

(7) カテゴリーⅡ航行の実証における進入成功の定義

カテゴリーⅡ航行における機上装置の適合性実証のために、進入成功は少なくと

も１００フィート ＨＡＴ又はＤＡ（Ｈ）において接地までの間、以下に掲げる要

件を満足すること。

ア 航空機は、通常の操縦で、通常の着陸を完了するための位置が継続すること。

一般的に２００フィート ＨＡＴ未満において、操縦室が滑走路を延長した側方

限界内に位置した状態を継続していること。



イ グライドスロープからの偏位は、少なくともＤＡ（Ｈ）まで、ＩＬＳ､ＭＬＳ､

ＧＬＳその他同等のシステム又は表示器の表示情報として、±７５μＡ（１／２

スケール）を超過しないこと。ＤＡ（Ｈ）未満では、通常の沈下率と姿勢で接地

帯内に安全に着陸しつつ、通常の進入経路をたどり通常のフレアを行うこと。

ウ 指示対気速度、トラック、昇降速度、アライメント及び機首方向が満足するこ

と。意図した大気速度が計画した進入の際の大気速度の＋５ノットを超えないが

、計算した滑走路端又は参照速度以下ではないこと。

エ 異常な運動、過度の姿勢変化又は姿勢レートが発生しないこと。

オ 航空機は過度の操縦力を排除するため、全般的にトリムを使用すること。



別紙第２

機上装置の耐空性の基準

機上装置及びその装備方法並びに試験方法に係る型式証明は、運用概念とともに装置

を装備したときの機能、精度、信頼性及びフェイルセーフ特性等について考慮されたも

のでなければならない。ただし、防衛大臣が本別紙の基準と同等以上であると認める基

準がある場合は、それに従うことができる。

１ 基本的な耐空性要件

本項は、進入及び着陸若しくは使用する航法装置の種類に依存することなく全ての

航空機型式に適用される性能、完全性及び利用可能性に係るものを含む耐空性の要件

を定めるものである。

(1) 一般要件

幕僚長等は、次に掲げる事項について実施すること。

(ｱ) 性能、完全性及び利用可能性の観点から、進入システムにおける航空機以外

のシステムの要素が、航空機システムにどのように関係するかについて記載し

た適合性証明計画を提出すること。標準的な航行援助施設の基準は、国際民間

航空条約の標準及び勧告を参照すること。

(ｲ) 適合性証明計画は、防衛大臣が本別紙以外の基準又は要件が必要か判断する

ために、システム概念と航行理念について記述すること。

(ｳ) 進入システムの性能は、型式証明及び航行許可を求める航行の種類において

当然発生しうる環境及び予想される影響を考慮して、設定されること。

(ｴ) 選択されているモードの故障を操縦士が検知することに信頼性を置いている

場合は、適切な表示又は警報を提供しなければならない。

(ｵ) 航法援助施設の故障の影響については、国際民間航空条約並びに国の基準を

考慮して検討すること。

(ｶ) 飛行経路上の航空機の航法基準点並びに車輪の滑走路末端通過高度（ＴＣＨ

）の影響を評価すること。

(2) 進入システムの精度要件

様々な種類の進入航行に適用する一般基準は、以下のとおり。

(ｱ) 性能は、全体の性能に影響する環境的な変動とシステムの変動を代表的な範

囲内で設定した上で、総計２０回以上の進入を３箇所以上の異なる空港を使用

して、飛行試験又は飛行試験により妥当性を示された認証された解析により検

証すること。

(ｲ) 性能評価は、予想される分布に基づいた変動要素に加えて、少なくとも以下

の変動要素を考慮すること。

① 航空機の構成（フラップの設定等）

② 重量重心

③ 着陸重量

④ 風、乱気流及びウィンドシア状態



⑤ 地上及び衛星型の航行援助施設(ＩＬＳ､ＭＬＳ､ＧＬＳ等)の特性

⑥ システムの性能に影響を及ぼすその他のパラメータ（空港高度、進入経路

勾配、進入速度の変動等）

(ｳ) 許容可能な進入性能の基準は、当該方式の適切な最低高度に到達するまでに

必要な飛行経路を捕捉及び追跡することに基づいている。この捕捉は、実施さ

れる進入の種類に応じた、計器方式の要件及び航空機乗組員の要件と適合する

方法で実施すること。

(ｴ) 進入誘導システムは、性能要件を満たすために、振動したり、操縦士による

普通でない労力が必要となるような指示情報（フライトディレクター、ＨＵＤ

等）を引き起こす指示情報を発生させないこと。

(ｵ) 進入制御システムは、継続的な振動を引き起こす飛行経路制御（自動着陸装

置等）を行わないこと。

(ｶ) 進入システムは、通常航行において予期される構成、推力の変更又はその他

のいかなる乱気流により、継続的な異常振動、過度の姿勢変化及び操縦操作を

引き起こしてはならない。

ア ＩＬＳ

ＩＬＳに基づく航行の許容可能な基準は、国際民間航空条約の附属書１０又は

それと同等の国の基準に定められている信号の配列及び品質に係る性能基準であ

る。航行性能を設定する際に当該基準を使用すること。

(ｱ) ３００フィート ＨＡＴから１００フィート ＨＡＴまでの水平追跡性能は、

１回の進入において９５％の時間で、指示コースからの大きな偏位（±２５μ

Ａ以内の偏位）がなく、安定していること。

(ｲ) ３００フィート ＨＡＴから１００フィート ＨＡＴからまでの垂直追跡性能

は、１回の進入において９５％の時間で、表示経路大きな偏位（±３５μＡ以

内の偏位）又は１２フィートが無く、安定していること。

注：本規定を、カテゴリーⅢ航行と連動した経路追跡に適用する場合、飛行誘導

装置による接地及び着陸性能が十分であることが別途示されていれば、実証試

験中の±７５μＡ以内の瞬間的な逸脱は許容できる。

(ｳ) 上記の１回の進入において９５％の時間と最低２０回の進入の基準の代りに

、ＥＡＳＡ ＣＳ－ＡＷＯ２３１にあるThe Continuous Method and the Pass

/Fail methodsを用いることができる。

イ ＭＬＳ

ＭＬＳに基づく航行に係る許容可能な基準は、国際民間航空条約の附属書１０

又はそれと同等の国の基準に定められている信号の配列および品質に係る性能基

準である、ＭＬＳに基づく航行に係る許容可能な基準である。航行性能を設定す

る際に当該基準を使用すること。

(ｱ) ３００フィート ＨＡＴから１００フィート ＨＡＴまでの水平追跡性能は、

１回の進入において９５％の時間で、指示コースからの大きな偏位（±２５μ

Ａ以内の偏位）がなく、安定していること。

(ｲ) ３００フィートＨＡＴ から１００フィートＨＡＴからまでの垂直追跡性能



は、１回の進入において９５％の時間で、表示経路大きな偏位（±３５μＡ以

内の偏位）又は１２フィートが無く、安定していること。

注：本規定を、カテゴリーⅢ航行と連動した経路追跡に適用する場合、飛行誘導

装置による接地及び着陸性能が十分であることが別途示されていれば、実証試

験中の±７５μＡ以内の瞬間的な逸脱は許容できる。

(ｳ) 上記の１回の進入において９５％の時間と最低２０回の進入の基準の代りに

、ＥＡＳＡ ＣＳ－ＡＷＯ２３１にあるThe Continuous Method and the Pass

/Fail methodsを用いることができる。

ウ ＧＬＳ

(ｱ) ３００フィートＨＡＴから１００フィートＨＡＴまでの水平追跡性能は、１

回の進入において９５％の時間で、指示コースからの大きな偏位（±２５μＡ

以内の偏位）がなく、安定していること。

(ｲ) ３００フィート ＨＡＴから１００フィートＨＡＴからまでの垂直追跡性能

は、１回の進入において９５％の時間で、表示経路大きな偏位（±３５μＡ以

内の偏位）又は１２フィートが無く、安定していること。

注：本規定を、カテゴリーⅢ航行と連動した経路追跡に適用する場合、飛行誘導

装置による接地及び着陸性能が十分であることが別途示されていれば、実証試

験中の±７５μＡ以内の瞬間的な逸脱は許容できる。

(ｳ) 上記の１回の進入において９５％の時間と最低２０回の進入の基準の代りに

、ＥＡＳＡ ＣＳ－ＡＷＯ２３１にあるThe Continuous Method and the Pass

/Fail methodsを用いることができる。

(3) 進入システムの完全性要件

申請者は、ＩＬＳ又はＭＬＳ以外の飛行経路の誘導システムの使用に係る全体的

な航行安全評価計画を防衛大臣に提出すること。当該計画は、航空機以外のシステ

ムの要素の想定及び検討並びにこれらの想定と検討が航空機システムの適合性証明

計画に如何に関係するかについて明確にすること。

ア 着陸システムの機上装置はその他の関連する機上装置とは別に又は関係におい

て、本別紙のあらゆる関連安全性基準又は関連する航行基準も考慮の上、航空機

の安全性の確保に関する訓令第６条第３項に規定する技術基準に適合すること。

イ ＩＬＳの誘導信号（ローカライザー及びグライドスロープ）が損失した場合の

航空機システムの対応について定めること。動作中のローカライザー又はグライ

ドスロープの送信機からバックアップの送信機への切替時における機上システム

の対応を定めること。

ウ ＭＬＳの誘導信号（高度及び方位）が損失した場合の航空機システムの対応に

ついて定めること。動作中の高度又は方位の送信機からバックアップの送信機へ

の切替時における機上システムの対応を定めること。

エ ＧＬＳの誘導信号が損失した場合の航空機システムの対応について定めること

。該当する場合、代替のディファレンシャル補強、擬似測距情報及びデータリン

クの切替時における機上装置の対応を定めること。

(4) 進入システムの利用可能性要件



５００フィート未満での進入において、実証した着陸の成功確率が９５％以上で

あること（着陸システムの故障や性能が十分に発揮されない事象の発生等が重なり

合って、着陸復行に至る進入の割合が、５％を超えないことなど）

(5) 着陸復行に係る要件

着陸復行は、接地前のあらゆる時点において、進入システムの故障に続いて、航

空機乗組員や航空管制からの要求に応じて、必要とされることがある。

ア 滑走路への接地までの進入時、いかなる地点からでも着陸復行が開始される可

能性がある。滑走路への瞬間的な接地を生じるような着陸復行の開始は安全に行

うこと。

イ 着陸復行は、操縦士に特別な操縦技量、警戒又は労力を要求するものではない

こと。

ウ 着陸システムの故障やシステム性能が十分に発揮されない事象の発生等が重な

り合って、５００フィート（１５０メートル）未満で着陸復行に至る進入の割合

が、５％を超えないこと。

エ 運航者が安全な着陸復行経路を判断するための情報が利用可能であること。

(6) 操縦室の情報、表示、警告に係る要件

操縦室の情報、表示及び警告に係る要件は、以下のとおり。

(ｱ) 操縦装置、指示器及び警報は、危険な状態を発生しうる乗員のエラーを最小

限に抑えるように設計すること。

(ｲ) モード及び装置の故障は、航空機乗組員の手順及び割り当てられた作業と、

両立出来るように表示されなければならない。

(ｳ) 表示は理論的で一貫した規則でグループ化されており、予想される通常の照

明状態で視認可能であること。

ア 操縦室の情報に係る要件

基本的な状況及び誘導情報に係る要件は以下のとおり。

(ｱ) 進入飛行経路の手動制御の際は、ヘッドダウン又はヘッドアップのいずれの

場合であっても、その他の操縦室の表示器に過度の参考情報を表示されること

なく、適切な飛行表示器に、適切に訓練された操縦士が以下の事項を実施する

ために十分な情報が表示されていること。

① 進入経路の維持

② 滑走路への正対及び該当する場合は安全なフレア及び着陸滑走の実施

③ 着陸復行

(ｲ) 上述の情報と装置の設計上必要とされるあらゆる追加情報を用いて、航空機

乗組員が進入の進捗状況や安全性を監視できるよう、操縦室内に十分な情報が

与えられること。

(ｳ) 飛行性能の監視を行う機能の要件は、少なくとも以下を含むこと。

① 進入並びに該当する場合は安全なフレア及び着陸滑走のための明瞭な経路

表示（ＩＬＳ／ＭＬＳの進入識別符号/周波数及び選択した航法ソースなど

）

② 意図する経路に対する航空機の位置の表示



イ 表示に係る要件

実際に航行で使用しているモード及び作動選択しているモードに合わせた、明

確かつ継続的で明白な表示がされていること。加えて、モードが自動的に作動す

る場合は（ローカライザーとグライドパスの取得等）、当該モードが航空機乗組

員の一人により選択した時点、又はシステムが自動的に選択した時点において明

確な表示が与えられること。

ウ 警告に係る要件

航空機乗組員に対する警報、注意喚起及びアドバイザリー情報を与えるための

警告の要件は以下のとおり。

(ｱ) 警報

① 航空機乗組員に対して、不安全なシステムの運用状態を警告し、航空機乗

組員が修正操作を行うことを可能とする情報であること。

② 警報表示は、直ちに修正操作が必要な場合に提供されなければならない。

③ 設計には、航空機乗組員への警報音、必要な修正操作及び故障を検知する

能力を考慮すること。

(ｲ) 注意喚起

注意喚起は、直ちに航空機乗組員の認識とこれに続く航空機乗組員の操作が

必要となる場合に必要とされる。航空機乗組員による進入の継続又は中止の判

断に影響を与える航空機システムの故障を知らせる手段を提供しなければなら

ない。

(ｳ) 装置の状態

出発前の運航者及び出発後の航空機乗組員が、意図する進入を行うために必

要な機上装置の能力について判断するために、使用する誘導装置、航法センサ

ー及び関連する機上装置（自動操縦装置、フライトディレクター、電気系統等

）の状態や故障表示が提供されること。

① エンルートにおいて、航空機の進入能力に影響する機上装置の故障は、航

空機乗組員の操作なしで表示されること。表示は、故障がその他の理由によ

り警報又は注意喚起（自動操縦装置の切断の際の警報等）を必要としない限

り、アドバイザリーであること（航空機乗組員の操作を必要としない警報灯

、注意灯又は警告であり、直ちに航空機乗組員の注意を要求しないものなど

）。

② 目的地に向け飛行を継続するか、代替空港へ目的地を変更するかの判断に

影響する機上装置の故障を航空機乗組員へ助言する手段を提供すること。

③ 装置状態の表示は、航行許可の区分とは異なる名称（ＣＡＴ Ｉ、Ⅱ、Ⅲ

のような名称は用いない）で表示すること。

(7) カテゴリーⅡ航行に係る統合型着陸システム及びマルチモード受信機（ＭＭＲ）

国際協定は、計器進入の実施を援助する許容可能な手段として、多くの着陸シス

テムを認めている。統合型着陸システム（ＩＬＳ、ＭＬＳ及びＧＬＳ等）を使用し

て、進入及び着陸航行を実施する能力を持つ機上装置に関する固有の要件について

は、次のとおり。一般的に、統合型着陸システムは、１つ又は複数のマルチモード



受信機（ＩＬＳ、ＭＬＳ及びＧＬＳ）又はこれらの着陸センサー装置の１つ又は複

数の組み合わせによる航法情報を提供することができる受信機の使用により実装さ

れる。

(ｱ) 国際民間航空機関は、国際的な進入及び離陸に対応するために、ＩＬＳを保

護する期限を少なくとも２０１０年と規定している。加えて、ＧＬＳを用いた

進入、着陸及び出発システムが世界的に使用されるようになるまでは、ＭＬＳ

又はＧＬＳを地域単位で用いることができる。従って、運航者は、ＩＬＳ､Ｉ

ＬＳ／ ＭＬＳ､ＩＬＳ／ＧＬＳ､又はＩＬＳ／ＭＬＳ／ＧＬＳを選択して使用

できる。ＭＭＲを使用する場合、ＭＭＲの特性は、ＭＭＲに関する該当する関

連業界標準（ＡＲＩＮＣ等）の特性と一致していること。

(ｲ) ＭＬＳの使用を選択した装置の場合、該当するＦＡＡ又はＥＡＳＡの要件の

いずれかを、ＭＬＳの証明に関する耐空性要件を決定する際の考慮事項として

、用いることができる。

ア 一般要件

実施可能な場合、操縦室における進入方式は、使用する航法ソースによらず同

一であること。

(ｱ) 意図する航行援助施設が正しく選択されていることを確認するための措置（

現在のＩＬＳ音声識別符号等）が提供されること。

(ｲ) 進入中において、選択されていない各機上装置における故障の表示が、装置

の状態の表示として航空機乗組員に提供されていること。これは注意喚起又は

警報でないこと

イ マルチモード着陸システムを使用する際の表示

マルチモード着陸システムを使用する際の操縦室内表示に適用される基準は以

下のとおり。許容可能な偏位データの喪失が、表示器上に表示されること。全て

の航法ソースに共通して、各軸に対し１つの故障表示が許容される。

ウ マルチモード進入システムを使用する際の表示

マルチモード進入システムを使用している時の操縦室内の表示に適用される基

準は以下のとおり。

(ｱ) 進入用に選択された航法ソース(ＩＬＳ､ＭＬＳ､ＧＬＳ､ＦＭＳ等)は、各操

縦士の位置において主な視界内に明確に表示されること。

(ｲ) 進入を指定するデータ(ＩＬＳ周波数、ＭＬＳチャネル、ＧＬＳ進入識別符

号等)は、各操縦士に容易に利用でき視認できる位置に明確に表示されること

。

(ｳ) ＩＬＳ、ＭＬＳ及びＧＬＳ航行においては、モードの選択（ＡＲＭ）と作動

（ＡＣＴＩＶＥ）表示（ＬＯＣ及びＧＳ等)は共通の組み合わせであることが

好ましい。

(ｴ) 航空機乗組員が、選択されている航法受信機の機能に加えて、選択されてい

ない航法受信機の機能の故障を判定するための手段を提供すること。装備品の

故障を考察する際、故障表示は、航法の情報ソースと正しく関連付けないこと

により誤解を発生させてはならないこと。例えば、選択されている航法ソース



がＭＬＳであり、故障は実際にＭＬＳ受信機に影響しているにも関わらず、「

ＩＬＳ ＦＡＩＬ」が表示されることは許容されない。

エ 警告

運航においては、離陸、エンルートでの目的地変更、及び着陸のため代替空港

が必要である。このような代替空港は、異なる着陸システムを有する可能性があ

る。運航は、１つ又は複数の着陸システムの使用に基づいて計画され、許可され

、実行される。

(ｱ) マルチモード進入着陸システムの各機上装置の能力は、航空機乗組員が飛行

機を出発することを支援するために利用できること。

(ｲ) マルチモード進入着陸システムの各機上装置の故障は、エンルート航行時に

、該当する場合は警報、注意喚起又はアドバイザリーを伴うこと（操縦士の操

作を要することなく、警報、注意喚起又は指示ではなく、航空機乗組員の即時

の注意を要しないこと）。

(ｳ) マルチモード進入着陸システムの作動中の各機上装置の故障は、エンルート

航行時に、該当する場合は警報、注意喚起又はアドバイザリーを伴うこと（操

縦士の操作を要することなく、警報、注意喚起又は指示ではなく、航空機乗組

員の即時の注意を要しないこと）。

(ｴ) 進入時におけるマルチモード進入着陸システムの選択されていない要素の故

障の表示は、航空機乗組員にアドバイザリーとして利用されるが、注意喚起又

は警報を行うものではないこと（航空機乗組員の操作を要することない警報、

注意喚起又は表示ではなく、航空機乗組員の即時の注意を要しないこと。

オ マルチモード受信機

２種類以上の着陸システムを使用する場合であって、カテゴリーⅡ航行に使用

されるマルチモード受信機（ＭＭＲ）の適合性の証明方法は、幕僚長等が適切な

根拠を提出することにより簡略化できる。このオは、改良（レトロフィット）の

証明、「ILS look alike」の申請及び新規又は改修済の受信機を用いたＩＬＳの

装備に係る証明の指針を示す。改良の申請に要する一般的な受信機の形態には次

に掲げるものが含まれる。

① 新規製造者から供給されるＩＬＳ受信機

② 同一製造者から供給される改修型ＩＬＳ受信機（改善したＦＭ非干渉を

提供するためのものなど）

③ 同一製造者から供給される再パッケージ化された受信機(ＭＭＲにおけ

るＩＬＳユニットの追加やＡＲＩＮＣ７００から９００シリーズへの変更

)独立型ＭＬＳ受信機（ILS look alike）

④ ＭＭＲにおけるＭＬＳユニット（ILS look alike）

⑤ 独立型ＧＬＳ受信機（ILS look alike）

⑥ ＭＭＲにおけるＧＬＳユニット（ILS look alike）

(ｱ) 証明の一般事項

① 証明の手順

影響評価」は、次の事項を考慮の上、あらゆる新しい受信機の機能に対



して実行すること。

a 現在の適用基準と要求される証明の基準の相違（該当する場合）

b 追加された機能

c 従前の承認で考慮される保証

② 装備品の承認

該当する場合、適切な水準に対するソフトウェアの適格性及び受信機の

環境適格性の確認を含む、航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第３

項に規定する技術基準及び関連する基準（ＴＳＯ／ＭＯＰＳ等）への適合

性を実証すること。

③ 装備の承認

以下の項目を考慮すること。

a 航空機の安全性評価への影響

b 電波法に係る承認（アンテナ位置、範囲、ポーラーダイアグラム、覆域

、受信機とアンテナの適合性等）

c ＥＭＩ／ＥＭＣ試験

d 他のシステム、制御、警報及び表示器に関する受信機の機能の統合的要

素

e 電気負荷

f 飛行データ記録装置の要件

g 適切な飛行規定の設定

h 受信機の装備に係る適合性の証明方法（必要に応じて、地上試験及び又

は飛行試験の仕様等）

④ ＥＡＳＡのＣＳ－ＡＷＯの要件を用いた代替の証明方法

申請者が、提案された新規又は改修済の航法受信機の形態が「ILS look

alike」特徴を持つと考えられることを証明する場合、ＥＡＳＡのＣＳ－

ＡＷＯをＩＬＳ又はＭＬＳに係る適合性の証明方法とすることができる。

⑤ 新規又は改修済ＩＬＳ受信機の装備に伴うＩＬＳ機能の再証明

適合性証明計画は、新たなＩＬＳ受信機の形態と既存のＩＬＳ受信機の

形態との相違を考慮すること。適用基準を設定するため「影響評価」を使

用することができる。

a 新規又は改修済ＩＬＳ受信機に対する影響評価

(a) 影響評価では、既存のＩＬＳ受信機の形態との同等性について、新

規又は改修済ＩＬＳ受信機、若しくは受信機能に関して以下を考慮す

ること。

Ⅰ 機器の設計

Ⅱ ソフトウェアの設計

Ⅲ 信号処理及び機能の性能

Ⅳ 故障解析

Ⅴ 受信機の機能、装備及び統合（制御、表示、警報等）

(b) 影響評価は以下のような付加的な考察についても明確にすること。



Ⅰ システムの作動に影響を与えない将来的な機能

Ⅱ 将来的な機能を補助するための共有のリソース

ＩＬＳ受信機又は受信機の機能が既存のＩＬＳ態と同等であると

の前提に基づき、幕僚長等は新たな装備が、特定の航空機型式へ装

備される新たなＩＬＳ受信機として扱われるよう申請することが出

来る。

b 新規又は改修済ＩＬＳ受信機に対する故障解析

新規又は改修済の装備の故障特性は、初回又は既存の安全性評価と適合

しており無効でないことを保証するために、ＩＬＳデータを使用するシス

テムと同様に評価すること。

c 新規又は改修済ＩＬＳによる自動着陸若しくはＨＵＤ支援着陸機能に係

る飛行試験（必要な場合）

新規のＩＬＳ、ＭＬＳ､ＧＬＳ又は一体型ＭＭＲ受信機を使用した、自

動着陸機能又はＨＵＤ支援着陸機能を提供することを意図したシステムに

ついては、２箇所以上のＩＬＳ施設を含み、飛行制御／誘導装置を用いて

、正常な着陸及び着陸滑走（該当する場合）を終える（自動又はＨＵＤを

使用した）進入を８回以上、飛行試験で実施すること。この進入では、一

般的な計器進入方式で代表的な角度及び距離における最終進入コースの両

側からの捕捉、及び該当する場合はグライドスロープの上下側からの捕捉

も行うこと。該当する場合、進入及び着陸性能（飛行経路からの逸脱や接

地データ等）は、当初のＩＬＳ証明において達成されている性能と同等で

あることを証明すること。記録された飛行試験データは、同等性の実証を

裏付けるために表示される場合がある。該当する場合、離陸誘導性能の実

証を含むこと。

d 新規又は改修済ＩＬＳ受信機に係る資料

型式証明の際には、以下の資料を提出すること。

(a) システム安全性評価への影響を含む影響評価

(b) 飛行試験報告書（該当する場合）

(c) 該当する飛行規定改訂版

e ＭＬＳ又はＧＬＳ受信機の装備に伴う再証明

(a) ＭＬＳ又はＧＬＳ受信機の装備に係る影響評価

ＭＬＳ又はＧＬＳ受信機若しくは受信機能は、「ILS look alike」

特性が満足していることを証明されている場合、新規又は改修済ＩＬ

Ｓ受信機の再証明の要件と類似の「影響評価」をもって証明される。

「影響評価」は、ＭＬＳ又はＧＬＳ受信機若しくは受信機能が、既存

のＩＬＳ受信機の形態と同等であることを評価する。

ＭＬＳはＧＬＳ受信機若しくは受信機の機能が既存の「ILS look a

like」特性を備えていることを提示可能である場合、幕僚長等は、新

たな装備を特定の航空機型式への新たなＩＬＳ受信機の承認の装備と

して扱うことを提案できる。



(b) ＭＬＳ又はＧＬＳに係る故障解析

新規又は改修済装備の故障特性は、ＩＬＳデータを使用するシステ

ムと同様の方法で初回又は既存の安全性評価と適合しており無効でな

いことを保証するために評価すること。

(c) ＭＬＳ又はＧＬＳに係る統計的性能評価

飛行制御又は誘導装置の制御アルゴリズムが変更されていないか、

又は変更内容の影響が十分に評価されている場合、既に証明された自

動着陸システム又はＨＵＤ離着陸/離陸システムの統計的な性能評価

について、ＭＬＳ又はＧＬＳ機能の追加に関して再評価を行う必要は

通常ない。当該同等性は、ＭＬＳ又はＧＬＳ受信機、若しくはＭＭＲ

のＭＬＳ又はＧＬＳユニットが「ILS look alike」特性を満足するこ

とを前提としている。

(d) ＭＬＳ若しくはＧＬＳアンテナ又は航法基準点

ＭＬＳ若しくはＧＬＳと、航空機用ＩＬＳアンテナ又は航法基準点

の位置の違いは、以下を考慮すること。

Ⅰ 車輪の滑走路末端通過高度

Ⅱ 飛行誘導装置の性能に影響を及ぼす水平及び垂直方向のアンテナ

位置又は航法基準点の位置

(e) ＭＬＳ又はＧＬＳ導入の際の飛行試験（該当する場合）

新たなＩＬＳ受信機として扱うことが可能なＭＬＳ又はＧＬＳの装

備については、一般的に、システム毎に２箇所以上の認可されたＭＬ

Ｓ又はＧＬＳ施設を含み、飛行制御／誘導装置を用いて、着陸及び着

陸滑走（該当する場合）を終える進入を１０～１５回以上、飛行試験

で実施すること。この進入では、一般的な計器進入方式で代表的な角

度及び距離における最終進入コースの両側からの捕捉、及び該当する

場合、グライドスロープの上下側からの捕捉、及びアンテナ又は航法

基準点の位置が性能に影響を及ぼす場合は代表的な風の影響を含むこ

と。

該当する場合、進入及び着陸性能（飛行経路からの逸脱や接地デー

タ等）は初回のＩＬＳ証明において達成している性能と同等であるこ

とを証明すること。記録された飛行試験データは、同等性の実証を裏

付けるために必要な場合がある。該当する場合、離陸誘導性能の実証

を含むこと。

(f) ＭＬＳ又はＧＬＳ導入に係る資料

証明の際には、以下の資料を提出すること。

Ⅰ システム安全性評価への影響を含む影響評価

Ⅱ 飛行試験報告書（該当する場合）

Ⅲ 該当する飛行規定改訂版



別冊第３

カテゴリーⅢ航行の承認基準及び承認要領

第１ 総則

１ 目的

この通達は、航空機の特別な方式による航行に関する訓令（平成１７年防衛庁訓令

第７２号。以下「訓令」という。）第２条に規定する特別な方式による航行のうち、

カテゴリーⅢ航行について、当該訓令に基づき承認するための基準及びその要領を定

めることを目的とする。

２ 用語の定義

(1) 「ＩＬＳ」とは、計器着陸装置をいう。（ＩＬＳ：Instrument Landing System

）

(2) 「ＡＨ」とは、フェールオペレーショナル着陸装置を有している航空機に対して

設定される接地帯からの高さであって、この高さ以上でフェールオペレーショナル

着陸装置又は関連する地上機器に故障が生じたときは進入復行を行わなければなら

ない高さ（警戒高）をいう。（ＡＨ：Alert Height）

(3) 「フェールオペレーショナル着陸装置」とは、進入及び着陸を行うための多重装

置であって、ＡＨ未満で当該多重装置の一系統が故障したときにおいても、残りの

装置を用いて安全に着陸することが可能なものをいう。

(4) 「フェールパッシブ着陸装置」とは、進入及び着陸を行うための装置であって、

当該装置に単一の故障が生じたときにおいても、進入経路からの大きな逸脱、当該

装置を解除したときの制御困難なトリム逸脱状態又は航空機乗組員が容易に発見す

ることができない飛行制御装置の作動が発生することのないものをいう。

(5) 「フェールパッシブ着陸滑走制御装置」とは、着陸滑走を制御するための装置で

あって、当該装置に単一の故障が生じたときにおいても、着陸滑走経路からの大き

な逸脱、当該装置を解除したときの制御困難なトリム逸脱状態又は航空機乗組員が

容易に発見することができない飛行制御装置の作動が発生することのないものをい

う。

(6）「フェールオペレーショナル着陸滑走制御装置」とは、着陸滑走を制御するため

の多重装置であって、当該装置又は他の装置の故障若しくは航空機乗組員の予想さ

れる誤操作により、滑走路（幅１５０フィートの範囲）から逸脱することのないも

のをいう。

(7) 「精密進入」とは、計器飛行による進入であって、進入方向（Azimuth）及び降

下経路（Glide Path）について指示を受けるもの（ＩＬＳ進入又は精密レーダー進

入）をいう。

(8) 「ＤＨ」とは、精密進入を行うときにおいて、その高さにおいて進入及び着陸に

必要な目視物標を視認できないときに進入復行を行わなければならない滑走路進入

端または接地帯からの高さ（決心高）をいう。（ＤＨ：Decision Height）



(9) 「ＲＶＲ」とは、滑走路の中心線上にある航空機から滑走路標識又は滑走路灯若

しくは滑走路中心灯を視認できる最大距離（滑走路視距離）をいう。（ＲＶＲ：Ru

nway Visual Range）

(10)「カテゴリーⅢ航行」とは、航空機に搭載された着陸装置、着陸滑走制御装置の

性能及びこれらの装置を含む機上装置の装備状況に応じ、ＤＨ、最低気象条件にお

けるＲＶＲ及びＡＨを設定し、自動操縦を基本モードとして精密進入及び着陸を行

うもので、ＤＨが設定されていない、又はＤＨが１００フィート（３０メートル）

未満であって、ＲＶＲが５０メートル以上３００メートル未満の場合に、主に自動

操縦により計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。

(11) 「カテゴリーⅡ航行」とは、ＤＨが１００フィート（３０メートル）以上２０

０フィート（６０メートル）未満で、ＲＶＲが３００メートル以上のときに、計器

着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。

(12) 「カテゴリーⅠ航行」とは、ＤＡが滑走路末端又は接地帯からの高さ２００フ

ィート（６０メートル）以上の高度でＲＶＲまたは指定換算値が５５０メートル以

上の場合に、計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。

(13)「極めて稀」な事象とは、技術的判断により考慮に入れるときを除き、発生する

ことを考慮する必要のないような事象をいう。定量的な解析を行うときにおける「

極めて稀」な事象の単位時間あたりの発生確率は、１０－９台又はそれ以下である。

(14)「稀」な事象とは、ある型式の単一の航空機の全航行期間中に発生することは予

期されないが、その型式の全航空機の全航行期間中には発生する可能性があるよう

な事象をいう。定量的な解析を行うときにおける「稀」な事象の単位時間あたりの

発生確率は、１０－５台又はそれ以下で、１０－９台を超えるものである。

(15)「起こりうる」事象とは、個々の航空機の全航行期間中に数回発生する可能性が

あるような事象をいう。定量的な解析を行うときにおける「起こりうる」事象の単

位時間あたりの発生確率は、１０－５台を超えるものである。

(16) 「初期訓練」とは、航空機乗組員が初めてカテゴリーⅡ航行に係る資格を取得

するために必要な教育又は訓練をいう。

(17)「定期訓練」とは、副操縦士又は航空機関士がカテゴリーⅡ航行に係る資格を維

持するために必要とする教育又は訓練をいう。

(18)「模擬飛行装置」とは、ビジュアル装置及びモーション装置を有する乗組員の訓

練、試験、審査等に適する装置であって、特定の型式の航空機の操縦室を模擬した

もので、幕僚長等により適切に管理されているものをいう。

(19) 「ＭＬＳ」とは、マイクロ波着陸方式（航空機に対し、その着陸降下直前又は

着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、着陸基準点までの距離を示すこ

とにより、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機

に対し、その離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを

含む。）をいう。（ＭＬＳ：Microwave Landing System）

(20) 「ＧＬＳ」とは、衛星航法を利用した低視程着陸装置をいう。（ＧＬＳ：GBAS

Landing System）

(21) 「ＧＢＡＳ」とは、着陸進入に使用する地上型衛星航法補強システムをいう。



（ＧＢＡＳ：Ground-Based Augmentation System）

(22) 「ＳＢＡＳ」とは、静止衛星からの信号を受けてＧＰＳを補強する広域補強シ

ステムをいう。（ＳＢＡＳ：Satelite-Based Augmentation System）

(23) 「ＥＡＤＩ」とは、電子姿勢指示器をいう。（ＥＡＤＩ：Electronic Attitude

Director Indicator）

(24) 「ＡＤＩ」とは、姿勢指示器をいう。（ＡＤＩ：Attitude Director Indicator

）

(25) 「ＰＦＤ」とは、主飛行表示器をいう。（ＰＦＤ：Primary Flight Display）

(26) 「ＥＨＳＩ」とは、電子水平位置指示計をいう。（ＥＨＳＩ：Electronic Hori

zontal Situation Indicator）

(27) 「ＨＳＩ」とは、水平位置指示計をいう。（ＨＳＩ：Horizontal Situation In

dicator）

(28) 「ＮＤ」とは、航法指示計器をいう。（ＮＤ：Navigation Display）

(29) 「ＥＶＳ」とは、強化型視覚装置をいう。（ＥＶＳ：Enhanced Visual System

）

(30) 「ＳＶＳ」とは、合成視覚装置をいう。（ＳＶＳ：Synthetic Visual System）

(31) 「ＭＭＲ」とは、マルチモード受信機をいう。（ＭＭＲ：Multi Mode Receiver

）

(32) 「ＮＯＴＡＭ」とは、航空情報をいう。（ＮＯＴＡＭ：Notice to Air Men）

(33) 「ＱＮＨ」とは、滑走路に着陸した航空機の気圧高度計が滑走路の標高を示す

ように、気圧高度計の原点を補正するための気圧値をいう。（Altimeter sub-scal

e setting to obtain elevation when on the ground）

(34) 「ＱＦＥ」とは、滑走路に着陸した航空機の気圧高度計が高度「ゼロ」を示す

ように、気圧高度計の原点を補正するための気圧値をいう。（Atmospheric pressu

re at aerodrome elevation）

(35)「ＣＢＴＡプログラム」とは、「Competency-Based Training and Assessment P

rogramの審査要領細則」（国空航第１１５７６号、平成２９年３月３０日）に基づ

くＣＢＴＡプログラムをいう。

(36) 「ＨＵＤ装置」とは、飛行中に機長及び副操縦士の前面に必要な計器情報及び

機体誘導表示等を投影し映し出す装置のことをいう。これにより、機長及び副操縦

士は、ＨＵＤへ表示された内容を外部の視界と重ねて見ることができる。（ＨＵＤ

：Head Up Display）

(37)「ＰＦ」とは、正操縦者（操縦する席のいかんにかかわらず、現に航空機を操縦

している者）をいう。（ＰＦ：Pilot Flying）

(38)「ＰＮＦ」とは、副操縦者（正操縦者の操縦を補佐している者）をいう。（ＰＮ

Ｆ：Pilot not Flying）

(39) 「ＧＮＳＳ」とは、一つ又はそれ以上の衛星群、航空機の受信機及びシステム

の完全性監視機能を含み、必要に応じて要求される航法性能を提供するために補強

された、全地球的位置及び時間決定システムをいう。

(40) 「ＲＴＣＡ」とは、米国航空無線技術委員会をいう。（ＲＴＣＡ：Radio Techn



icalCommission on Aeronautics）

(41) 「ＥＵＲＯＣＡＥ」とは、欧州民間航空電子機器基準策定機関をいう。（ＥＵ

ＲＯＣＡＥ：European Organization for Civil Aviation Electronic）

(42) 「ＭＥＬ」とは、航空機の一部が故障した場合でも、運航の安全を害さない範

囲で、修理をせずに運航できるかどうかを判定するための基準をいう。（ＭＥＬ：

Minimum Equipment List）

(43) 「ＡＣＡＲＳ」とは、ＶＨＦ無線装置又はＳＡＴＣＯＭ装置を使用し、航空機

と地上設備間でデータを送受信する機上装置をいう。

(44) 「ＳＡＴＣＯＭ装置」とは、衛星データ通信を使用した機上通信装置をいう。

(45) 「ＶＨＦ無線装置」とは、超短波（ＶＨＦ）を使用した機上通信装置をいう。

(46) 「ＤＭＥ」とは、距離測定装置をいう。（ＤＭＥ：Distance Measuring Equipm

ent）

(47)「飛行規定」とは、自衛隊が使用する航空機の飛行手順書及び関連規則類等をい

う。

(48)「整備規定」とは、自衛隊が使用する航空機の整備に関する手順書及び関連規則

類等をいう。

第２ 承認

１ 申請書に添付する書類

(1) 陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は防衛装備庁長官（以下「幕僚長等」と

いう。）がカテゴリーⅢ航行の承認を受けるために訓令第４条第１項の規定に基づ

き防衛大臣に提出する申請書に添付する同条第２項に規定する書類は、次に掲げる

とおりとする。

ア 第３から第７までに適合することを示す書類

イ その他参考となる書類

(2) 幕僚長等は、申請する航空機が製造国又は改造国政府により、第３に適合するこ

とが証明されているときは、当該証明を行った書類を(1)アの書類として用いるこ

とができる。

(3) (1)アに規定する書類のうち、第５、第６及び第７に適合することを示す書類は

、航空機の運航、整備、航空機乗組員等の教育及び訓練に係る規定を定めた書類並

びにカテゴリーⅢ航行を行うに必要な教育及び訓練が終了したことを示す書類又は

航行開始日までに教育及び訓練が終了することを示す書類とする。

(4) 訓令第４条第３項の規定に基づき添付する書類は、すでに承認を受けた航空機と

同一の型式であって、かつ、特別な方式による航行を行うに当たり必要な同一の性

能及び装置を有することを実証する書類及び機番号の追加に伴い変更になった部分

を添付するものとする。

(5) 幕僚長等は、航空機がカテゴリーⅡ航行の許可を得ている場合に、カテゴリーⅢ

航行の申請を行うものとする。

２ 承認



防衛大臣は、申請の内容が本別冊の第３から第７までに定める基準を満足すると認

められる場合は、当該航行の承認を行う。カテゴリーⅢ航行の承認は、最低気象条件

（ＤＨ及びＲＶＲ）、ＡＨ（設定する場合）、航空機の型式及び搭載している装置並

びに機番号を指定して行う。

(1) 最低気象条件

申請する航空機が初めての系列型式の場合、以下の通り段階的に最低気象条件が

適用される。

ア カテゴリーⅠ航行から開始する場合

申請する航空機の型式について既にカテゴリーⅠ航行の承認を受けている又は

カテゴリーⅠ航行の実施実績を有している場合は、防衛大臣は以下の通り段階的

な最低気象条件での運航の承認を行う。なお、幕僚長等は、運航実証試験の開始

までに、運航適性試験の分析結果を防衛大臣に提出し、本通達への適合に関わる

事項についての確認を受けること。

(ｱ) フェールパッシブ着陸装置による運航

下記(2)項の６カ月間の運航実証試験のためにＤＨが１００フィートであっ

て、ＲＶＲが３００メートル以上の最低気象条件での運航の承認（訓令第３条

の規定による「カテゴリーⅡ航行の承認」）を受け、運航実証試験の航行状態

を分析した結果、満足すべき状態であると認められる場合、防衛大臣はＤＨが

５０フィート以上であって、ＲＶＲが１７５メートル以上の最低気象条件での

運航を承認する。

(ｲ) フェールオペレーショナル着陸装置による運航

下記(2)項の６カ月間の運航実証試験のためにＤＨが１００フィートであっ

て、ＲＶＲが３００メートル以上の最低気象条件での運航の承認（訓令第３条

の規定による「カテゴリーⅡ航行の承認」）を受け、運航実証試験の航行状態

を分析した結果、満足すべき状態であると認められる場合、防衛大臣はＤＨが

ない又は５０フィート未満であって、ＲＶＲが１７５メートル以上の最低気象

条件での運航を承認する。

更に、当該最低気象条件の承認を受けた幕僚長等は、下記(2)項の６カ月間

の運航実証試験を実施し、航行状態を分析した結果、満足すべき状態であると

認められる場合、ＤＨがない又は５０フィート未満であって、ＲＶＲが７５メ

ートル以上の最低気象条件での運航を承認する。ＲＶＲが７５メートル未満の

最低気象条件は、カテゴリーⅢ航行の経験と実証をもとに防衛大臣が安全であ

ると判断し承認した場合に限り、空港を限定して許可される。

イ カテゴリーⅡ航行から開始する場合

申請する航空機の型式について既にカテゴリーⅡ航行の許可を受けている幕僚

長等は、以下の通り段階的な最低気象条件が適用される。

(ｱ) フェールパッシブ着陸装置による運航

下記(2)項の６カ月間の運航実証試験のためにＤＨが５０フィート以上であ

って、ＲＶＲが１７５メートル以上の最低気象条件の許可を受け、運航実証試

験の航行状態を分析した結果、満足すべき状態であると認められる場合、改め



てＤＨが５０フィート以上であって、ＲＶＲが１７５メートル以上の最低気象

条件での運航が承認される。

(ｲ) フェールオペレーショナル着陸装置による運航

下記(2)項の６カ月間の運航実証試験のためにＤＨがない又はＤＨが５０フ

ィート未満であって、ＲＶＲが１７５メートル以上の最低気象条件の許可を受

け、運航実証試験の航行状態を分析した結果、満足すべき状態であると認めら

れる場合、ＤＨがない又は５０フィート未満であって、ＲＶＲが７５メートル

以上の最低気象条件が許可される。ＲＶＲが７５メートル未満の最低気象条件

は、カテゴリーⅢ航行の経験と実証をもとに防衛大臣が安全であると判断し承

認した場合に限り、空港を限定して承認される。

(2) 運航適性試験及び運航実証試験

機上装置の信頼性及び性能、航空機乗組員の訓練、手順、整備方式等の適合性を

評価するため、運航適性試験及び運航実証試験を行うこと。運航適性試験は、申請

する航空機が初めての系列型式の場合にのみ、カテゴリーⅢ航行の許可申請の前に

行わなければならない。

ア 運航適性試験基準

(ｱ) 幕僚長等は運航する航空機の型式ごとに、機上装置を使用し、進入、着陸及

び着陸滑走を１００回以上実施するものとする。

(ｲ) 同型式の航空機であっても、その系列により性能若しくは操縦特性が大きく

異なる場合、又は機上装置の型式が異なり、性能若しくは信頼性が大きく異な

る場合には、幕僚長等はその系列ごとに又は機上装置の型式ごとに運航適性試

験を実施しなければならない。

(ｳ) 運航する航空機数が少ない、カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢ方式を有する滑

走路を使用する機会が限定されている等の理由により運航適性試験に著しく長

い期間を要する場合であって、運航適性試験において実施する運航回数を軽減

しても同等な信頼性の保証が得られる場合には、幕僚長等は必要な運航回数を

軽減することができる。

(ｴ) 幕僚長等は、他の型式によるカテゴリーⅢ航行の承認を受けている場合には

、運航回数を軽減することができる。

(ｵ) 運航回数を軽減する場合には、カテゴリーⅢ航行の許可申請を行う前に防衛

大臣の承認を受けること。

(ｶ) 運航適性試験はカテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのＩＬＳ施設を利用し、申請

しようとする系列型式機に対して、カテゴリーⅠ航行又はカテゴリーⅡ航行に

おいて認められた最低気象条件の範囲で行うこと。

(ｷ) 所定の進入回数の１０％以上は、幕僚長等が適切と認める者の立会いのもと

で行うこと。

(ｸ) 上記(ｱ)から(ｷ)までに定める基準に従う場合であって、カテゴリーⅡ航行及

びカテゴリーⅢ航行に係わる機上装置が同一の場合にあっては、カテゴリーⅡ

航行と同時に実施することができる。

イ 運航実証試験基準



(ｱ) 幕僚長等は６カ月間の運航実証試験を行わなければならない。この間、機上

装置の使用が可能な限り、気象状態に関係なく機上装置を使用するものとする

。ただし、この期間は是正措置の実施等のため必要と認められる場合はこれを

延長することができる。

(ｲ) 同型式の航空機であっても、その系列により性能若しくは操縦特性が大きく

異なる場合、又は機上装置の型式が異なり、性能若しくは信頼性が大きく異な

る場合には、その系列ごとに又は機上装置の型式ごとに運航実証試験を実施し

なければならない。

(ｳ) 他の型式によるカテゴリーⅢ航行の承認を有している場合には、運航実証試

験の期間を短縮することができる。

(ｴ) 運航実証試験の期間を短縮する場合には、カテゴリーⅢ航行の承認の申請を

行う前に防衛大臣の承認を受けること。

(ｵ) 運航実証試験はカテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのＩＬＳ施設を利用して行う

こと。

ウ 資料の収集及び提出

次の事項を記録するため、航空機乗組員が運航適性試験及び運航実証試験にお

いて使用する記録用紙の様式を定めること。運航適性試験及び運航実証試験を実

施した場合には、当該試験の成績のいかんにかかわらず試験の結果を完全に記録

し（必要に応じて飛行データによる解析を含む。）、提出すること。

(ｱ) 進入を開始しようとして開始できなかった場合の概要とその理由

(ｲ) 進入を開始したが中断した場合の概要（中断したときの高さを含む。）とそ

の理由

(ｳ) 着陸及び着陸滑走が規定された範囲内で行われなかった場合の概要及びその

理由

(ｴ) 進入、着陸及び着陸滑走中の軌跡

(ｵ) 機上装置の総合的な性能評価

エ 防衛大臣は、幕僚長等の申請する航空機が、すでにカテゴリーⅢ航行の承認を

受けている他の航空機又は製造国若しくは改造国政府によりカテゴリーⅢ航行に

適合することを証明されている航空機と同一の性能及び信頼性を有し、かつ、機

上装置の整備方式及び整備要員の訓練方式、航空機乗組員の教育、訓練及び審査

、運航方式等がすでにカテゴリーⅢ航行の承認を受けている他の航空機又は国土

交通大臣の許可を受けている本邦航空運送事業者の航空機と同等であると認めら

れるときは、(1)に定める最低気象条件でのカテゴリーⅢ航行の承認を行う。

３ 許可後の報告

カテゴリーⅢ航行の承認を受けた幕僚長等は、カテゴリーⅢ航行の開始後、下記(1

)で定める事項を下記(2)に定める頻度により防衛大臣に報告すること。

(1) 報告事項

ア 運航する航空機の型式ごとにカテゴリーⅢ航行（模擬進入を含む。）を実施で

きた回数



イ カテゴリーⅢ航行（模擬進入を含む。）を試みたものの実施できなかった（中

断した場合を含む。）回数並びにそのＩＬＳ施設別、航空機登録記号別の原因（

機上装置の不具合、地上施設の不良、航空交通管制の指示、気象上の制約等）及

び原因別回数

ウ カテゴリーⅠ航行の最低気象条件を下回る気象での運航において、接地帯から

の高さ１００フィート通過後に航空機乗組員の操作を要した機上装置の故障又は

異常

エ カテゴリーⅢ航行の許可に係る機上装置の取り卸し回数

(2) 報告頻度

幕僚長等は、上記(1)のア、イ及びエについて、前年度の実績を５月末日までに

防衛大臣に報告するものとする。ただし、上記(1)のウについては、該当する事象

が発生した都度、防衛大臣に報告するものとする。

４ 申請内容の変更

幕僚長等は承認を受けた後に申請書の記載内容に変更が生じた場合には、改めて申

請書を防衛大臣に提出すること。

５ 是正処置

カテゴリーⅢ航行の許可を受け当該航行を行う幕僚長等は、当該航行を実施中に当

該航行に必要な機上装置の性能若しくは信頼性の著しい低下が認められた場合は、事

例発生後３日以内に防衛大臣へ発生日時、発生場所、型式及び機番号、経路の逸脱を

含む不具合の概要及び同様の過去事例の有無を含む不具合の是正の内容を記載した不

具合報告書にて報告するとともに、訓令第７条第１項の規定に従い措置を講ずるもの

とする。

第３ 機上装置

１ 機上装置

カテゴリーⅢ航行を行う航空機は、適用する最低気象条件に応じて、次に掲げる装

置（以下「機上装置」という。）を最低限搭載すること。

(1) ＲＶＲが１７５メートル以上

ア 飛行操縦又は誘導装置 ２式

上記の装置と同等の能力を有する装置は次のいずれかに該当するものとする。

(ｱ) フェールオペレーショナル又はフェールパッシブ自動着陸装置（少なくとも

接地まで）

(ｲ) 適切なヘッドアップ又はヘッドダウンの指示誘導及び適切な監視機能を提供

するフェールオペレーショナル又はフェールパッシブ手動飛行誘導装置（少な

くとも接地まで）

(ｳ) 着陸の主要な手段として自動着陸機能を使用した複合装置（少なくとも接地

まで）

(ｴ) その他防衛大臣が適当と認めたもの



イ 自動出力制御装置又は自動出力装置 １式

上記の装置は、ＤＨが５０フィートの航行又は発動機不作動機能のようなその

他の評価された航行において、許容可能な操縦士のワークロードにより安全に実

施できると実証され、防衛大臣によって認められる場合は搭載しなくてもよい。

ウ 独立した航法受信装置２式

エ 電波高度計２式

オ 故障検知表示警報装置１式

カ 進入復行誘導装置１式

上記の装置は次に掲げる手段を１つ以上備わっていること。

(ｱ) 適切なピッチ姿勢又は予め計算されたピッチコマンド表示を有する姿勢表示

器

(ｲ) 承認された飛行経路角表示器

(ｳ) 自動着陸復行機能又は飛行誘導着陸復行機能

キ 各操縦士に対する前方及び側方の適切な視認性

ク 風防の雨除装置及び防氷装置（該当する場合）

(2) ＲＶＲが１２５メートル以上１７５メートル未満

ア 飛行操縦又は誘導装置２式

上記の装置と同等の能力を有する装置は次のいずれかに該当するものとする。

(ｱ) フェールオペレーショナル又はフェールパッシブ自動滑走装置を有するフェ

ールオペレーショナル自動着陸装置

(ｲ) フェールパッシブ自動滑走装置又は適切なヘッドアップ若しくはヘッドダウ

ン誘導を提供する飛行誘導装置及び適切な監視機能を有するフェールパッシブ

着陸装置

(ｳ) 着陸の主要な手段として自動着陸機能を有する適合した手動飛行誘導装置を

備えた複合型フェールオペレーショナル自動着陸滑走装置

(ｴ) その他防衛大臣が適当と認めたもの

イ 上記(1)項のイからクまでに掲げる装置

(3) ＲＶＲが７５メートル以上１２５メートル未満

ア 上記(2)項のア及びイに掲げる装置

イ 次のいずれかの装置１式

(ｱ) フェールオペレーショナル自動操縦装置

(ｲ) フェールオペレーショナル装置の基準に満足する手動飛行誘導装置

(ｳ) フェールパッシブ自動装置、接地まで進入及びフレアの誘導を提供する監視

された手動飛行誘導装置並びにこれらの組み合わせにより完全なフェールオペ

レーショナル機能を有する複合装置

ウ 地上走行速度まで安全に滑走できるフェールオペレーショナル滑走誘導又は制

御装置１式上記の装置と同等の能力を有する装置は次のいずれかに該当するもの

とする。

(ｱ) フェールオペレーショナル自動滑走制御装置又はフェールオペレーショナル

手動飛行誘導滑走装置



(ｲ) フェールパッシブ自動滑走装置と適合したフェールパッシブ手動飛行誘導滑

走制御装置により構成される複合装置

エ 進入から接地までの間に異常な水平又は垂直方向の飛行経路性能又は着陸滑走

中の異常な水平方向の性能を検知し、航空機乗組員に警報できる適切な飛行計器

、表示又は乗組員の手順

(4) ＲＶＲが７５メートル未満

ア 上記(3)項のアからエまでに掲げる装置

イ 自動、手動又は複合型フェールオペレーショナル滑走制御装置１式

２ 機上装置の基準

カテゴリーⅢ航行を行うための機上装置は、航空機の安全性の確保に関する訓令（

平成７年防衛庁訓令第３２号）第６条第３項に規定する技術基準に適合するものとす

るほか、別紙第１に定める基準に適合すること。ただし、別紙第２に定める基準に適

合することが証明されている場合は、上記の基準に適合しているとみなすものとする

。

第４ 運航方式

１ ＤＨ、最低気象条件におけるＲＶＲ及びＡＨの設定

幕僚長等は、ＤＨ、最低気象条件におけるＲＶＲ及びＡＨを次に定める基準に従っ

て設定すること。なお、ＡＨは２００フィート以下であり、かつ、実証された高度以

下でなけばならない。

航行区分 ＲＶＲ ＡＨ ＤＨ 備考

①フェールパッシブ touchdown zone RVR: なし ５０フィー 従前の通

着陸装置を装備した １７５メートル以上 ト以上１０ 達のカテ

航空機による運航 ０フィート ゴリーⅢ

未満 Ａ航行

②フェールオペレー ２００フィ １００フィ

ショナル着陸装置を ート以下 ート未満

装備した航空機によ

る運航

③フェールオペレー なし、又は

ショナル着陸装置及 １００フィ

び着陸滑走制御装置 ート未満

を装備した航空機に

よる運航

④フェールパッシブ touchdown zone RVR： なし ５０フィー 従前の通

着陸装置及び着陸滑 １７５メートル以上 ト以上１０ 達のカテ

走制御装置（注1） mid point RVR： ０フィート ゴリーⅢ

を装備した航空機に １２５メートル以上 未満 Ｂ航行



よる運航 stop end RVR：

⑤フェールオペレー １２５メートル以上 ２００フィ なし、又は

ショナル着陸装置及 ート以下 ５０フィー

び着陸滑走制御装置 ト未満

（注1）を装備した

航空機による運航

⑥フェールオペレー touchdown zone RVR： ２００フィ なし、又は

ショナル着陸装置及 １２５メートル以上 ート以下 ５０フィー

びフェールパッシブ mid point RVR： ト未満

着陸滑走制御装置を １２５メートル以上

装備した航空機によ stop end RVR：

る運航 １２５メートル以上

⑦フェールオペレー touchdown zone RVR：

ショナル着陸装置及 ５０メートル以上

びフェールオペレー mid point RVR：

ショナル着陸滑走制 ５０メートル以上

御装置を装備した航 stop end RVR：

空機による運航 ５０メートル以上

注１：安全性が確保されると判断され、防衛大臣の承認を得た着陸滑走制御装置

に限る。

２ 着陸の要件

カテゴリーⅢ航行を行う幕僚長等は、着陸方式、必要着陸滑走路長を以下に定める

基準に従ってあらかじめ決定しなければならない。

(1) 着陸方式

ア カテゴリーⅢ航行の制限

(ｱ) グルービング又はこれと同等の処理をされていない滑走路においては、滑走

路面が乾燥状態でない場合のカテゴリーⅢ航行を行わないこと。

(ｲ) 滑走路面が水、雪、氷等により全面的に覆われ滑り易い状態となっている滑

走路においては、着陸滑走制御装置を装備し当該装置の性能がこれらの滑走路

面状態について証明されている場合を除き、カテゴリーⅢ航行を行わないこと

。

(ｳ) 降雪氷等により滑走路中心線灯を明瞭に視認することが困難な場合は、フ

ェールオぺレーショナル着陸滑走制御装置が装備されていない航空機によるＲ

ＶＲ１７５メートル未満の最低気象条件を適用するカテゴリーⅢ航行を行わな

いこと。

イ 進入復行

(ｱ) フェールパッシブ着陸装置によるカテゴリーⅢ航行にあっては、次の場合に

は進入復行を開始すること。

① ＤＨにおいて、接地帯で着地するために必要な目視物標を視認できない場



合

② ＤＨ以前において、第４第１項に基づき設定されたＲＶＲの値を下回る値

が通報された場合

③ ＤＨ通過後に目視物標を十分に視認できず、接地帯への着地を妨げるおそ

れがある場合

④ 接地前に飛行を制御するシステムに故障が発生した場合

⑤ 接地帯に安全に着地することができないと判断される場合

⑥ ＤＨ通過前において、必要な地上施設が利用できなくなった場合

⑦ 着地時の横風の成分が、１５ノット又は飛行規定若しくは製造者のマニュ

アル等で規定される値のいずれか大きい値を超えると予想される場合

(ｲ) フェールオペレーショナル着陸制御装置及びフェールオペレーショナル着陸

滑走制御装置によるカテゴリーⅢ航行にあっては、次の場合にはＡＨ以前又は

ＡＨ時点において進入復行を開始すること。

① ＡＨ以前に機上装置の冗長系統に故障が発生した場合

② 必要な地上施設が利用できなくなった場合（ただし、進入灯及び連鎖式閃

光灯にあってはこの限りでない。）

③ 着地時の横風の成分が、１５ノット又は飛行規定若しくは製造者のマニュ

アル等で規定される値のいずれか大きい値を超えると予想される場合

ウ 進入及び着陸の継続

最終進入を開始した後に気象条件が最低気象条件以下となった場合であっても

、次の場合は進入及び着陸を継続することができる（ただし、イの場合を除く。

）。

(ｱ) ＤＨを用いた運航方式

ＤＨまでに目視物標を視認できている場合、進入及び着陸を継続することが

できる。

(ｲ) ＡＨを用いた運航方式

① 目視物標を視認できている場合、又は、ＡＨを通過する前に気象条件が最

低気象条件以上であると通報された場合、進入及び着陸を継続することがで

きる。

② フェールオペレーショナル着陸滑走制御装置を装備し、ＡＨを通過する前

に故障の表示がない場合であって、着陸を継続することが安全であると判断

される場合は、通報された気象条件にかかわらず着陸を継続することができ

る。

(2) 必要着陸滑走路長

タービン発動機を装備した飛行機の場合、必要着陸滑走路長は航空機が接地帯か

らの高さ５０フィートの点から接地し、完全に停止するまでの距離の１．１５／０

．６倍とする。ただし、以下の条件の双方又はいずれかに該当しない場合には、接

地帯からの高さ５０フィートの点から接地し、完全に停止するまでの距離の１．３

／０．６倍とする。

ア アンチスキッドが作動可能であること。



イ 滑走路のブレーキング・アクションが「MEDIUM」又はこれと同等以上の状態で

あると予想されること。

３ 発動機不作動でのカテゴリーⅢ航行等

(1) 発動機不作動でのカテゴリーⅢ航行の実施を考慮した飛行計画の作成

以下の条件が満たされる場合に限り、出発地に対する代替空港等、途中経路にお

ける代替空港等、目的地に対する代替空港等及び目的地等における発動機不作動で

のカテゴリーⅢ航行の実施を考慮し飛行計画を作成することができる。

ア 航空機が発動機不作動でのカテゴリーⅢ航行の実施能力があると判断されるこ

と。

イ 進入中の任意の点での進入復行を安全に終了させることができるよう、適切な

手順、性能及び障害物間隔に関する情報が航空機乗組員に提供されること。

ウ 飛行規定に記載された航空機の能力に応じた、横風、向い風、追い風等の気象

状態による制限が考慮され、必要に応じ規定されていること。

エ カテゴリーⅢ航行を実施する滑走路及び方式における気象状態が、代替空港の

最低気象条件又は着陸のための最低気象条件を上回っていることを気象通報又は

予報が示していること。発動機不作動時の能力の信頼性を基に運航する運航者は

、気象予報及び気象通報の可用性や信頼性、気象予報精度による時刻に係る要因

、潜在的な気象の変わり易さ、及び航空機乗組員等の能力を踏まえ、航空機乗組

員等が飛行中に適時に更新された気象予報及び気象通報を取得できること。飛行

計画は、気象、除雪その他の要因により到着までに起こりうる、予想される遅延

を考慮すること。

オ 空港及び施設に関するＮＯＴＡＭあるいはそれと同等な情報でカテゴリーⅢ航

行の安全な実施が妨げられないことを確認せねばならない。ＮＯＴＡＭで着陸の

最低気象条件や代替空港等の最低気象条件に関する変更があった場合、その情報

を飛行中適時適切に航空機乗組員に提供しなければならない。

カ 発動機不作動での着陸形態が通常時の着陸形態と異なる場合、必要滑走路長の

決定は、発動機不作動での形態で行わなければならない。

キ 航空機乗組員等の滑走路面の状態の予測は、着陸時に滑走路の水溜まり、雪、

氷等の影響がないという気象通報、滑走路状態と予報の解析に基づくこと。航空

機乗組員は運航中、予想に反し悪化する旨のいかなる情報も提供されること。

ク 発動機不作動でのカテゴリーⅢ航行と発動機不作動ではない状態でのカテゴリ

ーⅢ航行との間に差異がある場合、航空機乗組員等の訓練、航空機乗組員の資格

及び手順は、発動機不作動での着陸に対応していなければならない。

ケ 飛行中に発動機不作動での着陸能力の低下に結びつくような故障が発生した場

合は、航空機乗組員等は、飛行経路、目的地の変更等の代替手段を講じること。

コ 発動機不作動でのカテゴリーⅢ航行の実施を考慮し目的地空港等又は目的地代

替空港等を選定する場合には、発動機不作動での着陸を想定した目的地代替空港

等を２つ以上選定すること。

(2) 途中経路における発動機不作動



途中経路において発動機の故障が発生した場合、以下の条件を満たしている場合

に限り、カテゴリーⅢ航行を行うことができる。

ア 航空機乗組員等は、発動機が不作動である状況及びこれに対応する進入速度か

ら必要とされる着陸滑走路長を考慮すること。また、進入復行時の障害物との間

隔が確保されること。

イ 航空機乗組員等により、風、天候、形態等が制限内にあると判断されているこ

と。

ウ 航空機乗組員等により、滑走路の水溜まり、雪、氷等による影響がないと判断

されていること。

エ 発動機不作動でのカテゴリーⅢ航行が実施できない、又は不安全となるような

、発動機不作動に伴う機体への影響がないこと。

オ 発動機不作動でのカテゴリーⅢ航行の実施を実施要領に定めており、かつ、航

空機乗組員が必要な訓練を受けていること。

カ 航空機乗組員等は、発動機不作動でのカテゴリーⅢ航行を実施することが安全

かつ適切であると判断すること。

(3) ＤＨ又はＡＨ到達前における進入中の発動機故障

航空機に発動機不作動でのカテゴリーⅢ航行を実施する能力があり、かつ、上記

(1)又は(2)で掲げる条件を満たしている場合に限り、最終進入を開始後に発動機の

故障が発生した場合でも、カテゴリーⅢ航行を継続することができる。ただし、本

要件を満たさない場合であっても、航空機乗組員が諸般の事情を勘案し、安全性の

見地からこれを継続することを妨げるものではない。

４ その他

(1) 機上装置に故障が発生した場合等であってカテゴリーⅢ航行に代えてカテゴリー

Ⅰ航行又はカテゴリーⅡ航行を行う場合、安全な高度（例えば滑走路末端又は接地

帯からの高さが５００ｆｔ）において最低気象条件及び最終進入の手順の移行を終

えなければならない。

(2) 気圧高度の値は確認のための参考として用いてもよいが、電波高度に基づくＤＨ

に代えて用いてはならない。

(3) 低高度での進入復行が不慮の接地につながる可能性のある航空機の場合、オート

スポイラー、自動制動装置、自動操縦装置の切り替え、自動出力制御装置のモード

、スラストリバーサーの作動等のシステムによる影響を考慮し、安全な手順が設定

されなければならない。

(4) 自動制動装置を使用する場合、ブレーキングアクション等の滑走路の状態及び有

効な滑走路長に応じて適切に当該装置を使用するために必要な情報が航空機乗組員

に提供されなければならない。

(5) 運航者は、進入経路の下が不規則な地形となっている際のＤＨ又はＡＨの決定の

ため、カテゴリーⅢ航行を行う滑走路毎に、ＤＨ又はＡＨの決定に用いる電波高度

計を一貫性をもち、確実かつ適切に読み出せることを確認しなければならない。

(6) 運航者は、カテゴリーⅢ航行による進入及び進入復行のために必要となる、以下



を始めとする航空機の形態に対応した運航方式とすること。

ア カテゴリーⅢ航行のための代替のフラップ形態

イ 自動着陸装置のモード又は形態

ウ 運用許容基準に関連した不作動装備品に係る条件

エ ＡＰＵ等の代替電源の利用可能性及びその使用（予備電源として必要な場合）

(7) 運航者は、滑走路の手前の地形が谷、崖、岸壁等の不整地である滑走路を使用す

る場合には、当該系列型式の航空機によって当該滑走路においてカテゴリーⅢ航行

を安全かつ確実に実施可能であることの評価を終えていなければならない。評価に

あたっては、航空機の型式、飛行制御装置の他、電波高度計等の機上装置の要素を

考慮すること。

第５ 航空機乗組員等

１ 航空機乗組員の教育訓練等

カテゴリーⅢ航行を行う航空機乗組員は、次に定める教育、訓練及び審査を受けて

いること。

(1) 初期訓練

次に掲げる初期訓練を受けていること。

ア 地上教育

カテゴリーⅢ航行を行う航空機乗組員は、次の科目について地上教育を受けて

いること。

(ｱ) カテゴリーⅢ航行に使用される地上施設の運用上の特性、性能及び限界

① 航行援助施設

a 計器着陸装置及びその制限区域、ＭＬＳ、マーカービーコン、ＤＭＥ、コ

ンパスロケーター等の航行援助施設

b ＩＬＳ又はＭＬＳの電波回折、上空通過による電波撹乱、低高度における

グライドスロープ信号の揺らぎ

c 予備送信機又は予備電源への切り替え

② 視覚援助施設

a 進入灯、接地帯灯、滑走路中心線灯、滑走路灯、誘導路灯等の航空灯火

b 航空灯火用予備電源

c 滑走路中心線灯による残距離表示

d ディスプレイストスレッシュホールド等の滑走路の形態のための灯火

③ 滑走路、誘導路等

a 幅、安全区域、無障害区域、飛行場標識、待機線、記号、待機地点、誘導

路における位置標識、滑走路残距離のための標識及び記号

b 低視程環境下での地上走行誘導管制システムの利用（当該システムを利用

する航空機乗組員に限る。）

④ 気象通報

a 気象通報及び透過率計等

b ＲＶＲの測定の位置、読み出し単位の大きさ、滑走路灯の照度による感度



c 国際運航における通報値の意味の差異（国外においてカテゴリーⅢ航行を

行う場合に限る。）

d 制限を受ける通報と参考扱いとなる通報

e 透過率計等が利用できない場合の要件

⑤ ＮＯＴＡＭその他の航空情報

a 施設の状態

b 航空灯火、予備電源等の運用停止に係る通報の解釈

c カテゴリーⅢ航行による進入開始に関するＮＯＴＡＭの適用

(ｲ) 機上装置の運用上の特性、性能及び限界

① 飛行誘導装置

a フライトディレクター、着陸装置及び着陸滑走制御装置を含む、飛行制御

装置、飛行誘導装置、計器、ディスプレイ及び音声システム

b 周波数の選択等の確認を行うことの重要性

② 自動出力制御装置

a 自動出力制御装置、ＦＭＣ等の速度管理装置

③ 表示器

④ 支援装置

a モニタリング・ディスプレイ、ステータス・ディスプレイ、モード・ディ

スプレイ

b 故障又は警告の報知、及びこれに関する装置の状態を表示する表示器

⑤ 航空機の特性

a 操縦室視界の限界角

b 視界の明るさの環境が変化する空域を飛行する場合に、視点の高さ、座席

の位置、又は計器の輝度を適切にすることによる視認性に係る効果

c 異なったフラップの形態、進入速度、様々な着陸灯または地上滑走灯の使

用、除雨装置及び撥水剤の使用の正しい手順による視認性に係る効果

d 除霧装置、防氷装置又は除氷装置が前方視界に影響する場合、当該装置の

適切な設定及びその効果

(ｳ) カテゴリーⅢ航行の運航方式等

① カテゴリーⅢ航行に適用される実施要領に定められた運航方式

② 航空機乗組員の職務

a 航空機乗組員の職務区分

b 監視に基づく進入による通常の運航を行う中での操縦への移行

c 自動又は航空機乗組員によるコールアウトの適切な使用

d 適切な計器進入方式の実施

e 通常の形態又は代替若しくは故障時の形態での最低気象条件の適用

f 故障時における最低気象条件の引き上げ

③ 気象及びＲＶＲ

a カテゴリーⅢ航行に関連する気象

b ＲＶＲの適用



c ＲＶＲの使用と限界、制限を受けるＲＶＲと参考扱いとなるＲＶＲ、ＲＶ

Ｒの使用のために必要な装置、正確なＲＶＲ値のための適切な航空灯火の

設定、外国の施設において通報されるＲＶＲ値の適切な使用

④ 方式及び進入図

a ＤＨ又はＡＨの適用と使用

b 電波高度計のバグ設定

c 不規則な地形でのインナーマーカーの使用

d ＱＮＨ、ＱＦＥ等の使用に応じた気圧高度の規正に係る手順

⑤ 目視物標の使用

a 着陸滑走、進入時に使用する目視物標の可用性及び制限

b ＤＨを使用する際の目視物標の制限として、幾何学的制限、目視物標の一

部または全部の喪失への対応、目視物標の不適切な使用に伴う危険性

c 進入及び着陸の継続

d 進入から着陸滑走の間に発生する視程の悪化に対する手順

e ＥＶＳ、ＳＶＳ等の視覚を支援する装置を使用する場合は、当該装置の表

示の解釈、当該装置の限界及び滑走路等の誤認を防ぐために必要な空港に

関する特定の情報

⑥ 移管

a ＰＦ及びＰＮＦ並びに機長及び副操縦士の移管のための手順

b ＰＦ及びＰＮＦ並びに機長及び副操縦士の視認進入への移行の手順

c ＳＶＳ、ＥＶＳ等の視覚を支援する装置を使用する場合は、当該装置の表

示の監視から目視物標の視認に移行する手順

⑦ 許容不可能な逸脱

a 進入中（適用される場合、着陸滑走を含む）の航空機の位置と飛行経路の

制限

b 自動着陸装置、手動による着陸装置、又はＳＶＳ等の視覚を支援する装置

を使用する場合における、表示器の使用

⑧ 気象による影響

a 風による影響

b 向い風、追い風、横風の制約

c 垂直及び水平方向のウィンドシアによる、自動操縦装置、フライトディレ

クター等の各種装置の性能への影響

d ＨＵＤのような視界に制約のある装置やＳＶＳを使用する場合、当該装置

の表示の限界及び当該限界に達し又は当該限界を超えた際の対応

⑨ 滑走路面の状況

a 滑走路面の状況に応じた方針、手順及び制約

b 着陸後の操舵及び停止の性能が関連する滑りやすい滑走路(slippery runw

ay又はicy runway)での運航のための制限及び当該運航のための灯火又は

標示の視認性低下時の手順

c ブレーキングアクション等の通報による制約



d 空港毎のブレーキングアクション等の通報の方法

⑩ 機上装置の故障

a 最終進入フィックス以前及び以後に発生する機上装置の故障の認識と適切

な対応

b ＡＨ（又はＤＨ）以前及び以後に発生する機上装置の故障の認識と適切な

対応

c 接地以後の故障の認識と適切な対応

d 航空機の形態の特定、障害物間隔と進入復行性能の確保及び適切な代替手

段を含む、発動機不作動時の対応

⑪ 復行

a 適切な復行の操作技術

b 自動又は手動によって使用される装置

c 復行装置の故障

d 復行を開始する高度を考慮した予想される高度の損失

e ＡＨ又はＤＨ以降で進入復行を開始する場合の障害物間隔に関する適切な

配慮

⑫ 報告

a 航行援助施設の異常又は不具合に係る報告の必要性

b 進入灯、滑走路灯、接地帯灯、中心線灯の故障等のカテゴリーⅢ航行に関

連する不具合の報告の必要性

⑬ 使用する国外の空港の方式及び制限の国内の空港との相違（国外の空港に

おいてカテゴリーⅢ航行を行う航空機乗組員に限る。）

⑭ 第４の３にて規定された発動機不作動でのカテゴリーⅢ航行等の実施手順

及び航空機の当該状態でのカテゴリーⅢ航行の実施能力（当該航空機が発動

機不作動でカテゴリーⅢ航行を行う能力を有していない場合を除く。）

イ 飛行訓練

カテゴリーⅢ航行を行う機長及び副操縦士は、次の科目について飛行訓練を受

けていること。なお、各科目の内容は、実施要領で定められた運航方式並びに通

常時及び異常時の手順に応じ、カテゴリーⅢ航行を安全かつ確実に実施できるよ

う定められたものでなければならない。

(ｱ) 該当する最も低い最低気象条件での通常の着陸

(ｲ)ＡＨ又は最も低いＤＨからの進入復行（他の操作と組み合わせて実施するこ

とができる。）

(ｳ) 復行中に接地する可能性のある低高度からの着陸中止又は進入復行（他の操

作と組み合わせて実施することができる。）

(ｴ) 機上装置又は地上施設の故障（他の操作と組み合わせて実施することができ

る。）

(ｵ) 進入前又は進入中の発動機の故障

(ｶ) 該当する最も低い最低気象条件における手動での着陸滑走（フェールオペレ

ーショナル着陸滑走制御装置を使用する場合を除く。他の操作と組み合わせて



実施することができる。）

(ｷ) 風、乱気流、滑走路の湿潤等の現実的な環境条件での着陸（他の操作と組み

合わせて実施することができる。）

(ｸ) ＨＵＤ等を使用し手動着陸を行う場合にあっては、上記(ｱ)から(ｶ)までの科

目の操作を正確かつ確実に実施できるよう訓練を行うこと。また、国土交通省

に設置される飛行基準評価審査会又は外国政府により認められた報告書（Flig

ht Standardization Board Report等（以下「FSB Report等」という。））に

おいて必要とされる訓練を行うこと。これらの訓練は、防衛大臣が安全性が確

保されると判断し承認を行ったものでなければならない。

(ｹ) ＥＶＳ及びＳＶＳを使用してカテゴリーⅢ航行を行う場合にあっては、防衛

大臣が安全性が確保されると判断し承認を行った訓練を受けること。

(2) 初期審査

カテゴリーⅢ航行を行う機長及び副操縦士は、初期訓練の科目について、防衛大

臣が適当と認めた者により行われる審査を受け、これに合格しなければならない。

(3) 定期訓練

次に掲げる定期訓練を受けていること。

ア 地上教育

カテゴリーⅢ航行を行う航空機乗組員は、少なくとも年１回、第５の１(1)ア

で掲げる科目から定期的に実施する必要があるものとして選定された科目（運航

方式及び手順の変更、事例の検討、故障に係る表示に関する内容を含む）につい

て訓練を受けていること。

イ 飛行訓練

カテゴリーⅢ航行を行う機長及び副操縦士は、少なくとも年1回、本別冊の第

５の１(1)イで掲げる科目から定期的に実施する必要があるものとして選定され

た科目（少なくともＡＨ又はＤＨから接地までの間の復行を伴う進入を含む）に

ついて訓練を受けていること。なお、カテゴリーⅢ航行を行う機長及び副操縦士

が直近の１２カ月間に実機又は模擬飛行装置によるカテゴリーⅢ航行を経験して

いない場合には、カテゴリーⅢ航行による着陸までの進入を当該科目に含めるこ

と。

また、自動着陸装置、ＨＵＤ等の複数の方法を用いてカテゴリーⅢ航行を行う

場合には、各モード又は各装置の適切な使用を確保するよう訓練を受けているこ

と。特に、ＨＵＤ等を使用し手動着陸を行う場合にあっては、故障が発生した場

合の認識及び対応措置について訓練を受けていること。

(4) 定期審査

カテゴリーⅢ航行を行う機長及び副操縦士は、少なくとも年1回、防衛大臣が適

当と認めた者により行われる初期審査と同一の審査を受け、これに合格しているこ

と。

(5) 復帰訓練

カテゴリーⅢ航行を行う航空機乗組員が、以前カテゴリーⅢ航行を行っていたあ

る型式の航空機に一定の乗務しない期間を経た後、直前に乗務していた型式の航空



機又はそれ以前に乗務していた型式の航空機によって再びカテゴリーⅢ航行を行う

場合、本別冊の第５の１(1)に掲げる科目に準じた科目の訓練を受けていること。

また、カテゴリーⅢ航行を行う機長は、本別冊の第５の１(2)の初期審査と同一の

審査を受け、これに合格していること。

(6) 型式移行訓練

他の型式の航空機によってカテゴリーⅢ航行を行っていた航空機乗組員が、同一

の業務の範囲（機長、副操縦士又は航空機関士）のまま、カテゴリーⅢ航行を行う

航空機の型式に移行しカテゴリーⅢ航行を行う場合、型式移行の対象となる航空機

の特性等に応じて、型式を移行するために必要な本別冊の第５の１(1)に掲げる科

目に準じた科目の訓練を受けていること。また、カテゴリーⅢ航行を行う機長は、

本別冊の第５の１(2)の初期審査と同一の審査を受け、これに合格していること。

(7) 複数の類似した型式の航空機又は複数の系列型式の航空機の運航を行う場合にお

ける各型式系列型式の航空機によるカテゴリーⅢ航行

複数の類似した型式の航空機又は複数の系列型式の航空機の運航を行う場合にお

ける各型式系列型式の航空機によってカテゴリーⅢ航行を行う機長及び副操縦士は

、航空機間の差異とそれによる影響を適切に把握するため、FSB Report等において

必要とされる訓練を受けていること。また、定期訓練及び定期審査は、２つの限定

された航空機の型式について、１年毎に交互に実施すること。

(8) カテゴリーⅢ航行を行う航空機乗組員に係る訓練の記録の保管、管理等の指針及

び保存期間を定め、当該訓練を記録し、記録を適切に管理すること。

(9) 模擬飛行装置等

ア 模擬飛行装置

飛行訓練及び審査は、模擬飛行装置レベルＤ、模擬飛行装置レベルＣ又は模擬

飛行装置レベルＢであって行おうとするカテゴリーⅢ航行の気象状態（霧、降水

、乱気流、ウィンドシア等を含む）を現出できるものにより行われること。

イ ＲＶＲの値

ＲＶＲは、承認された最低値を考慮し、訓練及び審査を行う上で最も効果的で

あると判断される値を使用しなければならない。

(10)ＣＢＴＡプログラムを実施する場合には、(1)から(9)までに定める教育、訓練及

び審査の内容を参考にしながら、「Competency-Based Training and Assessment P

rogramの審査要領細則」に従って幕僚長等が設定した教育、訓練及び審査を受けて

いること。この場合において、ＣＢＴＡプログラムによる訓練を受ける航空機乗組

員に対する定期訓練及び審査の実施頻度については、実運航におけるカテゴリーⅢ

航行の実施頻度等を考慮し、３６ヶ月を上限とした期間に１回として設定すること

ができるものとする。

２ 航空機乗組員の乗務要件

(1) 機長は、低視程下における適切な判断及び操作を行うことができるよう、当該型

式機の特性に慣熟するため、当該型式機の機長として、１００時間又は４０レグ以

上の飛行経験を有していること。



(2) 上記の飛行経験については、FSB Report等を参考に、操縦の方法が類似している

と認められた型式の航空機に型式移行する場合には、移行前の型式の航空機の機長

飛行経験を算入することができるものとする。ただし、移行前の型式の航空機にお

いて、カテゴリーⅢ航行の運航資格を取得している場合に限る。

(3) 自動着陸を行う場合にあっては、機長及び副操縦士は、少なくとも年１回、実機

又は模擬飛行装置により自動着陸を実施していること。

(4) ＨＵＤ等を使用した手動着陸を行う場合にあっては、ＰＦは、直近の９０日間に

少なくとも１回、実機又は模擬飛行装置によりＨＵＤ等を使用した手動着陸を実施

しているか、又は、ＨＵＤ等の装置に係る手順や使用に係る科目の訓練又は審査を

受けていること。

(5) 自動着陸によってカテゴリーⅢ航行を行う機長及び副操縦士は、飛行訓練及び審

査をレベルＣ又はレベルＤの模擬飛行装置によって実施した場合を除き、実機によ

り自動着陸を実施した経験を有すること。ただし、FSB Report等で別途要件が記載

されており、当該要件を満たす場合を除く。

(6) ＨＵＤ等を使用した手動着陸によりカテゴリーⅢ航行を行う機長は、カテゴリー

Ⅲ航行に対応した地上施設を有する空港において、カテゴリーⅢ航行の形態で、実

機により当該ＨＵＤ等の装置を用い、１０回の着陸の経験を有すること。ただし、

FSB Report等で別途要件が記載されており、当該要件を満たす場合を除く。

第６ 整備方式

１ 整備方式の要件

整備方式には、少なくとも次に掲げる事項を定めること。

(1) 低視程航行に関連する耐空性の継続するために必要な整備手順

(2) 整備方式の改訂手順

(3) 整備方式の管理、実施、維持又は品質保証を行う責任者の特定、記録又は任命方

法（委託先若しくは２次委託先又は該当する場合は、その要員の特定方法を含む。

）

(4) 各航空機の低視程着陸システム及び形態が整備方式又は低視程プログラムに適切

に取り込まれていることの検証（防衛大臣によって認められている場合を除き、各

航空機は、関連システム及び装備品に係る航空機製造者又は機上装置製造者が指定

した有効な型式証明若しくは追加型式設計承認の記録及び適合性関連資料、技術指

令、耐空性改善通報又はサービス・ブレティン等の関連基準を満たすこと。）

(5) 飛行規定、型式証明又は追加型式設計で規定されている場合を除き、意図する航

行又は最低気象条件のために航空機システムに実施された改修、追加、及び変更の

特定

(6) 最低気象条件を変更するために必要な整備要件及び搭載用航空日誌への記載事項

の特定

(7) 低視程プログラムに特有な故障報告手順（必要に応じて、これらの手順は、運航

及び整備に係る文書に矛盾なく記載されること。）

(8) 品質管理及び解析のため、低視程に係るシステム及び装備品の故障を特定、監視



、及び報告する手順

(9) 連続的に繰り返し発生する故障を特定、監視及び報告する手順

(10) 連続的に繰り返し発生する故障に対して適切な修理作業が実施されるまで、低

視程の航行を実施させないための手順

(11)航空機システムのステータスに係るプラカードが適切に張られ、搭載用航空日誌

に明確に記録するための手順

(12) 低視程航行に関連した手順の使用及び承認について、訓練及び資格が付与され

ていないか又は認められていない人員により整備が実施された場合、航空機の低視

程能力のステータスを下げるための手順

(13) 該当する場合、システムの地上点検及び飛行点検に係る整備の手順（例えば、

定期修理に続き、耐空性の確認の前に適切な点検作業を行う必要があることがある

。）

(14) 航空機が特定の低視程能力のステータス（カテゴリーⅢ航行、フェールオペレ

ーショナル、フェールパッシブ等）又は運航者によって使用されるその他特定の運

用ステータスを維持するための規定

(15) 定期的な航空機システムの評価を行うための規定（一般的に、システムの地上

検査により満足する結果が得られない限り、運航者に対して承認された特定の期間

内に少なくとも１回の満足する進入が行われること。満足及び不満足な結果のいず

れであっても記録する手順を含めること。個別の航空機の評価に代わって、サンプ

リング検査は一般的に受け入れられない。一般的に、航空機がカテゴリーⅢ航行の

ステータスを維持するため、３０日以内又は航空機若しくは機上装置製造者が指定

する期間内で、少なくとも１回の満足する低視程システムの運用による使用又はシ

ステムの地上検査を実施すること。３０日を超える航空機のサンプリング間隔の延

長又は統計的なサンプリングを使用する場合は、製造者が推奨する最新のサンプリ

ング方法と一致させるとともに、運航者の航空機の実運航における飛行誘導性能の

実証された信頼性に基づくこと。運航者が許容される信頼性記録を維持できない場

合は、適時適切な是正措置を取るとともに、サンプリング間隔の延長又は機数の統

計的サンプリング許可の妥当性を見直すこと。）

(16) 必要とする機上装置の運用許容基準

２ 整備に係る初期訓練及び定期訓練

(1) 整備従事者は、最低気象条件に関する本別冊の内容について十分な知識を有して

いなければならない。該当する場合、運航者及び委託先の整備従事者、整備管理者

、機上装置整備士、整備・検査若しくは品質保証を実施する者又はその他の技術者

は、効果的な整備方式に必要な初期及び定期訓練を受けること。訓練課程には、低

視程航行に適用される特定の航空機システム、幕僚長等の方針及び手順が含まれる

こと。定期訓練は、少なくとも２年に１回、又は人員が長期間（例えば６ヶ月以上

）当該航空機又はシステムの整備に携わらなかった場合に実施すること。

(2) 訓練には、該当する場合は、少なくとも次に掲げる事項を含めること。

ア 適切な運航者及び委託先を含む初期及び定期訓練（訓練対象者は、整備従事者



、品質及び信頼性グループ、整備管理、検査及び保管又は同等組織が含まれるこ

と。整備従事者の訓練については、座学及び少なくとも何らかの実機訓練が含ま

れること。ただし、整備方式に適合した座学、コンピュータを使用した訓練（Ｃ

ＢＴ）、模擬飛行装置、航空機又はその他これらの効果的な組合せであって、防

衛大臣より認められた方法により実施されるときは、この限りでない。）

イ 訓練の内容：航行概念、航空機型式及び影響されるシステム、該当する場合は

航空機の同系列型及び相違点、使用される手順、マニュアル又は技術資料の可用

性及び使用、プロセス、使用される工具又は試験装置、品質管理、試験及び耐空

性の確認のための方法、必要な署名、適切な運用許容基準の適用、必要に応じて

技術支援を得る場所の情報、運航者の他の部門との必要な調整並びに運航者又は

航空機型式若しくは同系列型に特有なその他の整備方式要件（ヒューマンファク

ターへの考察、問題報告等）

ウ 整備方式の要件への適合性を保証するための外部調達先又は外部調達先の部品

の使用手順、並びに部品の全体的な品質保証を管理し評価するための手段を確立

するための手順

エ システムの故障が再現できない場合に、故障診断のためにシステム間で入れ換

えた装備品について確実に追跡及び管理する手順（これらの手順には、全体シス

テム試験及び又は低視程ステータスから航空機を除外する手順が含まれること。

）

オ 低視程航行に関連する装備品又はシステムに対して実施する変更を評価、追跡

及び管理する手順（耐空性改善通報、サービス・ブレティン、技術指令、規則要

件等）

カ システムの故障により中断又は中止した低視程航行の記録及び報告手順

キ 試験装置及び装備品のソフトウェアの変更、更新又は定期的な更新について、

インストール、評価、管理する手順

ク 低視程航行に関連するシステム及び装備品を識別し、制限を特定し、カテゴリ

ーの格上げ及び格下げを行う運用許容基準の備考欄の使用に係る手順

ケ ビルトイン試験装置の使用、必須検査項目（ＲＩＩ）及び品質保証として、部

隊整備又は委託先整備を含む低視程航行に関連する装備品及びシステムを識別し

、性能保証に取り組むための手順

３ 試験装置及び校正基準

試験装置は、整備後にシステム及び装備品の耐空性を確認する場合に要求される精

度と信頼性を保証するよう、定期的な点検・校正が必要である。低視程航行に関連す

る試験装置を維持するために使用される一次及び二次基準のリストを維持すること。

運航者は、これらの基準が委託先の認定事業場により遵守されることを保証する責任

がある。国の基準又は製造者の校正基準へのトレサビリティを維持すること。

４ 耐空性の確認手順

(1) 低視程航行能力に関するシステムのステータスを格上げ又は格下げする手順を含



めること。航空機の運用ステータスを管理する方法によって、航空機乗組員、整備

及び検査部門並びに必要に応じてその他人員が航空機及びシステムのステータスを

適切に認識できるようにすること。

(2) 各装備品又はシステムに対して、適切な試験レベルが規定されること。ビルトイ

ン試験装置が耐空性の確認、低視程ステータスの格上げ又は格下げの判断に使用さ

れる場合、製造者の推奨する整備方式又は整備指示を考慮すること。

(3) 委託先施設又は人員は、航空機の耐空性を確認するための防衛大臣により承認さ

れた運航者の整備方式を遵守すること。幕僚長等は、委託先の組織及び人員が適切

に訓練を受け、資格を付与され、権限を与えられることを保証する責任を有する。

５ 定期的な航空機システムの評価

(1) カテゴリーⅢ航行を行う幕僚長等は、カテゴリーⅢ航行に適用されるシステムの

十分な作動を保証するため、航空機システムの性能を継続的、又は定期的に評価す

る方法を定めること。低視程誘導装置（例えば自動操縦装置又はＨＵＤ等）の満た

すべき性能を保証するため許容できる方法の一つは、定期的にシステムを使用し、

十分な性能を有する記録することがある。一般的に、十分なシステム性能を保証す

るための許容できる方法は、カテゴリーⅢ航行において、３０日以内の十分な性能

を示す搭載用航空日誌の記載又はＡＣＡＲＳ記録等の信頼できる記録がある。

(2) 飛行誘導装置又は自動着陸装置の定期的な点検は、航空機製造者又は機上装置製

造者の推奨する手順、又は防衛大臣により承認された代替手段により実施すること

。定期的な評価のために、飛行誘導装置又は自動着陸装置がいつ、どこで十分な性

能を発揮したか、並びに性能が十分でなかった場合に取られた是正措置を記録する

こと。

(3) 飛行誘導装置及び自動着陸装置の使用は、利用可能性及び信頼性を維持するため

に推奨されること。

６ 形態管理/システム改修

カテゴリーⅢ航行を行う幕僚長等は、低視程航行に承認されたシステム及び装備品

の改修について、ソフトウェア変更、サービス・ブレティン、ハードウェアの追加又

は改修が実施された場合、悪影響を与えないことを保証すること。システムの構成品

のいかなる変更も、航空機製造者、機上装置製造者、航空業界又は防衛大臣が許容す

る基準若しくは手順と一致していること。

７ 記録の管理

(1) カテゴリーⅢ航行を行う幕僚長等は、適切な記録を保管すること（例として、運

航者及び委託先の整備事業場の記録にアクセスできること。）。当該記録は、カテ

ゴリーⅢ航行を実施する航空機の適切な耐空性の形態及び状態を決定することを可

能とする。

(2) 委託先の整備事業場がある場合は、適切な記録を保有し、記録に関する調整の手

順を定めること。



第７ 実施要領

カテゴリーⅢ航行を行う幕僚長等は、訓令第５条(3)に定める事項を記載するとと

もに以下の内容を記載した実施要領を定めること。

１ 運航に関する実施要領

(1) 運航方式及び訓練方式

次に掲げる事項を実施要領に定めること

ア カテゴリーⅢ航行に必要な地上施設の構成

イ カテゴリーⅢ航行に必要な機上装置の構成及び運用許容基準

ウ 航空機乗組員の教育訓練・審査の課目及びその実施方法

エ ＤＨ、ＲＶＲ及びＡＨの設定値

オ カテゴリーⅢ航行を行う上での制限事項、風速限界及び必要着陸滑走路長の要

件

カ 進入復行の要件

キ 進入から着陸及び着陸滑走までの通常操作に係る次の事項

(ｱ) 航空機乗組員の職務区分

(ｲ) 機上装置の操作方法及び監視方法

ク 機長の乗務要件

ケ 故障発生時のコールアウトの方法及び他の航空機乗組員に故障状態を伝える責

務

コ ＡＨのコールアウトの方法

サ 進入中にフェールオペレーショナル着陸装置からフェールパッシブ着陸装置の

使用に切り替える際のＡＨからＤＨへの切替方法（装置の使用を切り替える運航

方式を施設定する場合に限る。）

シ カテゴリーⅢ航行を実施するための航空機の形態のための手順

ス カテゴリーⅢ航行を実施する空港等の状況が記載された航路資料

セ カテゴリーⅢ航行を実施する空港等及び滑走路（航空機の型式毎）

２ 整備に関する実施要領

(1) 整備方式及び訓練方式

カテゴリーⅢ航行を行う幕僚長等は第６の該当する項目を定めること。

第８ その他

幕僚長等は、この通達の実施に当たり、この通達に定めるもののほか、米国連邦航

空局文書ＡＣ１２０－２８Ｄ「CRITERIA FOR APPROVAL OF CATEGORY Ⅲ WEATHER MIN

IMA FOR TAKEOFF, LANDING, AND ROLLOUT」に定めるところによることができる。ま

た、当該文書に従うに当たり、同等の安全性が確保されると認められる他の方法によ

るときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得て当該方法によることができる。



別紙第１

機上装置の技術基準

１ 自動操縦装置及び自動着陸装置

自動操縦装置又は自動着陸装置は、次のいずれかの要件を満足していること。

(1) 別紙第２の基準に適合すること。

(2) 従前の通達に定められた基準に適合することが飛行規定に記載されていること。

(3) 防衛大臣が適当と認めた基準に適合すること。

２ フライトディレクター

フライトディレクターは、次の要件を満足していること。

(1) 使用する自動操縦装置又は自動着陸装置の特性に対応していること。

(2) 各航空機乗組員に対して、航法の偏位を表示すること。

(3) 許容されない偏位並びに故障が検知されるよう、表示は適切に目盛付けされ、容

易に理解できるものであること。

(4) 故障が生じた場合においても、航空機乗組員が探知し当該装置を解除する前に、

進入経路からの大きな逸脱を発生することがないこと。

３ ヘッドアップ表示装置

ヘッドアップ表示装置（ＨＵＤ）は、次の要件を満足していること。

(1) 航空機乗組員の１人又は両方に誘導情報を提供すること。

(2) 誘導情報が操縦士のみ提供される場合は、適切な監視機能が非操縦士に提供され

ること。

(3) 監視業務が特定され、システムの故障時や操縦士がＨＵＤを使用不能となった場

合に、非操縦士が航空機を操縦できること。

(4) 別紙第２の基準に適合するか、又は従前の通達に定められた基準に適合すること

が飛行規定に記載されていること。

(5) ＨＵＤは、以下の場合において、フェールパッシブと見なすことができる。

ア 故障発生後、当該装置を使用している操縦士又は監視している操縦士がタイム

リーに故障を認識できること。

イ 故障を探知し当該装置を解除する前に、進入経路からの大きな逸脱を発生する

ことがないこと。

４ ＥＶＳ及びＳＶＳ

ＥＶＳ及びＳＶＳは、ミリ波レーダー又はその他のセンサーを用いて、カテゴリー

Ⅲ航行に使用する他の飛行操縦又は誘導装置の完全性を保証するために使用すること

ができる。

当該装置は、防衛大臣が適当と認めた場合に、装備することができる。

５ 複合装置



監視機能付ＨＵＤ飛行誘導装置を組み合わせたフェールパッシブ自動着陸装置等の

複合装置は、個々の装置がカテゴリーⅢ航行の基準を満たし、求められる最低気象条

件において、非複合装置と同等の性能及び安全性を提供する場合に、カテゴリーⅢ航

行に使用することができる。

複合装置は、以下の要件を満足すること。

(1) 自動着陸機能との複合装置は、自動着陸装置を主たる制御手段とし、手動飛行誘

導装置をバックアップモード又は復帰モードとして使用すること。

(2) 手動滑走機能は、少なくともフェールパッシブ自動滑走装置と同等の性能と信頼

性を有すること。

(3) 複合装置間の切り替えは、適切に資格を有する航空機乗組員により使用され、特

殊な技量、訓練、又は熟練度が必要とされないこと。

(4) 接地時又は接地直後に操縦士が手動操縦を行う必要がある装置について、接地前

の自動操縦から接地後の複合装置の別機能（ＨＵＤ等）による手動操縦への切り替

えが安全かつ信頼があること。

６ 計器及び表示器

計器及び表示器は、次の要件を満足していること。

(1) ＡＤＩ、ＥＡＤＩ、ＰＦＤ、ＥＨＳＩ、ＨＳＩ又はその他の航法表示器にあって

は、カテゴリーⅢ航行の着陸及び進入復行に係る通常及び非常状態において、適切

かつ信頼できるものであり、容易に理解できる情報を提供すること。

(2) 警戒高及び決心高の表示器にあっては、以下の要件を満足していること。

ア 容易に理解でき、適切に強調されていること。

イ 最終進入経路下の地形の影響並びにその他の表示又は自動音声等により妨げら

れてはならないこと。

ウ 別紙第２に示す不規則な地形の特性を考慮して表示されること。

エ 電波高(ＲＨ)又は電波高度(ＲＡ)若しくは気圧高度(ＢＡＲＯ)等の標準的な表

示を使用すること。

オ 操作又は表示器に高さの参照値としてＲＨ又はＲＡを使用する場合、又は気圧

高度参照値にＢＡＲＯを使用する場合、航空機が特定の参照高さ又は高度値以下

に降下した場合、関連する英数字記号の表示色の変更又は点滅を妨げないこと。

カ 計器及び表示器の配置は、承認された操縦室の設計原則に従うこと。

７ 表示

表示は、次の要件を満足していること。

(1) 明確かつ明瞭であり、使用している飛行操縦モードに適切に関連していること。

(2) モード表示は、着陸の最低気象条件により分類されないこと。例えばアプローチ

、ランド２、ランド３、シングルランドは許容可能であるが、カテゴリーⅡ又はカ

テゴリーⅢは使用しないこと。本要件を満足しない航空機は運航上の制約が必要と

なる場合がある。

(3) 操縦室内のその他の表示並び搭載文書と整合が図られていること。



８ 自動音声警報

電波高度計、コールアウトなどの自動音声警報は、次の要件を満足すること。

(1) 航空機の設計思想と整合が図られていること。

(2) 航空機乗組員の必要な会話や通常の調整手順を妨げるような音量又は周波数を使

用しないこと。

(3) 自動コールアウトは、以下の警報を発出することが望ましい。

ア ５００フィート(ＲＡ)、最低気象条件への接近、最低気象条件の到達

イ フレア中の高度のコールアウト

ウ フレア中に通常の降下率より高い場合並びにフレアが接地帯を超えて行われて

いる場合のコールアウト

９ 航法受信装置

ＩＬＳ、ＭＬＳ等の航法装置は、次の要件を満足すること。

(1) ＩＬＳ又はＭＬＳ

次のいずれかの要件を満足すること。

ア 別紙第２の基準に適合していること。

イ 従前の通達に定められた基準に適合していること。

(2) その他の航法装置

ア カテゴリーⅢ航行に必要な精度、完全性、利用可能性を満たすことが証明され

、カテゴリーⅠ航行及びカテゴリーⅡ航行の最低気象条件の運航経験が許容可能

な場合に、個別に又は組み合わせて使用することができる。

イ 特段承認されない限り、同等なＩＬＳ性能又は適切な業界標準(例えばＲＴＣ

Ａ又はＥＵＲＯＣＡＥなど)を満足すること。

(3) マーカービーコン

ア 各航空機乗組員に対して、アウターマーカー、ミドルマーカー及びインナーマ

ーカーの情報又は同等情報を表示すること。

イ マーカービーコンに代わって、衛星航法、ＳＢＡＳ､ＧＢＡＳ又はＤＭＥを使

用することができる。

１０ 補助系統

(1) 操縦室の可視性

各操縦士に対する前方及び側方の操縦室の可視性は、以下の要件を満足すること

。

ア 意図する運用、進入速度、該当する場合は航空機の形態（例えばフラップの設

定など）において、操縦室から機首により制限されない適切な可視性を有するこ

と。

イ 操縦室の前方及び側方窓は、低視程時の地上走行及び地上運用において適切な

可視性を有すること。

ウ 低視程航行において操縦士の視界に重大な影響を与えるあらゆる装置又は構造



の配置は、許容される位置にあること（ＨＵＤ装置の電子機器、日除け等）。

(2) 雨除去及び防氷

風防の雨除去、防氷又は曇り防止機能は、以下の要件を満足すること。

ア 防雨機能を装備すること。（例えば風防用ワイパー、風防用抽気など）

イ 風防用疎水性保護膜を装備又は適切な環境基準に適合した抗雨系統を使用する

ことが推奨される。

ウ 進入及び着陸中に既知の着氷気象状態で航行を意図する航空機は、風防の適切

な防氷又は除氷機能を装備すること。

エ 多湿状態において操縦士の視界が低下する場合は、少なくとも適切な前方の風

防の曇り防止機能を装備することが推奨される。

オ 風防の雨除去、防氷又は曇り防止機能が適切に装備され、保護されない場合は

、低視程時の航行が制限されることがある。

(3) その他の系統

カテゴリーⅢ航行を補助する計器、電波高度計、エアデータコンピュータ、慣性

基準装置、姿勢及び方位ジャイロ、計器スイッチ、操縦室夜間照明、着陸及び地上

走行灯、ポジションライト、ターンオフライト、リコグニションライト、ＧＰＷＳ

、ＥＧＰＷＳ、ＦＤＲ又はその他の系統は、次のいずれかの要件を満足すること。

ア 別紙第２の基準に適合していること。

イ 就航中の又は新規の航空機にあっては、従前の通達に定められた基準に適合し

ていること。

ウ 航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第３項に規定する技術基準に適合し

ていること。

１１ 着陸復行機能

着陸復行機能は、以下の要件を満足すること。

(1) 進入のいかなる地点から接地までにおいて着陸復行モード又は機能を選択できる

能力を有すること。

(2) 接地前に作動させた場合、接地までのいかなる地点において進入が安全に中断さ

れた情報が航空機乗組員に与えられること。

(3) 低飛行誘導装置の着陸復行モードが、航空機が意図せず接地をするような低高度

において作動する場合、航空機乗組員が安全な着陸復行を実施するための適切な情

報を利用できるとともに、航空機又は飛行誘導装置は、意図しない接地の結果とし

て不安全な特性を示さないこと。

(4) 接地後に意図せず着陸復行を選択した場合にあっても、安全に滑走し停止する能

力に悪影響を及ぼさないこと。

１２ 逸脱検知警報装置

逸脱検知警報装置は、以下の要件を満足すること。

(1) 進入中の航空機の水平及び垂直方向並びに着陸滑走中の水平方向の過度の偏位を

探知できる手段が提供されること。この手段は過度のワークロード又は過度の注意



を要求しないこと。本規定は特定の逸脱警報手段又は表示を求めないが、ＡＤＩ､

ＥＡＤＩ又はＰＦＤ上に表示されるパラメータによって注意が求められる。

(2) 専用の逸脱警報が提供される場合は、その使用は過度の迷惑な注意を引き起こさ

ないこと。

１３ 滑走減速系統

(1) 減速停止手段

有効滑走路内で航空機が確実に停止できるか判断するための手段は、少なくとも

次に掲げる１つの手段を用いること。

ア 航空機乗組員に適切な自動停止の設定情報又はその設定が適切であるか判断す

るための適切な着陸距離情報を与えられる自動停止装置

イ 慣性情報又はＧＮＳＳ等の同等ソースに基づく対地速度指示装置

ウ 有効滑走路長内で停止するための適切な航空機の減速度を示す減速表示計

エ 接地後の残りの滑走路長を示す残存滑走路長指示計

オ 防衛大臣が認めた方式（ＲＶＲ７５メートル未満は不可）

(2) アンチスキッド装置

アンチスキッド装置は、防衛大臣が承認した場合を除き、適用されるＭＥＬに従

い、装備され、かつ作動すること。

アンチスキッド装置を装備せずにカテゴリーⅢ航行を行う場合は、以下の点を考

慮の上、防衛大臣により航空機の型式毎に承認されなければならない。

ア 航空機の型式に必要な滑走路長と比較した滑走路残余長

イ 過大な制動並びに滑走路面との摩擦等によりタイヤの破損の影響に関する制動

装置の特性

１４ 発動機不作動時のカテゴリーⅢ航行能力

発動機不作動時のカテゴリーⅢ航行許可を取得することを意図した航空機系統は、

次の要件を満足すること。

ただし、別紙第２の該当する基準を満たし、承認された飛行規定に適切に記載され

ている場合は、次の要件を満足していると見なされる。なお、飛行規定又は同等の文

書には、実証された発動機不作動時の進入及び進入復行性能が適切に記載され、航空

機は全発動機作動時のカテゴリーⅢ航行又は同等な基準により要求されない限り関連

する基準を満たすこと。当該性能データは、運航者の自動飛行計画、性能、重量及び

バランスシステムに利用でき、操縦士が容易に利用できること。

(1) 全発動機カテゴリーⅢ航行基準の適用除外

ア ２台目の発動機が不作動の時でも航空機を制御可能であることが実証されてい

る場合を除き、１台の発動機が不作動時にカテゴリーⅢ航行を行う場合における

２目の発動機の不作動の影響を考慮する必要はない。

イ 発動機不作動に続く推力の不均衡に対応するための航空機乗組員の再トリムは

許容される。

ウ 型式証明に適合する代替の電気及び油圧系統の冗長性の規定は許容される。



エ 許容される着陸性能の要件は、発動機不作動時の実証飛行の間に許容される性

能の実証値に限定される。

オ 着陸系統のステータスは、航空機の形態及び能力を正確に反映していること。

(2) 航空機乗組員が飛行中に「目的空港への継続」又は「代替空港への変更」判断す

る際に、進入開始時にカテゴリーⅢ航行能力を有しているか判断するための適切な

情報が利用できること。

(3) 性能は、風やその他の関連する要因を考慮した適切な気象条件において実証する

こと。

１５ 滑走路端手前の不規則な地形に対する機上装置の評価

耐空性の実証を終えた多くの航空機システムは、滑走路端手前の不規則な地形を考

慮しているのが実際ではあるが、複雑な滑走路端手前の地形を有する特定の空港では

、特別な運航評価を行うことが必要である。

１６ カテゴリーⅢ航行のための機上装置の実証

機上装置の実証は、次のいずれかの要件を満足すること。

(1) カテゴリーⅢ航行の承認を受けていない機上装置は、別紙第２の基準を満足する

こと。

(2) 従前の基準に従い耐空性の実証を行った航空機は、引き続き飛行規定のその旨記

載することができ、継続して製造される航空機又は同系列型の新造機に対して、従

前の基準の適用を継続することができる。

(3) 本通達の基準は、従前の基準にない信頼性を求める場合、新型式の航空機又は本

通達発行後に重大な装置の改修を行う同系列型の航空機に用いること。

(4) カテゴリーⅢ航行の機上装置は、耐空性の実証は別紙第２に含まれる基準により

評価されるか、防衛大臣により承認された計画に基づき実運航において、同等の基

準により評価することができる。運航の実証は、従前の基準では行ってはならない

。



別紙第２

機上装置の耐空性の基準

機上装置及びその装備方法並びにそれらに係る試験方法に係る型式証明は、運用概念

とともに装置を装備したときの機能、精度、信頼性及びフェールセーフ特性等について

考慮されたものでなければならない。本別紙の基準に加えて、本通達別冊第２に定める

「カテゴリーⅡ航行の承認基準及び承認要領」の他、防衛大臣が適当と認めた基準に適

合していること。ただし、防衛大臣が本別紙の基準と同等以上であると認める基準があ

る場合は、それに従うことができる。航行の性能及び安全性に係る全体的な保証は、シ

ステムの全ての要件を考慮する場合のみ評価できることがある。

１ 基本的な耐空性要件

この１は、進入及び着陸又は使用する航法装置の種類に依存することなく、全ての

航空機型式に適用される性能、完全性及び利用可能性に係るものを含む耐空性の要件

を定めるものである。基本的な耐空性の基準は、航空機又は使用する着陸及び地上滑

走装置の種類に依存しないことを意図している。接地性能、着陸降下率及び高度等の

要件は、自動飛行操縦装置及び誘導として指示情報（フライトディレクター等）を伴

う手動飛行制御装置は、同一である。

(1) 一般要件

幕僚長等は、次に掲げる事項について実施すること。

ア 性能、完全性及び利用可能性の観点から、進入システムにおける非航空機要素

が、航空機システムにどのように関係するかについて記載した適合性証明計画を

提出すること。

イ 適合性証明計画は、防衛大臣が本別紙以外の基準又は要件が必要か判断するた

めに、システム概念と航行理念について記述すること。カテゴリーⅢ航行を行う

幕僚長等は、本通達別冊第２に定める「カテゴリーⅡ航行の承認基準及び承認要

領」の他、防衛大臣が適当と認めた認めた進入から１００フィートＨＡＴまでの

間にシステムに求められる基準を適用すること。

ウ 自動着陸及び着陸滑走又は指示情報を誘導として利用した手動着陸及び着陸滑

走における安全水準は、誘導指示を利用しない目視による通常の手動着陸におけ

る安全水準を下回ってはならない。性能及び故障の基準への適合性を証明する際

、性能及び故障の影響を受ける確率を、単に着陸及び着陸滑走装置を利用した着

陸の割合から求めてはならない。

エ 着陸及び着陸滑走装置の性能は、型式証明及び航行許可を求める航行の種類に

おいて当然発生しうる環境や影響を考慮して、設定されること。

オ 着陸及び着陸滑走において誘導として示される指示情報は、航空機乗組員の手

動操縦技術に整合しており、航行にあたり過度の操縦技術や航空機乗組員の作業

負荷を必要としないこと。

カ 飛行経路のうち自動操縦装置を用いない部分について、着陸及び着陸滑走のた

めのシステムの許容可能な性能は、外部の視覚情報に頼ることなく、計器のみを



参照することにより示されること。着陸滑走が、センターラインを外れた箇所か

ら、通常よりも高速で開始される可能性もあることから、こうした要求が定めら

れている。

キ 選択されているモードの動作不具合を操縦士が検知することに依存しており、

他に故障を検知する方法が無い場合、適切な指示又は警報が与えられること。

ク 自動操縦から手動操縦への移行は航空機乗組員の特別な技量、注意力又は力を

必要としないこと。

ケ 不具合又は極端な状態を除き、着陸装置の挙動や飛行経路は、航空機乗組員の

通常を超えた操縦を要求するものではないこと。

コ 航法援助施設の故障の影響については、国際民間航空条約並びに国の基準を考

慮して検討すること。

(2) 進入システム

カテゴリーⅢ航行を行う幕僚長等は、進入システムの要件については、本通達別

冊第２に定める「カテゴリーⅡ航行の承認基準及び承認要領」の他、防衛大臣が適

当と認めた基準に従うこと。

(3) 着陸滑走装置の性能

着陸滑走装置に係る要件は次のとおり。

(ｱ) 円滑な着陸への移行がなされる地点まで、安定した進入(極端な姿勢、降下

率、経路逸脱又は速度逸脱が無い通常操作)が行われること。

(ｲ) 風の影響を修正するため、接地前に滑走路方向に機種を向ける正対機能を持

つように着陸装置が設計されている場合、一般的にサイドスリップ方式として

、当該型式の航空機に対して取る操縦士の横風着陸操縦技術と整合しているこ

と。

(ｳ) 滑走路方向に機種を向ける正対機能を備えていない場合又は当該機能が故障

している場合、容易に検知できるか、適切に表示され、航空機乗組員が適切な

対応を取ることができるようにすること。

(ｴ) 着陸装置による着陸時のフレア操作は、通常の航空機乗組員による手動着陸

と整合した方法で降下率を低減させること。

(ｵ) 自動操縦装置は航空機乗組員の手動操作と整合する方法により、機首を降下

させること。手動の着陸滑走のための誘導のみに用いられる場合には機種を降

下させる機能は必要ない。機首を降下させる機能が自動着陸又は手動操作の誘

導として用いられる場合には、グランド・スポイラーの展開又は逆噴射により

、不適当な上下振動や前輪からの接地、機首上げ等の有害な挙動を引き起こし

てはならない。

(ｶ) 着陸及び着陸滑走のための自動装置は不必要な航空機乗組員の操作の原因と

なる挙動を引き起こさないこと。

(ｷ) 着陸及び着陸滑走中に与えられる誘導は、航空機乗組員の手動操作に整合し

ており、航行にあたり過度の操縦技術や航空機乗組員の作業負荷を必要としな

いこと。

ア 着陸装置の性能



自動操縦装置、手動操縦に係る誘導及びその複合装置を含む全ての着陸装置は

、次に規定される確率を有する性能精度を達成することを実証されなければなら

ない。性能数値の変更は、航空機の特性により妥当性が示される範囲であれば許

容される。性能基準及びその確率は次のとおり。

(ｱ) 縦方向において滑走路端から２００フィート（６０メートル）手前の地点

へ接地する確率が１ｘ１０－６を上回らないこと。

(ｲ) 縦方向において滑走路末端から２７００フィート（８２３メートル）を超え

る地点へ接地する確率は１ｘ１０-６を上回らないこと。

(ｳ) 水平方向において滑走路中心線から７０フィート（２１．３ートル）を超え

る地点へ外側の主脚が接地する確率は１ｘ１０－６を上回らないこと。

(ｴ) 構造上の制限荷重に至る確率は１ｘ１０－６を上回らないこと。制限荷重を超

えないことを示す方法は次のとおり。

① 接地時の降下率による制限荷重の基準については、１０フィート毎秒（３

メートル毎秒）又は航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第３項に規定

する技術基準に基づいて証明された降下率の制限値のいずれか大きい方を超

えないこと。

② 水平方向の荷重は航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第３項に規定

する技術基準にて定義される横滑り（横方向ドリフト）着陸状態の制限値を

超えないこと。

(ｵ) 航空機へ危害を及ぼすバンク角の発生確率は１ｘ１０－７を上回らないこと。

航空機への危害を及ぼすバンク角とは翼、高揚力装置、ナセルのいずれかの一

部が接地することを意味する。

イ 速度制御の性能

対気速度は突風の場合を除き、着陸時に推力操作装置がアイドルになるまで、

進入速度 ＋／－５ノット以内に制御されなければならない。 進入速度を手動で

制御する場合、航空機乗組員は進入速度 ＋／－５ノット以内に速度を制御でき

なければならない。

注：本基準は、低視程システムに特有のものではないが、満足しなければならな

いものである。

ウ 着陸滑走装置の性能

着陸滑走装置が装備されている場合、着陸地点から安全な地上走行速度に至る

までの間、自動操縦装置にあっては航空機を制御し、手動操縦にあっては航空機

乗組員へ指示情報を提供すること。装置に対する承認の要件の１つとしては、航

空機が減速するにつれて低下する方向舵の効きが挙げられる。カテゴリーⅢ航行

を行う幕僚長等は前輪ステアリング系統等の低速時の操作性を評価できるよう、

着陸滑走の設計思想を記載すること。

安全な地上走行速度とは、航空機乗組員が航空機を安全に滑走路から離脱させ

ることができる速度又は航空機を安全に停止させることができる速度をいう。安

全な地上走行速度は視程状態、航空機の特性、水平方向のコントロール方法によ

って異なる。本項における性能基準は滑走路の幅を１５０フィート（４５．７メ



ートル）と想定している。着陸滑走装置の性能は、より幅の広い滑走路に限定し

た場合、適切な範囲まで緩和し得る。着陸滑走装置性能は滑走路の中心線を基準

としている。基準となる経路は通常ＩＬＳローカライザーその他の誘導装置によ

って定義され、通常滑走路中心線と一致する。

着陸滑走装置性能に係る要件は以下のとおり。

(ｱ) 接地から安全な地上走行速度に達するまでの間、外側に配置されたタイヤが

、滑走路中心線から７０フィート（２１．３メートル）を超える確率は１ｘ１

０－６を上回らないこと。

注：中心線から７０フィート（２１．３メートル）の偏位は外側の車輪が滑走路

幅１５０フィート（４５．７メートル)の端から５フィート（１．５メートル

）にあることと等価。

(ｲ) 円滑で適切なタイミングかつ予測可能な方法で、意図した経路(例：ローカ

ライザー中心線)を捕捉するか、又は意図した経路に収束させること。十分に

減衰した応答が望ましいが、小さなオーバーシュートは許容される。振幅が持

続若しくは発散する振動又は不必要に急激な応答は許容されない。

(ｳ) 滑走路中心線から横方向の逸脱は速やかに修正されること。

(ｴ) 接地後、滑走路中心線に収束する経路上にない場合、着陸滑走装置が正しく

作動していることを航空機乗組員が判断できるよう、航空機の進む方向を変更

して、航空機の十分前方の地点で滑走路中心線に達する経路に誘導すること。

なお、着陸滑走装置は、滑走路端から十分手前、かつ、地上走行速度に達する

十分手前の地点で航空機を中心線に到達させること。

エ 性能に影響を与える変動要素

着陸滑走性能を設定する際に考慮すべき要件は以下のとおり。性能評価は、想

定される変動分布に基づき、少なくとも以下の変動要素について考慮すること。

(ｱ) 航空機の形態(例：フラップ、スラットの設定値)

(ｲ) 重心

(ｳ) 着陸総重量

(ｴ) 向い風、追い風、横風、乱気流及びウィンドシア

(ｵ) 適用される誘導装置の特性、飛行経路の定義（ＩＬＳ，ＭＬＳ，ＧＬＳに係

る地上施設、航空機、及び空間要素）

(ｶ) 進入時の対気速度及びその変動量

(ｷ) 空港の状況(標高、滑走路傾斜、滑走路状態)

(ｸ) 手動操縦システムに対する航空機乗組員の個々の能力

(ｹ) 生能に影響するその他の要素

オ 変則的な進入地形

進入地形は、進入及び着陸装置の性能や操縦士の判断に影響を与える場合があ

る。通常の空港の特徴に係る情報は国際民間航空条約附属書１４に定められてお

り、通常の性能評価における空港環境の特徴として使用することができる。ただ

し、著しく変則的な進入地形が存在する場合の当該装置の性能特性を決定するた

めに評価を行うこと。少なくとも以下の状況において調査を行うこと。



(ｱ) 傾斜した滑走路（０．８％のスロープ）

(ｲ) 丘上の滑走路（滑走路末端より６０メートル手前までの１２．５％のスロー

プ）

(ｳ) 護岸堤防（滑走路端より６０メートル手前にある滑走路端の高さから６メー

トルの立ち上がり）

注：上記の事項に加え、航行を予定している空港が著しく変則的な進入地形を有

している場合、調査が推奨される。

カ 発動機不作動時の進入及び自動着陸

発動機不作動時の能力の実証について、別紙第１の１１に示す事項並びに以下

に示す事項を考慮し、不作動の発動機を有する状態で進入を開始して着陸を行う

場合に、着陸装置は航空機を安全に着陸させ、着陸滑走装置を有する場合は、安

全に着陸滑走させることができることを示すこと。

(ｱ) 発動機の重大な故障、プロペラについては、該当する場合、発動機の重大な

故障に続くプロペラのフェザリングを考慮すること。

(ｲ) 適切な着陸時のフラップ形態

(ｳ) 不作動の発動機に関連した系統の喪失（例：電気系統及び油圧系統）

(ｴ) 少なくとも１０ノットの各方向からの横風

(ｵ) 航空機の重量

発動機不作動で着陸許可を得るか否かにかかわらず、進入から接地までのいかな

る地点からの着陸復行においても、航空機乗組員の特別な技量、注意又は力を

必要としないこと。また、地上障害物からの距離が十分保たれていることを確

認するための十分な情報が確実に与えられること。

キ 発動機不作動時の情報

発動機不作動の状態で着陸復行が適切に行われるために必要な情報が運航者に

与えられること。この情報は運航者が要求する様式や航空機の製造者が適当と認

めるものでもよい。また、運航者の搭載する飛行規定に含めても良い。記載内容

の一例を以下に示す。

(ｱ) 着陸復行開始高度を変数とした着陸復行時の高度損失

(ｲ) 発動機不作動時の着陸復行中、地上障害物を十分な距離をもって回避できる

ことを運航者が判断するために必要な性能情報

(ｳ) 発動機不作動時の離陸性能における障害物回避基準を評価及び拡張して、着

陸中止又は着陸復行時にも適用する方法。

(4) 着陸及び着陸滑走装置の完全性

申請者はＩＬＳ／ＭＬＳ以外を飛行経路誘導として用いる場合、総合的な航行の

安全性評価計画を防衛大臣に提出すること。当該計画は、非航空機要素（地上施設

等）についての想定及び考慮事項を明確にし、これらの想定及び考慮事項と航空機

のシステムの適合性証明計画の関連を明確にすること。飛行経路上の航空機の航法

参照地点及び滑走路末端からの車輪高の影響について考慮すること。

ア 着陸装置の完全性

本別紙に示される安全基準に加えて、着陸装置は、装置単体として及びその他



の機上装置との関連において、航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第３項

に規定する技術基準に適合するよう設計すること。

(ｱ) 着陸装置の着陸装置の単一又は複数の組み合わせの故障が、検知並びに表示

され、航空機乗組員が不安全を避けるために対応できる「極めて少ない」（飛

行時間または着陸回数当たりの発生確率が１０－７～１０－９）な事象な場合を除

き、安全な着陸又は着陸復行を妨げる故障の発生確率は「極めて稀」（飛行時

間または着陸回数当たりの発生確率が１０－９未満）な事象であること。 不安

全な着陸又は不安全な着陸復行に至る不具合の検知及び表示に故障が発生する

確率は、「極めて稀」な事象であること。フェールパッシブ着陸装置の故障確

率を評価する対象時間は、１００フィートＨＡＴ又はそれ以上の高さから接地

するまでに必要な時間の平均をいう。フェールオペレーショナル着陸装置につ

いては、２００フィート ＨＡＴ又はそれ以上の高さから接地するまでに必要

な時間の平均をいう。

(ｲ) フェールパッシブ自動着陸装置については、単一又は複数の組み合わせの故

障により当該装置を解除した場合に、飛行経路や飛行姿勢の著しい逸脱を生じ

ないこと。当該装置を解除した場合に、これらの著しい逸脱を生じないために

航空機は安全にトリムがとられて安定していること。

(ｳ) フェールオペレーショナル自動着陸装置は、単一の故障のみにより、進行方

向と横方向の経路を維持する機能、滑走路方向に機首を向ける機能（例：デク

ラブ）、フレア及び接地機能が喪失してはならず、次に示す基準を満たさなけ

ればならない。

なお、故障の発生は通常の環境条件下で発生したと想定してよい。

解析において、次に示す基準を満たしている場合は安全な着陸と判断してよ

い。

① 進行方向において滑走路端から２００フィート（６０メートル）以内に

接地しないこと。

② 進行方向において滑走路端から３０００フィート（１０００メートル）

を超えて接地しないこと(例：接地帯灯の終点を越えないこと)。

③ 水平方向において外側主脚が滑走路中心線から７０フィート（２１メー

トル）の範囲内に接地すること。（本数値は１５０フィート（４５メート

ル）幅の滑走路を前提としている。より幅の広い滑走路に限定する場合に

は本数値は適切に緩和される場合がある。）

④ 構造上の制限荷重については別途独立して次のとおり示される。

a 接地時の降下率による制限荷重の基準については、１０フィート毎秒（

３メートル毎秒）又は航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第３項

に規定する技術基準に基づいて証明された降下率の制限値のいずれか大

きい方を超えないこと。

b 水平方向の荷重は航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第３項に規

定する技術基準に基づいて定義される横滑り（横方向ドリフト）着陸状

態で決定される制限値を超えないこと。



⑤ 翼、高揚力装置、ナセル等のいずれかの一部が地上と接触する危害を及

ぼすバンク角

イ 着陸滑走装置の完全性

着陸滑走装置は、航空機を滑走路上に維持したまま安全な地上走行速度に減速

させるために、自動操縦又は手動操縦のための誘導を行うこと。

本別紙に示される次の安全基準に加えて、滑走装置は、装置単体として及びそ

の他の機上装置との関連において、航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第

３項に規定する技術基準に適合するよう設計すること。

(ｱ) フェールオペレーショナル着陸滑走装置は、「極めて少ない」（飛行時間ま

たは着陸回数当たりの発生確率が１０－７～１０－９）な事象と証明されていない

単一又は複数の組み合わせの故障が発生した場合であっても、本別紙１(3)ウ

に示す着陸滑走性能の基準（滑走路中心線から７０フィート(２１．３メート

ル)を超えないこと）を上回らないこと。なお、不具合の発生は通常の環境条

件下で発生したと想定してよい。

(ｲ) 着陸滑走装置は、２００フィートＨＡＴ未満で、安全な着陸滑走を阻害する

故障であって、航空機乗組員に対する表示がなされない故障の発生は「極めて

稀」（飛行時間または着陸回数当たりの発生確率が１０－９未満）な事象でなけ

ればならない。

(ｳ) フェールパッシブ着陸滑走装置にあっては、接地後にフェールパッシブ自動

着陸滑走機能が喪失した場合、自動飛行制御装置は解除されること。接地後の

フェールパッシブ着陸滑走機能の喪失は「稀」（飛行時間または着陸回数当た

りの発生確率が１０－５～１０－９）な事象でなければならない。手動着陸滑走の

ためのフェールパッシブ誘導機能が有効でない場合、両方の航空機乗組員に対

して機能が無効であることが表示され、誘導機能は取り除かれること。航空機

乗組員に対する機能無効の表示については、誘導機能が取り除かれるだけでは

不十分であり、航空機乗組員の主たる視界の範囲内に、故障の情報が独立して

明確に表示されなければならない。表示は直ちに明瞭に判別できる位置に配置

され、かつ操縦を担当する航空機乗組員の妨げとなったり、前方視界を低下さ

せるものではないこと。

(ｴ) すべての着陸滑走装置において、低速時（方向舵が地上走行の方向操作に影

響を与えない速度）の横方向制御にのみ影響を与える故障については、接地か

ら安全な地上誘導速度に至るまでの間、着陸滑走装置性能として航空機の車輪

が滑走路の横幅の範囲を超える確率は１千万回に１回（１０－７）以下であるこ

と。安全な地上走行速度とは、航空機乗組員が航空機を安全に滑走路から離脱

させることができる速度又は航空機を安全に停止させることができる速度をい

う。安全な地上走行速度は視程状態、航空機の特性及び水平方向の操縦方法に

よって異なる。

ウ 機上データベースの完全性

求められる飛行経路及び飛行区間を定義する経由地点の定義、品質及び維持は

、着陸及び着陸滑走運用の完全性の重要な要素である。



必要な飛行経路が機上データベースにより定義されている場合、飛行経路指定

の完全性の継続を確実にする仕組みが構築されていること。

着陸及び着陸滑走装置にとって重要な飛行経路地点を定義した機上データベー

スの完全性について、証明過程において示すこと。

(5) 着陸滑走装置の利用可能性

ア 着陸装置の利用可能性

５００フィート以下の進入中において、対象航空機にて実証した進入の成功確

率は、少なくとも９５％以上であること（すなわち、着陸装置の不具合や性能を

満足しない事象による着陸復行の発生確率が５％を超えないこと）。当該要件へ

の適合性については、通常、飛行試験時の約１００回の進入により確認される。

フェールパッシブ着陸装置を装備している航空機においては、１００フィート

ＨＡＴ未満での航空機の不具合による着陸復行は頻繁に生じないこと（通常、１

０００回の進入につき１回未満）。

フェールオペレーショナル着陸装置においては、２００フィートＨＡＴの進入

における着陸装置の機能喪失の確率は「極めて少ない」事象であること。

いかなる表示も、致命的な結果を避けるために航空機乗組員が速やかに必要な

操作を行うことができるように与えられること。航空機乗組員に表示されること

なく装置の機能が喪失する確率は「極めて稀」な事象であること。

イ 着陸滑走装置の利用可能性

フェールパッシブ着陸滑走装置は、２００フィートＨＡＴから、着陸及び着陸

滑走して安全な走行速度に至るまでの間、着陸滑走装置の故障または機能喪失を

考慮した上で、成功確率は少なくとも９５％以上であること。

フェールオペレーショナル滑走装置は、２００フィートＨＡＴ未満から、着陸

及び着陸滑走して安全な走行速度に至るまでの間、フェールオペレーショナルか

らフェールパッシブへ低下する確率は、頻繁に生じないレベル（通常、１０００

回の進入につき１回未満）であり、着陸滑走装置の故障又は機能喪失を考慮した

上で、着陸滑走機能を失う確率は「極めて少ない」事象であること。

接地後、フェールオペレーショナル自動着陸滑走機能の喪失又はその他の不安

全な状況が発生する場合、当該自動制御装置は解除されること。接地後のフェー

ルオペレーショナル滑走装置の機能喪失は「極めて少ない」事象であること。

(6) 着陸復行

航空機は、承認を得た全ての形態について、接地までの進入中のいかなる地点か

らも安全に着陸復行できなければならない。着陸復行は、航空機乗組員の特別な技

量、注意又は力を必要としないこと。

ア 低高度からの着陸復行は意図せず滑走路に接地する可能性があるため、少なく

とも以下の要件を考慮し、手順を設定すること。

(ｱ) 着陸復行モードが備えられており、着陸復行モードにより自動制御及び誘導

が与えられる場合、着陸復行中適切に維持され、安全で適切な特性を持つこと

。

(ｲ) 他の装置(例：自動出力制御装置、減速装置、スポイラ及び逆噴射装置)は安



全な着陸復行を妨げるような作動をしないこと。

イ 接地後に意図せず着陸復行モードを選択した場合、航空機の安全な滑走及び停

止に影響を与えないこと。

ウ 自動制御又は着陸誘導装置を用いた、進入からフレアの間、迅速な着陸復行が

実施できるよう、以下の要件に従い、高度損失の評価を実施すること。

(ｱ) 飛行試験(一般的に１０回の着陸復行)及びこれを補う模擬飛行（シミュレー

ション）によって高度損失を評価してもよい。

(ｲ) 模擬飛行は重量、重心、飛行形態や風等のパラメータによる影響を考慮し、

飛行試験結果との相関を示すこと。

(ｳ) 適用となる飛行形態における着陸復行の通常手順に従うこと。着陸復行モー

ドを適用した発動機不作動時の能力の承認を得ようとする場合、発動機不作動

の着陸復行の評価が必要となる。

(7) 自動制動装置

自動制動装置に係る要件は次のとおり。

ア 自動制動装置はアンチスキッド装置が装備されており、かつ、手動切替機能を

有していること。また、自動制動装置は航空機が接地してから滑走路上で完全に

停止するまで、円滑かつ連続した減速を行う能力を有するとともに、次の要件を

満足すること。

(ｱ) 自動制動装置の作動解除操作が航空機乗組員の過剰な作業負荷や通常の制動

操作の妨げとなってはならない。

(ｲ) 自動制動装置の通常作動が着陸滑走制御装置に悪影響を及ぼさないこと。ま

た、手動制動への切替は、ブレーキペダルへの過度の操作力を要するものでな

く、着陸滑走制御装置に悪影響を及ぼさないこと。また、自動制動装置は、意

図せず作動解除され易いものではないこと。

(ｳ) 作動解除及び故障は明確に表示されること。

(ｴ) いかなる故障が発生した場合でも、いずれの操縦士の手動制動操作も妨げな

いこと。

イ 自動制動装置のモードごとに、航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第３

項に規定する技術基準と整合する方法で、乾燥及び湿潤滑走路面での着陸距離を

求め、性能情報として飛行規定に記載すること。

(8) 操縦室の情報、表示及び警報

操縦室に要求される情報、表示及び警報に係る要件は次のとおり。

操縦系統、表示及び警報は、危険を引き起こす可能性のある航空機乗組員のエラ

ーを最小化するよう設計されなければならない。モード及び装置の故障は航空機乗

組員に要求される役割と手順に整合した方法で表示されること。表示は論理的に一

貫性を持って分類され、通常想定される全ての明るさ（照明状態）において視認可

能でなければならない。

ア 操縦室の情報

基本的な状況や指示に係る要件は以下のとおり。

手動制御による進入、着陸及び着陸滑走経路において、主飛行表示器（ＰＦＤ



）は、ヘッドアップであるかヘッドダウンであるかによらず、適切に訓練された

操縦士が進入経路を維持することができ、定められた制限値内で、滑走路に正対

する方向に機種を向け、フレア及び着陸を行い、また、他の操縦室の表示を過度

に参照することのなく着陸復行を実施することができるよう十分な情報が与えら

れること。上記の情報及び装置の設計上追加された必要情報を用いて、航空機乗

組員が着陸及び着陸滑走の実施状況と安全を監視できるよう、操縦室に十分な情

報が与えられること。

飛行性能の監視を行う機能の要件は少なくとも以下を含むこと。

(ｱ) 進入、着陸及び着陸滑走のための明瞭な経路表示（例：ＩＬＳ／ＭＬＳ／Ｇ

ＬＳ進入識別符号／周波数及び選択された誘導ソース）

(ｲ) 経路に対する航空機の位置を示す表示（例：ローカライザー、グライドパス

その他同等の状況情報）

イ 表示

実際に作動しているモード及び作動選択されたモードは継続的かつ明瞭に表示

されなければならない。更にモードが自動で切り替わる場合（例：ローカライザ

ー及びグライドパスの捕捉）、航空機乗組員の操作又は装置により自動的に、モ

ードが作動準備となったとき、明瞭に表示されなければならない（例：着陸前テ

ストにおけるLAND3）。

ウ 警告

警告に対する要件は、航空機乗組員に対して必要となる警報、注意喚起やアド

バイザリー情報を定めるものである。

(ｱ) 警報

系統の不安全な運用状態を航空機乗組員に警報し、適切な修正措置をとらせ

るために警報装置を備えていなければならないことが航空機の安全性の確保に

関する訓令第６条第３項に規定する技術基準に定められている。修正措置が直

ちに必要な場合に警報が表示されなければならない。解析に当たっては航空機

乗組員に警報を伝える方法、必要な修正動作、及び不具合を検出する能力につ

いて考慮しなければならない。

警報は遅滞なく与えられ、操縦室の他の警報から明瞭に区別でき、航空機乗

組員が直ちにとるべき修正動作を誤認しない表示でなければならない。音声警

報は、周囲雑音が最悪の条件下であっても、いずれの航空機乗組員に対しても

聞こえるものであるが、必要な修正動作又は迅速な航空機乗組員間の連携を阻

害するほどの大音量かつ過剰なものであってはならない。照明や文字による視

覚警報は明確に区別でき、いずれの操縦士の主要な視界内に明瞭に配置されな

ければならない。

最終進入開始後（通常１０００フィートＨＡＴ以前）、フェールパッシブ又

はフェールオペレーショナル装置の機能喪失は、表示されること。手動操縦時

にフェールパッシブ装置が有効な誘導を与えない場合は、明確かつ誤認するこ

とのない警報がいずれの操縦士に対しても与えられ、誘導は取り除かれること

。誘導が取り除かれるだけでは不十分である。表示は直ちに明瞭に判別できる



位置に配置され、かつ、操縦を担当する操縦士の妨げとなったり、前方視界を

低下させるものではないこと。

(ｲ) 注意喚起

直ちに航空機乗組員に認識される必要があり、適切なタイミングで修正操作

が必要となる可能性がある場合には注意喚起が必要である。進入の継続又は復

行の判断に影響を与える装置の故障を航空機乗組員に知らせる手段を設定する

こと。

① 最終進入開始（通常１０００フィートＨＡＴ以前）後、フェールパッシブ

着陸装置又は着陸及び着陸滑走装置は、安全な航行又は着陸若しくは進入の

継続に必要な機能に悪影響を与えるいかなる故障や状況が発生した場合、航

空機乗組員に対して警報を発すること。

② 最終進入開始（通常１０００フィートＨＡＴ以前）後、フェールパッシブ

指示誘導装置（例：ＨＵＤ）は安全な航行、又は着陸若しくは進入の継続に

必要な機能に悪影響を与えるいかなる故障や状況が発生した場合、航空機乗

組員に対して明確かつ誤認することのない警報を発すること。

③ 最終進入開始（通常１０００フィートＨＡＴ以前）後、耐空性を検証する

警戒高以上においては、フェールオペレーショナル着陸装置又は着陸及び着

陸滑走装置（フェールオペレーショナル及びフェールパッシブ着陸滑走の両

方）は以下の警報を航空機乗組員に対し発すること。

a 安全な航行又は着陸若しくは進入の継続に必要な機能に影響を与えるいか

なる故障や状況

b フェールオペレーショナルからフェールパッシブ着陸装置に機能が低下す

るいかなる故障

④ 警戒高以下から着陸滑走までの間、フェールオペレーショナル着陸装置に

おいては、フェールオペレーショナルからフェールパッシブ着陸装置に機能

を低下させる故障に対する警報は発しないこと。

⑤ 逸脱警報

経路からの逸脱は主飛行計器により航空機乗組員が監視することとされて

おり、過度の逸脱を自動的に警報する装置は必要とされない。

(ｳ) アドバイザリー

適用される警戒高または決心高に航空機が到達した際には航空機乗組員に伝

える方法を有すること。

(ｴ) 装置状態の表示

出発前に運航者及び航空機乗組員に対し、また出発後は航空機乗組員に対し

、行おうとしているカテゴリーⅢ航行の実施に必要な航空機要素の能力を判断

できる手段が与えられること。エンルートにおいては、行おうとしているカテ

ゴリーⅢ航行に必要な機能に悪影響を与える各装置の故障は、航空機乗組員に

対してアドバイザリーとして与えられること。

航空機乗組員の特定の着陸最低気象状態を用いる判断に悪影響を及ぼす着陸

装置の機能に関連する故障（例：目的地又は代替空港に向かう判断への悪影響



）を、航空機乗組員に認識させる手段が与えられること。

進入に関する複数の着陸装置の能力が装備される場合（ＭＭＲ等）、選択さ

れなかった着陸装置に関連する装備品における故障の表示（ＩＬＳ進入中のＭ

ＬＳ又はＧＬＳ受信装置の故障等）は、進入中、システムの状態を表示するも

のとして航空機乗組員に与えられること。ただし、こうした故障又は使用不能

な状態が使用している装置に関連しない場合、注意又は警報を発出しないこと

。

装置状態の表示は承認されているカテゴリーとは異なる記載で特定されるこ

と（LAND3又はDUALのような表示等）。航行許可基準の変更に伴って定義が変

更される装置状態の表示若しくは形態の状態の表示又は運航乗務員、運航者、

運航、滑走路若しくは航空機が、特定の最低気象状態又は航行への対応できる

か否かついて、あいまいで誤解を生じる装置状態の表示若しくは形態の状態の

表示は、通常使用されるべきではない（ＣＡＴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのような名称は用

いない等）。

(9) 統合型着陸システム

国際協定により、計器進入の実施を援助する許容可能な手段として、多くの着陸

システムを認めている。統合型着陸システム（ＩＬＳ、ＭＬＳ及びＧＬＳ等）を使

用して、進入及び着陸航行を実施する能力を持つ機上装置に関する固有の要件につ

いては、以下のとおり。

ア 一般

操縦室において用いられる進入手順は、可能な限り、使用される航法源に関わ

らず、同一であること。意図した航行援助施設が正しく選択されたことを確認す

る手段が与えられること（例：選択されたＩＬＳ施設の表示）。

イ 表示

マルチモード着陸システムを使用する際の操縦室内表示に適用される基準は以

下のとおり。

(ｱ) ＰＦＤは、選択された着陸システムに関する偏位データを表示すること。

(ｲ) 許容可能な偏位データの喪失が、表示器上に表示されること。全ての航法源

に共通して、各軸に対し単一の故障表示が許容される。

ウ 表示

マルチモード進入システムを使用している時の操縦室内の表示に適用される基

準は以下のとおり。

(ｱ) 進入用に選択された航法源（例：ＩＬＳ、ＭＬＳ、ＧＬＳ、ＦＭＳ）は、各

操縦士の主な視界内に明確に表示されること。

(ｲ) 進入を指定するデータ（ＩＬＳ周波数、ＭＬＳチャネル、ＧＬＳ進入識別符

号等）は、各操縦士に容易に利用でき視認できる位置に明確に表示されること

。

(ｳ) ＩＬＳ、ＭＬＳ及びＧＬＳ航行においては、モードの選択（ＡＲＭ）と作動

（ＡＣＴＩＶＥ）表示(ＬＯＣ及びＧＳ等)の共通の組み合わせが好ましい。

(ｴ) 航空機乗組員が、選択されている航法受信機の機能に加えて、選択されてい



ない航法受信機の機能の故障を判定するための手段を提供すること。装備品の

故障を考察する際、故障表示は、航法の情報源と整合しない誤誘導を起こすこ

とのないこと。例えば、選択されている航法ソースがＭＬＳであり、故障は実

際にＭＬＳ受信機に影響しているにも関わらず、「ILS FAIL」が表示されるこ

とは許容されない。

エ 警告

航行においては、離陸、エンルートでの目的地変更、及び着陸のため代替空港

が必要である。このような代替空港は、異なる着陸システムを有する可能性があ

る。航行は、１つ又は複数の着陸システムの使用に基づいて計画され、許可され

、実行される。

(ｱ) マルチモード進入着陸システムの各機上装置の能力は、航空機乗組員が飛行

機を出発することを支援するために利用できること。

(ｲ) マルチモード進入着陸システム（例：ＩＳＬ、ＭＬ、ＧＬＳ）のうち、選択

されていない着陸モードの各機上装置の故障は、次の進入及び着陸において、

当該モードを使用できないか、使用できない見込みであることを航空機乗組員

が判断するため、アドバイザリーとして航空機乗組員に表示されること。

(ｳ) 進入におけるマルチモード着陸システムの作動中の機能に係る故障が発生し

た場合、適切な警告、注意又はアドバイザリーが発出されること。 マルチモ

ード進入着陸システムうち、選択されていない機能の故障の表示は、航空機乗

組員に対してアドバイザリーとして与えられ、警報又は注意喚起を発しないこ

と。

(ｴ) 当該アドバイザリーは、離陸、警戒高未満その他警報装置及び航空機型式の

操縦室設計理念において必要又は適当と判断されたタイミングにおいては、表

示させなくてもよい。

２ 着陸及び着陸滑走装置の評価

航空機に装備される関連装置が１に規定する耐空性の要件に適合していることを実

証するために評価を実施すること。本評価には、着陸及び着陸滑走装置の性能要件の

実証並びに完全性及び利用可能性の要件を実証するための安全性評価を含んでいるこ

と。発動機の故障及び安全性評価によって特定されたその他の故障状態は、模擬飛行

装置又は必要に応じて飛行試験により実証されること。

申請者は、次の内容を記述した適合性証明計画を提出すること。

ア 本別紙の要件に適合していることを示すために提案される手段。特に、本別紙

に記載された方法と著しく異なる場合について重点を置いて記載すること。

イ 進入システムの地上設備等、航空機以外のシステムの要素が、性能、完全性及

び利用可能性の観点から、機上装置とどのように関係するか。

ウ 航空機以外のシステムの要素の性能、完全性及び利用可能性の要件が、どのよ

うに保証されるかについての想定。

エ 本別紙に規定されている基準及び要件を超える、付加的な基準や要件が必要か

どうかを、防衛大臣が判断できるようなシステム概念及び運航上の方針。



(1) 性能評価

航空機とその装置の性能は、試験飛行又は飛行試験により支援された解析及び模

擬試験により実証しなければならない。飛行試験は実際に予想される状態を適切に

代表する状況の下で、十分な回数の通常進入と非通常進入を含み、航空機の動きに

影響を与えるパラメータ(例：風速、速度、ＩＬＳ特性、航空機の形態、重量、重

心、非通常の事象) を対象とすること。

性能評価は着陸及び着陸滑走装置が本別紙１(1)から１(3)の性能要件に適合する

ことを確認しなければならない。試験には、航空機が米国連邦航空局文書ＡＣ１２

０－２８Ｄの附属書４及びその改訂版又は防衛大臣が適当と認める風モデルに遭遇

した場合の航空機の動きに影響を与えるパラメータ（例：航空機の形態、重量、重

心、非通常操作の事象)並びに着陸及び着陸滑走装置に使用されるセンサーによっ

て決定される飛行経路の変化を含むこと。飛行試験は予想される実際の状況を適切

に代表する状況の下で、十分な回数の通常進入と非通常進入を含まなければならな

い。

証明の基準となる参照速度を定めること。幕僚長等は特に防衛大臣と幕僚長等が

同意した場合を除き、参照速度の－5ノットから＋10ノットの範囲で性能を満足す

ることを実証すること。証明の基準となる参照速度は、風及びその他の環境条件を

含み、通常の着陸で使用される速度と同一のものであること。

申請者は着陸及び着陸滑走装置が、着陸滑走への移行中に、航空機乗組員に対し

て不適切な反応を生じるような誘導及び操縦特性を呈しないことを実証しなければ

ならない(前輪接地、スポイラ展開、逆噴射の開始)。

誘導による手動操縦のための着陸装置は、自動着陸装置と同様の接地範囲、降下

率、姿勢の要件を満足すること。着陸及び着陸滑走装置は、外部目視情報を考慮し

ない場合を除き、経路の追従や接地性能を評価する際に外部目視情報の使用の有無

によらず基準に適合することを実証すること。耐空性の評価は、通常及び非通常航

行においても、誘導と外部目視情報の組み合わせにより、作業実施能力の低下、航

空機乗組員の過度な操作や作業負担を必要としないか判定するものである。

耐空性の実証のため、誘導の喪失に対処する航行概念として、安全に航行を継続

するために航空機乗組員が適切な外部目視情報を利用することを仮定してもよい。

耐空性実証の一部として誘導の喪失がシステムに悪影響を及ぼさないことを示すこ

と。誘導による手動の着陸滑走に用いられる着陸滑走装置は、故障が生じた後に操

縦士の許容可能なレベルの作業負荷と操作により、安全な着陸滑走が行えることを

実証すること。外部目視情報の有無に応じ、航空機乗組員の作業負荷と操作は、米

国連邦航空局文書ＡＣ２５－７Ａ及びその改訂版又はその他同等の方法を用いて評

価できる。着陸滑走誘導は、外部視界情報なしで航空機乗組員が誘導のみを使用し

て水平方向の経路追従を適切に行えることを実証しなければならない。また、着陸

滑走誘導は、外部視界情報が存在する場合において、通常及び非通常の航行状態に

おいても、誘導と外部目視情報の組み合わせに整合が図られており、受け入れられ

ない航空機乗組員の能力の低下、過度な操作や作業負担を要することがないことを

実証しなければならない。



着陸及び着陸滑走の誘導により手動操作する低視程システムの評価において、申

請者によって提供される一連の操縦士は、関連する多様な経験を有していなければ

ならない (例：ＨＵＤの経験の有無、機長と副操縦士の経験、型式の経験)。一般

的に被験者の操縦士は試験を無効にするような特別な経験を有していてはならない

(ＨＵＤの故障に対応する訓練、通常の航空機乗組員が日常業務で経験することが

想定されない経験等)。

故障は、一般的に、被験者又は評価する側の操縦士とって、突然でかつ予測でき

ないものである。新しい型式の航空機又は新しいＨＵＤを装備した場合、誘導によ

り手動操縦するための着陸及び着陸滑走装置の初期証明は、少なくとも１０００回

の模擬着陸及び少なくとも１００回の実機による着陸が必要である。これらの装置

の評価において、個々の操縦士の能力は、本別紙の１(3)エに示す能力に影響を与

える変数として考えられる。上記の通り、飛行試験及び模擬試験を担当する被験者

の操縦士は多種多様な経験と経歴を持つべきである。被験者の操縦士は適切な資格

を持ち、適用される場合、実航行で装置を使用する操縦士に求められるものと同等

な方法で着陸装置の訓練を受講していること。データ収集の試験においては、多数

の連続した進入（例：１０回の進入後に、被験者の操縦士は適切な休憩が与えられ

ること。）

ア 高高度での自動着陸装置の実証

飛行試験結果と有効な模擬試験の組合せによる高高度における自動着陸装置の

性能を実証する方法を以下に示す。

当該方法を用いて自動着陸装置の性能が満足することが示された空港の標高は

、飛行規定に記載することができる。飛行試験による実証は主要なデータとして

考慮され、有効な模擬試験から得られたデータは当該データを補完することがで

きる。

当該方法による、飛行規定に記載する標高値の実証のための飛行試験で実施さ

れる高度又は標高を、図１及び表１に示す。



図１ 飛行試験及び妥当な模擬飛行による飛行規定に記載する高度

表１ 飛行規定に記載する高度（ＭＳＬ）

飛行実証高度 飛行規定に記載される空港高度

１０００フィートＭＳＬ ６０００フィートＭＳＬ

２０００フィートＭＳＬ ６５００フィートＭＳＬ

３０００フィートＭＳＬ ７０００フィートＭＳＬ

５０００フィートＭＳＬ ８０００フィートＭＳＬ

７０００フィートＭＳＬ ９０００フィートＭＳＬ

９０００フィートＭＳＬ １００００フィートＭＳＬ

１００００フィートＭＳＬ １１０００フィートＭＳＬ

例えば、幕僚長等が飛行規定に標高値８０００フィートを記載する場合、８０

００フィートでの飛行試験による実証か又は、５００フィート以上の飛行試験と

８０００フィートの模擬試験による実証を行う。１１０００フィート以上は模擬

試験による実証は出来ないことを示している。いずれの場合においても空港の標

高より小さい密度高度にならないよう、飛行試験の大気温度と大気圧は国際標準

大気より有利な値を用いてはならない。飛行試験の密度高度の値が空港の標高未

満である場合は、密度高度の値が有効な飛行試験の実証された高度として使用で

き、これは飛行規定の最大高度を下げることとなる。

飛行試験に基づく模擬試験により高高度の受け入れ可能な自動着陸の性能の実

証を保証するために十分な量の飛行試験データが必要となる。飛行試験データは

図１で示される飛行試験実証高度において概ね１０～１５回の着陸により取得す

ること。試験を行う航空機には以下の項目を測定し記録する装置を搭載すること



。

(ｱ) ディファレンシャルＧＰＳ受信機、レーザー光学追跡装置及び較正されたカ

メラその他同等な方法を用いることにより、適切な精度を有する方法による航

空機の軌跡

(ｲ) 適切な単位及び座標系で示された接地垂直速度及び滑走路接地点

(ｳ) グライドスロープ及びローカライザー信号からの偏位

(ｴ) 関連する発動機や操縦系統の情報等を含む、必要な航空機の状態を示す各パ

ラメータ

(ｵ) 関連する自動操縦装置、自動出力制御装置又は必要に応じてＨＵＤ誘導装置

のパラメータや性能

(ｶ) 各進入時における温度、大気圧（ＱＮＨ）、平均風速及び風向を含む空港の

大気状態

模擬試験は、定量的な飛行試験測定結果と模擬データを比較することにより評

価される。飛行試験実証高度において進入、フレア、接地、着陸滑走及び着陸復

行における航空機と各装置の性能の履歴は、対応する模擬結果と比較すること。

飛行試験データと模擬試験データとの比較により、対応する高度において両者が

一致していることを示すこと。

飛行規定の選択された高度における許容可能な自動着陸性能は、図１で示され

た飛行試験データの推定範囲内であれば、有効な模擬試験の結果に基づくことが

できる。選択した飛行規定の高度以下の高度と大気状態の範囲内における自動着

陸性能を保証するために、模擬試験は少なくとも以下の大気状態の変動を含むこ

と。性能がいかなる限界値付近においても不安全とならないよう感度解析を行う

こと。

防衛大臣が特に認めた場合を除き、以下の状態における模擬試験を含むこと。

(ｱ) 温度範囲は国際標準大気（ＩＳＡ）の値はＩＳＡ＋４０℃まで

(ｲ) 大気圧の範囲はＩＳＡの値から、ＩＳＡ－５０ｈＰａまで

(ｳ) 平均風速の変動

① 少なくとも向かい風２５ノットまで

② なくとも横風１５ノットまで

③ 少なくとも追い風１０ノットまで

イ 操縦士が介在する装置の模擬試験装置の評価

カテゴリーⅢ航行のための操縦士が介在する証明過程においては、忠実で工学

的に品質の高い模擬試験装置の使用が必要である。模擬試験に使用する装置は、

幕僚長等が適切と認める基準を満足していること。

ウ 自動装置の実証のための模擬試験装置

カテゴリーⅢ航行のための自動装置(自動着陸装置、自動着陸及び着陸滑走装

置等)の評価のためのシステムの証明手順は、通常、忠実で高速な模擬試験装置

が必要である。

耐空性の証明のために、模擬試験装置は、個々の状況に応じて、少なくとも以



下の事項について適切性を確認しなければならない。

(ｱ) 着陸装置の評価に関する模擬試験の忠実性

(ｲ) 安定性の導関数、運動の仮定の数式並びに関連する地面効果及び使用される

空中と地面の動力学モデル

(ｳ) 使用する空力性能及び操縦特性データ源の適切性

(ｴ) 乱気流の入力の方法及び忠実性

(ｵ) 適切な高度及び大気温度効果の組み込みを含む、環境モデル及び運動方程式

への入力方法

(ｶ) 悪天候のモデル(例：乱気流、風の勾配、風のモデル)

(ｷ) 不規則な地形を表すモデルの適切性

着陸滑走特性の評価に必要とされるならば、少なくとも地面効果、発動機の効

果、接地の動力学、再上昇の防止及び降着装置のモデルのための空力モデルの

忠実性が必要である。模擬試験装置の忠実性は飛行試験から得られた時間履歴

の適合することにより実証できる。模擬試験装置及びそのテータ自身を評価す

るために用いられるデータ自体は、型式証明のデータパッケージの一部として

含まれる。

エ 飛行試験性能の実証

飛行試験性能の実証の一部は、模擬試験結果を確認することによって行うこと

。模擬試験結果と飛行試験の相関を確認するために、必要な飛行試験結果を記録

するために特別な計器を装備した試験機が使用される。飛行試験データ、モンテ

カルロシミュレーション結果及び故障実証模擬試験結果の比較を示すこと。

主要な性能のパラメータは、該当する場合は、意図した飛行経路に対する垂直

方向及び水平方向の追従(ローカライザー誤差、グライドスロープ誤差、着陸滑

走中の滑走路中心線からの水平方向の変位量)、進入中の地表又は滑走路からの

高度及び高さ、垂直方向の対気速度及び電波高度計による降下率、対気速度及び

対地速度、縦方向及び横方向の接地点が含まれる。

適切なサンプリングの割合及び尺度を有する測定器を用いて以下の関連パラメ

ータを(適切な場合は時間の関数として)記録すること：エアデータパラメータ（

対気速度、迎角、温度等)、航空機位置、姿勢、機種方位、経路、速度及び速度

誤差(対地速度、速度誤差例)、関連する加速度、操縦士の操縦入力及びこれに対

応した操舵面の位置、指示情報(フライトディレクター)、接地時の降下率(構造

制限荷重を確認するため)、接地時のドリフト角(ギア/タイヤ荷重を確認するた

め)、適用されるモード及びモード移行情報(フレア、自動出力調整、着陸滑走装

置の作動)、航空機から計測された風、滑走路への異常な接地を判定する方法(翼

、ナセル又は尾部スキッドの接地)、及び報告された進入着陸時の地表の風及び

滑走路近傍の乱気流。実証飛行試験中に得られたデータは模擬試験の適切性の評

価に用いること。特に防衛大臣が認めた場合を除き、飛行試験プログラムの目的

は、模擬による統計的な性能解析に用いられる、定常状態の風速制限値の１００

％(例：通常少なくとも向かい風２５ノット、横風１５ノット、追い風１０ノッ

ト)まで各系統の性能の実証をすることである。飛行試験中に目標とする定常状



態の風速制限値の８０％以上で少なくとも４回の着陸が実施され、１００％定常

状態の風速制限値を達成するために最善の努力が行われた場合、模擬試験は有効

であるとみなすことができる。

飛行規定に記載される風速制限値の近傍でも、十分に機能する着陸装置である

ことが証明されなければならない。

(2) 安全性解析

本別紙にて定める安全に関する基準に加えて、着陸及び着陸滑走装置について、

装置単体及びその他の機上装置との関連において、航空機の安全性の確保に関する

訓令第６条第３項に規定する技術基準の要件を満足していることの安全性解析を実

施しなければならない。

自動着陸及び着陸滑走装置又は誘導として指示情報を用いた手動着陸及び着陸滑

走装置の安全性レベルは、外部目視情報と飛行計器の組み合わせにより操縦士が行

う通常の手動着陸の安全水準を下回ってはならない。したがって、性能及び故障要

件への適合性を示す際に、性能や故障の影響を受ける確率が、着陸及び着陸滑走装

置を利用した着陸の割合から求めてはならない。また、航空機の装置の性能及び故

障要件への適合性を示す際に、性能や故障の影響を受ける確率を、着陸及び着陸滑

走装置を利用した低視程条件における着陸の割合から求めてはならない。航行援助

施設の故障の影響は国際民間航空機関及び関連する国の基準を考慮すること。

安全性解析の結果に係る文書には次の情報を含むこと。

ア フォルトツリー解析の結果、実証された適合性及び重要な機能不安全要素の発

生確率要件の概要

イ 安全性解析において考慮された「航空機乗組員の操作の軽減」に関する情報

当該情報は、該当する場合、適切に軽減するための操作を列記し、これらの試

験中に実施された検証と一致したものであること。軽減操作が特定された場合、

軽減操作は必要に応じて以下の事項を作成する際の参考となる形式で記載するこ

と。

(ｱ) 飛行規定の関連規定

(ｲ) 航空機乗組員運用規程（ＦＣＯＭ）又は同等の規程

(ｳ) 操縦士の資格要件（訓練要件、ＦＳＢ規程等）

(ｴ) 運航者又は航空機乗組員が安全に装置を使用するために必要な他の参考資料

ウ 安全性に必要な整備規定を準備するための情報

(ｱ) 型式証明又は耐空証明上の要件に合致することを示す為に設計上要求される

点検項目（ＣＭＲ）

(ｲ) 定期点検

(ｳ) 必要によりその他の点検（航空機の安全性の確保に関する訓令第６条及び第

２０条に関する確認）

エ 必要な場合は、制限事項に適用される情報

オ 飛行計画又は出発基準若しくは進入開始前又は進入中の操縦士によるモード選

択のためのチェックリストの設定に必要な着陸装置の使用に必要な系統、モード

、又は装置に係る情報



カ 非通常手順の設定に必要な情報

３ 機上装置の要件

この３は、航行を行うための特定の機上装置の基準を示す。本基準は、航行、進入

システム、機上装置の考察及び本別紙に規定される一般的な航行概念から設定される

。

(1) 自動操縦装置

自動操縦装置に係る要件は次のとおり。

ア １０００フィートＨＡＴ未満において最終進入経路が設定された場合、自動着

陸復行を開始する場合を除き、自動操縦装置により飛行する航空機の飛行経路は

変更可能でないこと。

イ 許容されない飛行経路の乱れを生じる著しいトリム逸脱状態に航空機乗組員が

直面することなく、いつでも自動着陸装置を解除可能であること。

ウ 操縦桿、操縦輪又は操縦スティックに適切な力を与えることにより、いずれの

操縦士も自動着陸装置を解除可能であること。当該力は意図せず解除されること

のないように十分大きく、かつ、片手で操作できる程度に低いこと（ただし、航

空機の安全性の確保に関する訓令第６条第３項に規定する技術基準に基づき規定

される値以上であること。）。

エ 故障又は意図しない自動操縦の解除後、又は自動着陸モード喪失後、航空機乗

組員が直ちに手動操縦を行う必要がある場合、視覚警告及び音声警報が与えらな

ければならない。当該警報は遅滞無く、操縦室内の他の警報と区別できるように

発しなければならない。自動操縦が操縦士によって切り離された場合でも、いず

れの航空機乗組員にも聞き取れ、認識できるよう十分な間、警報を発しなければ

ならない。警報は自動操縦の緊急解除コントロールによっていずれかの航空機乗

組員が停止するまで、又は他の受け入れられる方法によって止められるまで継続

すること。本要件のため、自動操縦の緊急解除コントロールは各操縦輪または操

スティックに装備しなければならない。

(2) 自動出力制御装置

自動出力制御装置に係る要件は以下の通り。

ア 以下に示される場合を除き、接地するまでの間の自動出力制御機能が自動着陸

装置に含まれなければならない。

(ｱ) 当該装置の使用が意図され、実証される代表状態において、過度の作業負荷

なく航空機の速度が手動で制御できること。

(ｲ) 出力の手動制御により、通常の自動操縦の運用及び適用される非通常の航行

(発動機の故障、統合型システムの場合のＨＵＤを利用した手動操縦からの移

行)のいずれにおいても接地性能の限界要件が達成されること。)

イ 自動出力制御装置は、本別紙２(1)の着陸及び着陸滑走装置の要件を考慮して

、安全に運用できなければならない。加えて、当該装置は以下の要件を満足する

こと。

(ｱ) 航空機の速度を許容できる範囲内に維持できる出力の調整



注：進入速度は手動または自動で選択される。もし自動で選択される場合、いず

れの航空機乗組員も航空機が適切な速度で飛行していることを確認できること

。

(ｲ) 該当する発動機及び機体製造者が推奨する値と整合する出力を設定すること

。

(ｳ) 航空機乗組員が通常想定する方法により、速度誤差の修正その他の特殊な状

態又は環境(フレアの抑制、着陸復行のための出力増加、風勾配への対応等)を

考慮して出力や出力制御装置の調節を行うこと。

(ｴ) 最大制限値、最小制限値その他の特別な状態(例：防氷、進入アイドル)に必

要とされる全ての制限値を考慮すること。

ウ 作動している自動出力制御装置を表示すること。

エ 自動出力装置の故障について適切な警報を発すること。

オ いずれの航空機乗組員も過度の操作力を加えることなく、自動出力（装備され

ている場合）をオーバーライドできること。

カ スロットルレバーから手を離すことなく操作できるよう、スロットルレバー又

はその近傍に自動出力の解除スイッチを設けること。

キ 動出力の故障、自動出力を解除できない故障、意図しない自動出力の解除、又

は選択した自動出力モードが意図せず喪失した場合、適切で明瞭かつ措置が必要

であることを明確に伝えるアドバイザリー又は表示が与えられること。

(3) ヘッドアップガイダンス

ヘッドアップガイダンスに係る要件は次のとおり。

ア ヘッドアップガイダンス着陸装置が低視程における進入及び着陸並びに着陸滑

走（該当する場合）における「操縦士が介在する手動操縦」に使用される場合、

ＨＵＤは航空機乗組員が規定内で進入経路を維持し、航空機を滑走路へ正対させ

、フレアし、着陸するための誘導として十分な指示情報を与えること。ＨＵＤは

、他の操縦室表示器を参照することなく航空機乗組員が着陸復行を開始できる十

分な情報を提供すること。

イ ヘッドアップガイダンスは要求される性能を発揮するため航空機乗組員の特別

な技量を必要としないこと。

ウ ＨＵＤの使用に伴う作業負荷は、航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第

３項に規定する技術基準を考慮して適合性を示すこと。

エ 航空機の安全性の確保に関する訓令第６条第３項に規定する技術基準に適合す

るため、いかなるＨＵＤの装備、又はＨＵＤの表示は、操縦室窓を通じた、各航

空機乗組員の外部の視界又は視野を妨げたり、低下させてはならない。本規定へ

の適合性を示す際には、ＨＵＤ及び操縦室窓を通して見える外部の視認性に悪影

響を与えるような、ＨＵＤのディスプレイの明るさに影響を与える、変化する周

囲の照明状態及び極端な周囲の照明状態を考慮すること。また、ＨＵＤ画像出力

器周辺においても操縦室窓を通じた外部の視界が適切であること（例：ＨＵＤ画

像出力器が著しく航空機乗組員の視界を妨げないこと。）。

オ ヘッドアップガイダンスは、故障後、故障したヘッドアップガイダンスの検知



及び使用中止するまでの間、操縦士が不具合情報に従うことによる飛行経路の逸

脱が著しくない場合、フェールパッシブとして扱われる場合がある。

カ ＨＵＤ、飛行誘導装置及び自動操縦装置の作動モードは、他の場所に表示する

ことで代替できる場合を除き、ＨＵＤ内に明確に表示されること。

キ 「操縦士が介在する手動操縦」着陸及び着陸滑走装置が単一のＨＵＤ形態で使

用するよう設計される場合、ＨＵＤは機長側に装備されること。

ク 防衛大臣が認めた場合を除き、ＨＵＤ２台装備する形態の場合、ＰＦが進入の

間、ＨＵＤを使用する操縦士とする概念に基づくこと。ＰＮＦは、その他適切な

操縦室の指示を監視すること（「ヘッドダウン」によるＰＦＤ、航法指示計器、

推力又はエンジンのパラメータ、ＨＵＤ以外に与えられた表示及び警報）。「ヘ

ッドダウン」状態でパラメータを確認することはＰＮＦの責任であるが、ＰＮＦ

用ＨＵＤを格納する必要はなく、期待されていない。本規定は、ＰＮＦがＨＵＤ

を参照すること、特に外部目視情報を参照する場合、ＨＵＤの情報と外部目視情

報を組合せて活用することを禁ずるものではない。

ケ 最終進入上で、ＨＵＤ誘導による操縦士が介在する手動操縦を確立する前に、

自動操縦装置が航空機の飛行経路の制御に使用される場合（最終進入経路を捕捉

して追従するために、自動操縦装置を使用する）、ＨＵＤの証明、自動操縦装置

の証明又はその両方の証明において、自動操縦から手動操縦への移行について評

価すること。

コ ＨＵＤ誘導を使用した自動操縦から手動操縦への移行は、航空機乗組員の特別

な技量、注意力、力又は過度の作業負荷を必要としないこと。

サ 着陸復行の間のいかなる時点でＨＵＤの故障が発生した場合であっても、航空

機乗組員は問題なくヘッドダウンディスプレ（以下「ＨＤＤ」という。）又は計

器を使用した飛行移行できること。

シ カテゴリーⅢ航行への使用を意図したＨＵＤの実証（自動着陸装置の監視等）

並びに特にカテゴリーⅢ進入及び着陸に関する「操縦士が介在する手動操縦」の

ために意図されるＨＵＤに対する証明において、以下の条件において着陸及び着

陸復行を実証すること。

(ｱ) 外部目視情報が、５０フィートＨＡＴ以下から接地まで利用可能な場合

(ｲ) 外部目視情報は、５０フィートＨＡＴ以下のいかなる時点においても利用可

能ではなく、かつ着陸滑走装置が該当する場合、着陸滑走においても利用不可

能な場合。

(ｳ) 外部目視情報、ＨＵＤ及び計器情報が一致しない場合。

ス 着陸滑走誘導がＨＵＤ上に表示される場合、ＨＵＤに表示される情報は、航空

機が定められた制限の範囲内に接地の後、航空機乗組員が航空機を滑走路に沿っ

て安全に操縦するために十分であること。

セ 誘導機能を備えた手動制御を行うフェールパッシブ着陸滑走装置機能が接地後

に喪失した場合、適切な視覚の警報及び指令誘導が取り除かれることにより示さ

れること。

ソ 滑走路中心線への追従に関する情報として水平偏位のみを表示する着陸滑走装



置は、一般的に、適切な航空機の制御又は偏位からの回復に対する適切な情報を

提供するとはみなされない。従って、当該表示器は一般的に過度の作業負荷があ

り、過度の航空機乗組員の作業が必要となるものとして扱われる。また、指示情

報の代わりに状況情報のみを表示するものは効果があるものとは証明されない。

こうした装備が提案された場合、設計概念の評価において問題ないことが示され

なければならない。

(4) 統合型ＨＵＤ及び自動着陸装置

特定の耐空性及び航行の要件を設定されるまでの間、防衛大臣が適当と認める方

法で実証しなければならない。

ア 統合型ＨＵＤ及び自動着陸装置をフェールオペレーショナルと同等とみなす考

え方

フェールパッシブ基準に適合する自動着陸システムと同一の基準に適合するＨ

ＵＤが組合せただけでは、必ずしもフェールオペレーショナルとは認められない

。当該システムは、以下に掲げられる要件を満たす場合に、フェールオペレーシ

ョナル装置と認められることがある。

(ｱ) 装置の各構成品単体でフェールパッシブ装置に必要な各要件に適合すること

。

(ｲ) 手動の飛行誘導装置が予備又は復帰モードとして備えられているものの、自

動着陸装置が操縦の主たる手段であること。

(ｳ) 自動着陸滑走能力を備えていない統合型装置においては、手動の着陸滑走誘

導能力が装備されること。当該手動の着陸滑走能力はフェールパッシブ自動着

陸滑走装置と最低限同等の性能及び信頼性を有することを証明すること。

(ｴ) 自動モードと手動モード間の移行については、極端な技量、訓練及び習熟を

必要としないこと。

(ｵ) 接地時又は接地直後に操縦士の手動操縦が必要とされる装置の場合、接地前

の自動操縦から接地後の統合型装置（ＨＵＤ等）への移行の安全性及び信頼性

を証明すること。

(ｶ) 警戒高未満において１式の統合型システムが故障した場合について、仮に着

陸復行を開始することが航行手順では求められているとしても、航空機乗組員

が安全に着陸及び着陸滑走を実施できることを実証すること。

(ｷ) 適切な表示が、安全な航行を確実にするため航空機乗組員に与えられること

。

(ｸ) 装置において組合わされた要素は、航行を支援するために必要なフェールオ

ペレーショナルの基準に適合すること。

(ｹ) システム全体は、フェールオペレーショナル装置に必要な精度、利用可能性

及び完全性の要件に適合すること。個々の装備品は個々に信頼性を有すること

（十分に信頼できる自動操縦装置と信頼性のないＨＵＤの組合せは許容されな

い等）

イ 統合型装置の着陸復行の能力

５０フィートＨＡＴから接地するまで範囲における低高度着陸復行について、



統合型装置を構成する個々の構成要素の実証がなされること。統合型装置の実証

は次の条件について実施すること。

(ｱ) 外部目視情報がない場合

(ｲ) 外部目視情報がある場合

(ｳ) 外部目視情報が計器情報と一致しない場合（ローカライザーの中心線のずれ

）

ウ 合型装置における自動操縦から手動操縦への移行

定められた接地範囲内に着陸するため、安全な手動操縦への引継ぎができるこ

とを実証すること。実証においては、手動操縦への移行にかかる応答遅れの時間

差適切に考慮すること。統合型装置の実証は次の条件について実施すること。

(ｱ) 外部目視情報がない場合

(ｲ) 外部目視情報がある場合

(ｳ) 外部目視情報が計器情報と一致しない場合（例：ローカライザーの中心線の

ずれ）

エ 統合型装置を使用するＰＮＦ

ＰＮＦは、外部目視情報の利用可能性によらず、与えられた任務を実施し、航

空機乗組員の構成員の一人としての役割を果たし、かつ、ＰＦがわずかでも業務

不能な状態に至った場合は直ちに安全に対応するため、十分な情報を与えられる

こと。

(5) 衛星を利用した着陸装置

ＧＬＳの耐空性の証明は、全体の安全性が許容可能であることを保証するために

、航空機以外の着陸システムの要素（ＧＬＳのディファレンシャル送信機、擬似距

離、衛星配列、ウェイポイントデータ、参照座標系等）と機上装置を統合して全体

的な評価が必要である。

航空機の性能、完全性及び利用可能性と組み合わせた、地上要素及びデータベー

スの性能、完全性及び利用可能性は、カテゴリーⅢ航行に使用されるＩＬＳと同等

の性能、完全性及び利用可能性であるべきである。

ＧＮＳＳを利用する進入及び着陸装置の要件は以下のとおり。

(ｱ) 進入中、ＧＮＳＳの着陸装置が必要な性能、完全性を満たすことができなく

なった場合は、航空機乗組員はアドバイスされなければならない。これには必

要な性能、利用可能性及び完全性のための衛星配置の影響を含み、衛星の精度

劣化及び故障、補強情報の精度劣化及び故障の評価が含まれる。

(ｲ) ＧＮＳＳのシステム評価には、故障モード検知範囲及び監視及び警報時間の

十分性が含まれる。ＧＬＳの着陸及び地上滑走システムの性能、故障検知及び

表示は、防衛大臣が適当と認める場合を除き、国際民間航空条約の附属書又は

国で定める基準と一致していること。

(ｳ) 信号の受信に係る航空機操縦の影響については、必要な性能、利用可能性及

び完全性を維持するために必要である。該当するならば、信号の喪失及び再取

得並びに周辺地形の影響を考慮すること。

ア 航空機のデータベース



進入、着陸及び地上滑走を実施する場合、必要な飛行経路は、航空機にアップ

リンクされるか、飛行誘導及び又は制御装置への組み入れのため航空機データベ

ースに保存される場合がある。

参照飛行経路を定義することに使用するデータベースに含まれる情報が破損す

ることは危険であると見なされる。データベースの警告されない変更の結果起因

する故障は、極めて少ないでなければならない。

１００フィートＨＡＴ以下において自動着陸又は手動飛行誘導を支援する特定

の飛行経路に係る方式は、必要な飛行経路の重要な定義に関連するデータベース

の情報を修正できないこと。

イ ディファレンシャル補強

ディファレンシャル補強は、各衛星の擬似距離の差動補正を行うために特定の

場所におけるＧＮＳＳ受信機を使用する。ＧＮＳＳ受信機のネットワークは一般

的に空間信号の完全性の監視を提供する。地上補強施設が差動擬似距離補正又は

カテゴリーⅢ航行を支援する航空機に対するその他のデータを提供する場合、航

行の全体的な完全性が設定される。

地上施設の国際基準又は国の基準が作成されるまで、着陸装置における地上補

強施設の役割は、航空機系統の証明において検討される。

ウ データリンク

特定の航行を補助するために必要な精度を提供するために、データリンクを使

用したデータの提供を行うことが出来る。

(ｱ) データリンクの完全性は、航行に必要な完全性と同等なものであること。

(ｲ) 着陸システムにおいてデータリンクが果たす役割は、許容可能な地上システ

ムに関する国又は国際的な基準が確立されるまでは、機上システムの証明の一

環として扱われること。

エ ＥＶＳ又はＳＶＳ

ＥＶＳ又はＳＶＳに関する承認の基準は、その意図する用途に適合し、かつ設

計概念の評価について防衛大臣が適切と認めたものに基づくこと。一般的にＥＶ

Ｓ又はＳＶＳは、他の認められた着陸装置と同一又は同等の性能、完全性、及び

有効を満たすことが期待される。完全性のみ評価するような（独立した着陸監視

としての使用等）その他の限定的な使用については、提案された限定的な機能を

主に考慮して評価することができる。しかしながら、忠実性、アライメント、天

候の通過、誤った情報の可能性、実時間応答及びその他の関連する要素が、意図

する応用について安全で適切であることを示すこと。ＥＶＳ又はＳＶＳの情報が

ＨＵＤに表示される場合は、関連するＨＵＤの基準を満たすこと。この場合、保

証がない又は限定的な場合においても、操縦室の前方視界を妨げる可能性のある

問題については、考慮すべき重要な事項である。

４ 飛行規定

耐空性に関する評価及び試験計画が完了した場合、飛行規定又は追加飛行規定、並

びに該当する場合は関連する標識及びプラカードは、次に掲げる事項を記載するため



に発行されるか又は改訂される。

(1) 空港又は滑走路状態に関する着陸装置又は着陸滑走装置に適用される状態又は制

限(標高、周辺温度、滑走路傾斜)

(2) システムの実証に使用した基準、許容される通常及び非常操作(誘導を喪失した

場合に対応する手順を含む)、実証された形態並びに安全航行に必要なあらゆる制

約又は限界事項

(3) 型式証明の基本として使用した航法施設の種類。これは他の地上施設の使用を制

限するものではない。使用することができないことが知られている地上施設の種類

及び条件について飛行規定に記載してもよい。また、飛行規定は、航行が日本のカ

テゴリーⅡ若しくはⅢ施設又は国際民間航空条約附属書１０に準拠したカテゴリー

Ⅲ施設と同等以上の性能及び完全性を有するＩＬＳ（又はＭＬＳ）の使用を想定し

ていることを示すこと。

(4) 機上装置の実証を行った際に適用される大気状態（向い風、横風、追い風等）に

ついて、次の事項を記載すること。

ア 限界事項の章において、飛行評価や認証に裏付けられた統計解析の前提として

用いた風速成分値

イ 通常操作の章又は同等な章において、飛行実証中に経験した最大風速成分値

ウ 低視程航行以外のための着陸装置の使用について(システム性能が統計解析に

よって必ずしも裏付けのない風又はその他の条件)、あらゆる必要な考察事項

(5) 本別紙又は同等の基準に適合した着陸装置及び着陸滑走装置については、飛行規

定の通常操作及び通常航行又は同等の章には、以下の文を含むこと。

ア 「当該航空機システムは、＜関連した着陸装置又は着陸滑走装置＞について、

以下の機上装置が装備され作動している場合、本別冊の別紙第２又は同等の基準

の耐空性基準を満足することが実証されている。＜機上リスト＞」、「本飛行規

定は、カテゴリーⅢ航行を行うことを許可するものではない」旨の記載

(6) 飛行規定の記載事項は次の事項に従うこと。

ア 飛行規定は実証した警戒高の一覧を掲載してよい。

イ 飛行規定はＤＡ、ＤＨ又はＲＶＲの制約を記載してはならない。

ウ 飛行規定は視程の区分を記載してはならない。



別冊第４

ＲＮＡＶ航行の承認基準及び承認要領

第１ 総則

１ 目的

この通達は、航空機の特別な方式による航行に関する訓令（平成１７年防衛庁訓令

第７２号。以下「訓令」という。）第２条に規定する特別な方式による航行のうち、

許容される航法精度が指定された経路又は空域における広域航法による飛行（以下「

ＲＮＡＶ航行」という。）について、当該訓令に基づき承認するための基準及びその

要領を定めることを目的とする。

２ 用語の定義

(1) 「広域航法（ＲＮＡＶ：Area Navigation）」とは、無線施設からの電波の受信

又は慣性航法装置の利用により任意の経路を飛行する方式による飛行をいう。

(2) 「ＲＮＰ」とは、機上での性能監視及び警報性能が要求される航法上の性能要件

をいう。（ＲＮＰ：Required Navigation Performance）

(3) 「ＲＮＡＶ １０（ＲＮＰ １０）」とは、許容される航法精度が指定された経路

又は空域におけるＲＮＡＶであって、求められる航法精度が全飛行時間の９５％に

おいて、±１０ＮＭ以内であるものをいう。

(4) 「ＲＮＡＶ ５」とは、許容される航法精度が指定された経路又は空域における

ＲＮＡＶであって、求められる航法精度が全飛行時間の９５％において、±５ＮＭ

以内であるものをいう。

(5) 「ＲＮＡＶ ２」とは、許容される航法精度が指定された経路又は空域における

ＲＮＡＶであって、求められる航法精度が全飛行時間の９５％において、±２ＮＭ

以内であるものをいう。

(6) 「ＲＮＡＶ １」とは、許容される航法精度が指定された経路又は空域における

ＲＮＡＶであって、求められる航法精度が全飛行時間の９５％において、±１ＮＭ

以内であるものをいう。

(7) 「Ｂ－ＲＮＡＶ」とは、欧州空域におけるＲＮＡＶであって、求められる航法精

度が全飛行時間の９５％において、±５ＮＭ以内であるものをいう。

(8) 「Ｐ－ＲＮＡＶ」とは、欧州ターミナル空域におけるＲＮＡＶであって、求めら

れる航法精度が全飛行時間の９５％において、±１ＮＭ以内であるものをいう。

(9) 「米国エンルートＲＮＡＶ」とは、米国エンルート空域におけるＲＮＡＶであっ

て、求められる航法精度が全飛行時間の９５％において、±２ＮＭ以内であるもの

をいう。

(10)「米国ターミナルＲＮＡＶ」とは、米国ターミナル空域におけるＲＮＡＶであっ

て、求められる航法精度が全飛行時間の９５％において、±２ＮＭ又は±１ＮＭ以

内であるものをいう。

(11)「ＲＮＰ ＡＰＣＨ」とは、許容される航法精度が指定された経路又は空域にお

けるＲＮＰに基づく進入であって、求められる航法精度が全飛行時間の９５％にお



いて、初期進入セグメント及び中間進入セグメントにおける運航並びにＲＮＡＶ進

入復行においては、±１ＮＭ以内、最終進入セグメントにおける運航においては、

±０．３ＮＭ以内であるものをいう。

(12)「ＲＮＰ ４」とは、許容される航法精度が指定された経路又は空域におけるＲ

ＮＰであって、求められる航法精度が全飛行時間の９５％において、±４ＮＭ以内

であるものをいう。

(13)「Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １」とは、許容される航法精度が指定された経路又は空

域におけるＲＮＰであって、求められる航法精度が全飛行時間の９５％において、

±１ＮＭ以内であるものをいう。

(14)「ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ」とは、許容される航法精度が指定された経路又は空

域におけるＲＮＰに基づく進入であって、求められる航法精度が全飛行時間の９５

％において、±０．３ＮＭ以内であるものをいう。

(15)「ＲＮＰ ２」とは、許容される航法精度が指定された経路又は空域におけるＲ

ＮＰであって、求められる航法精度が全飛行時間の９５％において、±２ＮＭ以内

であるものをいう。

(16)「ＬＰ」とは、ＳＢＡＳから送信されるデータを、水平方向ガイダンスのみに使

用して飛行する進入方式をいう。（ＬＰ：Localizer Performance）

(17)「ＬＰＶ」とは、ＳＢＡＳから送信されるデータを、水平及び垂直方向ガイダン

スに使用して飛行する進入方式をいう。（ＬＰＶ：Localizer Performance with V

ertical Guidance）

(18)「ＩＣＡＯ」とは、国際民間航空機関をいう。（ＩＣＡＯ：International Civi

l Aviation Organization）

(19)「ＲＮＡＶシステム」とは、無線施設からの電波の受信又は慣性航法装置の利用

により任意の経路を飛行する方式による飛行を可能にする航法システムをいう。Ｒ

ＮＡＶシステムは、ＦＭＳの一部分に組み込まれている場合がある。

(20)「ＦＭＳ」とは、飛行管理システムをいう。（ＦＭＳ：Flight Management Syst

em）

(21)「ＩＮＳ」とは、慣性航法システムをいう。（ＩＮＳ：Inertial Navigation Sy

stem）

(22)「ＩＲＳ」とは、慣性基準システムをいう。（ＩＲＳ：Inertial Reference Sys

tem）

(23)「ＧＮＳＳ」とは、一つ又はそれ以上の衛星群、航空機の受信機及びシステムの

完全性監視機能を含み、必要に応じて要求される航法性能を提供するために補強さ

れた、全地球的位置及び時間決定システムをいう。

(24)「航法機能」とは、要求される航法システムの詳細な能力（レグトランジション

の実施、パラレル・オフセットの能力、ホールディング・パターン、航法データベ

ースなど）をいう。

(25)「ＴＳＯ」とは、ＦＡＡによって定められた装備品等に係る技術基準書をいう。

（ＴＳＯ：Technical Standard Order）

(26)「ＦＡＡ」とは、米国連邦航空局をいう。（ＦＡＡ：Federal Aviation Adminis



tration）

(27)「ＩＲＵ」とは、慣性基準ユニットをいう。（ＩＲＵ：Inertial Reference Uni

t）

(28)「ＣＦＲ」とは、米国連邦規則をいう。（ＣＦＲ：Code of Federal Regulation

）

(29)「故障探知及び排除（ＦＤＥ）」とは、一部のＧＮＳＳ受信機により実行される

機能で、誤った衛星信号の存在を探知し、それを測位計算から排除することができ

る機能をいう。

(30)「ＤＭＥ」とは、距離測定装置をいう。（ＤＭＥ：Distance Measuring Equipme

nt）

(31)「ＶＯＲ」とは、超短波全方向式無線標識施設をいう。（ＶＯＲ：VHF Omni-dir

ectional Range）

(32)「ＮＤＢ」とは、無指向性無線標識施設をいう。（ＮＤＢ：Non Directional Ra

dio Beacon）

(33)「ＪＡＡ」とは、欧州共同航空当局をいう。（ＪＡＡ：Joint Aviation Authori

ties）

(34)「ＥＡＳＡ」とは、欧州航空安全庁をいう。（ＥＡＳＡ：European Aviation Sa

fety Authority）

(35)「ＳＴＣ」とは、追加型式設計証明をいう。（ＳＴＣ：Supplemental Type Cert

ificate）

(36)「ＥＴＳＯ」とは、ＥＡＳＡによって定められた装備品等に係る技術基準書をい

う。（ＥＴＳＯ：European Technical Standard Order）

(37)「衛星ベースの補強システム（ＳＢＡＳ）」とは、静止衛星からの信号を受けて

ＧＰＳを補強する広域補強システムをいう。

(38)「ＧＰＳ」とは、米国により運用される衛星群を使用した衛星航法システムをい

う。

(39)「受信機による完全性の自律的監視（ＲＡＩＭ）」とは、ＡＢＡＳの一形態で、

それによって、ＧＰＳ信号又は気圧高度により補強されたＧＰＳ信号のみを使用し

、ＧＮＳＳ受信機の処理プログラムがＧＮＳＳ航法信号の完全性を判断するものを

いう。

(40)「航空機ベースの補強システム（ＡＢＡＳ）」とは、他のＧＮＳＳ要素から得ら

れた情報に対し、航空機上で利用できる情報で補強又は統合する補強システムをい

う。

なお、ＡＢＡＳの最も一般的な形態は、受信機による完全性の自律的監視（ＲＡ

ＩＭ）である。

(41)「ＰＦ」とは、正操縦者（操縦する席のいかんにかかわらず、現に航空機を操縦

している者）をいう。（ＰＦ：Pilot Flying）

(42)「ＰＮＦ」とは、副操縦者（正操縦者の操縦を補佐している者）をいう。（ＰＮ

Ｆ：Pilot not Flying）

(43)「ウェイポイント」とは、ＲＮＡＶ経路を構成する地理上の点をいう。



(44)「ＣＤＩ」とは、コース偏位指示器をいう。（ＣＤＩ：Course Deviation Indic

ator）

(45)「ＨＳＩ」とは、水平位置指示計をいう。（ＨＳＩ：Horizontal Situation Ind

icator）

(46)「ＮＯＴＡＭ」とは、航空情報をいう。（ＮＯＴＡＭ：Notice to Air Men）

(47)「ＣＤＵ」とは、機上制御表示ユニットをいう。（ＣＤＵ：Control Display Un

it）

(48)「ＦＴＥ」とは、ＲＮＡＶシステムが計算した経路と当該経路に対する航空機の

位置との間の相違をいう。（ＦＴＥ：Flight Technical Error）

(49)「ＡＩＲＡＣ」とは、運航規定等の変更を必要とするような運航上重要な航空情

報の作成方式をいう。（ＡＩＲＡＣ:Aeronautical Information Regulation and C

ontrol）

(50)「ＩＦＲ」とは、計器飛行方式をいう。（ＩＦＲ：Instrument Flight Rules）

(51)「ＡＩＰ」とは、航空路誌をいう。（ＡＩＰ：Aeronautical Information Publi

cation）

(52)「ＣＢＴＡプログラム」とは、「Competency-Based Training and Assessment P

rogramの審査要領細則」（国空航第１１５７６号、平成２９年３月３０日）に基づ

くＣＢＴＡプログラムをいう。

(53)「ＩＬＳ」とは、計器着陸用施設をいう。（ＩＬＳ：Instrument Landing Syste

m）

(54)「ＭＬＳ」とは、マイクロ波着陸装置をいう。（ＭＬＳ：Microwave Landing Sy

stem）

(55)「ＬＯＣ」とは、ローカライザーをいう。（ＬＯＣ：Localizer）

(56)「ＡＨＲＳ」とは、姿勢方位基準器をいう。（ＡＨＲＳ:Attitude Heading Refe

rence System）

(57)「ＡＴＳ」とは、航空交通業務をいう。（ＡＴＳ：Air Traffic Services）

(58)「ＳＩＤ」とは、標準計器出発方式をいう。（ＳＩＤ：Standard Instrument De

parture）

(59)「ＳＴＡＲ」とは、標準到着経路をいう。（ＳＴＡＲ:Standard Terminal Arriv

al Route）

(60)「ＲＴＣＡ」とは、米国航空無線技術委員会をいう。（ＲＴＣＡ：Radio Techni

cal Commission on Aeronautics）

(61)「ＡＲＩＮＣ」とは、米国エアリンク社をいう。（ＡＲＩＮＣ：Aeronautical R

adio Incorporated）

(62)「クリティカルＤＭＥ」とは、利用が不可能となった場合に、特定の経路におい

てＤＭＥ／ＤＭＥ又はＤＭＥ／ＤＭＥ／ＩＲＵに基づく航行に支障を生じさせるよ

うなＤＭＥをいう。

(63)「ＡＴＣ」とは、航空交通管制をいう。（ＡＴＣ：Air Traffic Control）

(64)「ＭＣＤＵ」とは、多目的制御表示装置をいう。（ＭＣＤＵ：Multipurpose Con

trol and Display Unit）



(65)「ＥＵＲＯＣＡＥ」とは、欧州民間航空電子機器基準策定機関をいう。（ＥＵＲ

Ｏ ＣＡＥ：European Organization for Civil Aviation Electronic）

(66)「ＬＯＡ」とは、規制当局より発行される承認レターをいう。（ＬＯＡ：Letter

s of Acceptance）

(67)「ＪＡＳＭＡ」とは、福岡飛行情報区を担当する地域モニタリング機関をいう。

（ＪＡＳＭＡ：Japan Airspace Safety Monitoring Agency）

(68)「飛行規定」とは、自衛隊が使用する航空機の飛行手順書及び関連規則類等をい

う。

(69)「運航規定」とは、自衛隊が使用する航空機の運航に関する手順書及び関連規則

類等をいう。

(70)「整備規定」とは、自衛隊が使用する航空機の整備に関する手順書及び関連規則

類等をいう。

第２ 承認の際に添付する書類

１ 承認の際に添付する書類

(1) 陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は防衛装備庁長官（以下「幕僚長等」

という。）がＲＮＡＶ航行の承認を得るために訓令第４条第１項に従い防衛大臣に

提出する申請書に添付する同条第２項に規定する書類は、次に掲げるとおりとする

。

ア 第３から第５までに規定する承認の基準に適合することを示す書類

イ 運航実績（ＲＮＡＶ１０（ＲＮＰ １０）航行に限る。）

既に運航している航空機に係る過去２年間の運航実績として、訓練内容、運用

手順又は整備方法の変更や航空機／航法システムの改修が必要となった航法エラ

ーの発生状況について記載すること。（２年間の運航実績を有することを求める

ものではない。）

ウ その他参考となる書類

(2) (1)アに規定する書類のうち、第４及び第５に適合することを示す書類は、航空

機の運航、整備、航空機乗組員等の教育及び訓練に係る規定を定めた書類及びＲＮ

ＡＶ航行を行うために必要な教育及び訓練が終了したことを示す書類又は航行開始

日までに教育及び訓練が終了することを示す書類とする。

(3) 幕僚長等は、申請する航空機をＪＡＳＭＡに登録するための書類について、Ｊ

ＡＳＭＡの様式に従い作成し、⑴ウの書類として添付するものとする。

(4) 訓令第４条第３項の規定に基づき添付する書類は、既に承認を受けた航空機と

同一の型式であって、かつ、特別な方式による航行を行うに当たり必要な同一の性

能及び装置を有することを実証する書類及び機番号の追加に伴い変更になった部分

を添付するものとする。

２ 承認後の防衛大臣の措置

(1) 防衛大臣は、航空機の承認をしたときは、速やかに、ＪＡＳＭＡに対し、当該

航空機の登録の手続きを行い、当該航空機の登録が完了したときは、その旨を幕僚

長等に通知する。



(2) 防衛大臣は、当該航空機の承認を取り消したときは、速やかに、ＪＡＳＭＡに

対し、当該航空機の登録の削除の手続きを行う。

また、ＧＰＳを使用してＲＮＡＶ航行を行う場合には、この通達の定めるところに

従うほか、国土交通省の定めるＧＰＳを計器飛行方式に使用する運航の実施基準（空

航第８７７号・空機第１２７８号。９．１１．２５）に規定する要件を遵守すること

。

第３ 運航基準

ＲＮＡＶ航行については、指定される航法精度等の性能要件に応じ、適用される運

航基準が異なるため、本承認要領においては、別紙として、それぞれ具体的な運航基

準を設定している。

幕僚長等は、行おうとするＲＮＡＶ航行の種類に応じて、適切な運航基準に対する

適合性を示すこと。

なお、本承認要領において規定する運航基準は、特定の経路や空域における運航に

おいて求められる全ての要件を規定するものではない。ＲＮＡＶ航行を行うに当たっ

ては、運航に関する他の法令や、航空情報（ＡＩＰ）等において示される他の要件に

も留意すること。

また、ＧＰＳを使用してＲＮＡＶ航行を行う場合には、この通達の定めるところに

従うほか、国土交通省の定めるＧＰＳを計器飛行方式に使用する運航の実施基準（空

航第８７７号・空機第１２７８号。９．１１．２５）に規定する要件を遵守すること

。

ＣＢＴＡプログラムを実施する場合には、各別紙に規定される「第４ 操縦者等の

知識及び訓練」、「第４ 操縦者の知識及び訓練」又は「第４ 航空機乗組員の知識

及び訓練」に定める基準を参考にしながら、「Competency-Based Training and Assess

ment Programの審査要領細則」に従って幕僚長等が設定した訓練及び評価を受けている

こと。この場合において、ＣＢＴＡプログラムによる訓練を受ける航空機乗組員に対

する定期訓練及び定期審査の実施頻度については、実運航におけるＲＮＡＶ航行の実

施頻度等を考慮し、３６ヶ月を上限とする期間に１回として設定することができるも

のとする。

第４ 実施要領

実施要領には、次に掲げる事項について定めること。

１ 運航に関する実施要領

(1) ＲＮＡＶ航行に必要な機上装置の構成及び運用許容基準

(2) ＲＮＡＶ航行の実施方法

別紙に規定する運用手順の要件等に基づき、航空機乗組員が実施すべき必要な航

空機の操作、点検の方法、機上装置が故障した場合における必要な措置等が定めら

れていること。

(3) 航空機乗組員の訓練課目及び実施方法

航空機乗組員の訓練の課目及び実施方法について、別紙に定める操縦者等（ＲＮ



ＡＶ航行の実施に必要な場合に限り、航法要員を含む。以下同じ。）の知識及び訓

練の要件に基づき、適切に定められていること。また、特定の航空機乗組員により

繰り返して航法エラーが発生した場合等、必要に応じ再発防止訓練や知識・技能の

再確認を実施することが定められていること。なお、ＲＮＡＶ航行の種類に応じた

訓練が既に他の訓練に組み込まれている場合には、別個の訓練を実施する必要はな

い。ただし、この場合であっても、どの部分がＲＮＡＶ航行の種類に応じた訓練で

あるかを特定すべきである。

(4) その他必要と認められる事項

２ 整備に関する実施要領

(1) 整備プログラム

必要に応じ、性能維持のために必要となる整備要目を設定すること。

(2) 整備実施要領

必要に応じ、航空機及び機上装置の製造者の指示する整備手順に基づき、適切に

整備実施要領を設定すること。

(3) 適合しない航空機の措置

性能要件に適合することが不可能になった航空機は、必要な対策が講じられるま

でＲＮＡＶ航行を実施しないこと。

(4) 整備訓練

整備作業を行う要員に対し、次に掲げる事項について訓練を実施すること。

ア 関連規定類を理解し、必要な書類の処置が行えること。

イ 性能維持に要求される整備実施要領を理解し、必要な整備処置が行えること。

なお、ＲＮＡＶ航行の種類に応じた訓練が既に他の訓練に組み込まれている場合

には、別個の訓練を実施する必要はない。ただし、この場合であっても、どの部分

がＲＮＡＶ航行の種類に応じた訓練であるかを特定すべきである。

(5) その他必要と認められる事項

３ １又は２に定める実施要領は、それぞれ運航規定又は整備規定等に替えることがで

きる。

第５ 航空機乗組員等の訓練

ＲＮＡＶ航行を行う航空機乗組員及び整備要員は、第４の実施要領及び別紙に掲げ

る訓練を受けていること。

第６ その他

幕僚長等は、この通達の実施に当たり、この通達に定めるもののほか、同等の安全

性が確保されると認められる他の方法によるときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得

て当該方法によることができる。



別紙第１

ＲＮＡＶ １０（ＲＮＰ １０）航行に関する運航基準

第１ 総則

１ 目的

この運航基準は、ＩＣＡＯマニュアル「Performance-Based Navigation Manual」

（Ｄｏｃ ９６１３）に準拠して、ＲＮＡＶ １０航行に必要な要件を定めるものであ

る。なお、この運航基準の標題としては、ＩＣＡＯマニュアルにおける用語の整理及

び他の運航基準との整合性を考慮し、「ＲＮＡＶ １０航行」の用語を用いている。

機上での性能監視及び警報性能は要求されないため、「ＲＮＰ航行」には分類されな

いが、現行の文書や既存の承認において既に規定されていることなどを考慮し、承認

に際しては「ＲＮＰ １０」の用語を引き続き使用することとする。

２ 承認の申請

ＲＮＰ １０航行の承認を申請する際には、本基準への適合性を示すこと。

３ 実施要領

実施要領には、次に掲げる事項について適切に定めること。

(1) ＲＮＰ １０航行の運用手順及び航法用データベースの処理方法

(2) 運用手順に基づく操縦者等の訓練その他の訓練

４ 航空機の適合性を判断する方法

現在洋上又は遠隔地域において使用されている多くの航空機及び航法システムは、

既存の証明基準により、ＲＮＰ １０の適合性を証明することができる。したがって

、追加的な航空機の証明は、ＲＮＰ １０の運航承認の多くの場合において、必要と

されない。追加的な航空機の証明は、最初に証明された又は飛行規定に記載された性

能を超える追加性能によってＲＮＰ１０航行の運航承認を求める場合であって、デー

タの収集を通じて所要の性能の証明ができない場合にのみ、必要となる。航空機の適

合性を判断する方法には以下の３種類の方法がある。

(1) 方法１：ＲＮＰ証明

方法１は、既にＲＮＰ運航について証明されている航空機の承認のために用いら

れる。ＲＮＰの適合性については飛行規定に記載されており、一般的にはＲＮＰ

１０に限られるものではない。飛行規定においては、実証されたＲＮＰレベル及び

使用に際して適用される要件（例えば航法センサーの要件等）が示される。ＲＮＰ

１０航行の運航承認は、飛行規定に規定された性能に基づいて行われる。

(2) 方法２：航法システム性能の証明による航空機の適合性

方法２は、その性能のレベルについて、他の又は以前の基準に基づき、ＲＮＰ

１０基準と同等であると認めることのできる航空機の承認のために用いられる。第

２に規定する基準が、航空機のＲＮＰ１０航行の運航承認に使用される。ＲＮＰ

１０基準を満たすことを保証するのに十分であれば、他の基準を用いてもよい。他



の基準が用いられる場合、幕僚長等はその許容可能性について示すこと。

(3) 方法３：データ収集による航空機の適切性

方法３は、特定の許容飛行時間についてＲＮＰ １０航行の運航承認を取得する

ために、データを収集する必要がある。データ収集プログラムにおいては、ＲＮＰ

１０に必要な航法精度が示されること。データ収集によって、幕僚長等は、航空

機及び航法システムが操縦者等に対してＲＮＰ １０経路において航法の状況を認

識させることを実証すること。また、航法システムの状態が明確に理解されている

こと並びに故障時の表示及び手順が要求される航法性能を維持するものであること

が保証されること。

方法３に対するデータ収集の方法は、以下の２通りある。

ア 連続的なデータ収集方法は、米国連邦航空局文書Ｏｒｄｅｒ ８４００．１２

Ａ，Ａｐｐｅｎｄｉｘ １の規定に合致したデータ収集プログラムである。この

方法により、航空機システムが、必要とする時間にわたりＲＮＰ １０要件を満

たしているかどうかを判断するために、幕僚長等はデータ収集をし、pass-fail

グラフとしてプロットすることができる。

イ 周期的なデータ収集方法は、持ち込み型のＧＮＳＳ受信機を収集するＩＮＳデ

ータ用の基準として利用するものであり、米国連邦航空局文書Ｏｒｄｅｒ ８４

００．１２Ａ， Ａｐｐｅｎｄｉｘ ６に規定されている。収集されたデータは、

システムが必要とする時間にわたりＲＮＰ １０の要件を満たしているかどうか

を判断するために、分析される。

第２ 航空機の要件

１ 長距離航法システム

ＲＮＡＶ １０航行に使用するＲＮＡＶシステムは、独立した使用可能な長距離航

法システム（以下のいずれかのセンサーによって構成されるもの）を、２系統装備し

ていること。

(1) ＩＮＳ又はＩＲＳ

(2) ＧＮＳＳ

２ 精度要件

ＲＮＰ １０として指定された空域又は経路における運航においては、横方向のト

ータル・システム・エラーは、全飛行時間中少なくとも９５％は、±１０ＮＭの範囲

にあること。経路方向の誤差についても、全飛行時間中少なくとも９５％は、±１０

ＮＭの範囲にあること。

３ 特定の航法サービスに対する基準

(1) ２系統のＧＮＳＳを装備した航空機

ア 洋上及び遠隔地域での航行においてＧＮＳＳをプライマリー・ミーンズとして

使用することを承認された航空機は、許容飛行時間の制限無しにＲＮＰ １０の

要件を満たす。米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３０Ａ又はこれと同等なものに



従って承認された、ＦＤＥ機能を有するＧＮＳＳを統合するマルチ・センサー・

システムは、許容飛行時間の制限無しにＲＮＰ １０の要件を満たす。

イ ＧＮＳＳを利用するが他のセンサーと統合しない航空機については、米国連邦

航空局文書ＡＣ２０－１３８Ａに適合すること。ＧＮＳＳを含むマルチ・センサ

ー・ナビゲーション・システムについては、米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３

０Ａに適合すること。

ウ 飛行規定においては、特定のＧＮＳＳ装備が適切な要件を満たすことが示され

ること。２系統のＴＳＯ承認済みＧＮＳＳ装備が取り付けられていること。承認

されたＦＤＥ利用可能性予測プログラムが使用されていること。どのような場合

においても、ＦＤＥ機能が利用不可能となることの最大許容時間は３４分である

。ただし、ＲＮＰ １０航行において、最大許容時間を超えてＦＤＥ機能が利用

不可能であることが予測される場合は、飛行計画が変更されるか、又はＲＮＰ

１０航行は代替飛行手段とすること。

(2) ２系統のＩＮＳ又はＩＲＵを装備した航空機－標準的許容飛行時間

米国１４ ＣＦＲ， Ｐａｒｔ １２１， Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ｇ又はこれと同等な

ものに従って承認されたＩＮＳ又はＩＲＵシステムを装備した航空機は、６時間１

２分まではＲＮＰ １０要件を満たす。

許容時間の計算は、システムが航法モードにセットされる時点又はシステムがア

ップデートされる最後の時点から開始する。

システムが航空路上でアップデートされる場合には、幕僚長等はアップデートの

種類に応じ、どれだけ許容飛行時間が延長されるのかを示すこと。（第３ ７参照

）

(3) ２系統のＩＮＳ又はＩＲＵを装備した航空機- 許容飛行時間の延長

米国１４ ＣＦＲ， Ｐａｒｔ １２１， Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ｇ又はこれと同等な

ものに基づいて承認を取得したＩＮＳを装備した航空機にあっては、ＩＮＳの精度

について３．７ｋｍ／ｈ（２ＮＭ／ｈ）の円周方向誤差（２．９６７８ｋｍ／ｈ（

１．６０１５ＮＭ／ｈ）の横方向誤差）より高い精度の証明を取得したい場合にの

み追加証明が必要である。しかし、以下の条件が適用される。

ア ＩＮＳの性能の証明には、精度及び信頼性、領収検査手順、整備手順並びに訓

練を含めた、求められる精度を維持するためのすべての事項が記述されているこ

と。

イ 幕僚長等は、ＩＮＳの性能について実証すべき基準を特定すること。この基準

は、規則（例えば米国１４ ＣＦＲ， Ｐａｒｔ １２１， ＡｐｐｅｎｄｉｘＧ）

、業界基準又は幕僚長等独自の基準の場合がある。承認に用いられた精度の基準

について、飛行規定又は運航規定に記載すること。

(4) １系統のＩＮＳ／ＩＲＵ及び１系統の洋上及び遠隔地航法用プライマリー・ミー

ンズとして承認されたＧＮＳＳを装備した航空機

１系統のＩＮＳ又はＩＲＵ及び１系統のＧＮＳＳを装備した航空機は、許容飛行

時間の制限無しにＲＮＰ １０の要件を満たす。ＩＮＳ又はＩＲＵは、米国１４ Ｃ

ＦＲ， Ｐａｒｔ １２１， Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ｇ又はこれと同等なものに基づいて



承認されること。ＧＮＳＳはＴＳＯに基づいて承認されていること。承認されたＦ

ＤＥ利用可能性の予測プログラムを備えていること。どんな場合においても、ＦＤ

Ｅ機能が利用不可能となることの最大許容時間は３４分である。

第３ 運用手順

１ 飛行計画

飛行計画の段階において、操縦者等は、ＲＮＰ １０空域又はＲＮＰ １０経路にお

ける航行に影響を与える以下の条件を確認すること。

(1) ＲＮＰ １０の許容飛行時間の確認

(2) 必要な場合には、ＦＤＥのようなＧＮＳＳに対する要件の確認

(3) 特定の航法システムにおいて要求される場合には、ＲＮＰ １０航行に関するそ

の他の運用制限

２ 飛行前の手順

飛行前に以下の手順を完了すること。

(1) ＲＮＰ １０空域又はＲＮＰ １０経路を飛行するために要求される装置の不具合

が是正されていることを整備記録によって確認すること。

(2) 航空機の外観検査時に、可能であれば航法アンテナの状態及びこれらアンテナ周

辺の胴体外板の状態を確認すること（この確認は、操縦者以外の資格を有する者（

例えば機上整備員や整備要員）によってなされてもよい。）。

(3) ＲＮＰ １０運航における非常操作手順を確認すること。

３ 飛行計画の作成

ＲＮＰ １０空域又は経路における運航を行おうとする航空機は、適切に飛行計画

を通報すること。操縦者等がＲＮＰ要件を確認するため計画された経路を点検してお

り、かつ、航空機及び幕僚長等が、ＲＮＰ１０航行の運航承認が必要な経路における

運航を承認されていることを示すため、飛行計画書第１０項に「Ｒ」の文字を記すこ

と。「ＲＮＰ １０」のように、精度の性能を示す追加的情報をその他の情報の項に

表示すること。

４ 航行援助施設の利用可能性

飛行計画又は出発の段階において、航空機がＲＮＰ １０航行をするための十分な

航行援助施設が利用可能であることを確認すること。

ＧＮＳＳについては、飛行計画又は出発の段階において、航空機がＲＮＰ １０航

行をするための十分な性能（例えばＦＤＥ機能）が利用可能であることを保証するこ

と。

５ 航空路

(1) 洋上の入域ポイントにおいて、この運航基準を満足する少なくとも２系統の長距

離航法システムが機能していること。そうでない場合は、操縦者等は当該装置を必



要としない代替経路を検討するか、修理のためにダイバートすること。

(2) 洋上の空域に入る前に、外部の航法援助施設により航空機の位置をできる限り正

確に確認すること。表示位置と実際の位置の誤差を決定するには、ＤＭＥ／ＤＭＥ

又はＶＯＲの確認が必要となる。航法システムをアップデートしなければならない

場合には、実施要領に従って、適切な手順をとること。

(3) 飛行中における運用手順として、航空機が管制機関の指示経路から不注意で逸脱

することを防ぐため、航法誤差を十分な時間的余裕をもって知るために必須のクロ

スチェックの手順を定めること。

(4) ＲＮＡＶ性能が航法装置の故障により航法性能要件を満たさなくなった場合又は

不測の事態における手順のために経路から逸脱した場合には、操縦者等は、管制機

関へ通知すること。

(5) ＲＮＰ １０経路においては、操縦者等は、ラテラル・デビエーション・インジ

ケーター、フライト・ディレクター又は自動操縦装置をラテラル・ナビゲーション

・モードで使用すること。

(6) 通常の運航に対しては、クロストラック・エラー／デビエーション（ＲＮＡＶシ

ステムが計算した経路と当該経路に対する航空機の位置との間の相違、すなわちＦ

ＴＥ）は、経路に関する航法精度の１／２以内（すなわち、５ＮＭ）に制限される

こと。経路における旋回中及びその直後における、航法精度の最大1倍まで（すな

わち、１０ＮＭ）の、この基準からの短時間の逸脱（例えばオーバーシュート又は

アンダーシュート）は、許容される。

６ ＩＮＳ又はＩＲＵのみを装備した航空機の許容飛行時間制限に対する経路評価

ＩＮＳ又はＩＲＵのみを装備した航空機に対しては、ＲＮＰ １０の許容飛行時間

の制限が設定されていること。ＲＮＰ １０の運航計画を作成するに当たり、航空機

が経路の求める要件に合致することを確認すること。

この評価に当たり、向かい風の影響及び航法システム又はフライト・ディレクター

とオートパイロットを統合する能力のない航空機の場合の影響を考慮すること。また

、この評価を行うために統計データに基づく計算又は飛行ごとの計算を選択してよい

。この評価に当たり、以下に掲げる事項について考慮すること。

(1) 経路の評価

ＲＮＰ １０の許容飛行時間の要件を満たすために、航空機の性能を確認するこ

と。

(2) 計算開始ポイント

許容時間の計算は、システムが航法モードにセットされる時点又はシステムがア

ップデートされる最後の時点から開始すること。

(3) 計算終了ポイント

終了ポイントは以下のいずれかである。

ア 航空機が、航空保安無線施設（ＶＯＲ、ＤＭＥ、ＮＤＢ）を参照する航法を開

始する予想ポイント、又は管制機関によるレーダー監視下に入る予想ポイント

イ 航法システムのアップデート開始予想ポイント



(4) 風の要素の情報源

経路上考慮すべき向かい風の成分は、航空当局に許容されるいかなる情報源から

入手してもよい。許容される情報源には、国の気象当局、国による気象サービス、

Bracknell、Boeing Winds on World Air Routesのような業界の情報源及び幕僚長

等の実績データが含まれる。

(5) 統計データに基づく計算

ＲＮＰ １０許容飛行時間について統計データに基づく計算を選択する場合、向

かい風の影響を計算する際に年間７５％の確率で経験するレベルを用いることがで

きる。

(6) 特定の飛行毎の許容飛行時間計算

航空機が特定の許容飛行時間を満足するかどうか、飛行計画で使用される風の情

報を用いて飛行毎に評価する方法を選択できる。許容飛行時間を超過すると判断さ

れた場合は、航空機は代替経路を飛行するか、又は許容飛行時間が満足されるまで

飛行を延期すること。

７ 航空路上でのアップデートの影響

アップデートによりＲＮＰ １０の飛行時間を延長することができる。アップデー

トにより延長される時間は、アップデートの手順に応じ以下のように承認されている

。

(1) ＤＭＥ／ＤＭＥを用いる自動アップデート：許容飛行時間から１８分を減じた時

間

(2) ＶＯＲ／ＤＭＥを用いる自動アップデート：許容飛行時間から３０分を減じた時

間

(3) 米国連邦航空局文書Ｏｒｄｅｒ ８４００．１２Ａ， Ａｐｐｅｎｄｉｘ ７に含

まれるものと同等の方法又は航空当局に承認された方法を用いる手動アップデート

：許容飛行時間から１時間を減じた時間

８ 自動無線位置アップデート

自動アップデートとは、操縦者等が手動で座標を入力することを必要としないアッ

プデートのことである。自動アップデートは、下記の条件付きで許容される。

(1) 訓練プログラムに自動アップデートの手順が含まれている。

(2) 操縦者等が、アップデートの手順及びアップデートが測位結果に及ぼす影響を把

握していること。

ＲＮＰ １０の時間延長承認のために使用される自動アップデートの許容される手

順についてのデータは、アップデートの精度及びアップデートが残りの飛行の航法性

能に及ぼす影響について明確に示していること。

９ 手動無線位置アップデート

手動アップデートが明確に承認されていない場合、ＲＮＰ １０航行では手動位置

アップデートは認められない。手動無線位置アップデートは、下記の(1)～(3)を満た



す場合に、ＲＮＰ １０空域で許容される。

(1) 手動アップデートの手順が航空当局にケースごとにレビューされていること。手

動アップデートの許容される手順は、米国連邦航空局文書Ｏｒｄｅｒ ８４００．

１２Ａ， Ａｐｐｅｎｄｉｘ ７に記述されており、許容されるデータで裏付けされ

るならばＲＮＰ １０の時間延長承認のための基本として使用してよい。

(2) 幕僚長等は、アップデート手順及び訓練手順が、ヒューマン・ファクター・エラ

ーを防止するための対策/クロスチェックを含んでいること、及び操縦者等の訓練

シラバスが効果的な訓練であることを示すこと。

(3) 幕僚長等は、手動アップデート手順及び代表的な航法援助施設を用いてアップデ

ートできる精度を確立するデータを提供すること。データは、運航中のアップデー

トにより達成される精度を示すこと。この要素は、ＩＮＳ又はＩＲＵのＲＮＰ １

０許容飛行時間を設定する際に考慮すること。

第４ 操縦者等の知識及び訓練

以下の項目について、航空機のＲＮＡＶシステムに関する操縦者等の訓練に含まれ

ること。

(1) 第３に規定するＲＮＰ １０航行に必要となる運用手順

(2) ＲＮＰ １０航行性能の限界

(3) アップデートの影響

(4) ＲＮＰ １０航行における不測の事態の手順

第５ 航法用データベース

航法用データベースが搭載され使用される場合には、機上の航法用データは、有効

でかつ運航しようとする地域に対し適切であり、経路に対する無線施設及びウェイポ

イントが含まれること。



別紙第２

ＲＮＡＶ ５航行に関する運航基準

第１ 総則

１ 目的

この運航基準は、ＩＣＡＯマニュアル「Performance-Based Navigation Manual」

（Ｄｏｃ ９６１３）に準拠して、ＲＮＡＶ ５航行に必要な要件を定めるものである

。

２ 他の基準との関係

欧州共同航空当局（ＪＡＡ）は、Ｂ－ＲＮＡＶ航行に関してＴＧＬ Ｎｏ．２を発

行しており、その後欧州航空安全庁（ＥＡＳＡ）への移管に伴い、ＡＭＣ２０－４と

して再発行された。米国連邦航空局（ＦＡＡ）は、これに対応する基準としてＡＣ９

０－９６を発行しており、これら二つの基準は同等である。

ＲＮＡＶ ５航行の承認を得た航空機は、Ｂ－ＲＮＡＶ経路におけるＲＮＡＶ航行

についても承認されたこととなる。

３ 承認の申請

ＲＮＡＶ ５航行の承認を申請する際には、本基準への適合性を示すこと。

４ 航空機の適合性

ＡＭＣ２０－４又はＡＣ９０－９６に適合するシステムは、この別紙第２の要件に

も適合するとみなしてよい。

なお、製造国又は改造国政府により適合性が実証されていることについて、装備品

製造者又はＳＴＣ（追加型式設計証明）保有者等の発行する文書（例えばサービスレ

ター）により確認できる場合には、当該文書を第２に適合することを示す書類として

用いることができる。また、この場合において、飛行規定においてその適合性が記載

されている必要はない。

５ 実施要領

実施要領には、次に掲げる事項について適切に定めること。

(1) ＲＮＡＶ ５航行の運用手順

(2) 運用手順に基づく操縦者等の訓練その他の訓練

第２ 航空機の要件

１ 測位センサー

ＲＮＡＶ ５航行に使用するＲＮＡＶシステムは、以下のいずれかの種類の測位セ

ンサーからの入力を使用し、水平面における航空機の位置を自動的に決定すること。

(1) ＶＯＲ／ＤＭＥ

(2) ＤＭＥ／ＤＭＥ



(3) ＩＮＳ又はＩＲＳ

(4) ＧＮＳＳ

２ 精度要件

ＲＮＡＶ ５として指定された空域又は経路における運航においては、横方向のト

ータル・システム・エラーは、全飛行時間中少なくとも９５％は、±５ＮＭの範囲に

あること。経路方向の誤差についても、全飛行時間中少なくとも９５％は、±５ＮＭ

の範囲にあること。

３ 特定の航法サービスに対する基準

(1) ＩＮＳ又はＩＲＳに対する基準

ア 航空機の測位の自動レディオ・アップデート機能がない米国連邦航空局文書Ａ

Ｃ２５－４に従って承認されたＩＮＳは、本別紙の機能要件に適合している場合

、地上で最後に実施した補正／測位アップデートから最大２時間に限り使用する

ことができる。装備品又は航空機の製造者のデータのいずれかにより、最後の測

位アップデートからの使用時間を延長できることが証明される場合には、特定の

ＩＮＳの形態（例えば、トリプル・ミックス）について考慮されることがある。

イ 無線周波数の手動選局が操縦者等の手順に従って実施されるシステムを含め、

航空機の測位が自動的にレディオ・アップデートされるＩＮＳは、米国連邦航空

局文書ＡＣ９０－４５Ａ若しくはＡＣ２０－１３０Ａ又はこれらと同等の文書に

従って承認されること。

(2) ＤＭＥに対する基準

ＲＮＡＶシステムがＤＭＥの公示された輻射範囲を考慮しない場合、ＲＮＡＶシ

ステムは正しいＤＭＥ信号が受信できているかどうかの確認をするためにデータの

インテグリティ・チェックを実施すること。

(3) ＧＮＳＳに対する基準

ア ＧＮＳＳを使用するＲＮＡＶシステムは、欧州航空安全庁文書ＥＴＳＯ－Ｃ１

２９（ ）、ＥＴＳＯ－Ｃ１４５（ ）若しくはＥＴＳＯ－Ｃ１４６（ ）若しく

は米国連邦航空局文書ＴＳＯ－Ｃ１４５（ ）、ＴＳＯ－Ｃ１４６（ ）若しくは

ＴＳＯ－Ｃ１２９（ ）又はこれらと同等の基準で承認されており、４に規定さ

れた機能の最低要件を有すこと。

イ 完全性は、ＳＢＡＳ ＧＮＳＳ、ＲＡＩＭ又はマルチセンサー航法システムに

おける同等の手段によって提供されること。さらに、独立型ＧＰＳ装置は、以下

の機能を含むこと。

(ｱ) シュードレンジ・ステップ検出

(ｲ) ヘルスワード・チェック

ウ 他の種類の航法センサーからの測位データは、それが精度要件の範囲を超える

位置誤差を引き起こさない場合に限り、ＧＮＳＳデータと統合してもよい。

４ 機能要件



(1) 以下のシステム機能が、ＲＮＡＶ ５航行を実施するための最低要件である。

ア 表示された経路と自機位置との相対関係が、航空機の航法のための主要視野に

位置する航法用表示装置上において、ＰＦに対し連続的に表示できる機能

イ 操縦のために２人を要する運航については、ＰＮＦに対しても、表示された経

路と自機位置との相対関係が、航空機の航法のための主要視野に位置する航法用

表示装置上において、表示できる機能

ウ 次の（ＴＯ）ウェイポイントまでの距離及び方位の表示

エ 対地速度又は次の（ＴＯ）ウェイポイントまでの到達予想時間の表示

オ 最低４つのウェイポイントの記憶

カ 関連するセンサーを含む、ＲＮＡＶシステムの故障の適切な表示

(2) 航法用表示装置について、以下の要件を満たすこと。

航法用データが、ＲＮＡＶシステムの一部を構成するディスプレイ又はラテラル

・デビエーション・ディスプレイ（例えばＣＤＩ、(Ｅ)ＨＳＩ又はナビゲーション

・マップ・ディスプレイ）において表示されること。また、これらのディスプレイ

が、航空機の航法、マニューバ予測及び故障/Status/完全性表示のための主飛行計

器として使用されること。なお、これらのディスプレイは、以下の要件に適合する

こと。

ア ディスプレイは、飛行経路に沿って前方を見る場合に操縦者から見えること。

イ ラテラル・デビエーション・ディスプレイのスケールは、機能が提供されてい

る場合には警報を発する範囲に対応していること。

ウ ラテラル・デビエーション・ディスプレイは、ＲＮＡＶ ５航行に適したフル

スケールの振れ幅を持つこと。

第３ 運用手順

１ 飛行前計画

ＲＮＡＶ ５経路における運航を行おうとする航空機は、適切に飛行計画を通報す

ること。

航法用データベースが使用される場合には、機上の航法用データは、有効でかつ運

航しようとする地域に対し適切であり、経路に対する無線施設及びウェイポイントを

含むこと。

また、不測の事態に備えて、ＲＮＡＶ以外の経路を含め運航しようとする経路にお

いて必要となる航行援助施設の利用可能性については、利用可能な全ての情報を用い

て、運航しようとする時間帯について、確認すること。ＧＮＳＳの利用可能性（ＲＡ

ＩＭ又はＳＢＡＳ信号）についても、確認すること。ＳＢＡＳ受信機（すべてのＥ／

ＴＳＯ－Ｃ１４５／Ｃ１４６）で航行する航空機については、ＳＢＡＳ信号の利用で

きない空域におけるＧＰＳ ＲＡＩＭの利用可能性が適切かどうかを確認すること。

２ ＡＢＡＳの利用可能性

ＲＮＡＶ ５航行においては、ＲＡＩＭの利用可能性について一定のレベルにある

ことを確認すること。これはＮＯＴＡＭ（利用可能な場合）又はＲＡＩＭ予測サービ



スのいずれかによって確認することができる。運航しようとする経路に対し利用可能

な予測情報について精通していること。なお、十分な数の衛星が利用可能であること

などを条件として、ＲＡＩＭ予測を行わないことが認められている空域又は経路につ

いては、当該条件を満たすことを確認することとしてよい。

ＲＮＡＶ ５航行を行おうとする区間のいずれかの区間で、故障探知の適性レベル

が５分を超えて継続して失われることが予測される場合は、飛行計画を変更すること

（例えば出発の延期や異なる出発方式の計画等）。

操縦者等は、ＧＮＳＳの構成要素の不測の故障のために、飛行中にＲＡＩＭ又はＧ

ＰＳ航法機能が完全に失われる可能性があり、これにより代替航法手段に移行するこ

とが必要な場合があることを認識していること。したがって、操縦者等は、ＧＰＳ航

法を喪失した際に、目的地変更の可能性も含めて航行できるかどうかを確認すること

。

３ 一般的運用手順

(1) 航法用データベースが搭載される場合には、操縦者等は、有効なものであること

を確認すること。

(2) 操縦者等は、チャート又は他の適用可能なリソースを、航法システムのテキスト

ディスプレイや航空機のマップ・ディスプレイ（適用できる場合）と照合し、承認

された飛行計画のクロスチェックを行うこと。必要な場合には、特定の航行援助施

設が排除されていることを確認すること。

(3) 飛行中において、可能であれば、操縦者等は、航法が適正に行われていることを

確認するため、ＲＮＡＶ ＣＤＵとともにプライマリーディスプレイを使って、地

上の航空保安無線施設とのクロスチェックによる飛行経過の監視を行うこと。

(4) ＲＮＡＶ ５経路においては、操縦者等は、ラテラル・デビエーション・インジ

ケーター、フライト・ディレクター又は自動操縦装置をラテラル・ナビゲーション

・モードで使用すること。操縦者等は、フライト・ディレクター又は自動操縦装置

を使用せずに、第２ ４(2)に規定されるナビゲーション・マップ・ディスプレイを

使用してもよい。

(5) ラテラル・デビエーション・ディスプレイを装備した航空機の操縦者等は、当該

経路に関する航法精度に対して、適切なラテラル・ナビゲーション・スケールであ

ること（例えば最大振れ幅が±５ＮＭ）を確認すること。

(6) 通常の運航に対しては、クロストラック・エラー／デビエーション（ＲＮＡＶシ

ステムが計算した経路と当該経路に対する航空機の位置との間の相違、すなわちＦ

ＴＥ）は、経路に関する航法精度の１／２以内（すなわち、２．５ＮＭ）に制限さ

れること。経路における旋回中及びその直後における、航法精度の最大１倍まで（

すなわち、５．０ＮＭ）の、この基準からの短時間の逸脱（例えばオーバーシュー

ト又はアンダーシュート）は、許容される。

(7) 管制機関が航空機に対して、経路から外れる機首方位を指定した場合には、操縦

者等は、元の経路に戻るクリアランスを受領するか、又は新たな経路のクリアラン

スが確認できるまで、ＲＮＡＶシステムにおけるフライト・プランを修正しないこ



と。航空機が公示された経路上を飛行していない場合には、特定の精度要件は適用

されない。

４ 不測の事態における手順

(1) ＲＮＡＶ性能が要件を満たさなくなった場合には、操縦者等は、管制機関へ通知

すること。

(2) 通信機の故障の場合にあっては、操縦者等は、定められた通信機の故障の際の手

順に従って、ＲＮＡＶ経路における飛行を継続すること。

(3) 独立型ＧＮＳＳ装置が使用されている場合には、

ア ＲＡＩＭ機能が失われた場合でも、ＧＮＳＳによる測位結果は航法に使用し続

けてもよい。操縦者等は、航法性能が許容できるレベルであることを確認するた

めに、他の測位情報のソース（例えばＶＯＲ、ＤＭＥ及びＮＤＢ情報）を使用し

て、自機の位置のクロスチェックを試みること。それができない場合には、代替

手段による航法に移行し、管制機関へ通知すること。

イ ＲＡＩＭ警報により航法ディスプレイ上に無効表示が表れた場合には、代替手

段による航法に移行し、管制機関へ通知すること。

第４ 操縦者等の知識及び訓練

以下の項目について、航空機のＲＮＡＶシステムに関する操縦者等の訓練に含まれ

ること。

(1) 装備されたＲＮＡＶシステムの性能及び制限

(2) ＲＮＡＶシステムが使用を許可された運航及び空域

(3) ＲＮＡＶ ５航行に使用されるＲＮＡＶシステムの運用に関する航行援助施設の

制限

(4) ＲＮＡＶシステムが故障した不測の事態における手順

(5) Ｄｏｃ ４４４４及び適当な場合にはＤｏｃ ７０３０に従ったＲＮＡＶにおける

無線電話通信用語

(6) ＲＮＡＶ航行に必要となる飛行計画要件

(7) チャート表示及び文字情報から判断されるＲＮＡＶ要件

(8) ＲＮＡＶシステム仕様に関する情報

ア 自動化のレベル、モード表示、変更、アラート、干渉、リバージョン及び性能

低下

イ 他の航空機システムとの機能的なつながり

ウ 飛行の各段階における進行状況の監視（例えばＰＲＯＧページやＬＥＧＳペー

ジの監視）

エ ＲＮＡＶシステムに使用される航法センサーのタイプ（例えば、ＤＭＥ、ＩＲ

Ｕ、ＧＮＳＳ）及び関連するシステムの優先順位付け／重み付け／ロジック

オ 速度と高度の影響を考慮した旋回予測

カ 電子ディスプレイとシンボルの解釈

(9) 適用できる場合には、以下の行為をどのように実施するかを含む、ＲＮＡＶシス



テムの運用手順

ア 航空機の航法用データの有効期間の確認

イ ＲＮＡＶシステムのセルフテストが完了したことの確認

ウ ＲＮＡＶシステムの測位の初期化

エ ウェイポイントへのダイレクト飛行

オ コース／トラックのインターセプト

カ レーダー誘導の終了及び経路への会合

キ クロストラック・エラー／デビエーションの判定

ク 航法センサーからの入力の削除及び再選択

ケ 必要に応じ、特定の無線施設又は特定の種類の無線施設の排除の確認

コ 従来型の無線施設を使用した総航法誤差の確認の実施

第５ 航法用データベース

航法用データベースが搭載され使用される場合には、機上の航法用データは、有効

でかつ運航しようとする地域に対し適切であり、経路に対する無線施設及びウェイポ

イントを含んでいること。（航法用データベースは飛行継続中有効であることが求め

られる。もしＡＩＲＡＣサイクルが飛行継続中に変わる場合は、幕僚長等及び操縦者

等は飛行経路の確定に使用される航空保安無線施設のデータが適切かどうかを含む、

航法用データの正確性を確認する手順を確立すること。従来より、これは電子データ

をペーパー上のデータと比較することによってなされている。）



別紙第３

ＲＮＡＶ １及びＲＮＡＶ ２航行に関する運航基準

第１ 総則

１ 目的

この運航基準は、ＩＣＡＯマニュアル「Performance-Based Navigation Manual」

（Ｄｏｃ ９６１３）に準拠して、ＲＮＡＶ １及びＲＮＡＶ ２航行に必要な要件を

定めるものである。

２ 他の基準との関係

欧州ＪＡＡは、Ｐ－ＲＮＡＶ航行に関してＴＧＬ－１０を、米国ＦＡＡは、米国タ

ーミナル・エンルートＲＮＡＶに関してＡＣ９０－１００を発行している。両者には

相違があるが、ＩＣＡＯマニュアルにおけるＲＮＡＶ １及びＲＮＡＶ ２航行に必要

な要件（以下「ＩＣＡＯ基準」という。）は、両者の調和を図ったものである。また

、米国ＦＡＡが発行しているＡＣ９０－１００Ａは、ＩＣＡＯ基準との調和を図った

ものである。

ＲＮＡＶ １及びＲＮＡＶ ２航行の承認を得た航空機は、Ｐ－ＲＮＡＶ経路又は米

国ターミナル・エンルートＲＮＡＶ経路におけるＲＮＡＶ航行についても承認された

こととなる。

３ 承認の申請

ＲＮＡＶ １及びＲＮＡＶ ２航行の承認を申請する際には、本基準への適合性を示

すこと。

４ 航空機の適合性

Ｐ－ＲＮＡＶ（ＴＧＬ－１０）と米国ＲＮＡＶ（ＡＣ９０－１００）の双方に適合

するシステム又は米国ＲＮＡＶ（ＡＣ９０－１００Ａ）に適合するシステムは、この

別紙の第２の要件にも適合するとみなしてよい。また、Ｐ－ＲＮＡＶ（ＴＧＬ－１０

）と米国ＲＮＡＶ（ＡＣ９０－１００）のいずれかに適合するシステムについては、

ＩＣＡＯ基準と相違する要件（ＩＣＡＯマニュアル参照）についての適合性を示すこ

ととしてよい。

なお、製造国又は改造国政府により適合性が実証されていることについて、装備品

製造者又はＳＴＣ（追加型式設計証明）保有者等の発行する文書（例えばサービスレ

ター）により確認できる場合には、当該文書を第２に適合することを示す書類として

用いることができる。また、この場合において、飛行規定においてその適合性が記載

されている必要はない。

５ 実施要領

実施要領には、次に掲げる事項について適切に定めること。

(1) ＲＮＡＶ １及びＲＮＡＶ ２航行の運用手順及び航法データベースの処理方法



(2) 運用手順に基づく操縦者等の訓練その他の訓練

第２ 航空機の要件

１ 測位センサー

ＲＮＡＶ １及びＲＮＡＶ ２航行に使用するＲＮＡＶシステムは、以下のいずれか

の種類の測位センサーからの入力を使用し、水平面における航空機の位置を自動的に

決定すること。

(1) ＧＮＳＳ

(2) ＤＭＥ／ＤＭＥ

(3) ＤＭＥ／ＤＭＥ／ＩＲＵ

２ 精度要件

ＲＮＡＶ １として指定された空域又は経路における運航においては、横方向のト

ータル・システム・エラーは、全飛行時間中少なくとも９５％は、±１ＮＭの範囲に

あること。経路方向の誤差についても、全飛行時間中少なくとも９５％は、±１ＮＭ

の範囲にあること。

ＲＮＡＶ ２として指定された空域又は経路における運航においては、横方向のト

ータル・システム・エラーは、全飛行時間中少なくとも９５％は、±２ＮＭの範囲に

あること。経路方向の誤差についても、全飛行時間中少なくとも９５％は、±２ＮＭ

の範囲にあること。

３ 特定の航法サービスに対する基準

(1) ＧＮＳＳに対する基準

ア 以下のシステムは、精度についての要件に適合する。

(ｱ) 米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３０Ａに従ってＩＦＲに使用するために装

備された、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１２９／Ｃ１２９ａセンサー（クラスＢ又はＣ）及

びＥ／ＴＳＯ－Ｃ１１５ｂで要求されるＦＭＳを装備した航空機

(ｲ) 米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３０Ａ又はＡＣ２０－１３８Ａに従ってＩ

ＦＲに使用するために装備された、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１４５（ ）センサー及び

Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１１５ｂで要求されるＦＭＳを装備した航空機

(ｳ) 米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３８又はＡＣ２０－１３８Ａに従ってＩＦ

Ｒに使用するために装備された、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１２９／Ｃ１２９ａクラスＡ

１航法装置（第２ ４に規定された機能要件からの逸脱が無いもの）を装備し

た航空機

(ｴ) 米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３８Ａに従ってＩＦＲに使用するために装

備された、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１４６（ ）航法装置（第２ ４に規定された機能要

件からの逸脱が無いもの）を装備した航空機

イ ＧＮＳＳを必要とする航空機の承認に当たっては、航法システムが自動的に操

縦者等に対しＧＮＳＳの機能低下を警告しない場合には、幕僚長等は、ＧＮＳＳ

が正しく作動していることを確認する手順を開発すること。



ウ 他の種類の航法センサーからの測位データは、それが精度要件の範囲を超える

位置誤差を引き起こさない場合に限り、ＧＮＳＳデータと統合してもよい。そう

でなければ、他の種類の航法センサーを切断する手段を用意すること。

エ 独立型ＧＰＳ装置は、以下の追加機能を含むこと。

(ｱ) シュードレンジ・ステップ検出

(ｲ) ヘルスワード・チェック

(2) ＤＭＥ（ＤＭＥ／ＤＭＥ ＲＮＡＶシステム）に対する基準

ア 精度は、ＴＳＯ－Ｃ６６ｃの性能基準に基づくこと。

イ ＤＭＥ施設による選局及び測位アップデート

ＤＭＥ／ＤＭＥ ＲＮＡＶシステムは、以下の能力があること。

(ｱ) ＤＭＥ施設の選局から３０秒以内の測位アップデート

(ｲ) 複数のＤＭＥ施設の自動選局

(ｳ) 連続的なＤＭＥ／ＤＭＥによる測位アップデート（３番目のＤＭＥ施設又は

２番目の組み合わせが少なくとも直前の３０秒間利用可能である場合には、Ｒ

ＮＡＶシステムがＤＭＥ施設又は組み合わせの間で切り替わる際にＤＭＥ／Ｄ

ＭＥ測位に中断があってはならない。）

ウ 国のＡＩＰに公示された施設の使用

ＤＭＥ／ＤＭＥ ＲＮＡＶシステムは、国のＡＩＰに公示されたＤＭＥ施設の

みを使用すること。システムは、ＡＩＰにおいて国によりＲＮＡＶ １又はＲＮ

ＡＶ２航行での使用は不適当であると特定された施設又はレンジオフセットを使

用したＩＬＳ又はＭＬＳに関する施設は、使用しないこと。これは、以下により

達成しうる。

(ｱ) 航法上の計算結果に有害な影響を及ぼすことが知られている特定のＤＭＥ施

設について、ＲＮＡＶ経路が当該ＤＭＥ施設の受信範囲内にある場合には、航

空機の航法用データベースからこれを排除すること。

(ｲ) すべての受信するＤＭＥ施設からのエラーを検出するために、合理性をチェ

ックし、適当な場合には航法測位の計算からこれを排除する機能を有するＲＮ

ＡＶシステムを使用すること。

エ ＤＭＥ施設の相対角度

ＤＭＥ／ＤＭＥによる測位を必要とするときには、ＲＮＡＶシステムは、最低

限３０゜～１５０゜の相対角度の間にあるＤＭＥ施設を使用すること。

オ ＲＮＡＶへのＤＭＥ施設の使用

ＤＭＥ／ＤＭＥによる測位を必要とするときには、ＲＮＡＶシステムは少なく

とも各ＤＭＥ施設について以下の範囲内において利用可能で有効なターミナル又

はエンルートＤＭＥ施設を使用すること。

(ｱ) ＤＭＥ施設から３ＮＭ以上

(ｲ) ＤＭＥ施設から見て仰角４０゜未満で、かつ、１６０ＮＭ未満

カ ＶＯＲ、ＮＤＢ、ＬＯＣ、ＩＲＵ又はＡＨＲＳの使用

ＤＭＥ／ＤＭＥ ＲＮＡＶシステムによる通常運航時には、ＶＯＲ、ＮＤＢ、

ＬＯＣ、ＩＲＵ又はＡＨＲＳ（attitude heading reference system）を使用す



べきという要件はない。

キ 測位推定誤差

第２ ３(2)オの基準を満たす少なくとも２つのＤＭＥ施設を使用し、かつ、他

のＤＭＥ施設が基準を満たさない場合には、９５％の測位推定誤差は下記の公式

により算出される値か、それより小さい値であること。

仮定：σsis = ０．０５ＮＭ

σair は、最大値{（０．０８５ＮＭ, （ＤＭＥ施設までの距離の０．１

２５％）}

α= 相対角度（３０°から１５０°）

なお、この性能要件は、同時に２つのＤＭＥ施設を使い、ＤＭＥ相対角度を３

０°～１５０°の間に制限し、ＴＳＯ－Ｃ６６ｃの精度要件を満足するＤＭＥセ

ンサーを使う航法システムに適用される。もし、ＲＮＡＶシステムが公示された

提供範囲外のＤＭＥを使用する場合であっても、有効な施設のＤＭＥシグナル・

イン・スペース誤差は、σground = ０．０５ＮＭと仮定してよい。

ク 他の施設による誤ったガイダンス提供の防止

ＲＮＡＶシステムは、サービスボリューム範囲外の施設を使用しても（最小電

界強度要件、同一チャンネル・隣接チャンネルの干渉要件に適合しない場合でも

）誤ったガイダンスを引き起こさないことを保証すること。これは、初めにＤＭ

Ｅ施設を選局するときに合理性チェックを行うか、見通し線内にある同一チャン

ネルのＤＭＥを排除することにより達成できる。

ケ エラーのあるＶＯＲシグナル・イン・スペースからの保護

ＶＯＲはＲＮＡＶシステムにより使用されてもよい。しかしながら、ＤＭＥ／

ＤＭＥ輻射範囲内においては、ＲＮＡＶシステムが、エラーのあるＶＯＲシグナ

ル・イン・スペースにより位置精度に影響を与えないことを保証すること。これ

は、例えば、誤った測位結果を出さないために、ＤＭＥ／ＤＭＥ信号によりＶＯ

Ｒ信号を重み付け又はモニターすることにより達成できる。

コ 運用中の施設を使用することの保証

ＲＮＡＶシステムは、運用中のＤＭＥ施設を使用すること。

サ 操作上の留意事項

操縦者等によるＲＮＡＶシステムの航法アップデート・ソースの監視や、複数

のＤＭＥ局の削除のような短時間に動作が集中する操作は、飛行中のワークロー

ドが高まる前又はクリティカルフェーズの前に実施すること。

シ 合理性チェック

サービスボリュームを公示された無線施設のみを使用する場合を除き、航法シ

ステムは、レンジ内の重複した周波数の無線施設、見通し距離外の無線施設、配

置の悪い無線施設の使用を排除する、チェック機能を提供すること。

sin
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合理性チェックが要件への適合性の証明に使用される場合には、チェックの有

効性が、ストレスのある状態で試験されること。この状態の例は、ＤＭＥをサポ

ートする他のＤＭＥが1つだけ又は同一強度の２つの信号がある場合に、補足時

に有効であったＤＭＥ信号が、試験の間（試験中の施設がそうなるかもしれない

のと同様に）ランプ・オフする状態である。

(3) ＤＭＥ及びＩＲＵ（ＤＭＥ／ＤＭＥ／ＩＲＵ ＲＮＡＶシステム）に対する基準

ＤＭＥ／ＤＭＥによる測位について、(2)に定める基準が適用されるほか、以下

の基準が適用される。

ア 慣性航法装置の性能は、米国１４ ＣＦＲ， Ｐａｒｔ １２１， Ａｐｐｅｎｄ

ｉｘ Ｇの基準を満足すること。

イ ＤＭＥ／ＤＭＥによる結果を用いて自動測位アップデートを行う能力が必要で

ある。

ウ 慣性航法装置を用いた飛行に移行する前に、ＶＯＲ／ＤＭＥベースの航法に移

行する航空機システムもあるため、ＶＯＲ施設が航空機から４０ＮＭ以上離れて

いる場合には、ＶＯＲの方位精度の影響が、航空機の位置精度に影響を与えない

こと。

４ 機能要件－航法用表示装置及び機能

(1) To/From表示及び故障表示を含む航法用データが、ラテラル・デビエーション・

ディスプレイ（ＣＤＩ、（Ｅ）ＨＳＩ）又はナビゲーション・マップ・ディスプレ

イにおいて表示されること。これらの表示器が、航空機の航法、マニューバ予測及

び故障/Status/完全性表示のための主飛行計器として使用されること。これらは、

以下の要件に適合すること。

To/From表示及び故障表示を含み、航空機の航法、マニューバ予測及び故障/Stat

us/完全性表示のための主飛行計器として使用される、以下の５つの属性を有する

非数値式のラテラル・デビエーション・ディスプレイ（例えばＣＤＩ、（Ｅ）ＨＳ

Ｉ）。

ア ディスプレイは操縦者から見え、かつ、飛行経路に沿って前方を見る場合に主

要視野（操縦者の標準的な視野から±１５°の範囲）に位置すること。

イ ラテラル・デビエーション・ディスプレイのスケールは、機能が提供されてい

る場合には警報を発する範囲に対応していること。

ウ ラテラル・デビエーション・ディスプレイは、その時のフライトフェーズに適

したフルスケールの振れ幅を持ち、かつ、必要なトータル・システム・アキュラ

シーに基づくものであること。

エ ディスプレイスケールはデフォルトロジックによって自動的にセットされるか

、又は航法用データベースから得られた値にセットされてもよい。フルスケール

の振れ幅の値は、エンルート、ターミナル又は進入の値に応じて操縦者等に認識

されているか、又は表示可能であること。

オ ラテラル・デビエーション・ディスプレイはＲＮＡＶが計算した経路に自動的

に追従するものであること。デビエーション・ディスプレイのコースセレクター



は、ＲＮＡＶの計算されたパスに自動的に追従されること。

代替手段としては、ナビゲーション・マップ・ディスプレイにより、(1) ア～オ

において規定されるラテラル・デビエーション・ディスプレイと同等な機能が、適

切なマップスケール（スケールは操縦者等により手動でセットされてもよい。）で

提供されること。

(2) ＲＮＡＶ １又はＲＮＡＶ ２航行用の装置としては、最低限、以下のシステムの

機能が要求される。

ア ＲＮＡＶシステムが算出する飛行経路及び当該経路と自機位置との相対関係が

、航空機の航法のための主として使用されるディスプレイ上において、ＰＦに対

し連続的に表示できる機能。操縦のために２人を要する運航については、ＰＮＦ

が、飛行経路及び当該経路と自機位置との相対関係を確認する手段についても、

設けられていること。

イ 民間航空に対し公示された最新の航法用データを収録し、ＡＩＲＡＣサイクル

で更新することができ、ＡＴＳ経路を選択しＲＮＡＶシステムにロードできる航

法用データベース。収録されるデータの分解能については、パス・ディフィニシ

ョン・エラーを無視できるよう十分なものであること。データベースは、収録さ

れたデータを操縦者等が変更できないよう保護されていること。

ウ 操縦者等に航法データ用の有効期限を示すための措置

エ 操縦者等が、飛行する経路を確認するために任意のウェイポイント及び航行援

助施設について航法用データベースに収納されているデータを選択し表示するた

めの手段

オ データベースからＲＮＡＶシステムに対し、飛行するＳＩＤ又はＳＴＡＲ方式

のＲＮＡＶセグメント全体をロードする能力

(3) 以下の事項について、操縦者の主要視野に位置するディスプレイ又は容易にアク

セスできるディスプレイ・ページのいずれかに、表示する措置

ア 現在使用している航法センサーの種類

イ 次の（ＴＯ）ウェイポイントの識別表示

ウ 対地速度又は次の（ＴＯ）ウェイポイントまでの到達予想時間

エ 次の（ＴＯ）ウェイポイントまでの距離及び方位

(4) "Direct To"機能を実施する能力

(5) 自動的に飛行レグを順序づけ、操縦者等に表示する能力

(6) フライ・オーバーとフライ・バイ旋回を実施する能力を含んだ機上のデータベー

スから抽出したＡＴＳ経路を航行する能力

(7) 航空機は、自動的に以下のＡＲＩＮＣ ４２４パス・ターミネータ又はこれらと

同等のものと一致したレグトランジションを実施し、軌跡を維持する能力を有する

こと。この場合において、コース及びトラックの数値はＲＮＡＶシステム・データ

ベースより自動的にロードされること。

ア Initial Fix （ＩＦ）

イ Course to Fix （ＣＦ）

ウ Direct to Fix （ＤＦ）



エ Track to Fix （ＴＦ）

なお、パス・ターミネータはＡＲＩＮＣ仕様４２４に定義されており、それらの

適用についてはＲＴＣＡドキュメントＤＯ－２３６Ｂ及びＤＯ－２０１Ａ並びにＥ

ＵＲＯＣＡＥ ＥＤ－７５Ｂ及びＥＤ－７７に詳細に規定されている。

(8) 航空機は、自動的にＶＡ（Heading to Altitude）、ＶＭ（Heading to Manual T

ermination）及びＶＩ（Heading to Intercept）のＡＲＩＮＣ４２４パス・ターミ

ネータと一致したレグトランジションを実施し、又は、方式で指定された高度到達

後に、コースにインターセプト若しくは他のフィックスへ直行する能力を有するこ

と。

(9) 航空機が、自動的にＣＡ（Course to Altitude）及びＦＭ（Vector from Fix）

のＡＲＩＮＣ ４２４パス・ターミネータと一致したレグトランジションを実施す

る能力を有するものであるか、又はＲＮＡＶシステムは、操縦者等が容易にウェイ

ポイントを指定し、指定されたウェイポイントへの、又はウェイポイントからの希

望コースを選択することができるものであること。

(10)データベースから、経路名でＲＮＡＶ ＡＴＳ経路をロードする能力は、推奨機

能である。しかしながら、ＲＮＡＶ経路のすべて又は一部分（ＳＩＤ又はＳＴＡＲ

を除く。）が、航法用データベースからウェイポイントを手動入力することにより

入力される場合、手動で入力したウェイポイント及びその前後のウェイポイント間

の経路は、ターミナル空域においてはＴＦレグと同様の方法で飛行されること。

(11)操縦者の主要視野の範囲内に、関連するセンサーを含む、ＲＮＡＶシステムの故

障を表示する能力。

(12)マルチセンサーのシステムにおいては、プライマリーのＲＮＡＶ航法センサーが

故障した場合に代替のＲＮＡＶ航法センサーへ自動的に切り替わる能力。これは、

手動により航法ソースを選択する手段を提供することを妨げるものではない。

(13)データベースの完全性

航法用データベースの供給者は、ＲＣＴＡ ＤＯ－２００Ａ／ＥＵＲＯＣＡＥ文

書ＥＤ ７６：航空用データの処理の基準（第５参照）に適合していること。

第３ 運用手順

１ 飛行前計画

ＲＮＡＶ１又はＲＮＡＶ２経路における運航を行おうとする航空機は、適切に飛行

計画を通報すること。

機上の航法用データは、有効でかつ運航しようとする地域に対し適切でなければな

らず、出発、到着及び代替空港等に対する無線施設、ウェイポイント及び適切に登録

されたＡＴＳ経路を含むこと。（航法用データベースは飛行継続中有効であることが

求められる。もしＡＩＲＡＣサイクルが飛行継続中に変わる場合は、幕僚長等及び操

縦者等は飛行経路及び方式の確定に使用される航空保安無線施設のデータが適切かど

うかを含む、航法用データの正確性を確認する手順を確立すること。）

また、ＲＮＡＶ以外の不測の事態を含めて、運航しようとする経路において必要と

なる航行援助施設の利用可能性については、利用可能な全ての情報を用いて、運航し



ようとする時間帯について、確認すること。ＧＮＳＳの利用可能性（ＲＡＩＭ又はＳ

ＢＡＳ信号）についても、確認すること。ＳＢＡＳ受信機（全てのＥ／ＴＳＯ－Ｃ１

４５／Ｃ１４６）で航行する航空機については、ＳＢＡＳ信号の利用できない空域に

おけるＧＰＳ ＲＡＩＭの利用可能性が適切かどうかを確認すること。

(1) ＡＢＡＳの利用可能性

ＲＮＡＶ 1 又はＲＮＡＶ ２航行においては、ＲＡＩＭの利用可能性について一

定のレベルにあることを確認すること。これはＮＯＴＡＭ（利用可能な場合）又は

ＲＡＩＭ予測サービスのいずれかによって確認することができる。運航しようとす

る経路に対し利用可能な予測情報について精通していること。なお、十分な数の衛

星が利用可能であることなどを条件として、ＲＡＩＭ予測を行わないことが認めら

れている空域又は経路については、当該条件を満たすことを確認することとしてよ

い。

ＲＮＡＶ 1 又はＲＮＡＶ ２航行を行おうとする区間のいずれかの区間で、故障

探知の適正なレベルが５分を超えて継続して失われることが予測される場合は、飛

行計画を変更すること（例えば出発の延期や異なる出発方式の計画等）。

操縦者等は、ＧＮＳＳの構成要素の不測の故障のために、飛行中にＲＡＩＭ又は

ＧＰＳ航法機能が完全に失われる可能性があり、これにより代替航法手段に移行す

ることが必要な場合があることを認識していること。したがって、操縦者等は、Ｇ

ＰＳ航法を喪失した際に、目的地変更の可能性も含めて航行できるかどうか、確認

すること。

(2) ＤＭＥの利用可能性

ＤＭＥに依存した航行を実施する場合には、クリティカルＤＭＥの健全性を検証

するため、ＮＯＴＡＭを確認すること。操縦者等は、飛行中にクリティカルＤＭＥ

が故障した場合に、航空機が航行（目的地変更の可能性も含め）を続ける能力があ

るかどうか、評価すること。

２ 一般的運用手順

(1) 操縦者等は、ＲＮＡＶシステムの初期設定時において、航法用データベースが有

効なものであること及び自機の位置が正しく入力されていることを確認すること。

操縦者等は、出発前のクリアランス及びその後の経路変更において管制機関からア

サインされた経路が正しく入力されているか確認すること。操縦者等は、自機の航

法システムにより表示されたウェイポイントの順序が、適切なチャートに表示され

た経路でかつアサインされた経路と合っていることを確認すること。

(2) 操縦者等は、機上の航法用データベースから経路名で選択でき、またチャートに

表示された経路に一致するものでない限り、ＲＮＡＶ 1 又はＲＮＡＶ ２のＳＩＤ

又はＳＴＡＲを飛行しないこと。しかしながら、管制機関の承認に応じて、選択し

た後に特定のウェイポイントを追加又は削除することにより経路を修正することは

認められる。緯度経度若しくはρ-θ値の手動入力による新たなウェイポイントの

作成は認められない。さらに、操縦者等は、ＲＮＡＶ ＳＩＤ又はＳＴＡＲのデー

タベースのウェイポイントタイプを、フライ・バイからフライ・オーバー、又はそ



の逆に変更しないこと。

(3) 航空路におけるＲＮＡＶ 1 又はＲＮＡＶ ２の経路は、データベースから取り出

す際、個々のウェイポイントをロードするのではなく、可能な限り、経路全体とし

てロードすること。ただし、飛行しようとする公示された経路におけるすべてのフ

ィックスが挿入される場合には、航法用データベースから個々の名前の付けられた

フィックス・ウェイポイントを選択し挿入することは認められる。さらに、ＡＴＣ

クリアランスに応じて特定のウェイポイントを追加又は削除することにより経路を

修正することは認められる。緯度経度又はρ-θ値の手動入力による新たなウェイ

ポイントの作成は認められない。

(4) 操縦者等は、チャート又は他の適用可能なリソースを、航法システムのテキスト

ディスプレイや航空機のマップ・ディスプレイ（適用できる場合）と照合し、承認

された飛行計画のクロスチェックを行うこと。必要な場合には、特定の航行援助施

設が排除されていることを確認すること。

注：操縦者は、チャートと主として使用されるディスプレイにて表示される航法情報

の間で、わずかな相違に気付くことがありうる。次のウェイポイントまでの方位に

対し、３°以内の差は機上装置による磁気偏差の処理により生じうるものであり、

その差は運航上許容可能である。

(5) 操縦者等は、飛行中可能であれば、地上の航空保安無線施設を利用して航法が適

正に行われていることを確認すること。

(6) ＲＮＡＶ ２経路においては、操縦者等は、ラテラル・デビエーション・インジ

ケーター、フライト・ディレクター又は自動操縦装置をラテラル・ナビゲーション

・モードで使用すること。操縦者等は、フライト・ディレクター又は自動操縦装置

を使用せずに、第２ ４(1)ア～オに規定されたラテラル・デビエーション・インジ

ケーターと同等の機能を有するナビゲーション・マップ・ディスプレイを使用して

もよい。

(7) ＲＮＡＶ １経路においては、操縦者等は、ラテラル・デビエーション・インジ

ケーター、フライト・ディレクター又は自動操縦装置をラテラル・ナビゲーション

・モードで使用すること。

(8) ラテラル・デビエーション・ディスプレイを装備した航空機の操縦者等は、当該

経路に関する航法精度に対して、適切なラテラル・ナビゲーション・スケールであ

ること（例えば最大振れ幅が、ＲＮＡＶ １に対しては±１ＮＭ、ＲＮＡＶ ２に対

しては±２ＮＭ、ＲＮＡＶ ２経路におけるＥ／ＴＳＯ－Ｃ１２９（ ）装置に対し

ては±５ＮＭ）を確認すること。

(9) 通常の運航に対しては、クロストラック・エラー／デビエーション（ＲＮＡＶシ

ステムが計算した経路と当該経路に対する航空機の位置との間の相違、すなわちＦ

ＴＥ）は、経路に関する航法精度の１／２以内（すなわち、ＲＮＡＶ １に対して

は０．５ＮＭ、ＲＮＡＶ ２に対しては１．０ＮＭ）に制限されること。経路にお

ける旋回中及びその直後における、航法精度の最大１倍まで（すなわち、ＲＮＡＶ

１に対しては１．０ＮＭ、ＲＮＡＶ ２に対しては２．０ＮＭ）の、この基準から

の短時間の逸脱（例えばオーバーシュート又はアンダーシュート）は、許容される



。

(10) 管制機関が航空機に対して、経路から外れる機首方位を指定した場合には、操

縦者等は、元の経路に戻るクリアランスを受領するか、又は新たな経路のクリアラ

ンスが確認できるまで、ＲＮＡＶシステムにおけるフライト・プランを修正しない

こと。航空機が公示された経路上を航行していない場合には、特定の精度要件は適

用されない。

(11) 航空機のバンク制限機能の手動選択は、航空機が所望の経路を維持する能力を

低下させる可能性があり、推奨されない。操縦者等は、手動選択できる航空機のバ

ンク制限機能により、特に大きな角度の旋回を行う際に、管制機関の想定通りに経

路飛行できなくなるような能力低下を招く可能性があることを認識すること。本規

定は、飛行規定の手順から逸脱する要件として解釈すべきではなく、むしろ、操縦

者等は、許容される手順の範囲内で、そのような機能の選択を制限することを奨励

されるべきである。

３ ＲＮＡＶ ＳＩＤ固有の要件

(1) 離陸開始する前に、操縦者等は、航空機のＲＮＡＶシステムが利用可能で、正し

く作動し、正しい空港等及び滑走路データがロードされていることを確認すること

。飛行する前に、操縦者等は、航空機の航法システムが正しく作動し、正しい滑走

路及び出発方式（適用されうるエンルートへの転移経路を含む。）が入力され、適

切に表示されていることを確認すること。ＲＮＡＶ出発方式をアサインされ、かつ

、続いて滑走路、方式又は転移経路を変更された操縦者等は、離陸前に適切な変更

が入力され、航法に利用可能であることを確認すること。地上滑走を含む離陸前の

段階で、適切な滑走路の入力及び正しい経路の表示について最終確認することが、

推奨される。

(2) ＲＮＡＶエンゲージ高度：操縦者等は、横方向ＲＮＡＶの飛行ガイダンスに従う

ため、空港等の標高上５００ｆｔまでにＲＮＡＶシステムを使用できること。経路

上でＲＮＡＶガイダンスが開始される高度は、５００ｆｔより高い場合もある（例

えば１，０００ｆｔまで上昇し、それから直行する場合など）。

(3) 操縦者等は、ＲＮＡＶ １に対する適切な性能レベルを得るために、承認された

方法（ラテラル・デビエーション・インジケーター／ナビゲーション・マップ・デ

ィスプレイ／フライト・ディレクター／自動操縦装置）を使用すること。

(4) ＤＭＥ／ＤＭＥ航空機：ＩＲＵによる入力なしで、ＤＭＥ／ＤＭＥセンサーのみ

を使っているＧＰＳ非装備の航空機の操縦者等は、航空機が十分なＤＭＥ輻射範囲

に入るまで、ＲＮＡＶシステムを使用しないこと。

(5) ＤＭＥ／ＤＭＥ／ＩＲＵ航空機：ＩＲＵを使用するＤＭＥ／ＤＭＥ ＲＮＡＶシ

ステム（ＤＭＥ／ＤＭＥ／ＩＲＵ）を使うＧＰＳ非装備の航空機の操縦者等は、航

空機の航法システムによる位置が離陸滑走開始点において既知の位置の１，０００

ｆｔ（０．１７ＮＭ）以内にあることを確認すること。これは、通常自動又は手動

ランウェイ／アップデート機能の使用により達成できる。操縦者等の手順及びディ

スプレイの解像度が、１，０００ｆｔ誤差の要件への適合を許容する場合には、ナ



ビゲーション・マップについても、航空機の位置確認のために使用してよい。

(6) ＧＮＳＳ航空機：ＧＮＳＳを使う場合には、離陸滑走開始前にその信号が受信で

きていること。そのためＥ／ＴＳＯ－Ｃ１２９／Ｃ１２９ａ装置を使う航空機では

、適切な航法システムのモニタリングと感度の適切性を確認するために、出発空港

等がフライト・プランにロードされること。Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１４５ａ／Ｃ１４６ａ

装置を使う航空機であって、出発が滑走路のウェイポイントから開始される場合に

は、適切なモニタリングと感度の適切性を確認するために出発空港等がフライト・

プランにロードされる必要はない。

４ ＲＮＡＶ ＳＴＡＲ固有の要件

(1) 到着フェーズの前に、操縦者等は、正しいターミナル経路がロードされているこ

とを確認すること。実行中のフライト・プランは、チャートと、マップ・ディスプ

レイ（適用できる場合）及びＭＣＤＵとを比較することによってチェックされるこ

と。このチェックには、ウェイポイントの順序、経路角と距離の合理性、高度や速

度の制限、及び可能な場合には、どのウェイポイントがフライ・バイでありフライ

・オーバーであるかを確認することも含まれる。経路において要求される場合には

、アップデートにおいて特定の航行援助施設が排除されることを確認するチェック

が必要である。航法用データベース内の経路の有効性が疑わしい場合は、その経路

を使用しないこと。

(2) 不測の事態における手順において、従来型の到着経路への移行が要求される場合

には、ＲＮＡＶ経路の飛行を開始する前に、必要な準備が完了されること。

(3) ターミナル空域における経路の変更は、レーダー・ヘディング又は"Direct-to"

のクリアランスといった形式で行われるが、操縦者等は、これに迅速に対応できる

こと。これには、データベースからロードされた適切なウェイポイントを追加する

ことが含まれる。データベースにない一時的なウェイポイント又はフィックスを使

用した、操縦者等によるロードされた経路に対する手動入力又は修正は、許容され

ない。

(4) 操縦者等は、航空機の航法システムが正しく作動し、正しい到着方式及び滑走路

（適用されうる転移経路を含む。）が入力され、適切に表示されていることを確認

すること。

(5) 特定の方法は義務付けられていないが、公示された高度及び速度の制限は、遵守

されること。

５ 不測の事態における手順

ＲＮＡＶ性能が低下した場合には、操縦者等は、その後の対応措置を含め、管制機

関へ通知すること。もしＲＮＡＶ経路の要件に従うことができない場合には、操縦者

等は、可能な限り速やかに管制機関へ通知すること。ＲＮＡＶ性能の低下とは、航空

機がもはや当該経路のＲＮＡＶ要件を満足することができなくなる故障又は事態をい

う。

通信機の故障の場合にあっては、操縦者等は、定められた通信機の故障の際の手順



に従って、ＲＮＡＶ経路における飛行を継続すること。

第４ 操縦者等の知識及び訓練

以下の項目について、航空機のＲＮＡＶシステムに関する操縦者等の訓練に含まれ

ること。

(1) 第３に規定するＲＮＡＶ １又はＲＮＡＶ ２航行に必要となる運用手順

(2) 航空機の機器／航法精度の重要性及び適切な使用

(3) チャート表示及び文字情報から判断される経路の特徴

(4) 関連する飛行経路と同様に、ウェイポイント・タイプ（フライ・オーバー及び

フライ・バイ）とパス・ターミネータ（第２ ４のＡＲＩＮＣ ４２４パス・ター

ミネータとして規定されているもの及びその他幕僚長等により使用されるタイプ

）の表示

(5) ＲＮＡＶ航空路、ＳＩＤ及びＳＴＡＲにおける運航に必要な航法装置（例えば

、ＤＭＥ／ＤＭＥ、ＤＭＥ／ＤＭＥ／ＩＲＵ及びＧＮＳＳ）

(6) ＲＮＡＶシステム仕様に関する情報

ア 自動化のレベル、モード表示、変更、アラート、干渉、リバージョン及び性

能低下

イ 他の航空機システムとの機能的なつながり

ウ 関連する操縦者等の手順のほか、経路の不連続（route discontinuity）の

意味と適切な対応

エ 運航に対応した操縦者等の手順

オ ＲＮＡＶシステムに使用される航法センサーのタイプ（例えば、ＤＭＥ、Ｉ

ＲＵ、ＧＮＳＳ）及び関連するシステムの優先順位付け／重み付け／ロジック

カ 速度と高度の影響を考慮した旋回予測

キ 電子ディスプレイとシンボルの解釈

ク ＲＮＡＶ航行を行うために必要となる航空機の形態及び運用状態、すなわち

コース・デビエーション・インジケーターのスケールの適切な選択（横方向の

逸脱表示のスケール）

(7) 適用できる場合には、以下の行為をどのように実施するかを含む、ＲＮＡＶシ

ステムの運用手順

ア 航空機の航法用データの有効期間及び完全性の確認

イ ＲＮＡＶシステムのセルフテストが完了したことの確認

ウ 航法システムの測位の初期化

エ 適切なトランジションを含むＳＩＤ又はＳＴＡＲの選択と飛行

オ ＳＩＤ又はＳＴＡＲに関連する速度及び高度制限の遵守

カ 使用滑走路に対する適切なＳＩＤ又はＳＴＡＲの選択、及び滑走路変更の取

扱いの手順に精通すること

キ 手動又は自動アップデートの実施（適用される場合には、テイクオフポイン

トシフトを含む。）

ク ウェイポイントとフライト・プランのプログラミングの確認



ケ ウェイポイントへのダイレクト飛行

コ ウェイポイントへのコース／トラックの飛行

サ コース／トラックのインターセプト

シ レーダー誘導での飛行及びヘディングモードからＲＮＡＶ経路への会合

ス クロストラック・エラー／デビエーションの判定。詳細には、ＲＮＡＶを継

続するために許容される最大デビエーションが理解され、尊重されること。

セ 経路の不連続の解決

ソ 航法センサーからの入力の削除及び再選択

タ 必要に応じ、特定の無線施設又は特定の種類の無線施設の除外の確認

チ 国の航空当局により要求される場合には、従来型の無線施設を使用した総航

法誤差の確認の実施

ツ 到着空港等及び代替空港等の変更

テ 機能を有している場合には、パラレル・オフセット機能の実施。操縦者等は

どのようにオフセットが適用されるのか、乗り組む航空機の特定のＲＮＡＶシ

ステムの機能及び当該機能が使用できない場合の管制機関への連絡の必要性に

ついて理解しておくこと。

ト ＲＮＡＶによる待機（Holding）機能の実施

(8) フライトフェーズに対する幕僚長等推奨の自動化のレベルとそのワークロード

。（経路の中心線を維持するためにクロストラック・エラーを最小にする方法を

含む。）

(9) ＲＮＡＶ航行における無線電話通信用語

(10) ＲＮＡＶシステム故障時における不測の事態の手順

第５ 航法用データベース

航法用データベースは、ＲＴＣＡ ＤＯ－２００Ａ／ＥＵＲＯＣＡＥ文書ＥＤ ７６

：航空用データの処理の基準に適合する供給者から入手すべきであり、また、装備品

の意図する機能に適合すること。データ・チェーンの各当事者に対し適切な規制当局

より発行される承認レター（ＬＯＡ）は、この要件への適合性を証明する（例えば米

国連邦航空局文書ＡＣ２０－１５３に従って発行されるＦＡＡ ＬＯＡ又はＥＡＳＡ

ＩＲ ２１ ｓｕｂｐａｒｔ Ｇに従って発行されるＥＡＳＡ ＬＯＡ）。

経路を無効にする不具合についてはデータ供給者に報告されなければならず、影響

する経路については、幕僚長等による操縦者等に対する通知により使用が禁止される

こと。

幕僚長等は、既存の品質システム要件に適合するため、運航用の航法用データベー

スの定期的チェックを実施する必要性について考慮すること。ＤＭＥ／ＤＭＥ ＲＮ

ＡＶシステムは、国のＡＩＰにおいて特定されるＤＭＥ施設のみしか使用しないこと

。

また、ＡＩＰにおいて国によりＲＮＡＶ １及びＲＮＡＶ ２航行での使用は不適当

であると特定された施設又はレンジオフセットを使用したＩＬＳ又はＭＬＳに関する

施設は、使用しないこと。これは、航法上の計算結果に有害な影響を及ぼすことが知



られている特定のＤＭＥ施設について、ＲＮＡＶ経路が当該ＤＭＥ施設の受信範囲内

にある場合に、航空機の航法に使用しないようにすることにより達成してもよい。



別紙第４

Ｐ－ＲＮＡＶ航行に関する運航基準

第１ 総則

１ 目的

この運航基準は、欧州共同航空当局（ＪＡＡ） ＴＧＬ－１０（注）に基づいて設

定された経路における航行（以下「Ｐ－ＲＮＡＶ航行」という。）の許可を受けるた

めに必要な要件を定めるものである。

(注：ＴＧＬ－１０: Temporary Guidance Leaflets No. 10 "Airworthiness and O

perational Approval for Precision RNAV Operations in Designated European Air

space")

２ 他の基準との関係

Ｐ－ＲＮＡＶ航行は、精度として、「横方向のトータル・システム・エラーは、全

飛行時間中少なくとも９５％、±１ＮＭの範囲になければならない。」との性能要件

を設定しており、ＩＣＡＯ基準に基づくＲＮＡＶ １航行と同等であるが、その他の

要件については相違がある。

そのため、ＩＣＡＯ基準に基づくＲＮＡＶ １航行の許可を受けるためには、別紙

第３に規定する運航基準への適合性を示す必要がある。

第２ 機上装置要件

１ 装備要件

(1) Ｐ－ＲＮＡＶ航行を行う航空機は、ＴＧＬ－１０の第５．１項の規定を満足する

ＲＮＡＶシステム（関連部を含む。）を１系統装備すること。

ただし、当該国のＡＩＰ等で、ＲＮＡＶシステムを２系統以上搭載することが求

められている空域内を飛行する場合は、求められる系統数以上のＲＮＡＶシステム

を装備すること。

(2) ＧＰＳが使用される場合、ＴＧｌ－１０第８．３項の規定に従うこと。

(3) ＩＮＳ又はＩＲＳが使用される場合、ＴＧＬ－１０第８．４項の規定に従うこと

。

(4) パイロット・インターフェースが異なるＲＮＡＶシステムが混用される場合、Ｔ

ＧＬ－１０第８．５項の規定に従うこと。

２ 性能要件

Ｐ－ＲＮＡＶ航行を行う航空機の機上装置は、ＴＧＬ－１０の第６項の規定を満足

すること。

３ 機能要件

Ｐ－ＲＮＶＡ航行を行う航空機の機上装置は、ＴＧＬ－１０の第７．１項の規定を

満足すること。



第３ 飛行規定

飛行規定には、第１の２で要求されている航法精度でＲＮＡＶ航行ができる能力を

有することが記載されていること。

飛行規定には、Ｐ－ＲＮＡＶ航行に係わる必要な操作手順等が適切に定められてい

ること。

第４ 運航要件

以下の事項を、ＴＧＬ－１０の第１０．２項から第１０．６項に従って適切に定め

ること。

(1) 通常手順

(2) 不測の事態の手順

(3) インシデント報告

(4) 航空機乗組員に対する教育訓練

(5) 航法用データベースの完全性の確保



別紙第５

ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行に関する運航基準

第１ 総則

１ 目的

この運航基準は、ＩＣＡＯマニュアル「Performance-Based Navigation Manual」

（Ｄｏｃ ９６１３）に準拠して、ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行に必要な要件を定めるもの

である。

２ 他の基準との関係

米国連邦航空局（ＦＡＡ）は、ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行に適合したＧＮＳＳ装置及び

システムに関してＡＣ２０－１３８Ａを発行している。欧州航空安全庁（ＥＡＳＡ）

は、ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行の耐空性承認及び運航基準のための文書（ＡＭＣ２０－２

７）を発行している。両者の耐空性基準には若干の相違があるが、ＩＣＡＯマニュア

ルにおけるＲＮＰ ＡＰＣＨ航行に必要な要件は、両者の調和を図ったものである。

３ 承認の申請

ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行の承認を申請する際には、本基準への適合性を示すこと。

なお、ＲＦレグを飛行する際には、「ＲＦレグ航行の実施要領（令和２年２月１４

日制定、国空航第２８８３号、国空機第１７６７号）」において定められた要件を遵

守すること。

４ 航空機の適合性

欧州航空安全庁文書（ＡＭＣ２０－２７）及び米国連邦航空局文書（ＡＣ２０－

１３８Ａ、ＡＣ２０－１３０Ａ又はＴＳＯ－Ｃ１１５ｂの内、いずれか）の双方に

適合するシステムは、この別紙第５の第２の要件に適合するとみなすことができる

。

５ 実施要領

実施要領には、次に掲げる事項について適切に定めること。

(1) 運用手順及び航法用データベースの処理方法

(2) 運用手順に基づく操縦者の訓練その他の訓練

第２ 航空機の要件

１ 測位センサー

ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行に使用するＲＮＡＶシステムは、主たる測位センサーとして

ＧＮＳＳを使用し、水平面における航空機の位置を自動的に決定できなければならな

い。

２ システム性能、監視及び警報

(1) 精度要件



ＲＮＰ ＡＰＣＨの初期進入セグメント及び中間進入セグメントにおける運航並

びにＲＮＡＶ進入復行においては、横方向のトータル・システム・エラーは、全飛

行時間中少なくとも９５％は、±１ＮＭの範囲になければならない。経路方向の誤

差についても、全飛行時間中少なくとも９５％は、±１ＮＭの範囲になければなら

ない。

ＲＮＰ ＡＰＣＨの最終進入セグメントにおける運航においては、横方向のトー

タル・システム・エラーは、全飛行時間中少なくとも９５％は、±０．３ＮＭの範

囲になければならない。経路方向の誤差についても、全飛行時間中少なくとも９５

％は、±０．３ＮＭの範囲になければならない。

精度要件を満たすためには、９５％のフライト・テクニカル・エラー（ＦＴＥ）

は、初期進入セグメント及び中間進入セグメントにおける運航並びにＲＮＡＶ進入

復行においては、０．５ＮＭを超えないべきであり、最終進入セグメントにおける

運航においては、０．２５ＮＭを超えないべきである。

(2) 性能監視及び警報

ＲＮＰ ＡＰＣＨの初期進入セグメント及び中間進入セグメントにおける運航並

びにＲＮＡＶ進入復行において、精度要件に適合しなくなった場合、又は、横方向

のトータル・システム・エラーが２ＮＭを超える可能性が10-5毎時を超える場合に

は、ＲＮＰシステム又はＲＮＰシステムと操縦者の組み合わせにより、警報を提供

しなければならない。ＲＮＰ ＡＰＣＨの最終進入セグメントにおける運航におい

て、精度要件に適合しなくなった場合、又は、横方向のトータル・システム・エラ

ーが０．６ＮＭを超える可能性が10-5毎時を超える場合には、ＲＮＰシステム又は

ＲＮＡＶシステムと操縦者の組み合わせにより、警報を提供しなければならない。

性能監視及び警報の要件への適合とは、ＦＴＥを自動監視することを意味するも

のではない。機上の監視警報機能は、少なくともナビゲーション・システム・エラ

ー（ＮＳＥ）監視警報アルゴリズムと、乗組員がＦＴＥを監視することを可能にす

るラテラル・デビエーション・ディスプレイから構成されているべきである。

３ 特定の航法サービスに対する基準

(1) ＧＮＳＳ に対する基準

ア 以下のシステムは、精度、完全性及び継続性についての要件に適合する。

(ｱ) ＴＳＯ－Ｃ１２９ａ／ＥＴＳＯ－Ｃ１２９ａクラスＡ１又はＥ／ＴＳＯ－１

４６（）クラスＧａｍｍａ及びクラス１、２若しくは３に従って承認された、

独立型ＧＮＳＳ装置

(ｲ) ＴＳＯ－Ｃ１２９（）／ＥＴＳＯ－Ｃ１２９（）クラスＢ１、Ｃ１、Ｂ３若

しくはＣ３又はＥ／ＴＳＯ－Ｃ１４５（）クラス１、２若しくは３に従って承

認された、マルチセンサー・システム（例えばＦＭＳ）に使用されるＧＮＳＳ

センサー

（注）：Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１２９（）に従って承認されたＧＮＳＳ受信機に対して

は、機能の継続性を改善するため、ＦＤＥ機能が推奨される。

(ｳ) ＲＮＰ ＡＰＣＨ性能の実証だけでなく、ＡＣ２０－１３０Ａ又はＥ／ＴＳ



Ｏ－Ｃ１１５ｂに従って承認された、ＧＮＳＳセンサーを使用するマルチセン

サー・システム

イ 他の種類の航法センサーからの測位データは、それが精度要件の範囲を超える

位置誤差を引き起こさない場合に限り、ＧＮＳＳデータと統合してもよい。そう

でなければ、他の種類の航法センサーを切断する手段が用意されるべきである。

４ 機能要件-航法用表示装置及び必要機能

(1) Ｔｏ／Ｆｒｏｍ表示及び故障表示を含む航法用データが、ラテラル・デビエーシ

ョン・ディスプレイ（ＣＤＩ、（Ｅ）ＨＳＩ）又はナビゲーション・マップ・ディ

スプレイにおいて表示されなければならない。これらの表示器が、航空機の航法、

マニューバ予測及び故障／Ｓｔａｔｕｓ／完全性表示のための主飛行計器として使

用されなければならない。

これらは、以下の要件に適合しなければならない。

ア ディスプレイは操縦者から見え、かつ、飛行経路に沿って前方を見る場合に主

要視野（操縦者の標準的な視野から±１５°の範囲）に位置しなければならない

。

イ ラテラル・デビエーション・ディスプレイのスケールは、警報を発する範囲に

対応しているべきである。

ウ ラテラル・デビエーション・ディスプレイは、その時のフライトフェーズに適

したフルスケールの振れ幅を持ち、かつ、トータル・システム・エラーの要件に

基づくものでなければならない。スケールは、初期進入セグメント及び中間進入

セグメントに対しては±１ＮＭであり、最終進入セグメントに対しては±０．３

ＮＭである。

エ ディスプレイスケールはデフォルトロジックによって自動的にセットされるか

、又は航法用データベースから得られた値にセットされてもよい。フルスケール

の振れ幅の値は、進入の値に応じて操縦者に認識されているか、又は表示可能で

なければならない。

オ 代替手段としては、ナビゲーション・マップ・ディスプレイにより、ラテラル

・デビエーション・ディスプレイと同等の機能が、適切なマップ・スケール（ス

ケールは操縦者により手動でセットされてもよい。）で提供されなければならな

い。

承認を受けるためには、ナビゲーション・マップ・ディスプレイがトータル・

システム・エラーの要件を満足することを示さなければならない。

カ ラテラル・デビエーション・ディスプレイのコースセレクターは、ＲＮＡＶが

計算した経路に自動的に追従されるべきである。

（注）：この要件は、電子マップ・ディスプレイが、飛行経路及び経路からの

逸脱をグラフィック表示できる装備には適用しない。

キ フライト・ディレクター又は自動操縦装置は、ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行には要求

されないが、これらのシステム無しに横方向のトータル・システム・エラーが実

証できない場合には、必須となる。その場合、ＲＮＡＶシステムからフライト・



ディレクター又は自動操縦装置にカップリングしていることが、コックピット・

レベルで明示されなければならない。

ク ＲＮＡＶシステムがこれらの航空機乗組員のタスクの遂行に必要な情報の表示

機能をサポートしていない場合、横方向の状況認識、航法監視及び進入検証（飛

行計画の検証）を改善するための拡張ナビゲーション・ディスプレイ（例えば電

子マップ・ディスプレイ又は拡張ＥＨＳＩ）が必須となる場合がある。

(2) 最低限、以下のシステムの機能が要求される。

ア ＲＮＡＶシステムが算出する飛行経路及び当該経路と自機位置との相対関係が

、航空機の航法のために主として使用されるディスプレイ上において、ＰＦに対

し連続的に表示できる機能。操縦のために２人を要する運航については、ＰＮＦ

が、飛行経路及び当該経路と自機位置との相対関係を確認する手段についても、

設けられていなければならない。

イ 民間航空に対し公示された最新の航法用データを収録し、ＡＩＲＡＣサイクル

で更新することができ、進入方式を選択しＲＮＡＶシステムにロードできる航法

用データベース。収録されるデータの分解能については、経路維持精度要件を達

成できるよう十分なものでなければならない。データベースは、収録されたデー

タを操縦者が変更できないよう保護されなければならない。

ウ 操縦者に航法用データの有効期限を示すための手段。

エ 操縦者が、飛行する方式を確認するために任意のウェイポイント及び航行援助

施設について航法用データベースに収納されているデータを選択し表示するため

の手段。

オ データベースからＲＮＡＶシステムに対し、飛行する進入方式全体をロードす

る能力。進入方式は、データベースからＲＮＡＶシステムに対し、その名称によ

ってロードされなければならない。

カ 以下の事項について、操縦者の主要視野又は容易にアクセスできるディスプレ

イ・ページのいずれかに、表示する手段。

(ｱ) 次の（ＴＯ）ウェイポイントの識別表示

(ｲ) 次の（ＴＯ）ウェイポイントまでの距離及び方位

(ｳ) 対地速度又は次の（ＴＯ）ウェイポイントまでの到達予想時間

キ 以下の事項について、容易にアクセスできるディスプレイ・ページのいずれか

に、表示する手段。

(ｱ) 飛行計画におけるウェイポイント間の距離の表示

(ｲ) 任意の点までの距離の表示

(ｳ) 経路に沿った距離の表示

(ｴ) ＧＮＳＳ以外に他のセンサーがある場合には、現在使用している航法センサ

ーの種類

ク "Direct To"機能を実行する能力

ケ 自動的に飛行レグを順序づけ、操縦者に表示する能力

コ フライ・オーバーとフライ・バイ旋回を実施する能力を含んだ機上のデータベ

ースから抽出した方式を航行する能力



サ 自動的に以下のＡＲＩＮＣ ４２４パス・ターミネータ又はこれらと同等のも

のと一致したレグトランジションを実行し、軌跡を維持する能力を有しなければ

ならない。

・Initial Fix (ＩＦ)

・Track to Fix (ＴＦ)

・Direct to Fix (ＤＦ)

（注）：パス・ターミネータはＡＲＩＮＣ仕様４２４に定義されており、それら

の適用についてはＲＴＣＡドキュメントＤＯ－２３６Ｂ及びＤＯ－２０１Ａ並

びにＥＵＲＯＣＡＥ ＥＤ－７５Ｂ及びＥＤ－７７に詳細に規定されている。

シ 操縦者の主要視野の範囲内に、関連するセンサーを含む、ＲＮＡＶシステムの

故障を表示する能力。

ス NSE警報限界を超えた場合に、航空機乗組員に対して示す能力（機上の性能監

視及び警報機能により提供される警報）。

第３ 運用手順

１ 飛行前計画

ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行の基準に基づく進入方式における運航を行おうとする航空機

は、適切に飛行計画を通報しなければならない。

機上の航法用データは、有効でかつ適切な方式を含まなければならない。

（注）：航法用データベースは飛行継続中有効であることが求められる。もしＡＩ

ＲＡＣサイクルが飛行継続中に変わる場合は、操縦者は飛行経路及び方式の確定に使

用される航空保安無線施設のデータが適切かどうかを含む、航法用データの正確性を

確認する手順を確立すべきである。

通常の飛行前計画のチェックに加え、以下の項目を含まなければならない。

ア 操縦者は、意図する飛行に使われるであろう進入方式（代替空港等におけるも

のを含む。）が、適切な処理（航法用データベースの完全性を担保するプロセス

）によって検証された、最新のＡＩＲＡＣサイクルにおいて有効な航法用データ

ベースから選択可能であり、カンパニー・インストラクション又はＮＯＴＡＭに

より使用が禁止されていないことを確認しなければならない。

イ 国の規則に従い、操縦者は、航行中にＲＮＰ ＡＰＣＨ航行する機上能力が失

われた場合に、目的地又は代替空港等に航行し着陸するための十分な手段が利用

可能であることを、飛行前の段階で確認すべきである。

ウ 航空機乗組員は、航空機システムの運用又は着陸空港等若しくは代替空港等に

おける方式の利用可能性若しくは適切性に有害な影響を与える全てのＮＯＴＡＭ

又はブリーフィング資料を考慮しなければならない。

エ 従来型の航行援助施設（ＶＯＲ、ＮＤＢ）に基づく進入復行方式が設定されて

いる場合には、その方式を飛行するために必要となる航法装置が装備され、使用

可能であること。また、関連する地上の航行援助施設が運用されていること。

また、不測の事態に備えて、ＲＮＡＶ以外の経路を含め、運航しようとする経

路において必要となる航行援助施設の利用可能性については、利用可能な全ての



情報を用いて、運航しようとする時間帯について、確認しなければならない。Ｇ

ＮＳＳの利用可能性（ＲＡＩＭ又はＳＢＡＳ信号）についても、確認すべきであ

る。ＳＢＡＳ受信機（全てのＥ／ＴＳＯ－Ｃ１４５／Ｃ１４６）で航行する航空

機については、ＳＢＡＳ信号の利用できない空域におけるＧＰＳ ＲＡＩＭの利

用可能性が適切かどうかを確認すべきである。

(1) ＡＢＡＳの利用可能性

ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行においては、ＲＡＩＭの利用可能性について一定のレベル

にあることを確認しなければならない。これはＮＯＴＡＭ（利用可能な場合）又は

ＲＡＩＭ予測サービスのいずれかによって確認することができる。運航しようとす

る経路に対し利用可能な予測情報について精通していなければならない。

（注）：十分な数の衛星が利用可能であることなどを条件として、ＲＡＩＭ予測

を行わないことが認められている空域又は経路については、当該条件を満たすこと

を確認することとしてよい。

ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行を行おうとする区間のいずれかの区間で、故障探知の適正

レベルが５分を超えて継続して失われることが予測される場合は、飛行計画が変更

されるべきである（例えば出発の延期や異なる進入方式の計画等）。

操縦者は、ＧＮＳＳの構成要素の不測の故障のために、飛行中にＲＡＩＭ又はＧ

ＰＳ航法機能が完全に失われる可能性があり、これにより代替航法手段に移行する

ことが必要な場合があることを認識していなければならない。従って、操縦者は、

ＧＰＳ航法を喪失した際に、目的地変更の可能性も含めて航行できるかどうかを確

認すべきである。

２ 進入方式飛行開始前手順

(1) 航空機乗組員は、進入開始前（ＩＡＦより前であって、かつ、航空機乗組員のワ

ークロードの観点からも適切な時期）の通常の手順に加え、進入チャートと照合す

ることにより、適切な方式がロードされていることを確認しなければならない。当

該チェックは、以下の項目を含まなければならない。

ア ウェイポイントの順序

イ 進入レグの経路角と距離の合理性、最終進入セグメントのインバウンド・コー

ス及び距離の精度

（注）：最低限として、当該チェックは本項の目的を達成する適切なマップ・ディ

スプレイの単純な点検である場合がある。

(2) 航空機乗組員は、公示されたチャート、マップ・ディスプレイ又はコントロール

・ディスプレイ・ユニット（ＣＤＵ）により、どのウェイポイントがフライ・バイ

でありフライ・オーバーであるかも確認しなければならない。

(3) マルチセンサーのシステムにおいては、航空機乗組員はＧＮＳＳセンサーが進入

中において測位計算に利用可能であることを確認しなければならない。

(4) 気圧補正高度を必要とするＡＢＡＳを装備したＲＮＰシステムにおいては、運航

の性能に合わせ、適切な時刻及び場所において、最新の空港等の気圧高度の規正値



が入力されているべきである。

(5) ＥＴＡの前後１５分の範囲でＡＢＡＳ利用可能性を予測している場合であって、

ＥＴＡが飛行前計画段階でのＥＴＡから１５分を超えて異なる場合には、航空機乗

組員は再度ＲＡＩＭ利用可能性のチェックを行うべきである。

(6) ターミナル空域における管制機関の指示には、レーダー・ヘディング、初期進入

レグをバイパスする"Direct-to"のクリアランス、初期進入セグメント若しくは中

間進入セグメントのインターセプト又はデータベースからロードされたウェイポイ

ントの挿入が含まれ得る。管制機関の指示に従う場合には、航空機乗組員は、ＲＮ

Ｐシステムに関する留意点を理解すべきである。

ア ターミナル空域における運航にあっては、航空機乗組員によるＲＮＡＶシステ

ムへの座標の手動入力は許容されない。

イ 中間進入フィックス（ＩＦ）への"Direct-to"のクリアランスは、ＩＦにおけ

る経路角の変更が４５°を超えない場合許容される。

（注）：ＦＡＦへの"Direct-to"のクリアランスは、許容されない。

(7) 航空機乗組員は、いかなる状況においても、ＦＡＦとＭＡＰｔとの間の飛行経路

のラテラル・ディフィニションを修正してはならない。

３ 進入方式飛行中手順

(1) 航空機は、（地形及び障害物との間隔を確保するため）降下を開始する前に、Ｆ

ＡＦよりも手前で最終進入コース上にいなければならない。

(2) 航空機乗組員は、ＦＡＦの手前２ＮＭの範囲において、進入モード表示装置（又

は同等のもの）が適切に進入モードの完全性を表示していることを確認しなければ

ならない。

（注）：当該要件は、特定のＲＮＰシステム（例えば既に実証されたＲＮＰ能力

について承認を受けた航空機）には適用されない。それらのシステムにあっては、

電子マップ・ディスプレイ、フライト・ガイダンス・モード表示等、航空機乗組員

に対し、進入モードが使用されていることを明示する他の手段が利用できる。

(3) 以下の情報が監視されるよう、適切なディスプレイが選択されなければならない

。

ア ＲＮＡＶシステムが計算した経路

イ ＦＴＥ監視のための、当該経路と自機位置との相対関係（クロス・トラック・

デビエーション）

(4) 以下の場合、方式の飛行を継続してはならない。

ア ナビゲーション・ディスプレイに無効表示が示された場合

イ 完全性警報機能が失われた場合

ウ ＦＡＦを通過するより前に完全性警報機能が利用できないと表示された場合

（注）：ただし、ＧＮＳＳ無しでのＲＮＰ能力が実証されたマルチセンサーの

ＲＮＡＶシステムにあっては、方式を中止する必要はない。そのようなコンフィ

ギュレーションで、システムをどの程度まで使用できるかどうか決定するため、

製造者の発行する文書を確認すべきである。



エ ＦＴＥが超過した場合

(5) 進入復行方式は、公示された方式に従って飛行しなければならない。以下の場合

、進入復行中にＲＮＡＶシステムを使用することが許容される。

ア ＲＮＡＶシステムが作動している場合（機能喪失が無い場合、NSE警報が無い

場合、故障表示が無い場合等）

イ 方式全体（進入復行を含む。）が、航法用データベースからロードされる場合

(6) ＲＮＰ ＡＰＣＨ方式においては、操縦者は、ラテラル・デビエーション・イン

ジケーター、フライト・ディレクター又は自動操縦装置をラテラル・ナビゲーショ

ン・モードで使用しなければならない。ラテラル・デビエーション・インジケータ

ー（例えばＣＤＩ）を装備した航空機の操縦者は、当該方式のいくつかのセグメン

トに関する航法精度に対して、適切なラテラル・ナビゲーション・スケール（最大

振れ幅）であること（すなわち、初期進入セグメント及び中間進入セグメントに対

しては±１．０ＮＭ、最終進入セグメントに対しては±０．３ＮＭ、進入復行セグ

メントに対しては±１．０ＮＭ）を確認しなければならない。通常の運航に対して

は、クロストラック・エラー／デビエーション（ＲＮＡＶシステムが計算した経路

と当該経路に対する航空機の位置との間の相違、すなわちＦＴＥ）は、方式に関す

る航法精度の１／２以内（すなわち、初期進入セグメント及び中間進入セグメント

に対しては０．５ＮＭ、最終進入セグメントに対しては０．１５ＮＭ、進入復行セ

グメントに対しては０．５ＮＭ）に制限されるべきである。旋回中及びその直後に

おける、航法精度の最大１倍まで（すなわち、初期進入セグメント及び中間進入セ

グメントに対しては１．０ＮＭ）の、この基準からの短時間の逸脱（例えばオーバ

ーシュート又はアンダーシュート）は、許容される。

(7) 最終進入セグメントにおいてＢａｒｏ－ＶＮＡＶの垂直経路を使用する場合には

、Ｂａｒｏ－ＶＮＡＶ経路からの垂直方向の逸脱は、それぞれ＋１００／－５０フ

ィートを超えてはならない。

(8) 進入継続のための目視物標を視野に捉えていない限り、横方向の逸脱又は垂直方

向の逸脱（Ｂａｒｏ－ＶＮＡＶ進入を実施する場合）が上記基準を超過する場合に

は、操縦者は、進入復行しなければならない。

４ 一般的運用手順

操縦者は、ＲＮＡＶセグメントを飛行する間、利用可能であれば、フライト・ディ

レクター又は自動操縦装置をラテラル・ナビゲーション・モードで使用することを奨

励される。

５ 不測の事態における手順

ＲＮＰ ＡＰＣＨ性能が低下した場合には、操縦者は、その後の対応措置を含め、

管制機関へ通知しなければならない。もしＲＮＰ ＡＰＣＨ方式の要件に従うことが

できない場合には、操縦者は、可能な限り速やかに管制機関へ通知しなければならな

い。ＲＮＰ ＡＰＣＨ性能の低下とは、航空機がもはや当該方式のＲＮＰ ＡＰＣＨ

要件を満足することができなくなる故障又は事態をいう。



通信機の故障の場合にあっては、航空機乗組員は、定められた通信機の故障の際の

手順に従って、ＲＮＰ ＡＰＣＨ方式における飛行を継続しなければならない。

第４ 操縦者の知識及び訓練

(1) 操縦者が単なるタスク本位にならないよう、以下の項目について航空機のＲＮＡ

Ｖシステムに関する十分な訓練が、操縦者の訓練に含まれなければならない。

ア 第３に規定するＲＮＰ ＡＰＣＨ航行に必要となる運用手順

イ ＲＮＰシステムの重要性及び適切な使用

ウ チャート表示及び文字情報から判断される経路の特徴

(2) 関連する飛行経路と同様に、ウェイポイント・タイプ（フライ・オーバー及びフ

ライ・バイ）、必要とされるパス・ターミネータ（ＩＦ、ＴＦ、ＤＦ）その他使用

されるタイプの表示に関する知識を有すること。

(3) ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行を行うために必要な航法装置（最低限、ＲＮＰシステムの

うち１系統はＧＮＳＳに基づくものであること。）に関する知識を有すること。

(4) ＲＮＰシステム仕様に関する知識を有すること。

ア 自動化のレベル、モード表示、変更、アラート、干渉、リバージョン及び性能

低下

イ 他の航空機システムとの機能的なつながり

ウ 関連する航空機乗組員の手順のほか、経路の不連続（route discontinuity）

の意味と適切な対応

エ 各フライトフェーズの監視手順

オ ＲＮＰシステムに使用される航法センサーのタイプ（例えば、ＤＭＥ、ＩＲＵ

、ＧＮＳＳ）及び関連するシステムの優先順位付け／重み付け／ロジック

カ 速度と高度の影響を考慮した旋回予測

キ 電子ディスプレイとシンボルの解釈

(5) 適用できる場合には、以下の行為をどのように実施するかを含む、ＲＮＡＶシス

テムの運用手順の知識を有すること。

ア 航空機の航法用データの有効期間及び完全性の確認

イ ＲＮＰシステムのセルフテストが完了したことの確認

ウ ＲＮＰシステムの測位の初期化

エ ＲＮＰ ＡＰＣＨの選択と飛行

オ 進入方式に関連する速度及び/又は高度制限の遵守

カ 管制機関からの通知に従った初期進入セグメント又は中間進入セグメントのイ

ンターセプト

キ ウェイポイントとフライト・プランのプログラミングの確認

ク ウェイポイントへのダイレクト飛行

ケ クロストラック・エラー／デビエーションの判定

コ 経路の不連続の挿入及び削除

サ 国の航空当局により要求される場合には、従来型の無線施設を使用した総航法

誤差の確認の実施



シ 到着空港等及び代替空港等の変更

(6) フライトフェーズに対する推奨の自動化のレベルとそのワークロード（経路の中

心線を維持するためにクロストラック・エラーを最小にする方法を含む。）の知識

を有すること。

(7) ＲＮＰ航行における無線電話通信用語の知識を有すること。

(8) ＲＮＰシステム故障時における不測の事態の手順を実施する能力を有すること。

第５ 航法用データベース

航法用データベースは、ＲＴＣＡ ＤＯ－２００Ａ／ＥＵＲＯＣＡＥ文書ＥＤ７６

：航空用データの処理の基準に適合する供給者から入手すべきである。適切な規制当

局より発行される承認レター（ＬＯＡ）は、この要件への適合性を証明する（例えば

ＦＡＡ ＡＣ２０－１５３に従って発行されるＦＡＡ ＬＯＡ又はＥＡＳＡ ＩＲ

２１ ｓｕｂｐａｒｔ Ｇに従って発行されるＥＡＳＡ ＬＯＡ）。

経路を無効にするような不具合についてはデータ供給者に報告されなければならず

、影響する経路については、航空機乗組員に対する通知により使用が禁止されなけれ

ばならない。

既存の品質システム要件に適合するため、航法用データベースの定期的チェックを

実施する必要性について考慮すべきである。



別紙第６

ＲＮＰ ４航行に関する運航基準

第１ 総則

１ 目的

この運航基準は、ＩＣＡＯマニュアル「Performance-Based Navigation Manual」

（Ｄｏｃ ９６１３）に準拠して、洋上又は遠隔地域におけるＲＮＰ ４航行に必要

な要件を定めるものである。

２ 承認の申請

ＲＮＰ ４航行の承認を申請する際には、本基準への適合性を示すこと。

３ 実施要領

実施要領には次に掲げる事項について適切に定めること。

(1) 運用手順及び航法用データベースの処理方法

(2) 運用手順に基づく操縦者の訓練その他の訓練

３ 航空機の適合性を判断する方法

航空機の適合性を判断する方法には以下の２種類の方法がある。

(1) 方法１：ＲＮＰ証明

方法１は、既にＲＮＰ性能について証明されている航空機のＲＮＰ ４航行の許

可のために用いられる。ＲＮＰの適合性については飛行規定に記載されており、一

般的には特定のＲＮＰ値に限られるものではない。飛行規定においては、実証され

たＲＮＰレベル及び使用に際して適用される要件（例えば航法センサーの要件等）

が示される。ＲＮＰ ４航行の許可は、飛行規定に規定された性能に基づいて行わ

れる。

この方法は、洋上及び遠隔地域におけるＲＮＰ ４航行の要件を満足するための

ＧＮＳＳ受信器等の装備品の取り付けについて、ＳＴＣより証明を受ける場合にも

適用される。

(2) 方法２：航法システム性能の証明

方法２は、その性能のレベルについて、既存の証明基準に基づき、ＲＮＰ ４基

準と同等であると認めることのできる航空機のＲＮＰ ４航行の許可のために用い

られる。以下の基準は、方法２による航空機のＲＮＰ ４航行の許可のために用い

ることができる。

ア 独立型ＧＮＳＳ装置

洋上及び遠隔地域での運航用として承認された長距離航法システムとしてＧＮ

ＳＳのみを装備した航空機は、第２に記載されている技術的要件に適合しなけれ

ばならない。飛行規定においては、適正な基準に基づき承認された２系統のＧＮ

ＳＳ装置が必要であることが示されなければならない。適正な基準とは、米国連

邦航空局文書ＴＳＯ－Ｃ１２９ａ又はＣ１４６（）及び欧州共同航空当局文書Ｊ

ＴＳＯ－Ｃ１２９ａ又はＣ１４６（）である。さらに、承認されたＦＤＥ利用可



能性予測プログラムが使用されていなければならない。

いかなる場合においても、ＦＤＥ機能が利用不可能となることの最大許容時間

は２５分である。最大許容時間を超えてＦＤＥ機能が利用不可能であることが予

測される場合は、飛行計画が変更されなければならない。

イ ＲＡＩＭにより完全性を有するＧＮＳＳを統合するマルチセンサー・システム

米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３０Ａ又はこれと同等の文書に従って承認さ

れたＲＡＩＭ及びＦＤＥ機能を有するＧＮＳＳを統合するマルチセンサー・シス

テムは、第２に記載される技術的要件に適合する。マルチセンサー・システムを

装備して使用している場合は、ＦＤＥ利用可能性予測プログラムを使用する必要

がないことに留意すること。

ウ 航空機による完全性の自律的監視（ＡＡＩＭ）

ＡＡＩＭは、ＧＮＳＳを含むマルチセンサーからの冗長性のある位置推定情報

を使用し、少なくともＲＡＩＭと同等の完全性性能を提供する。このような機上

補強は、ＴＳＯ－Ｃ１１５ｂ、ＪＴＳＯ－Ｃ１１５ｂ又はこれらと同等の基準に

従って承認されなければならない。例えば、ＲＡＩＭが使用できないもののＧＮ

ＳＳの位置情報が有効な場合に、慣性航法装置又はその他の航法センサーをＧＮ

ＳＳデータの完全性チェックに使用するものである。

第２ 航空機の要件

１ 長距離航法システム

ＲＮＰ ４航行に使用するＲＮＡＶシステムは、ＧＮＳＳセンサーからの入力を使

用する独立した使用可能な長距離航法システムを、２系統装備しなければならない。

ＧＮＳＳセンサーは、独立型の航法装置又はマルチセンサー・システムの一部として

使用することができる。

ＦＡＡ ＡＣ２０－１３８Ａ又はこれと同等の文書は、独立型ＧＮＳＳ装置を装備

する航空機に対して、装備要件に適合する方法を示すものである。ＦＡＡ ＡＣ２０

－１３０Ａ又はこれと同等の文書は、ＧＮＳＳを統合するマルチセンサー・ナビゲー

ション・システムに対して、装備要件に適合する方法を示すものである。

２ システム性能、監視及び警報

(1) 精度要件

ＲＮＰ ４として指定された空域又は経路における運航においては、横方向のト

ータル・システム・エラーは、全飛行時間中少なくとも９５％は、±４ＮＭの範囲

になければならない。経路方向の誤差についても、全飛行時間中少なくとも９５％

、±４ＮＭの範囲になければならない。

(2) 性能監視及び警報

精度要件に適合しなくなった場合、又は、横方向のトータル･システム・エラー

が8NMを超える可能性が10-5毎時を超える場合には、ＲＮＰシステム又はＲＮＰシス

テムと操縦者の組み合わせにより、警報を提供しなければならない。

性能監視及び警報の要件への適合とは、フライト・テクニカル・エラー（ＦＴＥ



）を自動監視することを意味するものではない。機上の監視警報機能は、少なくと

もナビゲーション・システム・エラー監視警報アルゴリズムと、乗組員がFTEを監

視することを可能にするラテラル・デビエーション・ディスプレイから構成されて

いるべきである。

３ 機能要件

機上の航法システムは、以下の機能を有していなければならない。

(1) 航法用データのディスプレイ

(2) Track to Fix(ＴＦ)

(3) Direct to Fix(ＤＦ)

(4) “Direct To”機能

(5) Course to Fix(ＣＦ)

(6) パラレル・オフセット

(7) フライ・バイ・トランジション

(8) ユーザー・インターフェース・ディスプレイ

(9) 飛行計画上のパス選択

(10) 飛行計画上のフィックスの順序づけ

(11) ユーザーに定義されたCourse to Fix

(12) パス・ステアリング

(13) 警報要件

(14) 航法用データベースへのアクセス

(15) ＷＧＳ ８４測地基準システム

(16) 自動無線位置アップデート

４ 必須機能の説明

(1) 航法用データのディスプレイ

ナビゲーション・データのディスプレイには、以下の要件を満足するラテラル・

デビエーション・ディスプレイ又はナビゲーション・マップ・ディスプレイを使用

しなければならない。

ア Ｔｏ／Ｆｒｏｍ表示及び故障表示を含み、航空機の航法、マニューバ予測及び

故障／Ｓｔａｔｕｓ／完全性表示のための主飛行計器として使用される、以下の

４つの属性を有する非数値式のラテラル・デビエーション・ディスプレイ（例え

ばＣＤＩ、（Ｅ）ＨＳＩ）：

(ｱ) ディスプレイは操縦者から見え、かつ、飛行経路に沿って前方を見る場合に

主要視野（操縦者の標準的な視野から±１５°の範囲）に位置しなけばならな

い。

(ｲ) ラテラル・デビエーション・ディスプレイのスケールは、機能が提供されて

いる場合には警報を発する範囲に対応していなければならない。

(ｳ) ラテラル・デビエーション・ディスプレイは、ＲＮＡＶシステムが計算した

経路に自動的に追従しなければならない。ラテラル・デビエーション・ディス



プレイは、その時のフライトフェーズに適したフルスケールの振れ幅を持ち、

かつ、経路維持精度要件に基づくものでなければならない。ラテラル･デビエ

ーション・ディスプレイのコースセレクターは、ＲＮＡＶシステムが計算した

経路に自動的に追従されるか、又は操縦者がＣＤＩ若しくはＨＳＩの選択コー

スを計算された所望のトラックに調整しなければならない。

(ｴ) ディスプレイスケールはデフォルトロジックによって自動的にセットされる

か、又は航法用データベースから得られた値にセットされてもよい。フルスケ

ールの振れ幅の値は、エンルート、ターミナル又は進入の値に応じて操縦者に

認識されているか、又は表示可能でなければならない。

イ 適正なマップスケール（スケールは操縦者により手動でセットされてもよい。

）でラテラル・デビエーション・ディスプレイと同等の機能を提供し、容易に操

縦者に見えるナビゲーション・マップ・ディスプレイ。

(2) パラレル・オフセット

航法システムは、選択されたオフセット距離でパラレル・トラックを飛行できる

能力を有しなければならない。アクティブな飛行計画上の元の経路における航法精

度及び全ての性能要件は、パラレル・オフセットを実施する場合にはオフセットさ

れた経路に対して適用されなければならない。システムは、コースの左右１ＮＭ単

位でオフセット距離を入力できなければならない。システムは、最低限２０ＮＭオ

フセットする能力を有しなければならない。オフセット使用時には、システムがオ

フセット・モード運航であることが航空機乗組員に対し明確に示されなければなら

ない。オフセット・モードでは、システムは、オフセット経路及びオフセットされ

たウェイポイントに対する基準パラメーター（例えば、クロストラック・デビエー

ション、オフセットされたウェイポイントまでの距離及び飛行時間）を提供しなけ

ればならない。オフセットは、経路の不連続（route discontinuity）、合理性の

ない経路配置又はＩＡＦを超えて継続してはならない。オフセット経路の終了に先

立ち、元の経路に戻るための十分な時間的余裕をもって航空機乗組員に対し表示が

与えられなければならない。パラレル・オフセットがアクティブ化された後は、自

動的に削除されるまで、航空機乗組員が"Direct-To"経路を入力するまで、又は航

空機乗組員による手動の取り消しが行われるまで、そのオフセットは全ての飛行計

画上の経路のセグメントにおいてアクティブでなければならない。パラレル・オフ

セット機能は、エンルートのＴＦレグ及びＤＦレグの測地線上で利用できなければ

ならない。

(3) フライ・バイ・トランジション航法システムは、フライ・バイ・トランジション

を実施する能力を有しなければならない。トランジション・タイプが特定されてい

ない場合、フライ・バイ・トランジションがデフォルト・トランジションでなけれ

ばならない。

(4) ユーザー・インターフェース・ディスプレイ

一般的なインターフェース・ディスプレイ機能は情報の表示を行い、状況認識が

でき、ヒューマン・ファクターを考慮に入れて設計され実装されたものでなければ

ならない。



(5) ディスプレイ及びコントロール

マニューバ予測及び故障／Ｓｔａｔｕｓ／完全性表示のために航空機のガイダン

ス及びコントロールの主飛行計器として使用される各ディスプレイ・エレメントは

、飛行経路に沿って前方を見る場合に操縦者の標準的な位置及び視野からの逸脱が

事実上ほとんどなく、操縦者から鮮明に見える場所（操縦者の主要視野）に位置し

なければならない。

全てのシステム・ディスプレイ、コントローラー及び表示は、通常のコクピット

環境及び予想される周囲の明るさの中で読み取ることができなければならない。夜

間照明の供給は、その他のコクピット照明と互換性を有していなければならない。

全てのディスプレイ及びコントロールは、航空機乗組員が容易にアクセスし使用で

きるように配列されていなければならない。通常飛行中に調整するコントロールは

、機能に関する標準化されたラベル表示があり、容易にアクセスできなければなら

ない。システム・コントロール及びディスプレイは、最大限に操作に適したもので

あり、操縦者のワークロードを最小限に抑えるよう設計されていなければならない

。飛行中に使用するコントローラーは、エラーを最小限に抑えるよう設計されてい

なければならず、その存在又は継続的使用がシステムの性能に悪影響を及ぼしては

ならない。システム・コントローラーは、システムの意図せぬシャットダウンに対

して十分に保護されていなければならない。

(6) 飛行計画上の経路選択

航法システムは、航空機乗組員が飛行計画を作成、レビュー及びアクティブ化で

きるような能力を有しなければならない。航法システムは、飛行計画の修正（例え

ばフィックスの削除及び追加並びに経路上のフィックスの作成）、変更内容のレビ

ュー及びユーザーによる受け入れを可能とする能力を有しなければならない。この

能力を実施する際は、修正がアクティブ化されるまではガイダンス出力に影響が及

んではならない。飛行計画の修正のアクティブ化には、航空機乗組員による入力と

検証の後に、航空機乗組員の明確な行動が必要でなければならない。

(7) 飛行計画上の飛行フィックスの順序づけ

航法システムは、自動的にフィックスを順序づける能力を有しなければならない。

(8) ユーザーに定義されたCourse to Fix

航法システムは、ユーザーに定義されたフィックスへのコースを定義する能力を

有しなければならない。操縦者は、ユーザーに定義されたコースにインターセプト

できなければならない。

(9) パス・ステアリング

航法システムは、自動操縦装置／フライト・ディレクター／ＣＤＩのうち適用さ

れるもののコマンド信号を生成するためのデータを供給しなければならない。いず

れの場合も、パス・ステアリング・エラー（ＰＳＥ）は、その他のシステム・エラ

ーとの組み合わせにより所望のＲＮＰ航行の要件を満足するもので、証明時に定義

されなければならない。証明プロセスにおいて、航空機乗組員が指定されたＰＳＥ

の範囲内で航空機を運航できることを実証されていなければならない。ＰＳＥの適

合性実証時には、航空機の型式、飛行包絡線、ディスプレイ、自動操縦装置の性能



及びレグトランジション・ガイダンス（特にアーク・レグの場合）について考慮す

べきである。ＰＳＥの測定値を使用して、RNP要件に対するシステムの適合性を監

視することができる。全てのレグ・タイプの運航において、この値はＲＮＡＶシス

テムが計算した経路への距離でなければならない。クロストラック・コンテインメ

ント要件への適合性においては、クロストラック・エラー計算の不正確さ（例えば

解像度）について、トータル・システム・エラーの考慮に入れなければならない。

(10) 警報要件

手動で入力した航法精度が航法用データベースで定義された飛行中の空域につい

ての航法精度を上回る場合においても、航法システムは警報を提供しなければなら

ない。その後航法精度を減少させた場合、当該警報は元に戻らなければならない。

非RNP空域からＲＮＰ空域へ接近する場合、飛行経路へのクロストラックが航法精

度の１／２以下であり、かつ、航空機がRNP空域の最初のフィックスを通過した際

に、監視警報機能が作動しなければならない。

(11) 航法用データベースの利用

航法用データベースにより、航法システムの参照と飛行計画の特性をサポートす

る航法情報が利用できなければならない。航法用データベース上のデータの手動に

よる修正が可能であってはならない。この要件は、「ユーザーに定義されたデータ

」を装置内に記憶させることを排除するものではない（例えばフレックス・トラッ

ク経路）。

メモリーからデータを呼び出す場合は、引き続きメモリー内にデータが保持され

なければならない。航法システムには、航法用データベースのバージョン及び有効

な期間を特定する手段がなければならない。

(12) 測地基準系

ＷＧＳ－８４又は同等の地球参照モデルが、エラー判定のための地球参照モデル

でなければならない。ＷＧＳ－８４を採用しない場合、選択された地球モデルとＷ

ＧＳ－８４地球モデルとの相違は、パス・ディフィニション・エラーの一部として

含まれなければならない。データ解像度により生じるエラーについても考慮されな

ければならない。

第３ 運用手順

１ 飛行前計画

ＲＮＰ ４空域又は経路における運航を行おうとする航空機は、適切に飛行計画を

通報しなければならない。操縦者がＲＮＰ要件を確認するため計画された経路を点検

しており、かつ、航空機が、ＲＮＰ ４航行の許可が必要な経路における航行を許可

されていることを示すため、飛行計画書第１０項に「Ｒ」の文字を記すべきである。

「ＲＮＰ ４」のように、精度の性能を示す追加的情報がその他の情報の項に表示

される必要がある。

機上の航法用データは、有効でかつ適切な方式を含まなければならない。

（注）：航法用データベースは飛行継続中有効であることが求められる。もしＡＩ

ＲＡＣサイクルが飛行継続中に変わる場合は、操縦者は飛行経路及び方式の確定に使



用される航空保安無線施設のデータが適切かどうかを含む、航法用データの正確性を

確認する手順を確立すべきである。

２ 飛行前の手順

航空機乗組員は以下を行わなければならない。

(1) ＲＮＰ ４空域又は経路を飛行するために要求される装備状況を整備記録によっ

て確認すること。

(2) 要求される装置の不具合が是正されていることを整備記録によって確認すること

。

(3) ＲＮＰ ４航行における非常操作手順を確認すること。

３ ＧＮＳＳの利用可能性

飛行計画又は出発の段階において、航空機がＲＮＰ ４航行をするための十分な性

能（必要な場合には、ＦＤＥ機能も含む。）が利用可能であることを保証しなければ

ならない。

４ 航空路

(1) ＲＮＰ空域の入域ポイントにおいて、この運航基準を満足し、飛行規定に記載さ

れた少なくとも２系統の長距離航法システムが機能していなければならない。ＲＮ

Ｐ ４に必要な装置が作動していない場合は、操縦者は当該装置を必要としない代

替経路を検討するか、修理のためにダイバートすべきである。

(2) 飛行中における運用手順として、航空機が管制機関の指示経路から不注意で逸脱

することを防ぐため、航法誤差を十分な時間的余裕をもって知るために必須のクロ

スチェックの手順を定めなければならない。

(3) ＲＮＡＶ性能が航法装置の故障により航法性能要件を満たさなくなった場合又は

不測の事態における手順のために経路から逸脱した場合には、操縦者は、管制機関

へ通知しなければならない。

(4) ＲＮＰ ４経路においては、操縦者は、ラテラル・デビエーション・インジケー

ター、フライト・ディレクター又は自動操縦装置をラテラル・ナビゲーション・モ

ードで使用すべきである。操縦者は、４（1）ア（ｲ）に規定されたラテラル・デビ

エーション・インジケーターと同等の機能を有するナビゲーション・マップ・ディ

スプレイを使用してもよい。

(5) ラテラル・デビエーション・インジケーターを装備した航空機の操縦者は、当該

経路に関する航法精度に対して、適切なラテラル・ナビゲーション・スケール（最

大振れ幅）であること（すなわち、ＲＮＰ ４に対しては±４ＮＭ）を確認しなけ

ればならない。

(6) 通常の運航に対しては、クロストラック・エラー／デビエーション（ＲＮＡＶシ

ステムが計算した経路と当該経路に対する航空機の位置との間の相違、すなわちＦ

ＴＥ）は、経路に関する航法精度の１／２以内（すなわち、２ＮＭ）に制限される

べきである。経路における旋回中及びその直後における、航法精度の最大１倍まで



（すなわち、４ＮＭ）の、この基準からの短時間の逸脱（例えばオーバーシュート

又はアンダーシュート）は、許容される。

第４ 操縦者の知識及び訓練

以下の項目について、航空機のＲＮＰシステムに関する操縦者の訓練に含まれなけ

ればならない。

(1) 第３に規定するＲＮＰ ４航行に必要となる運用手順

(2) ＲＮＰ ４航行性能の限界

(3) アップデートの影響

(4) ＲＮＰ ４航行における不測の事態の手順

第５ 航法用データベース

航法用データベースは、ＲＴＣＡ ＤＯ－２００Ａ／ＥＵＲＯＣＡＥ文書ＥＤ７６

：航空用データの処理の基準に適合する供給者から入手すべきである。適切な規制当

局より発行される承認レター（ＬＯＡ）は、この要件への適合性を証明する（例えば

ＦＡＡ ＡＣ２０－１５３に従って発行されるＦＡＡ ＬＯＡ又はＥＡＳＡ ＩＲ

２１ ｓｕｂｐａｒｔ Ｇに従って発行されるＥＡＳＡ ＬＯＡ）。

経路を無効にするような不具合についてはデータ供給者に報告されなければならず

、影響する経路については、操縦者に対する通知により使用が禁止されなければなら

ない。

既存の品質システム要件に適合するため、運航用の航法用データベースの定期的チ

ェックを実施する必要性について考慮すべきである。



別紙第７

Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １航行に関する運航基準

第１ 総則

１ 目的

この運航基準は、ＩＣＡＯマニュアル「Performance-Based Navigation Manual」

（Ｄｏｃ ９６１３）に準拠して、Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １航行に必要な要件を定め

るものである。

２ 承認の申請

Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １航行の承認を申請する際には、本基準への適合性を示すこ

と。

なお、ＲＦレグを飛行する際には、「ＲＦレグ航行の実施要領（令和２年２月１４

日制定、国空航第２８８３号、国空機第１７６７号）」において定められた要件を遵

守すること。

３ 航空機の適合性

耐空性当局（例えば欧州航空安全庁（ＥＡＳＡ）、米国連邦航空局（ＦＡＡ）等）

により適合性が実証されていることについて、装備品製造者又はＳＴＣ（追加型式設

計証明）保有者等の発行する文書（例えばサービスレター）により確認できる場合に

は、飛行規定においてその適合性が記載されている必要はない。

ＧＮＳＳを測位センサーとした別紙第３のＲＮＡＶ １航行に関する運航基準に適

合している航空機については、その適合性とこの別紙の第２の１、第２の２及び第２

の４(8)の要件への適合性を示すことにより、第２の要件に適合するとみなすことが

できる。

４ 実施要領

実施要領には、次に掲げる事項について適切に定めること。

(1) 運用手順及び航法用データベースの処理方法

(2) 運用手順に基づく操縦者の訓練その他の訓練

第２ 航空機の要件

１ 測位センサー

Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １航行に使用するＲＮＡＶシステムは、主たる測位センサー

としてＧＮＳＳを使用し、水平面における航空機の位置を自動的に決定できなければ

ならない。

２ システム性能、監視及び警報

(1) 精度要件



Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １として指定された空域又は経路における運航においては

、横方向のトータル・システム・エラーが、全飛行時間中少なくとも９５％、±１

ＮＭの範囲になければならない。経路方向の誤差についても、全飛行時間中少なく

とも９５％は、±１ＮＭの範囲になければならない。

精度要件を満たすためには、９５％のフライト・テクニカル・エラー（ＦＴＥ）

は０．５ＮＭを超えないべきである。

(2) 性能監視及び警報

精度要件に適合しなくなった場合、又は、横方向のトータル･システム・エラー

が２ＮＭを超える可能性が10-5毎時を超える場合には、ＲＮＰシステム又はＲＮＰ

システムと操縦者の組み合わせにより、警報を提供しなければならない。

性能監視及び警報の要件への適合とは、ＦＴＥを自動監視することを意味するも

のではない。機上の監視警報機能は、少なくともナビゲーション・システム・エラ

ー監視警報アルゴリズムと、乗組員がＦＴＥを監視することを可能にするラテラル

・デビエーション・ディスプレイから構成されているべきである。

３ 特定の航法サービスに対する基準

(1) ＧＮＳＳ に対する基準

ア 以下のシステムは、精度、完全性及び継続性についての要件に適合する。

(ｱ) 米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３０Ａに従ってＩＦＲに使用するために装

備された、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１２９ａセンサー（クラスＢ又はＣ）及びＥ／ＴＳ

Ｏ－Ｃ１１５ｂで要求されるＦＭＳを装備した航空機

(ｲ) 米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３０Ａ又はＡＣ２０－１３８Ａに従ってＩ

ＦＲに使用するために装備された、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１４５（）センサー及びＥ

／ＴＳＯ－Ｃ１１５ｂで要求されるＦＭＳを装備した航空機

(ｳ) 米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３８又はＡＣ２０－１３８Ａに従ってＩＦ

Ｒに使用するために装備された、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１２９ａクラスＡ１航法装置

を装備した航空機

(ｴ) 米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３８又はＡＣ２０－１３８Ａに従ってＩＦ

Ｒに使用するために装備された、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１４６（）航法装置を装備し

た航空機

(ｵ) ＲＮＰ性能について同等の基準に適合している航空機

イ 他の種類の航法センサーからの測位データは、それが精度要件の範囲を超える

位置誤差を引き起こさない場合に限り、ＧＮＳＳデータと統合してもよい。そう

でなければ、他の種類の航法センサーを切断する手段が用意されるべきである。

４ 機能要件

米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３０Ａ及びＡＣ２０－１３８Ａまたは同等の基準

に基づき、以下のナビゲーション・ディスプレイ及び機能が取り付けられなければな

らない。

(1) Ｔｏ／Ｆｒｏｍ表示及び故障表示を含む航法用データが、ラテラル・デビエーシ



ョン・ディスプレイ（ＣＤＩ、（Ｅ）ＨＳＩ）又はナビゲーション・マップ・ディ

スプレイにおいて表示されなければならない。これらの表示器が、航空機の航法、

マニューバ予測及び故障／Ｓｔａｔｕｓ／完全性表示のための主飛行計器として使

用されなければならない。

これらは、以下の要件に適合しなければならない。

Ｔｏ／Ｆｒｏｍ表示及び故障表示を含み、航空機の航法、マニューバ予測及び故

障／Ｓｔａｔｕｓ／完全性表示のための主飛行計器として使用される、以下の５つ

の属性を有する非数値式のラテラル・デビエーション・ディスプレイ（例えばＣＤ

Ｉ、（Ｅ）ＨＳＩ）：

ア ディスプレイは操縦者から見え、かつ、飛行経路に沿って前方を見る場合に主

要視野（操縦者の標準的な視野から±１５°の範囲）に位置しなければならない

。

イ ラテラル・デビエーション・ディスプレイのスケールは、機能が提供されてい

る場合には警報を発する範囲に対応しているべきである。

ウ ラテラル・デビエーション・ディスプレイは、その時のフライトフェーズに適

したフルスケールの振れ幅を持ち、かつ、必要なトータル・システム・アキュラ

シーに基づくものでなければならない。

エ ディスプレイスケールはデフォルトロジックによって自動的にセットされるか

、又は航法用データベースから得られた値にセットされてもよい。フルスケール

の振れ幅の値は、エンルート、ターミナル又は進入の値に応じて操縦者に認識さ

れているか、又は表示可能でなければならない。

オ ラテラル・デビエーション・ディスプレイはＲＮＡＶシステムが計算した経路

に自動的に追従しなければならない。デビエーション・ディスプレイのコースセ

レクターは、ＲＮＡＶシステムの計算されたパスに自動的に追従されるべきであ

る。

代替手段としては、ナビゲーション・マップ・ディスプレイにより、第２ ４

(1) ア～オにおいて規定されるラテラル・デビエーション・ディスプレイと同等

な機能が、適切なマップスケール（スケールは操縦者により手動でセットされて

もよい。）で提供されるべきである。

(2) Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １航行用の装置としては、最低限、以下のシステムの機能

が要求される。

ア ＲＮＡＶシステムが算出する飛行経路及び当該経路と自機位置との相対関係が

、航空機の航法のために主として使用される表示計器上において、ＰＦに対し連

続的に表示できる機能。操縦のために２人を要する運航については、ＰＮＦが、

飛行経路及び当該経路と自機位置との相対関係を確認する手段についても、設け

られていなければならない。

イ 民間航空に対し公示された最新の航法用データを収録し、ＡＩＲＡＣサイクル

で更新することができ、ＡＴＳ経路を選択しＲＮＡＶシステムにロードできる航

法用データベース。収録されるデータの分解能については、パス・ディフィニシ

ョン・エラーを無視できるよう十分なものでなければならない。データベースは



、収録されたデータを操縦者が変更できないよう保護されなければならない。

ウ 操縦者に航法用データの有効期限を示すための手段。

エ 操縦者が、飛行する経路を確認するために任意のウェイポイント及び航行援助

施設について航法用データベースに収納されているデータを選択し表示するため

の手段。

オ データベースからＲＮＡＶシステムに対し、飛行するＳＩＤ又はＳＴＡＲ方式

のＲＮＡＶセグメント全体をロードする能力。

(3) 以下の事項について、操縦者の主要視野に位置するディスプレイ又は容易にアク

セスできるディスプレイ・ページのいずれかに、表示する手段

ア 現在使用している航法センサーの種類

イ 次の（ＴＯ）ウェイポイントの識別表示

ウ 対地速度又は次の（ＴＯ）ウェイポイントまでの到達予想時間

エ 次の（ＴＯ）ウェイポイントまでの距離及び方位

(4) "Direct To"機能を実施する能力

(5) 自動的に飛行レグを順序づけ、操縦者に表示する能力

(6) フライ・オーバーとフライ・バイ旋回を実施する能力を含んだ機上のデータベー

スから抽出したＢａｓｉｃ－ＲＮＰ １ターミナル方式を実施する能力

(7) 航空機は、自動的に以下のＡＲＩＮＣ ４２４パス・ターミネータ又はこれらと

同等のものと一致したレグトランジションを実施し、軌跡を維持する能力を有しな

ければならない。

・Initial Fix (ＩＦ)

・Course to Fix (ＣＦ)

・Direct to Fix (ＤＦ)

・Track to Fix (ＴＦ)

（注１）：パス・ターミネータはＡＲＩＮＣ仕様４２４に定義されており、それら

の適用についてはＲＴＣＡドキュメントＤＯ－２３６Ｂ／ＥＵＲＯＣＡＥ ＥＤ－

７５Ｂ及びＤＯ－２０１Ａ/ＥＵＲＯＣＡＥ ＥＤ－７７に詳細に規定されている

。

（注２）：コース及びトラックの数値はＲＮＰシステム・データベースより自動的

にロードされなければならない。

(8) 航空機は、自動的にＶＡ、ＶＭ及びＶＩのＡＲＩＮＣ ４２４パス・ターミネー

タと一致したレグトランジションを実施し、又は、方式で指定された高度到達後に

コースにインターセプト若しくは他のフィックスへ直行する能力を有しなければな

らない。

(9) 航空機は、自動的にＣＡ及びＦＭのＡＲＩＮＣ ４２４パス・ターミネータと一

致したレグトランジションを実施する能力を有するもの、又は、ＲＮＡＶシステム

は、操縦者が容易にウェイポイントを指定し、指定されたウェイポイントへの、又

は、ウェイポイントからの希望コースを選択することができるものでなければなら

ない。

(10) データベースから、方式名でＢａｓｉｃ－ＲＮＰ １方式をロードする能力



(11) 操縦者の主要視野の範囲内に、関連するセンサーを含む、ＲＮＰシステムの故

障を表示する能力

(12) データベースの完全性

航法用データベースの供給者は、ＲＴＣＡ ＤＯ－２００Ａ／ＥＵＲＯＣＡＥ文

書ＥＤ ７６：航空用データの処理の基準（第５章参照）に適合しているべきであ

る。

第３ 運用手順

１ 飛行前計画

Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １ ＳＩＤ又はＳＴＡＲにおける運航を行おうとする航空機

は、適切に飛行計画を通報しなければならない。

機上の航法用データは、有効でかつ適切な方式を含まなければならない。

（注）：航法用データベースは飛行継続中有効であることが求められる。もしＡＩＲ

ＡＣサイクルが飛行継続中に変わる場合は、操縦者は飛行経路及び方式を構成する航

空保安無線施設のデータが適切かどうかを含む、航法用データの正確性を確認する手

順を確立すべきである。

また、不測の事態に備えて、ＲＮＡＶ以外の経路を含め、運航しようとする経路に

おいて必要となる航行援助施設の利用可能性については、利用可能な全ての情報を用

いて、運航しようとする時間帯について、確認しなければならない。ＧＮＳＳの利用

可能性（ＲＡＩＭ又はＳＢＡＳ信号）についても、確認すべきである。ＳＢＡＳ受信

機（全てのＥ／ＴＳＯ－Ｃ１４５（）／Ｃ１４６（））で航行する航空機については

、ＳＢＡＳ信号の利用できない空域におけるＧＰＳ ＲＡＩＭの利用可能性が適切か

どうかを確認すべきである。

(1) ＡＢＡＳの利用可能性

Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １航行においては、ＲＡＩＭの利用可能性について一定の

レベルにあることを確認しなければならない。これはＮＯＴＡＭ（利用可能な場合

）又はＲＡＩＭ予測サービスのいずれかによって確認することができる。運航しよ

うとする経路に対し利用可能な予測情報について精通していなければならない。

（注）：十分な数の衛星が利用可能であることなどを条件として、ＲＡＩＭ予測を

行わないことが認められている空域又は経路については、当該条件を満たすことを

確認することとしてよい。

Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １航行を行おうとする区間のいずれかの区間で、故障探知

の適正レベルが5分を超えて継続して失われることが予測される場合は、飛行計画

が変更されるべきである（例えば出発の延期や異なる出発方式の計画等）。

操縦者は、ＧＮＳＳの構成要素の不測の故障のために、飛行中にＲＡＩＭ又はＧ

ＰＳ航法機能が完全に失われる可能性があり、これにより代替航法手段に移行する

ことが必要な場合があることを認識していなければならない。従って、操縦者は、

ＧＰＳ航法を喪失した際に、目的地変更の可能性も含めて航行できるかどうかを確

認すべきである。



２ 一般的運用手順

(1) 操縦者は、ＲＮＰシステムの初期設定時において、航法用データベースが有効な

ものであること及び自機の位置が正しく入力されていることを確認しなければなら

ない。操縦者は、出発前のクリアランス及びその後の経路変更において管制機関か

らアサインされた経路が正しく入力されているか確認しなければならない。操縦者

は、自機の航法システムに表示されたウェイポイントの順序が、適切なチャートに

表示された経路でかつアサインされた経路と合っていることを確認しなければなら

ない。

(2) 操縦者は、機上の航法用データベースから方式名で選択でき、またチャートに表

示された経路に一致するものでない限り、Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １のＳＩＤ又はＳ

ＴＡＲを飛行してはならない。しかしながら、管制機関の承認に応じて、選択した

後に特定のウェイポイントを追加又は削除することにより経路を修正することは認

められる。緯度経度若しくはρ-θ 値の手動入力による新たなウェイポイントの作

成は認められない。

さらに、操縦者は、ＳＩＤ又はＳＴＡＲのデータベースのウェイポイント・タイ

プを、フライ・バイからフライ・オーバー、又はその逆に変更してはならない。

(3) 操縦者は、チャート又は他の適用可能なリソースを、航法システムのテキストデ

ィスプレイや航空機のマップ・ディスプレイ（適用できる場合）と照合し、承認さ

れた飛行計画のクロスチェックを行うべきである。必要な場合には、特定の航行援

助施設が排除されていることを、確認すべきである。

（注）：操縦者は、チャートと主として使用されるディスプレイにて表示される航

法情報の間で、わずかな相違に気付くことがありうる。次のウェイポイントまでの

方位に対し、３°以内の差は機上装置による磁気偏差の処理により生じうるもので

あり、その差は運航上許容可能である。

(4) 完全性警報が発出されていない状態では完全性の要件を満足すると考えられるた

め、既存の航行援助施設とのクロスチェックは不要である。ただし、航法の妥当性

に対する監視が推奨され、ＲＮＰ能力を喪失した場合は、ＡＴＣに通知しなければ

ならない。

(5) Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １経路においては、操縦者は、ラテラル・デビエーション

・インジケーター、フライト・ディレクター又は自動操縦装置をラテラル・ナビゲ

ーション・モードで使用しなければならない。

(6) ラテラル・デビエーション・ディスプレイを装備した航空機の操縦者は、当該経

路に関する航法精度に対して、適切なラテラル・ナビゲーション・スケールである

こと（例えば最大振れ幅が、Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １に対しては±１ＮＭ）を確認

しなければならない。

(7) 通常の運航に対しては、クロストラック・エラー／デビエーション（ＲＮＰシス

テムが計算した経路と当該経路に対する航空機の位置との間の相違、すなわちＦＴ

Ｅ）は、経路に関する航法精度の１／２以内（すなわち、Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １

に対しては０．５ＮＭ）に制限されるべきである。経路における旋回中及びその直



後における、航法精度の最大1倍まで（すなわち、Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １に対し

ては１．０ＮＭ）の、この基準からの短時間の逸脱（例えばオーバーシュート又は

アンダーシュート）は、許容される。

(8) 管制機関が航空機に対して、経路から外れる機首方位を指定した場合には、操縦

者は、元の経路に戻るクリアランスを受領するか、又は新たな経路のクリアランス

が確認できるまで、ＲＮＰシステムにおけるフライト・プランを修正すべきではな

い。航空機が公示されたＢａｓｉｃ－ＲＮＰ １経路上を飛行していない場合には

、特定の精度要件は適用されない。

(9) 航空機のバンク制限機能の手動選択は、航空機が所望の経路を維持する能力を低

下させる可能性があり、推奨されない。操縦者は、手動選択できる航空機のバンク

制限機能により、特に大きな角度の旋回を行う際に、管制機関の想定どおりに経路

を飛行できなくなるような能力低下を招く可能性があることを認識すべきである。

本規定は、飛行規定の手順から逸脱する要件として解釈すべきではなく、むしろ

、操縦者は、許容される手順の範囲内で、そのような機能の選択を制限することを

奨励されるべきである。

３ ＲＮＰ選択能力のある航空機

ＲＮＰ値の選択入力が可能な航空機の操縦者は、Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １ ＳＩＤ

及びＳＴＡＲ航行においては、ＲＮＰ １又はそれ以下を選択すべきである。

４ Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １ ＳＩＤ固有の要件

(1) 離陸開始する前に、操縦者は、航空機のＲＮＰシステムが利用可能で、正しく作

動し、正しい空港等及び滑走路データがロードされていることを確認しなければな

らない。飛行する前に、操縦者は、航空機の航法システムが正しく作動し、正しい

滑走路及び出発方式（適用されうるエンルートへの転移経路を含む。）が入力され

、適切に表示されていることを確認しなければならない。Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １

出発方式をアサインされ、かつ、続いて滑走路、方式又は転移経路を変更された操

縦者は、離陸前に適切な変更が入力され、航法に利用可能であることを確認しなけ

ればならない。

地上滑走を含む離陸前の段階で、適切な滑走路の入力及び正しい経路の表示につ

いて最終確認することが、推奨される。

(2) エンゲージ高度：操縦者は、横方向RNAVの飛行ガイダンスに従うため、空港等の

標高上１５３メートル（５００フィート）までにＲＮＰシステムを使用できなけれ

ばならない。

(3) 操縦者は、Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １に対する適切な性能レベルを得るために、承

認された方法（ラテラル・デビエーション・インジケーター／ナビゲーション・マ

ップ・ディスプレイ／フライト・ディレクター／自動操縦装置）を使用しなければ

ならない。

(4) 離陸滑走開始前にＧＮＳＳの信号が受信できていなければならない。そのためＥ

／ＴＳＯ－Ｃ１２９ａ装置を使う航空機では、航法システムのモニタリングと感度



の適切性を確認するために、出発空港等がフライト・プランにロードされなければ

ならない。

Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１４５（）／Ｃ１４６（）装置を使う航空機であって、出発が滑

走路のウェイポイントから開始される場合には、モニタリングと感度の適切性を確

認するために出発空港等がフライト・プランにロードされる必要は無い。Ｂａｓｉ

ｃ－ＲＮＰ １ ＳＩＤが空港等の標点（ＡＲＰ）から３０ＮＭ以遠にわたり設定

されており、かつ、ラテラル・デビエーション・インジケーターを使用する場合は

、フルスケール感度は空港等の標点より３０ＮＭの地点からＢａｓｉｃ－ＲＮＰ

１ ＳＩＤの終点までの間、１ＮＭを超えないように選択しなければならない。

(5) ラテラル・デビエーション・ディスプレイ（例えばナビゲーション・マップ・デ

ィスプレイ）を使用する航空機では、スケールはＢａｓｉｃ－ＲＮＰ １のＳＩＤ

に合ったものでなければならず、フライト・ディレクター又は自動操縦装置を使用

すべきである。

５ Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １ ＳＴＡＲ固有の要件

(1) 到着フェーズの前に、操縦者は、正しいターミナル経路がロードされていること

を確認すべきである。実行中のフライト・プランは、チャートと、マップ・ディス

プレイ（適用できる場合）及びＭＣＤＵとを比較することによってチェックされる

べきである。このチェックには、ウェイポイントの順序、経路角と距離の合理性、

高度や速度の制限、及び可能な場合には、どのウェイポイントがフライ・バイであ

りフライ・オーバーであるかを確認することも含まれる。経路において要求される

場合には、アップデートにおいて特定の航行援助施設が排除されることを確認する

チェックが必要である。航法用データベース内の経路の有効性が疑わしい場合は

、その経路を使用してはならない。

(2) 不測の事態における手順において、従来型の到着経路への移行が要求される場合

には、Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １経路の飛行を開始する前に、必要な準備が完了され

なければならない。

(3) ターミナル空域における方式の変更は、レーダー・ヘディング又は”Direct-to

”のクリアランスといった形式で行われるが、操縦者は、これに迅速に対応できな

ければならない。これには、データベースからロードされた適切なウェイポイント

を追加することが含まれる。データベースにない一時的なウェイポイント又はフィ

ックスを使用した、操縦者によるロードされた経路に対する手動入力又は修正は、

許容されない。

(4) 操縦者は、航空機の航法システムが正しく作動し、正しい到着方式及び滑走路（

適用されうる転移経路を含む。）が入力され、適切に表示されていることを確認し

なければならない。

(5) 特定の方法は義務付けられていないが、公示された高度及び速度の制限は、遵守

されなければならない。

(6) Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１２９ａに適合したＧＮＳＳセンサーを使用するＲＮＰシステム

を装備した航空機にあっては、ＡＲＰより３０ＮＭ以遠からＢａｓｉｃ－ＲＮＰ



１ ＳＴＡＲを開始する場合であって、ラテラル・デビエーション・インジケータ

ーを使用している場合は、フルスケール感度はＳＴＡＲの開始前に１ＮＭを超えな

いように手動で選択すべきである。ラテラル・デビエーション・ディスプレイ（例

えばナビゲーション・マップ・ディスプレイ）を使用する航空機では、スケールは

Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １のＳＴＡＲに合ったものでなければならず、フライト・デ

ィレクター又は自動操縦装置を使用すべきである。

６ 不測の事態における手順

ＲＮＰ性能が低下した場合（完全性警報の発出又は航法機能の喪失）には、操縦者

は、その後の対応措置を含め、管制機関へ通知しなければならない。もしＢａｓｉｃ

－ＲＮＰ １のＳＩＤ又はＳＴＡＲの要件にいかなる理由であれ従うことができない

場合には、操縦者は、可能な限り速やかに管制機関へ通知しなければならない。ＲＮ

Ｐ性能の低下とは、航空機がもはや当該経路のＢａｓｉｃ－ＲＮＰ １要件を満足す

ることができなくなる故障又は事態をいう。

通信機の故障の場合にあっては、操縦者は、定められた通信機の故障の際の手順に

従って飛行を継続すべきである。

第４ 操縦者の知識及び訓練

以下の項目について、航空機のＲＮＰシステムに関する操縦者の訓練に含まれなけ

ればならない。

(1) 第３に規定するＢａｓｉｃ－ＲＮＰ １航行に必要となる運用手順

(2) 航空機の機器／航法精度の重要性及び適切な使用

(3) チャート表示及び文字情報から判断される経路の特徴

(4) 関連する飛行経路と同様に、ウェイポイント・タイプ（フライ・オーバー及びフ

ライ・バイ）とパス・ターミネータ（第２ ４のＡＲＩＮＣ ４２４パス・ターミ

ネータとして規定されているもの及びその他使用されるタイプ）の表示

(5) Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １ ＳＩＤ及びＳＴＡＲにおける運航に必要な航法装置

(6) ＲＮＰシステム仕様に関する情報

ア 自動化のレベル、モード表示、変更、アラート、干渉、リバージョン及び性能

低下

イ 他の航空機システムとの機能的なつながり

ウ 関連する操縦者の手順のほか、経路の不連続（route discontinuity）の意味

と適切な対応

エ 運航に対応した操縦者の手順

オ ＲＮＰシステムに使用される航法センサーのタイプ及び関連するシステムの優

先順位付け／重み付け／ロジック

カ 速度と高度の影響を考慮した旋回予測

キ 電子ディスプレイとシンボルの解釈

ク Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １航行を行うために必要となる航空機の形態及び運用状

態、すなわちコース・デビエーション・インジケーターのスケールの適切な選択



（横方向の逸脱表示のスケール）

(7) 適用できる場合には、以下の行為をどのように実施するかを含む、ＲＮＰシステ

ムの運用手順

ア 航空機の航法用データの有効期間及び完全性の確認

イ ＲＮＰシステムのセルフテストが完了したことの確認

ウ 航法システムの測位の初期化

エ 適切なトランジションを含むＢａｓｉｃ－ＲＮＰ １ ＳＩＤ又はＳＴＡＲの

選択と飛行

オ Ｂａｓｉｃ－ＲＮＰ １ ＳＩＤ又はＳＴＡＲに関連する速度及び高度制限の

遵守

カ 使用滑走路に対する適切なＢａｓｉｃ－ＲＮＰ １ ＳＩＤ又はＳＴＡＲの選

択、及び滑走路変更の取扱いの手順に精通すること

キ ウェイポイントとフライト・プランのプログラミングの確認

ク ウェイポイントへのダイレクト飛行

ケ ウェイポイントへのコース／トラックの飛行

コ コース／トラックのインターセプト

サ レーダー誘導での飛行及びヘディングモードからＢａｓｉｃ－ＲＮＰ １経路

への会合

シ クロストラック・エラー／デビエーションの判定。詳細には、Ｂａｓｉｃ－Ｒ

ＮＰ １を継続するために許容される最大デビエーションが理解され、尊重され

なければならない。

ス 経路の不連続の解決

セ 航法センサーからの入力の削除及び再選択

ソ 必要に応じ、特定の無線施設又は特定の種類の無線施設の排除の確認

タ 到着空港等及び代替空港等の変更

チ 機能を有している場合には、パラレル・オフセット機能の実施。操縦者はどの

ようにオフセットが適用されるのか、乗り組む航空機の特定のRNPシステムの機

能及び当該機能が使用できない場合の管制機関への連絡の必要性について理解し

ておくこと。

ツ ＲＮＡＶによる待機（Holding）機能の実施

(8) フライトフェーズに対する推奨の自動化のレベルとそのワークロード。（経路の

中心線を維持するためにクロストラック・エラーを最小にする方法を含む。）

(9) ＲＮＰ航行における無線電話通信用語

(10) ＲＮＰシステム故障時における不測の事態の手順

第５ 航法用データベース

航法用データベースは、ＲＴＣＡ ＤＯ－２００Ａ／ＥＵＲＯＣＡＥ文書ＥＤ ７

６：航空用データの処理の基準に適合する供給者から入手すべきであり、また、装備

品の意図する機能に適合すべきである。データ・チェーンの各当事者に対し適切な規

制当局より発行される承認レター（ＬＯＡ）は、この要件への適合性を証明する（例



えば米国連邦政府文書ＡＣ２０－１５３に従って発行されるＦＡＡ ＬＯＡ又は欧州

航空安全庁規則ＥＡＳＡ ＩＲ ２１ ｓｕｂｐａｒｔ Ｇに従って発行されるＥＡ

ＳＡ ＬＯＡ）。

ＳＩＤ又はＳＴＡＲを無効にする不具合についてはデータ供給者に報告されなけれ

ばならず、影響するＳＩＤ又はＳＴＡＲについては、航空機乗組員に対する通知によ

り使用が禁止されなければならない。

既存の品質システム要件に適合するため、運航用の航法用データベースの定期的チ

ェックを実施する必要性について考慮すべきである。



別紙第８

ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に関する運航基準

第１ 総則

１ 目的

この運航基準は、ＩＣＡＯマニュアル「Performance-Based Navigation Manual」

（Ｄｏｃ ９６１３）に準拠して、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に必要な要件を定め

るものである。

２ 承認の申請

ＲＮＰ ０．３のＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の承認を申請する際には、本基準の適

合性を示すこと。

３ 航空機の適合性

米国連邦国空局文書ＡＣ９０－１０１Ａに適合するシステムは、この別紙の第２の

要件にも適合するとみなしてよい。

なお、耐空性当局（例えば欧州航空安全庁（ＥＡＳＡ）、米国連邦航空局（ＦＡＡ

）等）により適合性が実証されていることについて、装備品製造者又はＳＴＣ（追加

型式設計証明）保有者等の発行する文書（例えばサービスレター）により確認できる

場合には、飛行規定においてその適合性が記載されている必要はない。

４ 実施要領

実施要領には、次に掲げる事項について適切に定めること。

(1) 以下の内容を含む、運用手順及び航法用データベースの処理方法

(ｱ) 航法用データベースの検証手段（第５を参照）

(ｲ) 運用手順の要件

(ｳ) ＲＮＰ監視プログラム（第６を参照）

(ｴ) 運航管理／運航監視の手順

(2) 運用手順に基づく航空機乗組員の訓練

５ ＲＮＰ ０．３未満の承認の申請

ＲＮＰ ０．３未満のＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の承認を申請する場合は、以下の

手続きを行う。

ア 第１の４(1)(ｱ)～(ｳ)の対応を行い、暫定的に航行しようとする方式に応じた

ＲＮＰ ０．３としての許可を取得する。

イ ＲＮＰ ０．３としての許可を取得した後、ＲＮＰ ０．３に対して公示され

たミニマの制限のもと、航空機の型式毎に、航行しようとする方式において９０

日間又は１００回ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を行う間のいずれか長い期間ＲＮＰ

ＡＲ ＡＰＣＨ航行を行う。

ウ イの航行を実施する間、ＲＮＰ監視プログラム（第６を参照）で収集した情報



を防衛大臣宛に３０日毎に報告する。

エ ウの報告の結果、満足すべき状態であると認められる場合、航行しようとする

方式に応じたＲＮＰ ０．３未満のＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行が承認される。

第２ 航空機の要件

航空機は、この章の規定に加え、米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１２９及びＡＣ２

０－１３０又はＡＣ２０－１３８のいずれかとの組合せ又はこれらと同等の基準に従

わなければならない。

１ 機上における性能監視及び警報

(1) パスの定義

航空機の性能は、公示された方式及びＲＴＣＡ／ＤＯ－２３６Ｂ Ｓｅｃｔｉｏ

ｎ ３．２又はＥＵＲＯＣＡＥ ＥＤ－７５Ｂにて定義される経路に基づき評価さ

れる。最終進入セグメントに結合する全ての垂直経路は、ＲＴＣＡ／ＤＯ－２３６

Ｂ ３．２．８．４．３項のFlight Path Angleによって設定され、フィックス及

びその指定高度をつなぐ直線となる。

(2) 水平方向の精度

横方向のトータル・システム・エラー（ナビゲーション・システム・エラー（Ｎ

ＳＥ）、フライト・テクニカル・エラー（ＦＴＥ）、パス定義誤差（ＰＤＥ）及び

ディスプレイ・エラーを含む）は、全飛行時間中少なくとも９５％は、適用される

精度（±０．１ＮＭから±０．３ＮＭ）の範囲になければならない。

また、航空機の経路方向のナビゲーション・システム・エラーも、全飛行時間中

少なくとも９５％は、適用される精度（±０．１ＮＭから±０．３ＮＭ）の範囲に

なければならない。

(3) 垂直方向の精度

垂直方向のシステム誤差は、高度誤差（国際標準大気の温度と気温減率を想定）

、経路方向の誤差による影響、システム計算誤差、データ分解能誤差、及びＦＴＥ

を含む。垂直方向のシステム誤差の９９．７％は、以下の値（フィート）未満でな

ければならない。

この場合において、θはＶＮＡＶのパス角度、hはその空域で適用される高度の

基準となる地点の高さ、Δhは当該地点から航空機までの高さを示す。

なお、ＬＰＶミニマまでのＲＮＰ ＡＰＣＨ航行の性能要件を満たすＶＮＡＶシ

ステムは、垂直精度性能基準を満足する。

(4) システム監視

ＲＮＰの重要な要素として、航法性能を監視し、航空機乗組員が運航中に要件を

満足しているかどうかを特定できるよう、航空機の航法システムは"Unable RNP"、

"Nav Accur Downgrad"等の表示能力を備えていなければならない。

監視システムがＦＴＥの警告を提供しない可能性があることに注意すべきである

。ＦＴＥの管理は航空機乗組員の手順として扱わなければならない。

(5) ＧＮＳＳアップデート

((6076.115)(1.225)RNP･tanh)2+(60tanh)3+752+((-8.8･10-8)(h+Dh)2)+(6.5･10-3)(h+Dh)+50)2



選択されたＲＮＰの航法要件が今後満たされない状況に対して航法システムが警

報を発しない限り、ＧＮＳＳのアップデートが最新でない場合に発せられるクルー

・アラートが必要である。

(6) 空域コンテインメントを飛行できる能力

ア ＲＮＰ及びＢａｒｏ－ＶＮＡＶ進入を行う航空機

ＲＮＰ及びＢａｒｏ－ＶＮＡＶ進入の航行要件に適合する航空機及び運航では

、各種の監視及び警報並びに航空機乗組員の手順により、必要な保護空域が確保

される。当該航行要件に適合する航空機及び運航には、各種の監視及び警報（例

えば、"Unable RNP"、ＧＮＳＳ警報リミット、パス偏位監視等）を用いることで

、空域要件及び安全マージンを満足する性能と保証が確保される。

注：空域コンテインメントとは、航空機が経路を飛行する際に、障害物からのク

リアランスが確保され、航空機が経路を飛行する際に、極めて高い確率でとど

まることを要求される飛行領域。

イ その他のシステム又は代替の手段による空域コンテインメントへの適合

アの他のシステム又は代替の手段により空域コンテインメントへの適合を行う

場合は、（ＩＣＡＯのRequired Navigation Performance Authorization Requir

ed（ＲＮＰ ＡＲ) Procedure Design Manual (Ｄｏｃ ９９０５）で定義され

る）障害物クリアランス範囲を超える確率が、水平・垂直方向ともに進入復行を

含む一回の進入当たり10-7を超えてはならない。この要件は、以下のいずれかを

適用した運航安全性評価により満足することができる。

(ｱ) 適切な定量的評価

(ｲ) 定性的な運航及び方式の考慮及び緩和策

(ｳ) 定量的及び定性的手法の適切な組合せ

２ 特定の航法サービスに対する基準

(1) ＧＮＳＳに対する基準

ア センサーは、米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３８（）又はＡＣ２０－１３０

Ａに適合しなければならない。ＡＣ２０－１３８（）に適合したシステムでは、

追加の実証を行うことなく、以下のセンサー精度をトータルシステム精度分析に

使用することができる。

(ｱ) ＳＢＡＳ又はＧＢＡＳによる補強を受けないＧＮＳＳセンサーの水平方向の

精度：全飛行時間の９５％において３６メートル（１１９フィート）以内

(ｲ) ＳＢＡＳ又はＧＢＡＳによる補強を受けたＧＮＳＳセンサーの水平方向の精

度：全飛行時間の９５％において２メートル（７フィート）以内

イ 検出されないＧＮＳＳの故障及び限界に近い不十分な衛星配置（例えば、水平

方向の警報限界（ＨＡＬ：Horizontal Alert Limit）が完全性限界（ＨＩＬ：Ho

rizontal IntegrityLimi）に等しい状態）が生じた際に、航空機が障害物クリア

ランス範囲内に残る確率は、水平・垂直方向ともに全飛行時間の９５％以上でな

ければならない。

(2) 慣性基準装置（ＩＲＳ）に対する基準



ＩＲＳは、米国１４ ＣＦＲ Ｐａｒｔ １２１， Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ｇ又は

同等の基準を満足しなければならない。同基準には、１０時間以内の飛行に対する

１時間当たり２ＮＭのドリフト率（９５％）要件を定めているが、この率は、ポジ

ション・アップデートを喪失した後のＲＮＰシステムには適用されない。Ｐａｒｔ

１２１， Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ｇに適合することを実証されたシステムは、更な

る実証をしなくとも、最初の３０分に対して１時間当たり８ＮＭの初期ドリフト率

（９５％）を有しているとみなすことができる。

また、ＦＡＡ Ｏｒｄｅｒ ８４００．１２Ａのａｐｐｅｎｄｉｘ １又はａｐ

ｐｅｎｄｉｘ ２に掲げる手法に従って慣性航法性能の改善を実証することにより

、この(2)の要件を満足することができる。

注：統合型ＧＮＳＳ／ＩＮＳは、ポジション アップデートを喪失した後の航法精

度低下率を低減する。"tightly coupled"（緊密に一体化された）ＧＰＳ／ＩＲ

Ｕについては、ＲＴＣＡ／ＤＯ－２２９（） Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ｒに追加的な

ガイダンスが示される。

(3) ＤＭＥに対する基準

ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の開始時はＧＮＳＳアップデートによる航行が行わ

れなければならない。システムが航法精度を満足する場合、進入又は進入復行中に

おいては、方式上許可されない場合を除き、復帰モードとしてＤＭＥ／ＤＭＥアッ

プデートを利用することができる。

(4) ＶＯＲに対する基準

ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行においては、ＲＮＡＶシステムはＶＯＲアップデート

を利用することができない。

（注）：この要件は、装備品の能力にＶＯＲアップデートを無効にする直接的な方

法を求めるものではない。ＶＯＲアップデートに切り替わった場合に航空機乗組員

がＶＯＲアップデートを禁止するか、又は進入復行を実施する手順があれば本要件

を満足する。

(5) マルチセンサー・システムに対する基準

プライマリーのＲＮＡＶ航法センサーが故障した場合には、代替のセンサーに自

動的に切り替わらなければならない。マルチセンサー・システムから別のマルチセ

ンサー・システムへの自動切り替えは要求されない。

(6) 気圧高度計に対する基準

各航空機の高度計のシステム誤差（国際標準大気（ＩＳＡ）の温度と気温減率を仮

定）（ＡＳＥ）の９９．７％は、進入形態において以下の計算式の値以下でなければ

ならない。

この場合において、Ｈは航空機の真の高度を示す。

ＡＳＥ = −8.8 ⋅10−8 ⋅ Ｈ2 + 6.5 ⋅10−3 ⋅ Ｈ + 50 (ft)

(7) 温度補正システムに関する基準

Ｂａｒｏ－ＶＮＡＶガイダンスに温度補正を与えるシステムは、ＲＴＣＡ／ＤＯ

－２３６Ｂ Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ｈ．２に適合しなければならない。この要件は最

終進入セグメントに適用される。実際の温度が公示された方式設計限界を上回る又



は下回る場合であって、温度補正システムの使用により運航者がＲＮＰ進入を実施

する場合に備えて、当該基準に適合していることが飛行規定等に文書化されるべき

である。

３ 機能要件

(1) 一般要件

ア パス定義及び飛行計画

(ｱ) トラックの維持及びレグトランジション

航空機は、以下のパスと一致したレグトランジションを実施し、トラックを

維持する能力を有しなければならない。

① Track to Fix (ＴＦ)

② Direct to Fix (ＤＦ)

③ Course to Fix (ＣＦ)

④ Fix to Altitude (ＦＡ)

注：航法システムは、その他のＡＲＩＮＣ ４２４パス・ターミネータ（マ

ニュアル ターミネーターへのヘディング（ＶＭ）等）に対応することができ

る。RNPコンテインメントの要件がない進入復行の方式では、このような種類

のパスを使用することができる。

(ｲ) フライ・バイ・フィックス及びフライ・オーバー・フィックス

航空機は、フライ・バイ・フィックス及びフライ・オーバー・フィックスを

実行する能力を有しなければならない。航法システムは、フライ・バイ旋回に

対して、ＩＣＡＯのＲＮＰ ＡＲ方式設計マニュアル(Ｄｏｃ ９９０５)に規

定する風の条件下で、計算されたパスをＥＵＲＯＣＡＥ ＥＤ－７５Ｂ／ＲＴ

ＣＡ ＤＯ－２３６Ｂに規定される理論上のトランジション・エリア内に制限

しなければならない。フライ・オーバー旋回はＲＮＰ飛行トラックには通常使

用されるものではなく、パスの再現性に関する要件がない場合にのみ使用され

る。

(ｳ) ウェイポイント分解能誤差

航法用データベースは、航法システムが要求された精度を確保するために十

分なデータ分解能を備えていなければならない。ウェイポイント分解能誤差（

データ保存分解能と飛行計画上のウェイポイントの設定のために内部で使用さ

れるRNPシステム計算上の分解能の両方を含む）は６０フィート以下でなけれ

ばならない。航法用データベースには、１００分の１度の分解能で保存される

垂直方向の角度（飛行パス角度）が含まれており、その計算上の分解能は、シ

ステムが設定するパスが公示パスの１．５メートル（５フィート）以内に収ま

るものでなければならない。

(ｴ) direct-to機能に対する能力

航法システムは、航空機乗組員が随時使用できるdirect-to機能を有してい

なければならない。この機能は、どのフィックスへも利用可能でなければなら

ない。航法システムは、過度の待ち時間無しに、またＳ字旋回を実施すること



なく指定された“Ｔｏ”フィックスを結ぶパスを生成できる能力がなければな

らない。

(ｵ) 垂直方向パスを定義する能力

航法システムは、フィックスへの飛行パス角によって垂直方向のパスを定義

できなければならない。また、システムには、２つのフィックスにおけるそれ

ぞれの高度制限間で、垂直方向パスを指定できなければならない。フィックス

における高度の制限は、以下のうちのいずれかで定義されなければならない。

① “AT or ABOVE” 高度制限（例えば、２４００Ａは垂直方向パスが要求さ

れない状況では適切である。）

② “AT or BELOW” 高度制限（例えば、４８００Ｂは垂直方向パスが要求さ

れない状況では適切である。）

③ AT” 高度制限（例えば、５２００）

④ “WINDOW” 制限（例えば、２４００Ａ, ３４００Ｂ）

（注）：ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨの方式では、公示された垂直パスを有するセ

グメントにおいて、フィックスへの角度及び高度に基づいて当該パスが定まる

。

(ｶ) 公示されたターミナル方式に関連した高度及び速度は、航法用データベース

から抽出できなければならない。

(ｷ) システムは、現在の位置から垂直方向に制限のあるフィックスへ誘導するた

めのパスを生成できなければならない。

(ｸ) 航法用データベースから飛行方式をロードする能力

航法システムは、飛行方式全体を機上航法用データベースからRNPシステム

にロードできる能力を有しなければならない。これには、選択された空港等及

び滑走路に対する進入（垂直方向角を含む）、進入復行及び進入までの転移経

路が含まれる。

(ｹ) 航法用データの取得・表示能力

航法システムは、航空機乗組員が飛行する方式を確認するために航法用デー

タベースに保存されたデータを表示できる能力を提供しなければならない。こ

れには、個々のウェイポイント及び航行援助施設ごとにデータを表示する能力

も含まれる。

(ｺ) 磁気偏差

航法システムは、コースによって定義されたパス（ＣＦ (course to fix)及

びＦＡ(fix to altitude)）に対して、航法用データベース内の磁気偏差を使

用しなければならない。

(ｻ) 航法精度の変更

低い航法精度へのRNP値の変更は、当該航法精度のレグが定義されるフィッ

クスまでに完了しなければならない。これを達成するために必要な運用手順が

確立されなければならない。

① 自動的なレグの移行

航法システムは、次のレグに自動的に移行し、航空機乗組員に視覚的な方



法で当該移行を直ちに表示する能力を有しなければならない。

(ｼ) 操縦者に対し、フィックスでの高度制限を表示する能力を有しなければなら

ない。フライト・パス・アングルを有するレグを含む特定の方式が航法用デー

タベース内にある場合、装置は、当該レグに対するフライト・パス・アングル

を表示しなければならない。

イ パス・ステアリング性能の実証

パス・ステアリング性能（ＦＴＥ）の実証は、様々な運航条件、すなわちレア

・ノーマル条件、及びノン・ノーマル条件の下で実施しなければならない（米国

連邦航空局文書ＡＣ１２０－２９Ａ ５．１９．２．２及び５．１９．３．１を

参照すること。）。実証は現実的で代表的な手順で行われるべきである（例えば

ウェイポイントの数、ウェイポイントの配置、セグメントの形状、レグ・タイプ

等）。ノン・ノーマル評価では以下を考慮すべきである。

(ｱ) 航空機の適合性の審査において、起こりうる故障及びエンジン故障を評価す

るために許容される基準は、航空機の軌跡がＲＮＰ値の１倍の範囲内及び垂直

方向に２２ｍ（７５フィート）以内に維持される旨を実証することである。飛

行規定等にこの実証について適切に文書化されていれば、運航評価を緩和する

ことができる。

(ｲ) ＲＮＰに重大な影響を及ぼす故障を評価し、当該状況下で航空機が方式から

安全に離脱できることを示すべきである。故障には、デュアル・システムのリ

セット、操縦舵面の暴走及び飛行ガイダンス機能の完全な喪失が含まれる。

(ｳ) 運航評価中の航空機性能の実証は、分析及び飛行技術評価を混合して行うこ

とができる。

上記の実証（例えば、一発動機不作動時の性能）から得られた推奨される操

作手順（第３及び第４関連）は、飛行規定（ＡＦＭ）等に定めるべきである。

ウ 表示

(ｱ) 偏位の継続した表示

航法システムは、航法に用いる主飛行計器にＲＮＰで設定されたパスに対す

る航空機の位置（水平方向偏位及び垂直方向偏位の両方）を、飛行中の操縦者

に継続して表示する能力を有しなければならない。表示は、横方向の偏位が水

平方向の航法精度（例：ＲＮＰ値の１倍）を超過しているかどうか、及び、垂

直方向の偏位が２２ｍ（７５フィート）を超過しているかどうかを、ＲＮＰ

ＡＲ ＡＰＣＨ航行の間、操縦者が容易に区別できるものでなければならない

。

① 適正なスケールの非数値式偏位ディスプレイ（例えばラテラル・デビエー

ション・インジケーター及びバーティカル・デビエーション・インジケータ

ー）が操縦者の主要視野（操縦者の標準的な視野から±１５°の範囲）に表

示されることが望ましい。固定スケールのＣＤＩは、意図された航法精度と

運航に応じた適切なスケールと追従性を有するものであれば許容される。ス

ケール変更が可能なＣＤＩの場合、スケールは水平方向の航法精度の選択に

連動すべきであり、ＣＤＩスケールを手動によって個々に選択するものであ



るべきではない。警報の範囲はスケールに一致していなければならない。装

置がフライトフェーズ（例えばエンルート、ターミナルエリア、アプローチ

）に対応した作動モードにおいて既定の航法精度を使用する場合、作動モー

ドの表示は航空機乗組員が所定のＣＤＩスケール感度を認識するための許容

される手段である。

② 適正なスケールのデビエーション・インジケーターが無い数値式ディスプ

レイ又はマップ・ディスプレイは、原則として、偏位監視用として許容され

るものとみなされない。数値式偏位ディスプレイ及びマップ・ディスプレイ

の使用は、航空機乗組員の負荷、手順、訓練及びディスプレイの特性に応じ

て許容可能となる。

(ｲ) アクティブ（Ｔｏ）ウェイポイントの識別

航法システムは、操縦者の主要視野又は容易にアクセス可能なディスプレイ

上に、アクティブなウェイポイントを識別可能にする表示機能を有しなければ

ならない。

(ｳ) 距離と方位の表示

航法システムは、操縦者の主要視野にアクティブ（Ｔｏ）ウェイポイントへ

の距離と方位の情報を表示しなければならない。ただし、やむを得ない場合は

、航空機乗組員が直ちに見ることができるよう、CDU上の容易にアクセス可能

なページにデータを表示してもよい。

(ｴ) アクティブ（Ｔｏ）ウェイポイントへの対地速度と時間の表示

航法システムは、操縦者の主要視野にアクティブ（Ｔｏ）ウェイポイントへ

の対地速度と到達時間の情報を表示しなければならない。ただし、やむを得な

い場合は、航空機乗組員が直ちに見ることができるよう、ＣＤＵ上の容易にア

クセス可能なページにデータを表示してもよい。

(ｵ) アクティブ・フィックスのTo表示

航法システムは、操縦者の主要視野にTo表示を提供しなければならない。

(ｶ) 所望のトラックの表示

航法システムは、操縦者に所望のトラックを継続的に表示する能力を有しな

ければならない。この表示は、航空機の航法のための主飛行計器上になければ

ならない。

(ｷ) 航空機トラックの表示

航法システムは、実際の航空機トラック（またはトラック角誤差）を操縦者

の主要視野、又は航空機乗組員が容易にアクセス可能で視認が可能なディスプ

レイに表示しなければならない。

(ｸ) 故障の警告表示

航空機には、航法センサーを含むＲＮＰシステムの構成要素の故障を警告す

る手段を備えなければならない。警告は操縦者が視覚的に認識できるものであ

り、主要視野において表示されなければならない。

(ｹ) コースセレクターの追従

航法システムは、ＲＮＰシステムで設定されたパスにコースセレクターが自



動的に追従する機能を有するものでなければならない。

(ｺ) ＲＮＰパスの表示

航法システムは、ＲＮＰシステムで設定したパス及び当該パスに対する位置

を、操縦者が監視し検証できるよう容易に視認可能な手段を提供しなければな

らない。

(ｻ) 残り距離の表示

航法システムは、航空機乗組員が選択したウェイポイントまでの残り距離を

表示する能力を有しなければならない。

(ｼ) ウェイポイント間の距離の表示

航法システムは、飛行計画のウェイポイント間の距離を表示する能力を有し

なければならない。

(ｽ) デビエーションの表示

航法システムは、垂直方向偏位及び水平方向偏位を数値で提供しなければな

らない。ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行のための垂直方向偏位は１０フィート以

下の解像度を数値で表示することができなければならない。

水平方向偏位は以下のとおり。

① ＲＮＰ０．３以上の場合は０．１ＮＭ以下

② ＲＮＰ０．３未満の場合は０．０１ＮＭ以下

(ｾ) 気圧高度の表示

航空機は２つの独立した高度ソースからの気圧高度を、各操縦者の主要視野

に表示する能力を有しなければならない。

注１：この表示は、高度ソースのクロスチェックを容易にする。航空機の気圧

高度が自動的に比較される場合は、独立した航空機の静圧システムを含む

高度ソースの出力について、各ソース間の偏位が３０ｍ（±１００フィー

ト）を超えた場合に、操縦者の主要視野に警報を表示しなければならない

。このような比較監視機能については飛行規定等に文書化し、操作軽減の

必要を排除できるようにすべきである。

注２：気圧高度を用いた垂直ガイダンスが使用される場合、高度計規正値の入

力は、航空機の高度システムとＲＮＰシステムに同時に行われなければな

らない。航空機乗組員のエラーを防止するため、入力は１つにする必要が

ある。高度システムとＲＮＰシステムに個別に高度計規正を行うものであ

ってはならない。

(ｿ) アクティブ・センサーの表示

航空機は、現在使用している航法センサーを表示する能力又は航法システム

に使用されているセンサーの性能の損失若しくは劣化を表示する能力を有しな

ければならない。この表示は操縦者の主要視野に表示することが推奨される。

注：この表示は、不測の事態における手順をサポートするために用いられる。

この表示が主要視野に表示されない場合、航空機乗組員の負荷が許容範囲で

あれば、航空機乗組員の手順によりこの表示に係る要件を軽減することがで

きる。



エ 設計保証

(ｱ) システムの設計保証は、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行における水平方向又は

垂直方向の誤ったガイダンス表示を引き起こす主な故障要因に対応するもので

なければならない。

注：水平方向又は垂直方向の誤ったガイダンスの表示は、ＲＮＰ ０．３未満

のＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に対する危険な故障と考えられる。このよう

な影響に対応するシステムは運用上の手順によって影響を緩和する必要がな

いように、飛行規定等に文書化されるべきである。

(ｲ) システムの設計保証は、少なくともＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行における水

平方向ガイダンス喪失の重大な故障状態と垂直方向ガイダンス喪失の軽微な故

障状態に対応しなければならない。

注：垂直ガイダンスの喪失は、ガイダンス喪失時に、航空機乗務員が降下又は

上昇を停止することができるため、軽度の故障状態と見なされる。

オ 航法用データベース

(ｱ) 航空機の航法システムは、ＡＩＲＡＣサイクルに基づき更新することができ

、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行方式をＲＮＰシステムにロードすることができ

る航法用データベースを用いなければならない。航空機乗組員による機上の航

法用データベースに保存されているデータの変更はできない。

注：方式が機上の航法用データベースからロードされたときは、ＲＮＰシステ

ムは公示された方式を実行することが期待される。これは航空機乗組員が既

に航法システムにロードされた方式又は経路を変更する手段を有することを

排除するものではない。

(ｲ) 航空機には、機上の航法用データベースの有効期間を航空機乗組員に表示す

る手段を備えなければならない。

(2) ＲＦレグを用いたＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の要件

ア 航法システムには、２つのフィックス間をＲＦレグに従ってレグトランジショ

ンを行い、トラックを維持できる能力がなければならない。

イ 航空機は選択した方式を表示できる電子マップ・ディスプレイを有していなけ

ればならない。

ウ ＲＮＰシステム、フライト・ディレクター・システム及び自動操縦装置は、１

２１ｍ（４００フィート）より高い高度でバンク角２５°まで、１２１ｍ（４０

０フィート）より低い高度でバンク角８°までをコマンドできなければならない

。

エ 着陸復行又は進入復行を開始する際、飛行ガイダンス・モードはＲＦレグ間の

継続したトラック・ガイダンスが可能となるよう、ＬＮＡＶモードを保つべきで

ある。

オ ＲＦレグでＦＴＥを評価する場合は、旋回のロールイン及びロールアウトの影

響を考慮すべきである。方式は、旋回開始時に若干オーバーシュートをした後に

航空機が所望のトラックに戻ることができるよう、５度の操作マージンを持つよ

うに設計されている。



(3) ＲＮＰ ０．３未満のＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の要件

ア 単一障害点

単一障害点による進入時におけるガイダンスの喪失を回避するため、一般的に

は、航空機は少なくとも以下の装備品を有していなければならない。

(ｱ) ２式のＧＮＳＳセンサー

(ｲ) ２式の飛行管理システム（ＦＭＳ）

(ｳ) ２式のＡｉｒ Ｄａｔａ Ｓｙｓｔｅｍ

(ｴ) ２式の自動操縦装置

(ｵ) １式のＩＲＵ

注：障害物又は地形を回避するためのＲＮＰ０．３未満を要求するＲＮＰ Ａ

Ｒ ＡＰＣＨ航行に対して、水平方向ガイダンスの表示の喪失は、危険な故

障状態と考えられる。飛行規定（ＡＦＭ）には、この影響に対応して設計さ

れたシステムであることを記載すべきである。また、ＲＮＰ０．３未満の航

法精度を達成する特定の航空機の形態又は運航形態も配慮されるべきである

。この要件に適合する限りにおいて、アの二重装備に係る一般的要件によら

ないことができる。

イ 設計保証

システムの設計保証は、進入実施時に障害物又は地形を回避するためにＲＮＰ

０．３未満が要求されているＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行において、水平方向

又は垂直方向のガイダンスの喪失を引き起こす、主要な故障要因に対応するもの

でなければならない。

（注）：障害物又は地形を回避するためにＲＮＰ ０．３未満を要求するＲＮＰ

ＡＲ ＡＰＣＨ航行に対して、水平方向ガイダンスの表示の喪失は、危険な故

障状態と考えられる。飛行規定（ＡＦＭ）には、この影響に対応して設計された

システムであることを記載すべきである。この記載には、ＲＮＰ ０．３未満の

航法精度を達成する特定の航空機形態又は作動モードを記述すべきである。この

要件に適合する限りにおいて、アの二重装備に係る一般的要件によらないことが

できる。

ウ 着陸復行ガイダンス

着陸復行又は進入復行を開始する際、飛行ガイダンス・モードはＲＦレグ間に

継続したトラック・ガイダンスを提供可能となるよう、ＬＮＡＶモードを保つべ

きである。航空機にこの能力が備わっていない場合、以下の要件が適用される。

(ｱ) 航空機がＲＦレグをサポートする場合、着陸復行を開始した後、水平方向パ

ス（ＲＦの終了点とＤＡとの間の最低５０秒の直線セグメントで与えられる）

は、ＤＡポイントから直線セグメントによって定められるトラックの１度以内

になければならない。直線セグメントに先立つＲＦ旋回の旋回角は任意で半径

は約１ＮＭ、速度は進入環境と旋回半径に応じて異なる。

(ｲ) 航空機乗組員は、ＡＧＬ １２１ｍ（４００フィート）までに自動操縦装置

又はフライト・ディレクターをＲＮＰシステムに連結できなければならない（

ＬＮＡＶモードを有効にする）。



エ ＧＮＳＳの喪失

ＧＮＳＳの喪失に続いて着陸復行又は進入復行を開始した後、航空機は、航法

精度を満足する別の航法手段に自動的に復帰しなければならない。

(4) 進入復行ＲＮＰ １．０未満の進入の要件

(3) 項の規定は、進入復行ＲＮＰ １．０未満のＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を

行う場合に準用する。この場合において、(3) 項中「進入に関連した航法精度」と

あるのは、「進入復行に関連した航法精度」と、「ＲＮＰ ０．３未満」とあるの

は、「進入復行ＲＮＰ １．０未満」と読み替えるものとする。

第３ 運用手順

１ 飛行前の考慮事項

(1) 運用許容基準（ＭＥＬ）

ＭＥＬは、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に係る装備要件に適合するように作成及

び改訂されなければならない。求められる装備は、意図する航法精度と、進入復行

ＲＮＰ １．０未満を要求するか否かによって決まる。全てのＲＮＰ ＡＲ ＡＰ

ＣＨ航行において、正常に作動する航空法施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号

）第１４７条第４号イからニまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置が要求さ

れる。

航空機乗組員が左右両方の高度計規正値を誤って設定するエラーに対処するため

、対地接近警報装置は機長の高度計規正値のみを利用してはならない。

(2) 自動操縦装置及びフライト・ディレクター

ＲＮＰ ０．３未満の航法精度又はＲＦレグを有するＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航

行方式では、全ての場合でＲＮＰシステムによって作動する自動操縦装置又はフラ

イト・ディレクターの使用が求められる。自動操縦装置及びフライト・ディレクタ

ーは、特定のＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の方式によって要求される、水平方向及

び垂直方向の経路を追従できるよう利用可能でなければならない。目的地又は代替

経路において自動操縦装置が要求されるＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行方式の飛行が

予測される場合、自動操縦装置が使用可能であることを確認しなければならない。

(3) 出発時のＲＮＰ評価

運航者は、所望のＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を実施する時間及び場所について

、その方式に応じたＲＮＰの利用可能性の予測能力を持たなければならない。この

能力は地上で利用できればよく、機上装置が有する必要はない。運航者は、飛行前

の運航管理手段及び故障通報時の飛行をフォローする手段として、この能力の利用

に必要となる手順を確立しなければならない。ＲＮＰ評価では、航空機の能力（セ

ンサー及び統合）の特定の組合せを考慮しなければならない。

ア ＧＮＳＳアップデート時のＲＮＰ評価

この予測能力は、既知の又は予想されるＧＮＳＳ衛星の機能停止や航法システ

ムセンサーに対するその他の影響を考慮しなければならない。予測プログラムは

、５°未満のマスクアングルを使用すべきではない。予測は、実際の装備品で使

用されているものと等しいＲＡＩＭ、ＡＡＩＭ等の完全性監視アルゴリズム又は



より保守的なアルゴリズムにより、実際のＧＮＳＳ配置を使用して行わなければ

ならない。飛行高度に対して周囲の地形が高い状況でのＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ

航行では、地形に適したマスクアングルを使用しなければならない。

イ ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行方式の開始前に、ＧＮＳＳアップデートが可能で

なければならない。

(4) 航行援助施設の排除

運航者は、ＮＯＴＡＭに従って航行援助施設（例：ＤＭＥ、ＶＯＲ、ローカライ

ザー等）を排除するための手順を確立しなければならない。

(5) 航法用データベースの有効性

操縦者は、ＲＮＰシステムの初期設定時において、航法用データベースが有効な

ものであることを確認しなければならない。航法用データベースは、飛行継続中有

効であることが求められる。ＡＩＲＡＣサイクルが飛行継続中に変わる場合は、運

航者及び操縦者は飛行経路及び方式を構成する航空保安無線施設のデータが適切か

どうかを含む、航法用データの正確性を確認する手順を確立しなければならない。

データベースの変更が方式に重大な影響を与えないことが確立されない限り、古い

データベースを使用してＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を実施してはならない。方式

に関し改正されたチャートが公示されていた場合は、航法用データベースを使用し

てその方式の航行を実施してはならない。

２ 飛行中の考慮事項

(1) 飛行計画の変更

操縦者は、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行が航空機の航法用データベースから方式

ごとに選択可能であり、チャート上の方式に一致しない限り、公示された当該航行

を実施してはならない。次の場合を除いて、ラテラルパスを変更してはならない。

ア 最終進入フィックス以前で、かつ、ＲＦレグの直前ではない場合であって、進

入方式上のフィックスに直行するクリアランスを受けた場合

イ 初期、中間若しくは進入復行セグメント上の高度と対気速度のいずれか又は全

てのウェイポイント制限を変更する場合（例えば、低温修正を適用する場合、又

は、ＡＴＣクリアランス若しくは指示に従う場合）

(2) 要求される装備品リスト

航空機乗組員は、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を実施するために要求される装備

品リスト又は飛行中にＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行ができなくなるような装備品の

故障に対する代替手段を記載したリスト（クイック・リファレンス・ハンドブック

等）を持たなければならない。

(3) ＲＮＰの管理

航空機乗組員の運用手順において、進入中に最適な航法精度が航法システムで用

いられることを確保しなければならない。進入チャートに異なる航法精度に対応し

た複数のミニマがある場合、航空機乗組員は、所望の航法精度がＲＮＰシステムに

入力されていることを確認しなければならない。航法システムが方式の各レグに対

する航法精度を機上航法用データベースから取り出して設定することができない場



合、進入又は進入復行を完了するために要求される最小の航法精度が進入開始前（

例えば、初期進入フィックス（ＩＡＦ）や離陸滑走の前）に選択されることを航空

機乗組員の運用手順にて確保しなければならない。

(4) ＧＮＳＳアップデート

航空機乗組員は、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を開始する前に、ＧＮＳＳアップ

デートが利用できることを確認しなければならない。進入の間にＧＮＳＳアップデ

ートが失われ、進入を継続するための航法システムの性能が失われた場合、航空機

乗組員は、進入継続に必要な目視物標を視認できる場合を除き、ＲＮＰ ＡＲ Ａ

ＰＣＨ航行を継続してはならない。

(5) 無線アップデート

全てのＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行方式の開始時は、ＧＮＳＳアップデートが利

用できることに基づいている。航空機乗組員は、進入又は進入復行中、システムが

航法精度に適合する場合、方式上特に「Not Authorized」と指定されている場合を

除き、復帰モードとしてＤＭＥ／ＤＭＥアップデートを用いることができる。この

場合、ＶＯＲアップデートは認められない。航空機乗組員は、特定の施設の使用を

禁止するための運用手順を順守しなければならない。

(6) 進入方式の確認

航空機乗組員は、正しい方式が選択されていることを確認しなければならない。

このプロセスには、ウェイポイントの順序、トラック角度、距離及び操縦者によっ

て変更可能な要素（高度、制限速度等）の確認が含まれる。航法用データベースの

妥当性が疑われる場合は、当該方式を使用してはならない。確認に際しては、航法

システムのテキスト・ディスプレイ又はナビゲーション・マップ・ディスプレイが

使われなければならない。

(7) トラック偏位の監視

ア 航空機乗組員は、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行方式において、ラテラル・デビ

エーション・インジケーター、フライト・ディレクター又は自動操縦装置をラテ

ラル・ナビゲーション・モードで使用しなければならない。ラテラル・デビエー

ション・インジケーターを用いる航空機では、操縦者は、ラテラル・デビエーシ

ョン・インジケーターのスケール（最大振れ幅）がＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行

方式の各セグメントに対応した航法精度に適したものであることを確認しなけれ

ばならない。通常の運航に対しては、クロストラック・エラー／デビエーション

（ＲＮＰシステムが計算した経路と当該経路に対する航空機の位置との間の相違

）は、方式の各セグメントに対する航法精度の±１／２以内に制限すべきである

。旋回中又はその直後における航法精度の最大１倍までの、この基準からの短時

間の横方向の逸脱（例えばオーバーシュート及びアンダーシュート）は許容され

る。

イ 最終進入セグメントにおける垂直方向の偏位は２２ｍ（７５フィート）以内で

なければならない。ただし、垂直経路の情報で７５フィートを超えるような一時

的な超過（例えば、機体のコンフィギュレーション変更やエネルギーマネジメン

ト時）は許容される。垂直方向の偏位は、垂直経路の上方及び下方で監視すべき



である。

ウ 操縦者は、横方向の偏位がＲＮＰの１倍を超える場合又は垂直方向の偏位が－

２２ｍ（－７５フィート）を超える場合は、進入継続に必要な目視物標を視認で

きる場合を除き、進入復行を実施しなければならない。

(ｱ) いくつかの航空機のナビゲーション・ディスプレイは、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰ

ＣＨ航行のスケールに応じた横方向及び垂直方向の偏位を主要視野に表示する

ことができない。ムービング・マップ、低解像度垂直方向偏位インジケーター

（ＶＤＩ）又は偏位の数値表示を使用する場合は、航空機乗組員の訓練と手順

により、これらのディスプレイの有効性を確保しなければならない。一般的に

、これには多数の訓練実施済みの操縦者による手順の実証を行うこと及びＲＮ

Ｐ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の定期訓練プログラムでの監視手順に取り入れること

を必要とする。

(ｲ) 横方向パストラッキングにＣＤＩを用いる場合、飛行規定（ＡＦＭ）等には

、航空機が対応している航法精度及び運航並びにＣＤＩスケールに与える運航

上の影響が記載されるべきである。航空機乗組員は、ＣＤＩフルスケールの振

れ幅を知らなければならない。航空機乗組員が手動でＣＤＩスケールを設定す

る場合、運航者は選択されたＣＤＩスケールが意図したＲＮＰ運航に対して適

切であることを確認するための訓練を実施しなければならない。スケールに対

する偏位の限界値は、容易に明らかとなるものでなければならない（例えば、

フルスケールの振れ幅）。

(8) システムのクロスチェック

ＲＮＰ ０．３未満の航法精度を有する進入では、航空機乗組員は、航法システ

ムから提供される横方向及び垂直方向のガイダンスについて、他の独立した手段に

より提供される利用可能なデータ及びその表示と整合することを確認することによ

り、監視しなければならない。

（注）：横方向及び垂直方向のガイダンス・システムによる、誤った情報に対して

「hazardous (severe-major)」な故障状態であると判定するように設計されたもの

であって、かつ、標準のシステム性能で空域コンテインメントを満足する場合は、

このクロスチェックを実施しなくてもよい。

(9) ＲＦレグを有する方式

ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行方式では、地形又は障害物を回避するためにＲＦレ

グの実施能力を要件とする場合がある。必ずしも全ての航空機が当該能力を有して

いないため、航空機乗組員は、これらの方式を実施することができるかどうかを認

識しなければならない。

ＲＦレグを飛行する際、航空機乗組員は、当該ＲＦレグが含まれるセグメントに

おいて表に示す対気速度の最大値を超えてはならない。決心高度前に進入復行する

場合には、そのセグメントに対するセグメント速度を維持することが求められる場

合がある。

表：セグメント及びカテゴリーごとの最大対気速度

指示対気速度（kt)



セグメント 航空機カテゴリーごとの指示対気速度

Cat H Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E

初期及び中間（ＩＡＦ 120 150 180 240 250 250

からＦＡＦまで）

最終（ＦＡＦからＤＡ 90 100 130 160 185 指示通

まで） り

進入復行（ＤＡからＭ 90 110 150 240 265 指示通

ＡＨＦまで） り

対気速度の制約※ 指示通り

※ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ方式の設計では、航空機のカテゴリーに係わらず、ＲＦ

旋回半径を減少させるために対気速度制限を使用することがある。したがって、

運航者は、全ての運航形態と条件下で、計画されたＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行

の制限速度を遵守することを確認する必要がある。

(10)温度補正

温度補正能力のある航空機では、承認された運航手順において、運航者が操縦者

に対し温度補正機能について適切な訓練を行っている場合には、ＲＮＰ ＡＲ Ａ

ＰＣＨ航行方式の温度制限を無視することができる。システムによる温度補正はＢ

ａｒｏ－ＶＮＡＶガイダンスに適用可能であるが、航空機乗組員による最低高度又

は決心高度への低気温影響補正の代替手段とはならない。

航空機乗組員は、ＥＵＲＯＣＡＥ ＥＤ－７５Ｂ／ＲＴＣＡ ＤＯ－２３６Ｂ

Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ｈに規定する補正パスのインターセプトに対する温度補正の影

響に精通すべきである。

注：ＲＮＰ ＡＲ航行（例えばＳＢＡＳ又はＧＢＡＳ）でＧＮＳＳ垂直ガイダンス

を使用する場合、温度制限は適用しない。しかしながら、航空機乗組員は最低高

度又は決心高度での低温影響を補正する必要がある場合がある。

(11)気圧高度計の規正

ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ計器進入方式は、気圧のデータを使って、垂直方向のガ

イダンスを導き出す。航空機乗組員は、ＦＡＦよりも手前で最新のＱＮＨ（curren

t local altimeter）が設定されていることを確認しなければならない。リモート

・アルチメータ・セッティングは認められない。

(12)高度計のクロスチェック

航空機乗組員は、ＩＡＦ以降ＦＡＦよりも手前に、両操縦者の高度計の差が３０

ｍ（１００フィート）以内にあることを確認する、高度計のクロスチェックを行わ

なければならない。高度計のクロスチェックの結果、高度計の差が基準を超える場

合、方式を継続してはならない。操縦者の高度計を比較し警報を発するシステムを

有する場合は、航空機乗組員の手順に、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を実施中に当

該警報が発せられた場合にとるべき行動を定めるべきである。

注１：両高度計の差が３０ｍ（１００フィート）以内にあることを自動的に比較す

る航空機の場合、当該クロスチェックは必要とはならない。

注２：ＧＮＳＳ垂直ガイダンス（例えばＳＢＡＳ又はＧＢＡＳ）を使用する航空機



の場合、当該クロスチェックは必要とはならない。

(13)ＶＮＡＶ高度遷移

航空機のＢａｒｏ－ＶＮＡＶシステムはフライ・バイ垂直ガイダンスを与えるた

めに、ＦＡＦ手前で垂直経路をインターセプトする経路になる場合がある。垂直方

向の制約（例えば、ＦＡＦ）で生じることがある若干の垂直方向の逸脱は、次の垂

直経路にスムーズに移行するため、運航上許容される。公示された最低高度を下回

る瞬間的な逸脱は、３０ｍ（１００フィート）を超えず、かつ、通常のＶＮＡＶキ

ャプチャーの結果であれば許容される。これは、上昇若しくは降下に続く「レベル

オフ」若しくは「アルチチュード・アクワイヤー」セグメントの双方、上昇若しく

は降下セグメントの開始時又は異なる勾配の上昇若しくは降下経路への接続時に適

用となる。

(14)非標準上昇勾配

運航者は、進入方式が非標準上昇勾配を指定している場合、周囲の大気条件下で

の航空機着陸重量で公示された上昇勾配に、航空機が適合することを確認しなけれ

ばならない。

(15)着陸復行又は進入復行

ア 進入復行は可能な限りＲＮＰ １．０が要求される。これらの方式の進入復行

は、ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行の進入復行と類似している。必要に応じて、ＲＮＰ

１．０未満の航法精度が進入復行で使用される。

イ 一部の航空機では、着陸復行又は進入復行の開始時にＴＯＧＡ（Take-off/Go-

around）を作動させることにより、ＬＮＡＶモード又は機能が変更され（すなわ

ち、ＴＯＧＡにより自動操縦装置とフライト・ディレクターがＬＮＡＶガイダン

スから切り離され）、フライト・ディレクターは、慣性システムによる経路保持

に復帰することがある。自動操縦装置及びフライト・ディレクターによるＬＮＡ

Ｖガイダンスは、可能な限り早く再エンゲージされなければならない。

ウ 航空機乗組員の手順及び訓練は、航空機の旋回中に操縦者が着陸復行を開始し

た場合に、航法能力及び飛行ガイダンスに及ぼす影響について取り上げなければ

ならない。早期に着陸復行を開始した場合、航空機乗組員は、ＡＴＣが異なるク

リアランスを出さない限り、公示された経路を確実に遵守しなければならない。

また、航空機乗組員は、ＲＦレグが最大対地速度を基に設計されており、設計で

考慮されている速度よりも早い速度で早期の着陸復行を開始すると、旋回中に機

体が経路から逸れ、経路を維持するために航空機乗組員の操作が必要になること

があることに留意すること。

(16)不測の事態における手順

ア エンルートでの故障

航空機のＲＮＰ能力は、作動中の装備品とＧＮＳＳに依存している。航空機乗

組員は、装備品の故障により予想されるＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に与える影

響を評価し、適切な措置をとらなければならない。また、3.1.3.項に規定するよ

うに、航空機乗組員もまた、ＧＮＳＳ配置の変更が与える影響を評価し、適切な

措置をとることができなければならない。



イ 進入時の故障

運航者の不測の事態における手順は、少なくとも次の状況を含まなければなら

ない。

(ｱ) 横方向及び垂直方向の偏位の性能に影響を及ぼす故障を含む、RNPシステム

コンポーネントの故障（例えば、ＧＰＳセンサー、フライト・ディレクター又

は自動操縦装置の故障等）

(ｲ) 航法シグナル・イン・スペースの喪失（外部信号の喪失又は低下）

第４ 航空機乗組員の知識及び訓練

ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の使用及び適用に関し、航空機乗組員の訓練を行わな

ければならない。この訓練では、操縦者が航空機のRNP性能に影響を及ぼす故障並び

に異常事態及び緊急事態における適切な手順を認識することができるよう、航空機の

航法システム及びフライト・コントロール・システムの詳細を十分に取り上げなけれ

ばならない。訓練には、航空機乗組員に対する知識及び技能の評価が含まれていなけ

ればならない。

１ 責務

(1) 実施するＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に係る航空機乗組員の訓練に関し責任を有

する。ＲＦレグの有無、ＲＮＰ ０．３未満、進入復行ＲＮＰ １．０未満の場合

を含めた各種のＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の違い及び必要な装備の違いに係る内

容を訓練に含めなければならない。ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に係る規制要件及

び手順は、航空機の運用及び航空機乗組員の訓練に係る規程に定めなければならな

い（適用できる場合）。訓練教材において、許可を受けようとするＲＮＰ ＡＲ

ＡＰＣＨ航行に関連する事項を網羅していなければならない。航空機乗組員に対し

、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に従事させる前に、必要な地上訓練及び飛行訓練を

完了させなければならない。

(2) 飛行訓練には、路線運航で実施する代表的なＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に係る

訓練及び評価を含めなければならない。装備品及びＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を

正確に再現できる場合に限り、飛行訓練装置、模擬飛行装置その他の訓練装置を使

用して飛行訓練を行うことができる。

(3) 航空機乗組員に対しＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の初期訓練及び資格付与を行わ

なければならない。ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の初期訓練において、操縦者がＲ

ＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を正確に理解し、実施できることを評価するための基準

及び定期訓練において操縦者がＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に係る知識及び技量維

持の適切性を評価するための基準を設けなければならない。

２ 地上訓練

以下の項目について、航空機のＲＮＰシステムに関する航空機乗組員の地上訓練に

含まれなければならない。定期訓練では、初期訓練の項目を復習し、新しい項目や改

訂、強調されている項目を取り上げるものとする。定期訓練は少なくとも年１回行う

ものとする。



なお、複数の類似した型式の航空機の運航を行う場合には、型式毎に定期訓練を行

う必要はないものとし、異なる型式について、１年毎に交互に実施するものとする。

(1) ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の一般的概念

ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ地上訓練では、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨシステムの理論

について、正しく運用に供することができるように網羅しなければならない。航空

機乗組員は、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨシステムの操作、分類及び制限に係る基本的

な概念を理解しなければならない。訓練には、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の一般

知識と航行しようとする方式に特有の内容が含まれなければならない。訓練には以

下の具体的項目が含まれなければならない。

ア ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の定義

イ ＲＮＡＶとＲＮＰの違い

ウ ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の種類とこれらの方式のチャートに関する知識

エ ＲＮＰ値の入力及び表示並びに航空機に固有の表示（例えば、ＡＮＰ(Actual

Navigation Performance)の表示）

オ ＲＮＰに関する航法アップデート・モードの有効・無効の手順

カ 異なる飛行フェーズとＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に適合する航法精度及び航

法精度の選択方法（必要な場合）

キ ＧＰＳ ＲＡＩＭ（又は同等のもの）予測の使用及びＲＡＩＭ利用可能性がＲ

ＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の方式に与える影響

ク ＲＮＰ又は必要な装備のいずれか又は両方が喪失した際のＲＮＰ航法の終了及

び既存航法への移行の時期及び方法

ケ 航法用データベースの有効性及び当該データベースにＧＮＳＳウェイポイント

を使用するために必要な航法用データが含まれているか否かの確認方法

コ トータル・システム・エラーに影響を与える各種要素及びそれらの特性に係る

説明（例えば、Ｂａｒｏ－ＶＮＡＶにおける温度の影響及び無線アップデートが

ない状況でのＩＲＵを用いる場合のドリフト特性）

サ 温度補正

ＩＳＡからの差異により生じる高度誤差の修正において機上装置を用いる航空

機乗組員は、温度補正機能の使用に係る操縦者訓練が提供され、かつ、温度補正

機能が航空機乗組員により利用される場合、航空機乗組員はＲＮＰ ＡＲ ＡＰ

ＣＨ航行の方式において温度制限を考慮しなくてよい。ただし、システムによる

温度補正はＶＮＡＶガイダンスに適用可能であるが、航空機乗組員による最低高

度又は決心高度への低気温影響補正の代替手段とはならないことを訓練において

も認識しなければならない。

(2) ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の使用に係るＡＴＣ通信と調整

地上訓練は、航空機乗組員に対し正しい飛行計画の識別とＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣ

Ｈ航行に適用されるＡＴＣ手順について指導するものでなければならない。航空機

乗組員は、航空機の航法システム性能がＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を続けること

ができなくなった場合に直ちにＡＴＣに通報する必要性について教育を受けなけれ



ばならない。また、航空機乗組員は、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行への適合に必要

な航法センサーに係る知識を有した上で、機上装置の故障及び地上システムの故障

が残りの飛行計画に与える影響を評価できなければならない。

(3) ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の装備要素、制御、表示及び警報

地上訓練においては、運航方法及びシステムに固有な項目を含む、ＲＮＰ用語、

表示記号、運用、選択可能な制御方法及び表示の特徴について理解を深めることが

できなければならない。訓練は、適用される故障警報及び装備品の制限について取

り上げなければならない。航空機乗組員は、ＲＮＰ運航に用いる装備品及びＲＮＰ

運航の間の装備品の使用に係る制限について完全に理解すべきである。

(4) 飛行規定の情報及び運航手順

飛行規定、航空機製造者のマニュアル等には、ＲＮＰモードの運航に係る情報に

関連した内容を含む、通常時及び非常時の航空機乗組員の操作手順、故障警告への

対応その他装備品の限界事項が取り上げられなければならない。また、訓練はＲＮ

Ｐ能力の喪失又は低下に係る不測の事態における手順も取り上げなければならない

。航空機乗組員による使用が承認された航空機の運用に係る規程にはこれらの情報

を含めるべきである。

(5) 運用許容基準

航空機乗組員は、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に対応する運用許容基準を完全に

理解しなければならない。

３ 飛行訓練

(1) 以下の項目について、航空機製造者等の文書を踏まえ、飛行訓練に含まれなけれ

ばならない。

ア ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の手順と制限

イ ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行実施中の操縦室の電子表示の設定の標準化

ウ ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の適合に影響を与える音声アドバイザリー、警報

その他の表示の認識

エ 計画するＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行範囲を含む、様々なシナリオでのＲＮＰ

ＡＲ ＡＰＣＨ力の喪失に対する対応

(2) (1)の訓練は、認定された飛行訓練装置又は模擬飛行装置を使用することができ

る。この訓練では、以下の具体的な要素を取り上げなければならない。

ア ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行による最終進入開始前に、各操縦者の高度計に最

新の規正値が設定されていることの確認手順（高度計規正値の入手先（情報源）

並びにFAF到達時の高度計の確認及び規正遅れに関する運用上の制限を含む。）

イ 航空機のレーダー、対地接近警報装置又は航空機乗組員の経路監視、気象及び

障害物回避を支援するその他の機上システムの使用

ウ ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行中の航空機性能に及ぼす風の影響及びRNPコンテ

インメント空間に残る必要性（ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を安全に完了するた

めに必要な運航上の風の制限や航空機の形態を含む。）

エ ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の適合に与える対地速度の影響及び経路中心線を



維持する能力に影響を及ぼすバンク角の制限。ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行では

、該当するカテゴリーに対応する標準速度を維持することが求められる。

オ 公示されたＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行における適切な進入ミニマとＲＮＰの

関係及びチャートに記載された運用制限（例えば、温度制限、ＲＦレグ要件、ア

プローチ中のＧＮＳＳアップデートの喪失）

カ ＣＲＭにおいて重要な役割を果たす、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の進入方式

全体に対する運航乗務員の簡潔かつ十分なブリーフィング

キ ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の所望のセグメントに不適切な航法精度のデータ

をロードし、使用した場合の警報

ク ＲＮＰ ０．３未満を要求するＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行において、航法シ

ステムのラテラル・ガイダンス及びバーティカル・ガイダンスに組み込まれる自

動操縦装置又はフライト・ディレクターの性能要件

ケ ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の際に航空機が要求される速度の維持を確保する

ための航空機形態の重要性

コ 航空機のＲＮＰ能力を使用している時に進入復行の要因となる事象

サ ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に関するバンク角の制約又は制限

シ フラップ設定の減少、バンク角の減少又は対気速度の増加がＲＮＰ ＡＲ Ａ

ＰＣＨ航行の適合能力に与える潜在的な悪影響

ス ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を支援する飛行管理計算機（ＦＭＣ）、自動操縦

装置、オートスロットル、レーダー、ＧＰＳ、ＩＮＳ、ＥＦＩＳ（ムービング･

マップを含む。）及び対地接近警報装置の設定及び運用

セ 旋回中にＴＯＧＡを作動させた時の影響

ソ ＦＴＥの監視及び着陸復行を決心し実施することに対する影響

タ 航行中のＧＮＳＳの喪失

チ 無線アップデートへの復帰に伴う性能の問題並びにＤＭＥ及びＶＯＲアップデ

ートの使用にかかる制限

ツ 進入復行中にＲＮＰ能力を喪失したときの航空機乗組員の不測の事態における

手順。訓練においては、航法ガイダンスの喪失後の、地形及び障害物からの間隔

を確保するための航空機乗組員の不測の事態における行動を重視すべきである。

不測の事態の手順を、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の各方式に合わせて調整すべ

きである。

テ 定期訓練においては、各操縦者（機長及び副操縦士）は２回以上（ＰＦとして

１回、ＰＭとして１回）のＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を実施しなければならな

い。このうち、１回は着陸まで実施し、１回は進入復行を行わなければならない

。この場合において、許可を受けたＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の方式に固有の

特徴（例えば、ＲＦレグ及びＲＮＰ進入復行）を用いるべきである。定期訓練は

少なくとも年１回実施するものとする。

なお、複数の類似した型式の航空機の運航を行う場合には、型式毎に定期訓練

を行う必要はないものとし、異なる型式について、１年毎に交互に実施するもの

とする。



４ 評価

(1) ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の知識及び手順の初期評価

運航者は、ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の実施前に航空機乗組員のＲＮＰ ＡＲ

ＡＰＣＨ航行に係る知識を適切に評価しなければならない。評価には操縦者の手

順及びＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に求められる航空機性能に関する評価を含まな

ければならない。以下のいずれかの評価において行われても良い。

ア 承認された模擬飛行装置その他の訓練装置を用いて、教官が行う評価

イ 路線運航、定期技能訓練／審査、技量確認、実地試験、運航経験又は路線審査

における教官による評価

(2) 評価項目

評価では以下の項目について取り上げなければならない。

ア 各種のＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に影響を与えるＲＮＰ制限値の使用。

イ 飛行管理計算機（ＦＭＣ）の地上無線アップデート（例えば、ＤＭＥ／ＤＭＥ

アップデート及びＶＯＲ／ＤＭＥアップデート）の有効及び無効並びにこれら

の機能を使用した場合の知識等、無線アップデート手順の適用。航空機の装備品

に無線アップデートを無効にする機能がない場合は、航空機乗組員の運用により

当該機能の欠如が補えるように訓練が行われなければならない。

ウ 計画された飛行経路に対応する実際の横方向及び垂直方向の飛行経路の監視能

力、並びに横方向又は垂直方向にＦＴＥが超過した場合に航空機乗組員の手順を

適切に完了できる能力。

エ ＲＡＩＭ利用可能性の欠如の予測を含む、ＲＡＩＭ予測（又は同様の能力）の

理解及び対応能力。

オ 実施しようとするＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行及びシナリオにおける飛行管理

計算機（ＦＭＣ）、気象レーダー、対地接近警報装置及びムービング・マップの

適切な設定。

カ ＣＲＭを重視したＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行における航空機乗組員ブリーフ

ィング及びチェックリストの適切な使用。

キ 様々なシナリオ（例えば、航法の喪失や目視物標が視認できない場合）におけ

るＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の進入復行手順の知識及び実施能力。

ク ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に適合するための速度制限要求セグメント間の速

度制御。

ケ ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行のチャート、ブリーフィング・カード及びチェッ

クリストの適切な使用。

コ バンク角、速度制御及び方式の中心線維持を含む安定したＲＮＰ ＡＲ ＡＰ

ＣＨ航行の達成能力。

サ ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の所望の飛行経路の下方向への逸脱に対する制限

の知識及び垂直飛行経路に係る航空機位置の正確な監視方法。

第５ 航法用データベース



航法用データベースは、ＲＴＣＡ ＤＯ－２００Ａ／ＥＵＲＯＣＡＥ文書ＥＤ ７

６：航空用データの処理の基準に適合する供給者から入手すべきである。適切な規制

当局より発行される承認レター（ＬＯＡ）は、この要件への適合性を証明する（例え

ば米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１５３に従って発行されるＦＡＡ ＬＯＡ又は欧州

航空安全庁規則ＥＡＳＡ ＩＲ２１ ｓｕｂｐａｒｔ Ｇに従って発行されるＥＡＳ

Ａ ＬＯＡ）。

経路を無効にするような不具合についてはデータ供給者に報告されなければならず

、影響する経路については、航空機乗組員に対する通知により使用が禁止されなけれ

ばならない。

既存の品質システム要件に適合するため、運航用の航法用データベースの定期的チ

ェックを実施する必要性について考慮すべきである。

１ データ処理

(1) 手順の中でデータ・アップデート・プロセスに責任を有する者又は責任を有する

部署を明確にしなければならない。

(2) 航空機が航法用データを受領し、検証し、ロードするプロセスを文書化しなけれ

ばならない。

(3) 文書化された(2)のプロセスの管理を行わなければならない。

２ 初期データ検証

計器気象状態（ＩＭＣ）で飛行する前に、航空機の能力及び公示されている経路の

方式が一致することを確保するため、各ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行を検証しなけれ

ばならない。少なくとも以下を実施しなければならない。

(1) ＲＮＰシステムにロードする方式に係る航法用データと公示された方式の比較を

すること。

(2) ロードされた方式に係る航法用データを、模擬飛行装置又は有視界気象状態（Ｖ

ＭＣ）での実機において検証すること。マップ・ディスプレイに表示される方式を

、公示された方式と比較すること。経路に横方向又は垂直方向の不連続が起こらな

いことを確認するために、方式の全体を飛行しなければならず、公示された方式と

一致していることが示されなければならない。

(3) 方式が検証された後は、当該データをデータ・アップデート時の比較検証のため

に保存すること。

３ データ・アップデート

更新された航法用データを受領した場合は、航空機で当該データを使用する前に、

アップデート内容と検証済みの方式を比較しなければならない。この比較では、航法

用データ内の不一致を明らかにし、解決しなければならない。進入経路又は性能に影

響を与える方式の変更があり、ソースデータにより変更が確認できた場合は、初期デ

ータ検証の手順により改正された方式を検証しなければならない。



４ 航空機の改修

ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行に要求される航空機システムをソフトウェアの変更等

により改修する場合は、航法用データベース及び改修されたシステムを用いたＲＮＰ

ＡＲ ＡＰＣＨ航行の検証について責任を有する。当該改修が航法用データベース

及び経路計算に影響を与えないことを製造者が検証した場合は、直接的な評価を不要

とすることができる。製造者から当該改修が航法用データベース及び経路計算に影響

を与えないことの保証を得られない場合は、飛行制御コンピュータ、ＦＭＳ ＯＰＳ

，ディスプレイソフトウェアの変更が特に重要であることに留意して、改修されたシ

ステムを用いて初期データ検証を行わなければならない。

第６ ＲＮＰ監視プログラム

この附属書に規定する基準に適合することを確保し、性能に悪影響を与える傾向に

ついて認識するために、ＲＮＰ監視プログラムを有しなければならない。当該プログ

ラムにおいて、潜在的な安全上の懸念を認識するために次の情報を収集して定期的に

評価し、当該内容を保持しなければならない。収集した情報は、当該方式が導入され

た後に行われる運航安全性評価において報告されなければならない。

(1) ＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ航行の実施総数

(2) 正常な進入の数（航法システム及びガイダンス・システムに異常がなく、計画ど

おりに完了した場合に正常な進入とする）

(3) 正常な進入が行えなかった場合、その数と理由。理由には、例えば以下が挙げら

れる。

ア UNABLE REQ NAV PERF、NAV ACCUR DOWNGRAD、その他進入中のＲＮＰに係る表

示

イ 過度の横方向又は垂直方向の偏位

ウ 対地接近警報装置の警報又は警告

エ 自動操縦装置の切断

オ 航法用データの不具合

カ 操縦者から報告されたその他の異常

(4) 航空機乗組員からの意見

第７ 雑則

本基準に定めるもののほか、必要に応じてＲＮＰ ＡＲ ＡＰＣＨ経路に応じ実施

される運航安全性評価の結果を考慮して別途定められる追加要件を満たさなければな

らない。



別紙第９

ＲＮＰ ２航行に関する運航基準

第１ 総則

１ 目的

この運航基準は、ＩＣＡＯマニュアル「Performance-Based Navigation Manual」

（Ｄｏｃ ９６１３）に準拠して、洋上、陸上及び遠隔地域であると公示した国が認

めた空域におけるＲＮＰ ２航行に必要な要件を定めるものである。

２ 承認の申請

ＲＮＰ ２航行の承認を申請する際には、本基準への適合性を示すこと。

３ 航空機の適合性

別冊第７のＢａｓｉｃ－ＲＮＰ １航行に関する運航基準に適合している航空機に

ついては、その適合性を示すことにより、本別紙の第２の要件に適合するとみなすこ

とができる。

なお、耐空性当局（例えばＥＡＳＡ、ＦＡＡ等）により適合性が実証されているこ

とについて、装備品製造者又はＳＴＣ（追加型式設計証明）保有者等の発行する文書

（例えばサービスレター）により確認できる場合には、飛行規定においてその適合性

が記載されている必要はない。

４ 実施要領

実施要領には次に掲げる事項について適切に定めること。

(1) 運用手順及び航法用データベースの処理方法

(2) 運用手順に基づく操縦者の訓練その他の訓練

第２ 航空機の要件

１ 測位センサー

ＲＮＰ ２航行に使用するＲＮＡＶシステムは、ＧＮＳＳセンサーからの入力を使用

し、水平面における航空機の位置を自動的に決定できなければならない。

２ システム性能、監視及び警報

(1) 精度要件

ＲＮＰ ２として指定された空域又は経路における運航においては、横方向のト

ータル・システム・エラーが、全飛行時間中少なくとも９５％は、±２ＮＭの範囲

になければならない。経路方向の誤差についても、全飛行時間中少なくとも９５％

は、±２ＮＭの範囲になければならない。

精度要件を満たすためには、９５％のフライト・テクニカル・エラー（ＦＴＥ）

は１ＮＭを超えないべきである。２ＮＭのフルスケールの振れに対するデビエーシ

ョン・インジケータを用いることは許容可能な適合性証明方法となる。

(2) 性能監視及び警報



航空機の航法システム又は航法システムと操縦者の組み合わせにより、トータル

・システム・エラーを監視することが必要であり、かつ、精度要件が満たされてい

ない場合、又は横方向のトータル・システム・エラーが精度の値の２倍を超える確

率が１×１０－５より大きい場合には、警報を提供しなければならない。運航手順が

本要件を満足するよう使用される範囲において、航空機乗組員の手順、装備品の特

徴及び取付け方法についてその効果と同等性が評価されなければならない。

３ 特定の航法サービスに対する基準

(1) ＧＮＳＳ に対する基準

以下のシステムは、精度及び完全性についての要件に適合する。

ア 米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３０Ａに従ってＩＦＲに使用するために装備

された、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１２９ａセンサー（クラスＢ又はＣ）、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ

１４５（）センサー及びＥ／ＴＳＯ－Ｃ１１５ｂで要求されるＦＭＳを装備した

航空機

イ 米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３８Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤに従ってＩＦＲで使用

するために装備された、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１２９ａ Ｃｌａｓｓ Ａ１又はＥ／Ｔ

ＳＯ－１４６（）航法装置を装備した航空機

４ 機能要件

米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１３０Ａ及びＡＣ２０－１３８（）又は同等の基準

に基づき、以下のナビゲーション・ディスプレイ及び機能が取り付けられなければな

らない。

(1) 故障表示を含む航法用データが、ラテラル・デビエーション・ディスプレイ（Ｃ

ＤＩ、ＥＨＳＩ）又はナビゲーション・マップ・ディスプレイにおいて表示されな

ければならない。これらの表示器が、航空機の航法、マニューバ予測及び故障／Ｓ

ｔａｔｕｓ／完全性表示のための主飛行計器として使用されなければならない。こ

れらは、以下の要件に適合しなければならない。

故障表示を含み、航空機の航法、マニューバ予測及び故障／Ｓｔａｔｕｓ／完全

性表示のための主飛行計器として使用される、以下の６つの属性を有する非数値式

のラテラル・デビエーション・ディスプレイ（例えばＣＤＩ、ＥＨＳＩ）：

ア 算出された飛行経路及び当該経路と自機位置との相対関係が、航空機の航法の

ために主として使用される表示計器上において、ＰＦに対し連続的に表示できる

機能。操縦のために２人を要する運航については、ＰＮＦが、飛行経路及び当該

経路と自機位置との相対関係を確認する手段についても、設けられていなければ

ならない。

イ それぞれのディスプレイは操縦者から見え、かつ、飛行経路に沿って前方を見

る場合に主要視野（操縦者の標準的な視野から±１５°の範囲）に位置しなけれ

ばならない。

ウ ラテラル・デビエーション・ディスプレイのスケールは、機能が提供されてい

る場合には警報を発する範囲に対応しているべきである。



エ ラテラル・デビエーション・ディスプレイは、その時のフライトフェーズに適

したフルスケールの振れ幅を持ち、かつ、必要な経路維持精度要件に基づくもの

でなければならない。

オ ディスプレイスケールはデフォルトロジックによって自動的にセットされるか

、航法用データベースから得られた値に自動的にセットされるか、又は航空機乗

組員により手動でセットされてもよい。フルスケールの振れ幅の値は、必要な経

路維持精度要件に応じて操縦者に認識されているか、又は表示可能でなければな

らない。

カ ラテラル・デビエーション・ディスプレイは、計算された経路に自動的に追従

しなければならない。デビエーション・ディスプレイのコースセレクターは、計

算された経路に自動的に追従されるか、又は操縦者がＣＤＩもしくはＨＳＩの選

択コースを計算された所望のトラックに調整しなければならない。

代替手段として、適切なマップスケールとラテラル・デビエーション・ディスプ

レイと同等の機能を持つナビゲーション・マップ・ディスプレイにより上記アから

カで規定されるラテラル・デビエーション・ディスプレイと同等の機能を提供する

ことができる。マップスケールはＲＮＰ ２航行のため、手動で適切な値がセット

されるべきである。

(2) ＲＮＰ ２航行用の装置としては、最低限、以下のシステム及び装備の機能が要

求される。

ア 民間航空に対し公示された最新の航法用データを収録し、ＡＩＲＡＣサイクル

で更新することができ、ＲＮＰ ２経路を選択しＲＮＰシステムにロードできる

航法用データベース。収録されるデータの分解能については、パス・ディフィニ

ション・エラーを無視できるよう十分なものでなければならない。データベース

は、収録されたデータを操縦者が変更できないよう保護されなければならない。

イ 操縦者に航法用データの有効期限を示すための手段。

ウ 操縦者が、飛行するＲＮＰ ２経路を確認するために任意のウェイポイント及

び航行援助施設について航法用データベースに収納されているデータを選択し表

示するための手段。

エ flexible trackを使用した洋上又は遠隔地の陸上の空域上のＲＮＰ ２経路

については、管制機関からアサインされた経路を形成するために必要な固有のウ

ェイポイントに進入するための手段。

(3) 以下の事項について、操縦者の主要視野に位置するディスプレイ又は容易にアク

セスできるディスプレイのいずれかに、表示する手段

ア 現在使用している航法センサーの種類

イ 次の（ＴＯ）ウェイポイントの識別表示

ウ 対地速度又は次の（ＴＯ）ウェイポイントまでの到達予想時間

エ 次の（ＴＯ）ウェイポイントまでの距離及び方位

(4) "Direct To"機能を実施する能力

(5) 自動的に飛行レグを順序づけ、操縦者に表示する能力

(6) 自動的にウェイポイント・トランジションを実施し、ＲＮＰ ２の性能要件に適



合する経路を維持する能力

(7) 操縦者の主要視野の範囲内に、ＲＮＰ ２システムの故障を表示する能力

(8) パラレル・オフセットの機能を有する場合、

ア 航法システムは選択されたオフセット距離でパラレル・トラックを飛行できる

能力を有しなければならない。

イ アクティブな飛行計画上の元の経路における航法精度及び全ての性能要件は、

パラレル・オフセットを実施する場合にはオフセットされた経路に対して適用さ

れる。

ウ システムは、コースの左右１ＮＭ単位でオフセット距離を入力できなければな

らない。

エ システムは、最低限２０ＮＭオフセットする能力を有しなければならない。

オ オフセット使用時には、システムがオフセット・モード運航であることを明確

に示されなければならない。

カ オフセット・モードでは、システムは、オフセット経路及びオフセットされた

ウェイポイントに対する基準パラメーター（例えば、クロストラック・デビエー

ション、オフセットされたウェイポイントまでの距離及び飛行時間）を提供しな

ければならない。

キ システムはオフセット経路の終了が近づいた際にはその表示をし、航空機が元

の飛行計画の経路に復帰するための十分な時間を割り当てなければならない。

ク 操縦者がパラレル・オフセットを実行した後は、システムがオフセットを自動

的に削除するまで、飛行計画上の経路の全てのセグメントに対してパラレル・オ

フセットが働かなければならない。

(9) フライト・テクニカル・エラー（ＦＴＥ）

航空機の証明プロセスにおいて、航空機乗組員が許容可能なＦＴＥの範囲内で航

空機を運航できることが実証されていなければならない。ＦＴＥの実証は航空機の

型式、運用包囲線図、航空機のディスプレイ、オートパイロットの性能及び飛行ガ

イダンスの特徴によって説明されるべきである。これがなされていれば、航空機乗

組員はＦＴＥの実証値を使用して、ＲＮＰ要件に対する適合性を監視することがで

きる。この値は計算した経路へのクロストラック距離でなければならない。クロス

トラック・コンテインメント要件への適合性においては、クロストラック／エラー

計算の不正確さ（例えば解像度）について、トータル・システム・エラーの考慮に

入れなければならない。

(10)パス・ディフィニション・エラー（ＰＤＥ）

ＰＤＥは品質保証過程が航法用データベースレベルで行われているため、無視で

きると考えられる。

第３ 運用手順

１ 飛行前計画

ＲＮＰ ２経路における運航を行おうとする航空機は、適切に飛行計画を通報しな

ければならない。



機上の航法用データは、有効でかつ適切な方式を含まなければならない。航法用デ

ータベースは飛行継続中有効であることが求められる。もしＡＩＲＡＣサイクルが飛

行継続中に変わる場合は、操縦者は飛行経路及び方式の確定に使用される航空保安無

線施設のデータが適切かどうかを含む、航法用データの正確性を確認する手順を確立

すべきである。

また、不測の事態に備えて、ＧＮＳＳ以外の経路を含め、運航しようとする経路に

おいて必要となる航行援助施設の利用可能性については、利用可能な全ての情報を用

いて、運航しようとする時間帯について、確認しなければならない。ＧＮＳＳのサー

ビスと機能の利用可能性（ＲＡＩＭ又はＳＢＡＳ信号）についても、確認すべきであ

る。ＳＢＡＳ受信機（全てのＥ／ＴＳＯ－Ｃ１４５（）／Ｃ１４６（））で航行する

航空機については、ＳＢＡＳ信号の利用できない空域におけるＧＰＳ ＲＡＩＭの利

用可能性が適切かどうかを確認すべきである。

(1) ＡＢＡＳの利用可能性

ＮＯＴＡＭ（利用可能な場合）又はＧＮＳＳ予測サービスいずれかによって、Ｒ

ＮＰ ２航行を補助するＲＡＩＭの利用可能性について確認することができる。運

航しようとする経路に対し利用可能な予測情報について精通していなければならな

い。

（注）：十分な数の衛星が利用可能であることなどを条件として、ＲＡＩＭ予測を

行わないことが認められている空域又は経路については、当該条件を満たすことを

確認することとしてよい。

ＲＮＰ ２航行を行おうとする区間のいずれかの区間で、故障探知の適正レベル

が５分を超えて継続して失われることが予測される場合は、飛行計画を変更するべ

きである（例えば出発の延期、異なる経路の計画等）。

操縦者は、ＧＮＳＳの構成要素の不測の故障のために、飛行中にＲＡＩＭ又はＧ

ＮＳＳ航法機能が完全に失われる可能性があり、これにより代替航法手段に移行す

ることが必要な場合があることを認識していなければならない。従って、操縦者は

、ＧＮＳＳ航法を喪失した際に、目的地変更の可能性も含めて航行できるかどうか

を確認すべきである。

２ 一般的運用手順

(1) 操縦者は、ＲＮＰシステムの初期設定時において、航法用データベースが有効な

ものであること及び自機の位置が正しく入力されていることを確認しなければなら

ない。操縦者は、出発前のクリアランス及びその後の経路変更において管制機関か

らアサインされた経路が正しく入力されているか確認しなければならない。操縦者

は、自機の航法システムに表示されたウェイポイントの順序が、適切なチャートに

表示された経路でかつアサインされた経路と合っていることを確認しなければなら

ない。

（注）：操縦者は、チャートと主として使用されるディスプレイにて表示される航

法情報の間で、わずかな相違に気づくことがありうる。次のウェイポイントまでの



方位に対し、３°以内の差は機上装置による磁気偏差の処理により生じうるもので

あり、その差は運航上許容可能である。

(2) 操縦者は公示された経路に対して、緯度経度もしくはρ－θ値の手動入力により

新たなウェイポイントの作成をすることは認められない。さらに、操縦者は、いか

なる経路のデータベースのウェイポイント・タイプを、フライ・バイからフライ・

オーバー、又はその逆に変更してはならない。ただし、操縦者は管制機関の要求と

承認に応じて、選択した後に特定のウェイポイントを追加又は削除することにより

経路を修正することは認められる。Flexible trackを飛行する場合であって、操縦

者によるエラー入力の可能性が安全性解析により説明される場合には、緯度と経度

の入力が許容される。

(3) 完全性警報が発出されていない状態では完全性の要件を満足すると考えられるた

め、操縦者は既存の航行援助施設とのラテラル・ナビゲーション・ガイダンスのク

ロスチェックは不要である。

(4) ＲＮＰ ２経路においては、操縦者は、ラテラル・デビエーション・インジケー

ター、フライト・ディレクター又は自動操縦装置をラテラル・ナビゲーション・モ

ードで使用しなければならない。ラテラル・デビエーション・ディスプレイを装備

した航空機の操縦者は、当該経路に関する航法精度に対して、適切なラテラル・ナ

ビゲーション・スケールであること（例えば最大振れ幅が、ＲＮＰ ２に対しては

±２ＮＭ、ＲＮＰ ２におけるＴＳＯ－Ｃ１２９ａ装置に対しては±５ＮＭ）を確

認しなければならず、許容されるラテラル・デビエーション・リミットを知る必要

がある。

（注）：本別紙の第２の４の機能要件に記載される適切なスケールのマップ・ディ

スプレイは使用してもよい。

(5) 通常の運航に対しては、クロストラック・エラー／デビエーション（ＲＮＰシス

テムが計算した経路と当該経路に対する航空機の位置との間の相違、すなわちＦＴ

Ｅ）は、経路に関する航法精度の１／２以内（すなわち、ＲＮＰ ２に対しては１

ＮＭ）に制限されるべきである。経路における旋回中及びその直後における、航法

精度の最大1倍まで（すなわち、ＲＮＰ ２に対しては２ＮＭ）の、この基準から

の短時間の逸脱（例えばオーバーシュート又はアンダーシュート）は、許容される

。

(6) 既定の航空機のバンク制限機能の手動選択又は使用は、航空機が所望の経路を維

持する能力を低下させる可能性があり推奨されない。操縦者は、手動選択できる航

空機のバンク制限機能により、特に大きな角度の旋回を行う際に、管制機関の想定

どおりに経路を飛行できなくなるような能力低下を招く可能性があることを認識す

べきである。しかしながら、操縦者は飛行規程の手順を逸脱すべきではなく、ＲＮ

Ｐ ２経路上での運航要件に適合する許容される手順の範囲内で、そのような機能

の使用を制限すべきである。

(7) 管制機関が航空機に対して、経路から外れる機首方位を指定した場合には、操縦

者は、元の経路に戻るクリアランスを受領するか、又は新たな経路のクリアランス

が確認できるまで、ＲＮＰシステムにおけるフライト・プランを修正すべきではな



い。航空機がＲＮＰ ２経路上を飛行していない場合には、ＲＮＰ ２の性能要件

は適用されない。

(8) ＲＮＰ値の選択入力が可能な航空機の操縦者は、２ＮＭ又はそれ以下の航法精度

値を選択すべきである。航法精度値の選択は、ＲＮＰシステムが操縦者によるラテ

ラル・デビエーションの監視が可能となる適切なラテラル・デビエーション・スケ

ールであることを保障されるよう行うべきであり、ＲＮＰ ２航行の要件に適合す

べきである。

３ 不測の事態における手順

ＲＮＰ ２性能が低下した場合（完全性警報の発出又は航法機能の喪失）には、操

縦者は、その後の対応措置を含め、管制機関へ通知しなければならない。もしＲＮＰ

２経路の要件にいかなる理由であれ従うことができない場合には、操縦者は、可能

な限り速やかに管制機関へ通知しなければならない。ＲＮＰ ２性能の低下とは、航

空機がもはやＲＮＰ ２の要件を満足することができなくなる故障又は事態をいう。

第４ 操縦者の知識及び訓練

以下の項目について、航空機のＲＮＰシステムに関する操縦者の訓練に含まれなけ

ればならない。

(1) 第３に規定するＲＮＰ ２航行に必要となる運用手順

(2) 航空機の機器／航法精度の重要性及び適切な使用

(3) チャート表示及び文字情報から判断される経路及び空域の特徴

(4) ＲＮＰ ２における運航に必要な航法装置

(5) ＲＮＰシステム仕様に関する情報

ア 自動化のレベル、モード表示、変更、アラート、干渉、リバージョン及び性能

低下

イ 他の航空機システムとの機能的なつながり

ウ 関連する操縦者の手順のほか、経路の不連続（route discontinuity）の意味

と適切な対応

エ 運航に対応した操縦者の手順

オ ＲＮＰシステムに使用される航法センサーのタイプ及び関連するシステムの優

先順位付け／重み付け／ロジック／制限

カ 速度と高度の影響を考慮した旋回予測

キ ＲＮＰ ２航行で使用される電子ディスプレイとシンボルの解釈

ク ＲＮＰ ２航行を行うために必要となる航空機の形態及び運用状態、すなわち

コース・デビエーション・インジケーターのスケールの適切な選択（横方向の逸

脱表示のスケール）

(6) 適用できる場合には、以下の行為をどのように実施するかを含む、ＲＮＰシステ

ムの運用手順

ア 航空機の航法用データの有効期間及び完全性の確認

イ ＲＮＰシステムのセルフテストが完了したことの確認



ウ 航法システムの測位の初期化

エ ＲＮＰ ２経路の検索／手動入力と飛行

オ ＲＮＰ ２経路に関連する速度及び高度制限の遵守

カ ウェイポイントとフライト・プランのプログラミングの確認

キ ウェイポイントへのダイレクト飛行

ク ウェイポイントへのコース／トラックの飛行

ケ コース／トラックのインターセプト（管制機関からアサインされた方向への飛

行や"heading"モードからのＲＮＰ ２経路への復帰）

コ クロストラック・エラー／デビエーションの判定。詳細には、ＲＮＰ ２を継

続するために許容される最大デビエーションが理解され、尊重されなければなら

ない

サ 経路の不連続の解決

シ 航法センサーからの入力の削除及び再選択

ス 機能を有している場合には、ＲＮＰ ２航行中のパラレル・オフセット機能の

実施。操縦者はどのようにオフセットが適用されるのか、乗り組む航空機の特定

のＲＮＰシステムの機能及び当該機能が使用できない場合の管制機関への連絡の

必要性について理解しておくこと。

(7) フライトフェーズに対する推奨の自動化のレベルとそのワークロード。（経路の

中心線を維持するためにクロストラック・エラーを最小にする方法を含む。）

(8) ＲＮＰ航行における無線電話通信用語

(9) ＲＮＰシステム故障時における不測の事態の手順

第５ 航法用データベース

航法用データベースは、ＩＣＡＯ第６附属書第１部７．４章に規定されている。こ

れに加えて、航法用データベースをＲＴＣＡ ＤＯ－２００Ａ／ＥＵＲＯＣＡＥ文書

ＥＤ ７６：航空用データの処理の基準に適合する供給者から入手しなければならず

、また、データベースは装備品の意図する機能に適合しなければならない。適切な規

制当局により発行される承認レター（ＬＯＡ）その他同等の文書によって参考する基

準への適合性が証明される。

管制経路を無効にするような不具合についてもデータベース提供者に報告しなけれ

ばならず、影響する管制経路については、操縦者に対して使用を禁止する行動をとら

なければならない。

既存の品質システム要件に適合するため、運航用の航法用データベースの定期的チ

ェックを実施する必要性について考慮すべきである。



別紙第１０

ＬＰ／ＬＰＶ航行に関する運航基準

第１ 総則

１ 目的

この運航基準は、ＩＣＡＯマニュアル「Performance-Based Navigation Manual」

（Ｄｏｃ ９６１３）に準拠して、ＬＰ／ＬＰＶ航行に必要な要件を定めるものであ

る。本基準は、ＬＰ進入とＬＰＶ進入の両方に適用される。ただし、ＬＰ進入を実施

する場合には垂直方向のガイダンスに係る基準は適用しない。

２ 承認の申請

ＬＰ又はＬＰＶのミニマまで降下するＲＮＰ ＡＰＣＨ航行の承認を申請する際に

は、本基準への適合性を示すこと。なお、ＲＦレグを飛行する際には、「ＲＦレグ航

行の実施要領（令和２年２月１４日制定、国空航第２８８３号、国空機第１７６７号

）」において定められた要件を遵守すること。

３ 航空機の適合性

第２に定められた航空機の要件への適合性を示す書類を準備すること。

４ 実施要領

実施要領には、次に掲げる事項について適切に定めること。

(1) 運用手順及び航法用データベースの処理方法

(2) 運用手順に基づく操縦者の訓練その他の訓練

第２ 航空機の要件

１ 一般

幕僚長等は、下記要件((1)から(4)まで、２及び３)に適合することを、我が国の型

式証明又は追加型式設計承認等を得た設計承認の保有者が提供するＡＦＭ（Ｓ）、Ｒ

ＦＭ（Ｓ）、ＰＯＨ等の飛行規程及びＳＢ、ＳＬ、ＳＩＬ等の技術文書、又は必要に

応じて装備品の製造者の提供する技術資料を用いて示すこと。

なお、ＡＣ２０－１３８（）／ＡＣ９０－１０７（）、ＡＭＣ２０－２８又はこれ

らに相当する外国の基準に基づいてＬＰ／ＬＰＶ航行の適合性を証明した航空機によ

り、ＬＰ／ＬＰＶ航行の許可を受けようとする者は、我が国の型式証明又は追加型式

設計承認等を得た設計承認の保有者等が提供する技術文書において上記基準に適合性

を示すことができる場合には、下記要件((1)から(4)まで、２及び３)に適合するもの

と認められる。

(1) 精度要件

最終進入セグメント（ＦＡＳ）と、進入復行における最終進入の直線部分の間、

水平方向及び垂直方向のトータル・システム・エラーはナビゲーション・システ

ム・エラー、フライト・テクニカル・エラー及びパス・ディフィニション・エラー

に依存する。



ア ナビゲーション・システム・エラー（ＮＳＥ）

精度自体（９５％の確率の誤り限界）は、異なる衛星配置により変化する。ス

ライディングタイムウインドウ内の測定に基づく評価は、ＧＮＳＳには適さない

。従って、ＧＮＳＳの精度は、全てのサンプルの確率として規定される。機上搭

載装置がＲＴＣＡ ＤＯ ２２９Ｃ(又はそれ以降の改訂版)の附録Ｊに従って線

形化された加重最小二乗法を使用して３次元位置を計算する場合、ＮＳＥの要件

は実証がなくても満たされる。

イ フライト・テクニカル・エラー（ＦＴＥ）

水平方向及び垂直方向のディスプレイのフルスケール変位が、ＲＴＣＡ ＤＯ

２２９Ｃ（又はそれ以降の改訂版）の要件である非数値の水平クロストラック

及び垂直デビエーションに準拠しており、航空機乗組員が、航空機の水平デビエ

ーションをフルスケール変位（full scale deflection）の１／３以内に、垂直

デビエーションをフルスケール変位１／２以内のそれぞれに維持している場合は

、ＦＴＥの性能は許容できるものとみなされる。

ウ パス・ディフィニション・エラー（ＰＤＥ）

ＰＤＥは、データ仕様に対する経路仕様と標準化プロセスであるＦＡＳデータ

・ブロックの生成プロセスに含まれる関連の品質保証プロセスに基づき無視でき

るものとみなされる。

注：フライトガイダンスシステム（ＦＧＳ）の進入モードがそのような進入で

使用されている場合、ＦＴＥの性能は許容できるものとみなされる。

(2) ＬＰ／ＬＰＶに係る完全性／継続性及び故障状態（Failure condition）

ア 完全性（integrity）

ＬＰＶミニマまでのＲＮＰ ＡＰＣＨ航行中に、誤解を招く水平及び垂直方向

のガイダンスと誤解を招く距離データの同時表示は、ハザーダスな故障状態（ex

tremely remote）とみなされる。ＬＰミニマまでのＲＮＰ ＡＰＣＨ航行中に、

誤解を招く水平方向のガイダンス及び誤解を招く距離データの同時表示も、ハザ

ーダスな故障状態（extremely remote）となる。

イ 継続性（continuity）

別の航法システムに復帰して適切な空港に進むことができる場合、進入機能の

喪失はマイナーな故障状態とみなされる。ＬＰＶ又はＬＰミニマまでのＲＮＰ

ＡＰＣＨ航行には、少なくとも１式のシステムが必要である。

(3) 機上搭載装置の性能監視及び警告

ＬＰ／ＬＰＶミニマまでのＲＮＰ ＡＰＣＨ航行に係る機上装置の性能監視及び

警告の機能は、下記ア、イ及びウにより実行される。

ア ナビゲーション・システム・エラー（ＮＳＥ）の監視及び警告

(4)「Signal in space」に規定する要件を参照

イ フライト・テクニカル・エラー（ＦＴＥ）監視及び警告

ＬＰ／ＬＰＶの進入ガイダンスは故障表示も含め、水平及び垂直方向に適切な

デビエーションを有するナビゲーション・ディスプレイ（ＨＳＩ、ＥＨＳＩ、Ｃ

ＤＩ／ＶＤＩ）上に表示されなければならない。ナビゲーション・ディスプレイ



には、経路維持精度（track-keeping accuracy）に応じたフルスケール変位（fu

ll scale deflection）が要求される。水平及び垂直のフルスケール変位には角

度があり、ＦＡＳデータ・ブロックに含まれるＦＡＳの水平及び垂直方向の定義

に関連付けられなければならない。

ウ 機上装置の航法用データベース

ＦＡＳデータ・ブロックがデコードされると、機器はCyclic Redundancy Chec

k（ＣＲＣ）をデータ・ブロックに適用し、データの有効性を判定する。ＦＡＳ

データ・ブロックがＣＲＣテストに合格しない場合、機上搭載装置はＬＰ／ＬＰ

Ｖ航行の機能を起動させてはならない。

(4) Signal in space（ＳＩＳ）

ア 最終進入ポイント（ＦＡＰ）から２ＮＭの地点と、ＦＡＰの間の位置において

、水平位置誤差の要因となるＳＩＳエラーが毎時１～１０－７の確率で０．６ＮＭ

を超える場合、機上ナビゲーション装置は１０秒以内に警報を発出しなければな

らない。

イ 最終進入ポイント（ＦＡＰ）を通過し、ＬＰＶ又はＬＰのミニマまでのＲＮＰ

ＡＰＣＨ航行の最終進入セグメント（ＦＡＳ）での航行において、以下の要件

の全てを満たす必要がある。

(ｱ) 水平位置誤差の原因となるＳＩＳエラーが、いかなる進入（ＩＣＡＯが採択

した第１０附属書、第Ⅰ巻、表３．７．２．４－１）において、毎時１～２×

１０－７の確率で４０ｍを超える場合、機上ナビゲーション装置は６秒以内に警

報を発出しなければならない。

(ｲ) 垂直測位誤差の原因となるＳＩＳエラーが、いかなる進入（ＩＣＡＯ第１０

附属書、第Ⅰ巻、表３．７．２．４－１）において、毎時１～２×１０－７の確

率で、５０ｍ（２００ｆｔまでのＬＰＶミニマにあっては、３５ｍ）を超える

場合、６秒以内に警報を発出しなければならない。

注１：進入復行が従来の手段（ＶＯＲ、ＤＭＥ、ＮＤＢ）又は推測航法に基づいてい

る場合、進入復行に係るＲＮＰ ＡＰＣＨの要件はない。進入復行における最終

進入の直線進入の要件は、ＲＴＣＡ ＤＯ ２２９Ｃ(又はそれ以降の改訂版)に

準拠する。

注２：性能監視及び警報の要件に対する適合性はＦＴＥの自動監視を意味するもので

はない。機上監視及び警報機能は、少なくともＮＳＥの監視及び警告のアルゴリ

ズムに加え、航空機乗組員がＦＴＥを監視できる水平及び垂直方向のデビエーシ

ョンにより構成されなければならない。運用手順がＦＴＥの監視に使用される範

囲においては、機能要件と運用手順に記載されているとおり、航空機乗組員の手

順、機器特性及びインストールは、それらの有効性と同等性について評価される

。

注３：以下のシステムは、精度、完全性、継続性それぞれのクライテリアの要件を満

たしている。

ａ Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１４６ａ(又はそれ以降の改訂版)に従って認証されたＧＮＳＳ

ＳＢＡＳの独立型装置については、本基準の適用により、その装置は少なくと



もＲＴＣＡ ＤＯ ２２９Ｃに適合することが保証される。Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１４

６ａの機能クラスはガンマ、運用クラスが３であること。

ｂ ＧＮＳＳ ＳＢＡＳセンサーを組み込んだ統合航法システム(ＦＭＳ等)につい

ては、以下の要件を満たす場合、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１１５ｂ及びＡＣ２０－１３０

Ａは、このナビゲーション・システムの承認要件を満たすための適合性証明方法

となる。

(a) 機能クラスがガンマかつ運用クラスが３又は機能クラスがデルタかつ運用ク

ラスが４を適用したＥ／ＴＳＯ－Ｃ１４６ａ(又はそれ以降の改訂版)の性能要

件が証明されている、および

(b) ＧＮＳＳ ＳＢＡＳセンサーについては、Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１４５ａの機能ク

ラスがベータかつ運用クラスが３によって認証されている。

ｃ Ｅ／ＴＳＯ－Ｃ１４６ａ（又はそれ以降の改訂版）に従って承認された機能ク

ラスがデルタのＧＮＳＳ ＳＢＡＳ装置が組み込まれたアプローチシステムにつ

いては、本基準の適用により、その装置は少なくともＲＴＣＡ ＤＯ２２９Ｃに

適合することが保証される。当該機上搭載装置の機能クラスはデルタ、運用クラ

スが４の機器クラスであること。

注４：制限事項

衛星航法補強システム（ＳＢＡＳ）に係るアビオニクスの全てがＬＰ／ＬＰＶ

航行をサポートする機能を有してはいない。具体例として以下のとおり。

ａ 運用クラス１及び２の衛星航法補強システム（ＳＢＡＳ）のアビオニクスは、

ＬＰＶ及びＬＰをサポートしていない。

ｂ ＴＳＯ－Ｃ１４５ａ／Ｃ１４６ａの運用クラス３及び４に適合する装置は、Ｌ

ＰＶの機能を提供するがＬＰの機能は要求されていない。製造者が、ＬＰの機能

の追加のために改造を行う場合がある。

ｃ 衛星航法補強システム（ＳＢＡＳ）が統合されたＦＭＳは、ＬＰ／ＬＰＶをサ

ポートしないＲＮＡＶ又はＲＮＰ航行の位置、速度及び時間出力のみしか提供し

ない場合がある。

２ 航法システムの具体的な基準

ＬＰ又はＬＰＶミニマまでのＲＮＰ ＡＰＣＨ航行は補強されたＧＮＳＳ測位に基

づいている。他の方式の航法センサーからの測位データがＴＳＥの総計を超える位置

誤差を引き起こさない場合、又は他の方式の航法センサーの選択を解除する手段が提

供されている場合、他の方式の航法センサーからの測位データをＧＮＳＳデータと統

合することができる。

３ 機能要件

(1) ナビゲーション・ディスプレイ及び必要な機能

進入ガイダンスは、その故障表示も含めて、水平及び垂直のデビエーション・デ

ィスプレイ（ＨＳＩ、ＥＨＳＩ、ＣＤＩ／ＶＤＩ）に表示されなければならない。

また、以下の要件を満たさなければならない。



ア ナビゲーション・ディスプレイは、進入のための主要飛行計器（primary flig

ht instruments）として使用されなければならない。

イ 飛行経路に沿って前方を見るとき、ナビゲーション・ディスプレイは操縦者か

ら視認でき、主要視野（操縦者の通常の視線から±１５度）に配置されていなけ

ればならない。

ウ デビエーション・ディスプレイは、必要な経路維持精度に基づいて、適切なフ

ルスケール変位を有していなければならない。水平方向及び垂直方向のフルスケ

ール変位には角度があり、ＦＡＳデータ・ブロックに含まれるＦＡＳの水平方向

及び垂直方向の定義に関連付けられていること。

注１：最小航空機乗組員が２名の操縦者である場合、ＰＮＦ（操縦していないパイ

ロット）が要求経路及び当該経路と比較した航空機の位置を確認することがで

きること。

注２：水平及び垂直のデビエーション・ディスプレイのスケールの詳細については

、 ＲＴＣＡ ＤＯ２２９Ｃ（又はそれ以降の改訂版）における「non-numeric

lateral cross-track and vertical deviation requirements」の項を参照。

(2) 以下のシステムに係る機能の最低要件

ア ＧＮＳＳ進入モード（ＬＰ／ＬＰＶ、ＬＮＡＶ／ＶＮＡＶ、水平方向ナビゲー

ションなど）を主要な視野内に表示する機能

この表示は、進入チャート上で対応する各ラインのミニマと関連付けるために

、アクティブな進入モードを乗組員に表示する。それはまた、サービスの低下（

例：ＬＰＶからＬＮＡＶへのダウングレード）のレベルを検出することができる

。航空機搭載システムは、進入が選択されたときに、ＧＮＳＳアプローチモード

の表示に利用できる最高の「サービスレベル」を自動的に提供しなければならな

い。

イ 距離表示機能

ＬＴＰ／ＦＴＰ（Landing Threshold Point/Fictitious Threshold Point）ま

での距離を継続的に表示する機能。

ウ 航法用データベース

航法用データベースには、公示された進入手順（ＦＡＳ）を飛行するために必

要な全てのデータ／情報が含まれなければならない。データは様々な方法で保存

又は送信することができるが、ＣＲＣを計算するためにデータをデータ・ブロッ

クの形式に編成する必要がある。この形式は、包含されるデータの完全性の保護

を提供する。その結果、各最終進入セグメントには、飛行するアプローチを表す

ために必要な水平及び垂直方向のパラメーターが含まれた特定の「ＦＡＳデータ

・ブロック」によって定義される。一度ＦＡＳデータ・ブロックがデコードされ

ると、データが有効かどうかを判定するために、機上搭載装置はＣＲＣをＤＢに

適用しなければならない。ＦＡＳデータ・ブロックがＣＲＣテストに合格しない

場合、当該装置は進入航行の開始を許可してはならない。

エ インストールされたシステムのデータベースから、飛行するための全ての進入

手順を選択する機能



ＳＢＡＳチャネル番号及びアプローチ名のいずれか又は全て。

オ ナビゲーション・ディスプレイにおける警告表示の機能

垂直方向及び水平方向のいずれか又は全てのナビゲーション・ディスプレイに

航法に係る警告フラグ又は同等の表示機能により、航法機能の喪失（例：システ

ムの故障）を操縦者の主要視野に表示すること。

カ 完全性の喪失の表示機能

操縦者の通常の視野に、ＬＯＩ（Loss of integrity）機能（例えば、適切に

配置されたアナンシエーターによる手段で）を表示すること。

キ 経路逸脱表示機能

レーダー・ベクター（例：ＶＴＦ（Vector To Final）の機能）から延長され

た最終進入セグメントのインターセプトを容易にするために、延長された最終進

入セグメントに関連する経路逸脱の表示を即座に提供する機能。

第３ 運用手順

１ 飛行前計画

ＬＰ又はＬＰＶのミニマまで降下するＲＮＰ ＡＰＣＨ航行の基準に基づく進入方

式における運航を行おうとする航空機は、適切に飛行計画を通報しなければならない

。機上の航法用データは、有効でかつ適切な方式を含まなければならない。

注：航法用データベースは飛行継続中有効であることが求められる。もしＡＩＲＡ

Ｃサイクルが飛行継続中に変わる場合は、運航者及び操縦者は飛行経路及び方式

の確定に使用される航空保安無線施設のデータが適切かどうかを含む、航法用デ

ータの正確性を確認する手順を確立すべきである。

通常の飛行前計画のチェックに加え、以下の項目を含まなければならない。

(1) 操縦者は、意図する飛行に使われるであろう進入方式（代替飛行場におけるも

のを含む。）が、適切な処理（航法用データベースの完全性を担保するプロセス

）によって検証された、最新のＡＩＲＡＣサイクルにおいて有効な航法用データ

ベースから選択可能であり、カンパニー・インストラクション又はＮＯＴＡＭに

より使用が禁止されていないことを確認しなければならない。

(2) 国の規則に従い、操縦者は、航行中にＬＰ又はＬＰＶのミニマまで降下するＲ

ＮＰ ＡＰＣＨ航行を行う能力が失われた場合に、目的地又は代替飛行場に航行

し着陸するための十分な手段が利用可能であることを、飛行前の段階で確認すべ

きである。

(3) 運航者及び航空機乗組員は、航空機システムの運用又は目的地等若しくは代替

飛行場における方式の利用可能性若しくは適切性に有害な影響を与える全てのＮ

ＯＴＡＭ又は運航者のブリーフィング資料を考慮しなければならない。

(4) 従来型の航空保安無線施設（ＶＯＲ、ＮＤＢ）に基づく進入復行方式を使用す

る場合には、その方式を飛行するために必要となる航法装置が装備され、使用可

能でなければならない。また、関連する地上の航空保安無線施設が運用されてい

なければならない。ＲＮＡＶ又はＲＮＰ（従来の手段又は推測航法による進入復

行方式が利用不可能）に基づく進入復行方式を使用する場合には、その方式を飛



行するために必要となる航法装置が装備され、使用可能でなければならない。

また、不測の事態に備えて、ＲＮＡＶ以外の経路を含め、運航しようとする経

路において必要となる航空保安無線施設の利用可能性については、利用可能な全

ての情報を用いて、運航しようとする時間帯について、確認しなければならない

。ＧＮＳＳ及びＳＢＡＳの利用可能性についても、確認すべきである。

ア ＳＢＡＳの利用可能性

ＬＰ又はＬＰＶのミニマまで降下するＲＮＰ ＡＰＣＨ航行においては、Ｓ

ＢＡＳ ＮＯＴＡＭ（利用可能な場合）又は同等の予測サービスのいずれかの

サービスの利用可能性について一定のレベルにあることを確認しなければなら

ない。運航者は、運航しようとする経路に対し利用可能な予測情報について精

通していなければならない。

ＲＮＰ ＡＰＣＨ航行を行おうとする区間のいずれかの区間で、適正な故障

探知のレベルが５分を超えて継続して失われることが予測される場合は、飛行

計画が変更されるべきである（例えば出発の延期や異なる進入方式の計画等）

。

操縦者は、ＧＮＳＳ又はＳＢＡＳの構成要素の不測の故障のために、飛行中

にＧＮＳＳ又はＳＢＡＳ航法機能が完全に失われる可能性があり、これにより

代替航法手段に移行することが必要な場合があることを認識すべきである。従

って、操縦者は、ＧＮＳＳ及びＳＢＡＳによる航法を喪失した際に、目的地変

更の可能性も含めて航行できるかどうかを確認すべきである。

２ 進入方式開始前手順

(1) 航空機乗組員は、進入開始前（ＩＡＦより前であって、かつ、航空機乗組員のワ

ークロードの観点からも適切な時期）の通常の手順に加え、進入チャートと照合す

ることにより、適切な方式がロードされていることを確認しなければならない。当

該チェックは、以下の項目を含まなければならない。

ア ウェイポイントの順序

イ 進入レグの経路角と距離の合理性、最終進入セグメントのインバウンド・コー

ス及び距離の精度

注：最低限として、当該チェックは適切なマップ・ディスプレイの単純な点検

である場合がある。

ウ 垂直方向のパス角度

(2) ターミナル空域における管制機関の指示には、レーダー・ヘディング、初期進入

レグをバイパスする"Direct-to"のクリアランス、初期進入セグメント若しくは中

間進入セグメントのインターセプト又はデータベースからロードされたウェイポイ

ントの挿入が含まれ得る。管制機関の指示に従う場合には、航空機乗組員は、ＲＮ

Ｐシステムに関する以下の留意点を理解すべきである。

ア ターミナル空域における運航にあっては、航空機乗組員によるＲＮＡＶシステ

ムへの座標の手動入力は許容されない。

イ 中間進入フィックス（ＩＦ）への"Direct-to"のクリアランスは、ＩＦにおけ



る経路角の変更が４５°を超えない場合許容される。

注：ＦＡＰ又はＦＡＦへの"Direct-to"のクリアランスや、ＦＡＦ以降の最終

進入へのインターセプトは、許容されない。

(3) 操縦者は、進入システムによってＦＡＰよりかなり前に最終進入経路にインター

セプトすることができる（ＶＴＦ又は同等の機能）。操縦者はこの機能を、ＡＴＣ

クリアランスを重視するために使用すべきである。

３ 進入方式飛行中手順

(1) 航空機乗組員は、ＦＡＰの手前２ＮＭの範囲において、ＧＮＳＳ進入モードがＬ

Ｐ又はＬＰＶ（又は同等のもの）を表示していることを確認しなければならない。

(2) 航空機は、（地形及び障害物との間隔を確保するため）降下を開始する前に、Ｆ

ＡＰまでに最終進入セグメントにインターセプトするべきである。

(3) 以下の情報が監視されるよう、適切なディスプレイが選択されるべきである。

ア 当該横方向の経路と自機位置との相対関係

イ 当該垂直方向の経路と自機位置との相対関係

ウ ＬＯＩ警報が発出されていない状態

(4) 航空機乗組員は公示された高度及び速度の制限を遵守すべきである。

(5) ＦＡＰを通過するよりも前に、次の事態が発生した場合、航空機乗組員は当該進

入方式による進入を中止すべきである。

ア 航法機能の喪失を示す警報の表示

イ ＬＯＩモニタリングに関する表示、又はこれと同等のもの

ウ 低高度警報（適用できる場合）

(6) ＦＡＰを通過した後に、次の事態が発生した場合、進入継続のための目視物標を

視認できない限り、操縦者は進入方式を中止しなければならない。

ア 航法機能の喪失を示す警報の表示

注：ＦＡＰ通過後のＬＯＩ警報は選択した航法機能の喪失（警報表示）に繋が

る。

イ 垂直方向のガイダンスの喪失（横方向のガイダンスが表示されている場合も含

む。）

ウ ＦＴＥが超過し、速やかに修正できない事態

(7) 操縦者は、進入継続に必要な目視物標を視認できる場合を除き、横方向及び垂直

方向のいずれか又は全ての大きな逸脱が発生し、速やかに修正できない場合には、

進入復行しなければならない。操縦者は、進入復行を行う際、公示された方式に従

って飛行しなければならない。

４ 一般的運用手順

(1) 従来の手段に基づく進入復行方式を使用する場合には、その方式を飛行するため

に必要となる航法装置が装備され、使用可能でなければならない。

(2) 操縦者は、ＲＮＡＶセグメントを飛行する間、利用可能であれば、フライト・デ

ィレクター及び自動操縦装置のいずれか又は全てをラテラル・ナビゲーション・モ



ードで使用することが奨励される。

５ 不測の事態における手順

進入中に進入性能が低下した場合に安全に対応できるよう、運航者は不測の事態に

おける手順を設定すべきである。

ＲＮＰ ＡＰＣＨ性能が低下した場合には、操縦者は、その後の対応措置を含め、

管制機関へ通知しなければならない。もしＲＮＰ ＡＰＣＨ方式の要件に従うことが

できない場合には、操縦者は、可能な限り速やかに管制機関へ通知しなければならな

い。ＲＮＰ ＡＰＣＨ性能の低下とは、航空機がもはや当該方式のＲＮＰ ＡＰＣＨ

要件を満足することができなくなる故障又は事態をいう。

通信機の故障の場合にあっては、航空機乗組員は、定められた通信機の故障の際の

手順に従って、ＲＮＰ ＡＰＣＨ方式における飛行を継続しなければならない。

第４ 操縦者の知識及び訓練

操縦者が単なるタスク本位にならないよう、操縦者の訓練プログラムは、シミュレ

ータや訓練装置の使用又は実運航における訓練を行い、十分に理論的かつ実践的な訓

練を提供できるよう構成すべきである。少なくとも以下の項目について、操縦者の訓

練に含むべきである。

(1) ＬＰ又はＬＰＶのミニマを含むＲＮＰ進入の概念

ア 進入方式の理論

イ 進入チャートの記載内容

ウ 以下を含む進入システムの使用方法

(ｱ) ＬＰ又はＬＰＶ進入方式の選択

(ｲ) ＩＬＳに類似した原理

エ ラテラル・ナビゲーション・モードの使用及び関連する横方向の操縦技量

オ ＶＮＡＶモードの使用及び関連する垂直方向の操縦技量

カ ＲＮＰシステムによる温度補正の方法（該当する場合）

キ ＬＰ又はＬＰＶ進入方式における無線電話通信用語

ク 進入システムに関係しないシステム不具合がＬＰ又はＬＰＶ進入に与える影響

（例えば油圧故障）

(2) ＬＰ又はＬＰＶのミニマを含むＲＮＰ進入方式

ア ＬＰ又はＬＰＶ進入方式の定義とＲＮＡＶ（ＧＮＳＳ）方式との直接的関係

イ ＬＰ又はＬＰＶ進入方式の法的要件

ウ ＬＰ又はＬＰＶ進入方式に必要な航法装置

(ｱ) ＧＰＳの概念と特徴

(ｲ) ＳＢＡＳの特徴

(ｳ) 運用許容基準

エ 方式の特徴

(ｱ) チャート表示

(ｲ) 航空機のディスプレイ表示



(ｳ) ミニマ

オ データベースからＬＰ又はＬＰＶ進入方式の選択

カ 到着空港等及び代替空港等の変更

キ 方式に従った飛行

(ｱ) 自動操縦装置、オートスロットル及びフライト・ディレクターの使用

(ｲ) フライト・ガイダンス・モードの表示

(ｳ) 横方向及び垂直方向のパスの管理

(ｴ) 速度制限及び高度制限のいずれか又は全ての遵守

(ｵ) 管制機関からの通知に従った初期進入セグメント又は中間進入セグメントの

インターセプト

(ｶ) 延長された最終進入セグメントのインターセプト

(ｷ) ＧＮＳＳ進入モード表示の考慮（ＬＰ／ＬＰＶ、ＬＮＡＶ／ＶＮＡＶ、ラテ

ラル・ナビゲーション）

(ｸ) 経路監視、気象及び障害物回避を支援するその他の装備品の使用

ク ＡＴＣ手順

ケ 異常事態における手順

コ 不測の事態における手順

第５ 航法用データベース

航法用データベースは、ＲＴＣＡ ＤＯ－２００（）／ＥＵＲＯＣＡＥ文書ＥＤ

７６（）：航空用データの処理の基準に適合したｔｙｐｅ２ ＬＯＡ又は同等の承認

を有する供給者から入手すべきである。適切な規制当局より発行される承認レター（

ＬＯＡ）は、この要件への適合性を証明する（例えばＦＡＡ ＡＣ２０－１５３（）

に従って発行されるＦＡＡ ＬＯＡ又はＥＵ規則２０１７／３７３（Ｐａｒｔ ＤＡ

Ｔ）に則ったデータ供給者のＥＡＳＡ承認等。

経路を無効にするような不具合についてはデータ供給者に報告されなければならず

、影響する経路については、航空機乗組員に対する通知により使用が禁止されなけれ

ばならない。

運航者は、適用される運航に関する規程によって求められる品質システムに従って

、プロセス及び航法用データベースの定期的監視を継続すべきである。

運航者は、対象となる航空機全てに有効かつ変更されていない電子航法用データを

速やかに配布及び導入することを保証するための手順を導入すべきである。



別冊第５

ＣＰＤＬＣを使用する航空機運航の承認基準及び承認要領

第１ 総則

１ 目的

この通達は、航空機の特別な方式による航行に関する訓令（平成１７年防衛庁訓令

第７２号。以下「訓令」という。）第２条に規定する特別な方式による航行のうち、

以下の場合における運航について、当該訓令に基づき承認するための基準及びその要

領を定めることを目的とする。

(1) 管制機関との通信においてＣＰＤＬＣを使用して飛行しようとする場合

(2) (1)において、性能準拠型通信監視に基づく管制運用が実施される空域において

、管制機関との通信監視の際にＣＰＤＬＣ及びＡＤＳ－Ｃを使用して管制当局より

公示された方式（ＡＩＰ等の航空情報）に基づく短縮管制間隔等にて飛行（以下、

「ＰＢＣＳに基づく飛行」という。）をしようとする場合

２ 用語の定義

(1) 「ＣＰＤＬＣ（Controller Pilot Data Link Communications）」とは、管制官

とパイロットのデータリンクを使用した直接通信をいう。

(2) 「ＣＰＤＬＣ装置」とは、管制官とパイロットが直接データリンクを使用して通

話するための通信装置一式をいい、例えば、ＦＭＳ装置、ＡＣＡＲＳ装置、及びＳ

ＡＴＣＯＭ装置又はそれと同等の機能を有する装置により構成される。

(3) 「ＦＭＳ装置」とは、ＣＰＤＬＣを行うために必要なデータの表示、作成及び管

理を行う機上装置をいう。

(4) 「ＡＣＡＲＳ装置」とは、ＶＨＦ無線装置又はＳＡＴＣＯＭ装置を使用し、航空

機と地上設備間でデータを送受信する機上装置をいう。

(5) 「ＳＡＴＣＯＭ装置」とは、衛星データ通信を使用した機上通信装置をいう。

(6) 「ＶＨＦ無線装置」とは、超短波（ＶＨＦ）を使用した機上通信装置をいう。

(7) 「ＡＦＮ（Air Traffic Services Facilities Notification）」とは、航空交通

業務用設備通知をいう。

(8) 「ＦＩＲ（Flight Information Region）」とは、飛行情報区をいう。

(9) 「ＲＣＰ仕様（Required Communication Performance Specification）」とは、

ＩＣＡＯマニュアル「Performance-based Communication and Surveillance Manua

l」（Doc 9869）に定められる、性能準拠型通信の維持に必要な航空交通業務、地

上装置、航空機及び運航の要件一式をいう。

(10)「ＡＤＳ－Ｃ（Automatic Dependent Surveillance-Contract）」とは、航空機

から管制機関へ定められた様式に準拠した情報を自動的に送信する監視情報システ

ムをいう。

(11)「ＡＤＳ－Ｃ装置」とは、ＡＤＳ－Ｃを使用するための装置一式をいう。

(12)「ＲＳＰ仕様（Required Surveillance Performance Specification）」とは、

ＩＣＡＯマニュアル「Performance-based Communication and Surveillance Manua

l」（Doc 9869）に定められる、性能準拠型監視の維持に必要な航空交通業務、地



上装置、航空機及び運航の要件一式をいう。

(13)「ＰＢＣＳ（Performance Based Communication and Surveillance）」とは、性

能準拠型通信監視をいう。

(14)「ＥＭＡ（En-route Monitoring Agency）」とは、水平面の短縮管制間隔等の導

入及び継続的な安全維持監視を支援する機関をいう。また、我が国のＥＭＡはＪＡ

ＳＭＡ（Japan Airspace Safety Monitoring Agency）である。

(15)「飛行規定」とは、自衛隊が使用する航空機の飛行手順書及び関連規則類等をい

う。

(16)「運航規定」とは、自衛隊が使用する航空機の運航に関する手順書及び関連規則

類等をいう。

(17)「整備規定」とは、自衛隊が使用する航空機の整備に関する手順書及び関連規則

類等をいう。

第２ 承認

１ 申請書に添付する書類

(1) 陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は防衛装備庁長官（以下「幕僚長等」と

いう。）がＣＰＤＬＣを使用する運航の承認を得るために訓令第４条第１項に従い

防衛大臣に提出する申請書に添付する同条第２項に規定する書類は、次に掲げると

おりとする。

ア 第３から第７までに規定する承認の基準に適合することを示す書類

イ その他参考となる書類

(2) 幕僚長等は、申請する航空機が製造国又は改造国政府により第３の１に適合する

ことが証明されているときは、当該証明を行った書類を(1)アの書類として用いる

ことができる。

(3) (1)アに規定する書類のうち、第６及び第７に適合することを示す書類は、航空

機の運航、整備、航空機乗組員等の教育及び訓練に係る規定を定めた書類及びＣＰ

ＤＬＣを使用する運航を行うために必要な教育及び訓練が終了したことを示す書類

又は航行開始日までに教育及び訓練が終了することを示す書類とする。

(4) 訓令第４条第３項の規定に基づき添付する書類は、既に承認を受けた航空機と同

一の型式であって、かつ、特別な方式による航行を行うに当たり必要な同一の性能

及び装置を有することを実証する書類及び機番号の追加に伴い変更になった部分を

添付するものとする。

２ 承認

防衛大臣は、申請の内容が第３から第７までに定める基準を満足すると認められる

場合は、ＣＰＤＬＣを使用した運航の承認を行う。当該承認は､適合するＲＣＰ及び

ＲＳＰ仕様の値（ＰＢＣＳに基づく飛行をしようとする場合に限る。)、管制当局が

使用しているシステムとの相互運用要件規格（Interoperability Designator）（Ｐ

ＢＣＳに基づく飛行をしようとする場合に限る。）、機上装置が使用するサブネット

ワーク（Sub-network Designator）（ＰＢＣＳに基づく飛行をしようとする場合に限



る。）、航空機の型式及び機番号を指定して行う。

第３ ＣＰＤＬＣ装置及びＡＤＳ－Ｃ装置の要件

１ 装置の要件

(1) 航空機に装備されるＣＰＤＬＣ装置は、米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１４０（

）の基準に適合するもの又はこれと同等であると認められるものであること。

(2) 航空機に装備されるＣＰＤＬＣ装置は、管制当局が使用しているシステムとの相

互運用性を有すること。

(3) ＰＢＣＳに基づく飛行をしようとする場合には、(1)及び(2)に加え、次に掲げる

要件を満たさなければならない。

ア 航空機に装備されるＣＰＤＬＣ装置及びＡＤＳ－Ｃ装置は、米国連邦航空局文

書ＡＣ２０－１４０Ｂ（）の基準（相互運用要件に係る基準を除く。）に適合す

るもの又はこれと同等であると認められるものであること。

ただし、航空機に装備されるＣＰＤＬＣ装置及びＡＤＳ－Ｃ装置が使用するサ

ブネットワーク（Sub-network Designator）がInmarsat（SwiftBroadband）であ

る場合、当該装置は米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１４０Ｃ（）の基準（相互運

用要件に係る基準を除く。）に適合するもの、又はこれと同等であると認められ

るものであること。

イ 航空機に装備されるＣＰＤＬＣ装置及びＡＤＳ－Ｃ装置は、以下に掲げる相互

運用要件規格（Interoperability Designator）に応じ、それぞれの相互運用要

件に係る基準を満たすこと。

(ｱ) 航空機に装備されるＣＰＤＬＣ装置及びＡＤＳ－Ｃ装置が満たす相互運用要

件規格（Interoperability Designator）が、ＡＣＡＲＳＡＴＳ、ＦＡＮＳ１

／Ａ、ＦＡＮＳ１／Ａ＋又はＡＴＮＢ１の場合

米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１４０（）の基準又はこれと同等の基準

(ｲ) 航空機に装備されるＣＰＤＬＣ装置及びＡＤＳ－Ｃ装置が満たす相互運用要

件規格（Interoperability Designator）が、ATNBaseline2の場合

米国連邦航空局文書ＡＣ２０－１４０Ｃ（）の基準又はこれと同等の基準

ウ 航空機に装備されるＣＰＤＬＣ装置及びＡＤＳ－Ｃ装置は、管制当局が使用し

ているシステムとの相互運用性を有すること。

２ 機上装置

ＣＰＤＬＣを使用する航空機は、ＣＰＤＬＣ装置に加え、航空法（昭和２７年法律

第２３１号）第６０条に定められた無線電話を装備すること。

第４ ＣＰＤＬＣ及びＡＤＳ－Ｃの実施方式

ＣＰＤＬＣを使用して飛行する場合は、ＣＰＤＬＣは管制当局より公示された最新

の方式に従うこと。

また、ＰＢＣＳに基づく飛行をしようとする場合には、ＡＤＳ－Ｃも管制当局より

公示された最新の方式に従うこと。



第５ 飛行規定

飛行規定には、第３のＣＰＤＬＣ装置及びＡＤＳ－Ｃ装置の要件に適合する旨の記

載のほか、次の事項を必要に応じ定めること。

(1) ＣＰＤＬＣ装置の性能に係る運用限界（限界事項）

(2) ＣＰＤＬＣ装置の通常操作手順

(3) ＣＰＤＬＣ装置の非常操作手順

(4) ＰＢＣＳに基づく飛行をしようとする場合には、(1)から(3)までに加え、次に掲

げる事項を必要に応じ定めなければならない。

ア ＡＤＳ－Ｃ装置の性能に係る運用限界（限界事項）

イ ＡＤＳ－Ｃ装置の通常操作手順

ウ ＡＤＳ－Ｃ装置の非常操作手順

エ ＣＰＤＬＣ装置及びＡＤＳ－Ｃ装置におけるＲＣＰ及びＲＳＰ仕様に係る情報

（運航規程又は同附属書に定められている場合を除く。）

第６ 実施要領

実施要領には、次に掲げる事項について定めること。

１ 運航に関する実施要領

(1) ＣＰＤＬＣを使用する運航に必要な機上装置の構成

(2) ＣＰＤＬＣ装置の操作方法及び手順

(3) 運航の方式（飛行前の方式を含む。）

(4) 航空機乗組員の訓練課目及び実施方法

(5) ＣＰＤＬＣ装置の運用許容基準

(6) その他必要と認められる事項

(7) ＰＢＣＳに基づく飛行をしようとする場合には、(1)から(6)までに加え、次に掲

げる事項を定めなければならない。

ア ＡＤＳ－Ｃを使用する運航に必要な機上装置の構成

イ ＡＤＳ－Ｃ装置の操作方法及び手順

ウ 性能準拠型通信監視に基づく運航の方式（飛行前の方式を含む。）

エ 性能準拠型通信監視に基づく、航空機乗組員及び運航管理者等の訓練課目及び

実施方法

オ ＡＤＳ－Ｃ装置の運用許容基準

２ 整備に関する実施要領

(1) ＣＰＤＬＣ装置の整備の方式

(2) ＣＰＤＬＣ装置の整備の実施方法

(3) ＣＰＤＬＣ装置の運用許容基準

(4) ＣＰＤＬＣ装置の整備要員の訓練

(5) その他必要と認められる事項

(6) ＰＢＣＳに基づく飛行をしようとする場合には、(1)から(5)までに加え、次に掲



げる事項を定めなければならない。

ア ＡＤＳ－Ｃ装置の整備の方式

イ ＡＤＳ－Ｃ装置の整備の実施方法

ウ ＡＤＳ－Ｃ装置の運用許容基準

エ ＡＤＳ－Ｃ装置の整備従事者の訓練

３ １又は２に定める実施要領は、それぞれ運航規定又は整備規定等に替えることがで

きる。

また、ＰＢＣＳに基づく飛行をしようとする場合、ＥＭＡによる性能監視結果の確

認方法及び、ＲＣＰ及びＲＳＰ仕様の性能低下に関する報告を受けた場合の是正措置

の実施方法を定めなければならない。

第７ 航空機乗組員等の訓練

ＣＰＤＬＣを使用する運航を行う航空機乗組員及び整備要員は、第６の実施要領及

び次に掲げる訓練を受けていること。

１ 一般

ＣＰＤＬＣシステム装置及びＡＤＳ－Ｃ装置の操作方法及び手順、整備等に関する

訓練については、航空機及び装備品の製造者から入手できる最新の規程類及び技術資

料に基づいていること。また、ＣＰＤＬＣを使用する運航の方式等に関する訓練につ

いては、ＦＩＲを管轄する当局から提供される最新の情報、手順等を反映しているこ

と。

２ 航空機乗組員の訓練

航空機乗組員は、次に掲げる訓練を受けていること。

(1) 初期訓練

航空機乗組員は、ＣＰＤＬＣを使用する運航を行う前に、アからエまでの事項に

ついての学科訓練及びオに示す事項についてのＣＰＤＬＣ運用訓練（注）を受けて

いること。また、航空機乗組員は、初期訓練後に十分な知識及び能力を有すること

について評価されていること。

注：ＣＰＤＬＣ運用訓練は、模擬飛行装置、訓練装置等を使用して実施してもよい

。

ア ＣＰＤＬＣの運用に関する一般的概念

イ ＣＰＤＬＣ装置の運用に関する知識

(ｱ) ＣＰＤＬＣ装置の構成、表示等

(ｲ) 通常時又は緊急時の使用方法及び運用限界

(ｳ) データリンクメッセージに対する操作方法（再確認、受領、承認拒否、取消

し等。）

(ｴ) その他必要と認められる事項

ウ ＣＰＤＬＣによる管制承認/管制指示に適切に対応するための知識



(ｱ) 使用される用語、略語等

(ｲ) データリンク空域

(ｳ) ＡＦＮログオン、ＣＰＤＬＣメッセージの交換、接続の移管、接続解除等の

手順等

(ｴ) 例外的事象発生時の手順

(ｵ) その他、ＡＩＰ等の航空情報に記載されたＣＰＤＬＣの運用方法

エ ヒューマンファクターに関する事項

オ ＣＰＤＬＣの運用に係るメッセージの受領、解釈、受諾、拒否、取消、保存、

再生、ロード、作成、送信等の方法、不具合への対応方法等の技量付与

(2) 定期訓練

ＣＰＤＬＣに関する知識及び能力を維持するため、必要に応じ(1)オの事項を含

む定期訓練を実施していること。

(3) ＰＢＣＳに基づく飛行をしようとする場合には、(1)及び(2)の事項に加え、次に

掲げる事項についての訓練を受けなければならない。

ア 初期訓練

航空機乗組員はＣＰＤＬＣ及びＡＤＳ－Ｃを使用した航空機運航を行う前に、

アからエまでの事項についての訓練を受けなければならない。また、航空機乗組

員は、初期訓練後に十分な知識及び能力を有することについて評価されなければ

ならない。

(ｱ) ＡＤＳ－Ｃの運用に関する一般的概念

(ｲ) ＡＤＳ－Ｃ装置の運用に関する知識

① ＡＤＳ－Ｃ装置の構成、表示等

② 通常時又は緊急時の使用方法及び運用限界

③ その他必要と認められる事項

(ｳ) ＰＢＣＳに基づく飛行で求められるＲＣＰ及びＲＳＰ仕様に関する知識

① ＲＣＰ及びＲＳＰ仕様に関する性能要件等

② ＲＣＰ及びＲＳＰ仕様に基づく管制運用等（短縮管制間隔、飛行計画書の

作成方法等）

(ｴ) ＡＤＳ－Ｃ運用に係るＡＦＮログオン、不具合への対応方法等

イ 定期訓練

ＣＰＤＬＣ及びＡＤＳ－Ｃに関する知識及び能力を維持するため、必要に応じ

定期訓練を実施しなければならない。

３ 整備要員の訓練

整備作業を行う要員は、次に掲げる事項について訓練を受けていること。

(1) ＣＰＤＬＣの概要

(2) ＣＰＤＬＣ装置の整備技能

(3) ＣＰＤＬＣ装置の不具合等是正処置及び機能確認

(4) ＰＢＣＳに基づく飛行をしようとする場合には、(1)から(3)までの事項に加え、

次に掲げる事項についての訓練を受けなければならない。



ア ＡＤＳ－Ｃの概要

イ ＡＤＳ－Ｃ装置の整備技能

ウ ＡＤＳ－Ｃ装置の不具合等是正処置及び機能確認

第８ その他

幕僚長等は、この通達の実施に当たり、この通達に定めるもののほか、米国連邦航

空局文書ＡＣ１２０－７０Ａ「OPERATIONAL AUTHORIZATION PROCESS FOR USE OF DAT

ALINK COMMUNICATION SYSTEM」に定めるところによることができる。また、当該文書

に従うに当たり、同等の安全性が確保されると認められる他の方法によるときは、あ

らかじめ防衛大臣の承認を得て当該方法によることができる。



別冊第６

ＲＮＡＶ運航承認基準及び承認要領

第１ 総則

１ 目的

この通達は、航空機の特別な方式による航行に関する訓令（平成１７年防衛庁訓令

第７２号。以下「訓令」という。）第２条に規定する特別な方式による航行のうち、

航空路誌に公示された広域航法経路を航行する航法による飛行（許容される航法精度

が指定された経路又は空域において飛行する場合を除く。）（以下「ＲＮＡＶ運航」

という。）について、当該訓令に基づき承認するための基準及びその要領を定めるこ

とを目的とする。

２ 用語の定義

(1) 「ＲＮＡＶ（Area Navigation）」とは、航法援助施設の覆域内若しくは自蔵航

法装置の能力の限界内、又はこれらの組み合わせで、任意の飛行経路を航行する航

法をいう。

(2) 「ＲＮＡＶ装置」とは、外部航法援助施設を利用する航法装置若しくは自蔵航法

装置、又はこれらの組み合わせによりＲＮＡＶ航法を可能にする装置をいう。

(3) 「ウェイポイント（Way-point）」とは、ＲＮＡＶ経路を構成する地理上の点を

いう。

第２ 承認の際に添付する書類

(1) 陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は防衛装備庁長官（以下「幕僚長等」と

いう。）がＲＮＡＶ運航の承認を得るために訓令第４条第１項に従い防衛大臣に提

出する申請書に添付する同条第２項に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

ア 第３及び第４に規定する承認の基準に適合することを示す書類

イ その他参考となる書類

ただし、 「ＲＮＡＶ航行の承認基準及び承認要領」によるＲＮＰ ＡＰＣＨ航行

（別冊第４別紙第５）の許可を受けている航空機により、単独進入（国土交通省の

定める「ＧＰＳを計器飛行方式に使用する運航の実施基準（平成９年１１月２５日

制定、空航第８７７号・空機第１２７８号）」に規定する単独進入をいう。）にか

かるＲＮＡＶ運航を実施する場合はこの限りではない。

(2) 幕僚長等は、申請する航空機が製造国又は改造国政府により第３の１から４まで

に適合することが証明されているときは、当該証明を行った書類を(1)アの書類と

して用いることができる。

(3) (1)アに規定する書類のうち、第４に適合することを示す書類は、航空機の運航

、整備、航空機乗組員等の教育及び訓練に係る規定を定めた書類及びＲＮＡＶ運航

を行うために必要な教育及び訓練が終了したことを示す書類又は航行開始日までに

教育及び訓練が終了することを示す書類とする。

(4) 訓令第４条第３項の規定に基づき添付する書類は、既に承認を受けた航空機と同



一の型式であって、かつ、特別な方式による航行を行うに当たり必要な同一の性能

及び装置を有することを実証する書類及び機番号の追加に伴い変更になった部分を

添付するものとする。

第３ ＲＮＡＶ装置の要件

ＲＮＡＶ装置は、次の要件に合致すること。

１ 装置及び装備の要件

(1) 操縦室内における当該装置の配置は、いずれの操縦者席からも目視でき、かつ、

操作に便利なものであること。

(2) 当該装置は、他の装置の無線障害の原因とならず、かつ、他の装置から無線障害

を受けないこと。

(3) 当該装置の故障又は作動不良によって、航空機に要求される他の航法機能が失わ

れないこと。

(4) 当該装置の故障又は誤作動が生じた場合には、目視できる機械的又は電気的警報

により、当該装置からの情報が無効であることが航空機乗組員に確実に表示される

こと。

(5) 当該装置の機能は、通常の航空機電源の中断又は過渡現象により阻害されないこ

と。

２ 装備数

航空機に装備するＲＮＡＶ装置（関連部を含む。）の装置数は、１系統以上である

こと。

３ ＲＮＡＶ装置の機能要件

ＲＮＡＶ装置は、次の機能を有すること。

(1) 次のいずれかにより、現在位置が表示されること。

ア 緯度及び経度

イ 選択ウェイポイントへの距離及び方位

(2) 制御表示装置により、必要な飛行計画の選択又は入力が可能であること。

(3) 任意の飛行段階で飛行計画の任意の部分の航法データの検討及び修正ができるこ

と。また、承認された飛行計画の実施に十分なデータを蓄積できること。

(4) 現在のガイダンスに影響を与えることなく、飛行中に飛行計画の検討、作成、修

正及び確認ができること。

(5) 航空機乗組員の操作が行われない限り、修正された飛行計画の実施がなされない

こと。

(6) 次のいずれかによって飛行計画を作成することができること。

ア データベースに登録されている個々のウェイポイントの識別符号又は個々のウ

ェイポイントの選択

イ データベースの内容を基に作成されたウェイポイントの設定

ウ 緯度及び経度、方位及び距離又は他のパラメータにより定義されたウェイポイ



ントの設定

(7) ルート又はルートセグメントを加えることにより飛行計画が作成できること。

(8) 表示された位置の確認又は調整ができること。

(9) 旋回予知情報を伴うウェイポイント自動シークェンシング処理機能を有すること

。また、ウェイポイントの通過とコースへの復帰を可能にする手動シークェンシン

グ処理ができること。

(10) 横方向逸脱量が表示されること。

(11) ウェイポイントに対しての予定時間が表示されること。

(12) 任意のウェイポイントへの直行が可能であること。

(13) 以前の無線航行援助施設による自機位置情報を破棄できること。

(14) 外部航法援助施設を利用した航法装置による位置とＲＮＡＶ装置により計算さ

れた位置を比較することにより、航空機乗組員による位置情報の精度の推定が可能

であること。

(15) WGS-84 測地基準システムが使用できること。

(16) 航法装置が故障したことが表示されること。

４ ＲＮＡＶ装置の精度要件

ＲＮＡＶ装置は、米国連邦航空局文書ＡＣ９０－４５Ａを満足すること。

第４ ＲＮＡＶ運航実施要領と航空機乗組員等の訓練

ＲＮＡＶ運航を行う者は、次の内容を含むＲＮＡＶ運航実施要領を設定し、それに

従って運航・整備を実施することとなっていること。

１ ＲＮＡＶ運航の概要

２ ＲＮＡＶ装置に関するもの

(1) 航空機の型式及び搭載している機上装置の型式

(2) 通常操作手順

(3) 地理的位置、無線航法施設の有効性又はリカバリーモード（例：マニュアルチュ

ーニング又は推測航法による運航）から関連付けられる精度限界

(4) ＲＮＡＶ運航に必要なシステムの状態

(5) ＶＯＲ／ＤＭＥで設定された、ＲＮＡＶ装置又はＦＭＳが主航法装置として承認

されていないＡＴＳ経路を使用する場合の限界

(6) 各飛行段階における限界

(7) 機器作動状況のモニター手順

(8) 正常な作動状況でない場合（電源の中断及び回復、システムの警報発出時、１エ

ンジン不作動性能データ使用時等）、又は運用許容基準適用時における限界及び操

作方法

(9) その他必要であると認められる事項

３ 航空機乗組員の訓練要件に関するもの



訓練により、航空機乗組員は、次の要件を満足すること。

(1) ＲＮＡＶに関する一般的な知識を有していること。

(2) 機器について十分理解していること。

(3) 機器の限界を理解していること。

(4) 機器の効率的な運用と精度の維持に必要な運用操作及び保護手段について十分理

解していること。

(5) 機器に関して訓練を受け、使用した経験があること。

(6) 機器の精度に疑問がある場合には管制に通報する必要があることを理解している

こと。

(7) 不測の事態に対する手順に精通していること。

(8) その他必要であると認められる知識を有していること。

４ 整備に関するもの

(1) ＲＮＡＶ装置の整備の方式

(2) 運用許容基準

(3) その他必要であると認められる事項

第５ その他

幕僚長等は、この通達の実施に当たり、同等の安全性が確保されると認められる他

の方法によるときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得て当該方法によることができる

。


